
 

放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 

４９７，７９６百万円（３７２，０９０百万円） 

 

水・大気環境局放射性物質汚染対策担当参事官室 

 

１．事業の必要性・概要 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故
により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じ、周辺地域住民の多くが不
便な避難生活、不安な日常生活を強いられている。 
 本事業では、放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響
を速やかに低減させるため、放射性物質汚染対処特措法及び同法に基づいて策定さ
れた基本方針等に即して、 
  ①  除染特別地域における生活圏の除染の推進（211,457 百万円） 
  ②  除染特別地域における除去土壌等の減容化（15,000 百万円） 
  ③  除染特別地域における除去土壌等の仮置き（60,218 百万円） 
  ④  除染特別地域における除染実施後の放射線量の監視（113 百万円） 
  ⑤  線量が相当高い地域における除染実証事業（6,790 百万円） 
  ⑥  地方公共団体による除染等の措置等に対する財政措置（202,936 百万円） 
  ⑦  正確かつ分かりやすい情報発信（1,165 百万円） 

等を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

事項 H24 H25 H26 H27 H28 

① 生活圏における除染      

② 除去土壌等の減容化      

③ 除去土壌等の仮置き      

④ 放射線量の監視      

⑤ 線量が相当高い地域における除染

実証事業 

     

⑥ 地方公共団体に対する財政措置      

⑦ 正確かつ分かりやすい情報発信      

 

３．施策の効果 

 放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の速やかな低

減 



除染特別地域 
(警戒区域又は計画的避難

区域の11市町村) 

放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 
４９７，７９６百万円（３７２，０９０百万円） 

除染実施区域（福島県内） 除染実施区域（福島県外） 

 ◎国による実施 ◎福島県の交付金による実施 
 （市町村、県が実施する場合） 
 ・区域内における除染事業等 

◎国の補助金による実施 
 （市町村、県が実施する場合） 
 ・区域内における除染事業等 

◎国の補助金による実施（市町村、県が実施する場合） 
・除染実施計画策定（改定を含む。）に係る業務 等 

1 

目的：放射性物質汚染対処特措法に基づき、放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境
に及ぼす影響の速やかな低減 

①除染特別地域における生活圏の除染の推進(211,457百万円) 
②除染特別地域における除去土壌等の減容化(15,000百万円) 
③除染特別地域における除去土壌等の仮置き(60,218百万円) 
④除染特別地域における除染実施後の放射線量の監視(113百万円) 

⑤線量が相当高い地域における除染実証事業(6,790百万円) 

⑥地方公共団体による除染等の措置等に
対する財政措置 

   （202,936百万円） 

（平均的な放射線量が0.23μ Sv/h以上の地域 ８県101市町村） 

⑦正確かつ分かりやすい情報発信 
   （1,165百万円） 

   
除染手抜き工事の報道（朝日1／4等） 
    
    

除染の適正化について 

除染適正化推進本部を環境省内に設置 

１／１８   除染適正化プログラムの決定 

 ○事業者の施工責任の徹底 
 ○幅広い管理の仕組みの構築 
 ○環境省の体制強化 

◎国によるリスクコミュニケーション 



                                  

中間貯蔵施設検討・整備事業              

１４，６４５百万円（２，０００百万円） 

水・大気環境局 放射性物質汚染対策担当参事官室 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質（以下「事故由来放

射性物質」という。）による環境の汚染が生じており、事故由来放射性物質に

よる環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減すること

が喫緊の課題となっている。 

   こうした状況を踏まえ、平成 23 年 8 月に放射性物質汚染対処特措法が議員

立法により可決・成立し、公布された。また、平成 23 年 10 月に示された「東

京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処にお

いて必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」において、「今後、除染

等に伴って大量に発生すると見込まれる除去土壌等、及び一定程度以上に汚染

されている指定廃棄物等（以下、大量除去土壌等という）については、その量

が膨大であって、最終処分の方法について現時点で明らかにしがたいことから、

これを一定の期間、安全に集中的に管理・保管するための施設を、中間貯蔵施

設と位置づけ、その確保・運用を行う。その配置については、（中略）具体的

には、大量除去土壌等が発生すると見込まれる福島県にのみ設置する。」とさ

れている。 

   そこで、地元の理解を求めつつ、中間貯蔵施設の詳細設計等を進めることを

目的として本事業を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

中間貯蔵施設の調査及び詳細設計等の実施 

 

３．施策の効果 

地元の理解を求めつつ、中間貯蔵施設の整備を着実に実施することで、福島

県内の除染を迅速に進め、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又

は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減し、福島県の復興に資する。 



中間貯蔵施設検討・整備事業
１４，６４５百万円（２，０００百万円）

中間貯蔵施設の調査及び詳細設計等の実施

• 除染等に伴って、放射性物質を含む土壌や廃棄物が大量に発生する。
• 福島県内では、放射性物質を含む土壌や廃棄物の量が膨大となるため、現時
点で最終処分の方法を明らかにすることは困難。

このため、放射性物質を含む土壌や廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に
集中的に管理・保管する施設が中間貯蔵施設。平成24年度内に立地場所を選定
し、仮置場の本格搬入開始から３年程度（平成27年１月）を目途として施設の供用
を開始するよう政府として最大限の努力を行う。

地元の理解を求めつつ、中間貯蔵施設の整備を着実に実施することで、福
島県内の除染を迅速に進め、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の
健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減し、福島県の復興に資する。

背景・整備スケジュール

平成25年度事業計画

施策の効果



 

放射性物質汚染廃棄物処理事業 

９７，１００百万円（７７，２２４百万円） 

 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

平成２３年３月に発生した東日本大震災に伴う地震と津波により、大量

の災害廃棄物が発生している。これらの災害廃棄物の一部は、東京電力福

島第一発電所における事故による放射性物質により汚染されている。放射

性物質によって汚染された土壌等を円滑かつ迅速に除染・処理するため、

平成２３年８月２６日には原子力災害対策本部より「除染に関する緊急実

施基本方針」が示された。また同日、「平成二十三年三月十一日に発生し

た東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射

性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（放射性物質汚染

対処特措法）が成立した。これらにより、指定地域内の廃棄物（対策地域

内廃棄物）および、指定地域外であっても放射性物質による汚染状態が基

準を超えるもの（指定廃棄物）については、国がその処理を迅速に行う必

要がある。 

そこで、放射性物質によって汚染された対策地域内廃棄物および指定廃

棄物を迅速に処理し、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を

速やかに低減することを目的として本事業を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

「放射性物質汚染対処特措法」に基づき、対策地域内廃棄物および指定

廃棄物を迅速に処理するために、以下の業務等を行う。 

（１）対策地域内廃棄物処理 

（２）指定廃棄物処理（最終処分場の確保を含む） 

（３）廃棄物処理施設モニタリング 

 

３．施策の効果 

対策地域内廃棄物及び指定廃棄物の処理の迅速な実施。 



放射性物質汚染廃棄物処理事業

放射性物質によって汚染された廃棄物、土壌等を円滑かつ迅速に除染・処理するため、平成２３ 年８月２

６ 日に放射性物質汚染対処特措法が成立し、平成２３年１１月１１日に特措法の基本方針が示された。

これらにより、汚染廃棄物対策地域として指定された地域内の廃棄物（対策地域内廃棄物）および、対策

地域外であっても放射性物質による汚染状態が基準を超えるもの（指定廃棄物）については、国がその処理

を迅速に行う必要がある。

放射性物質によって汚染された対策地域内廃棄物および指定廃棄物を迅速に処理し、環境の汚染に
よる人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的として、特措法及び基本方針に基づ
き下記事業を行う。

背景

事業概要・目的

（２５年度予算額 ９７１億円）

汚染廃棄物対策地域（警戒区域及び計画的避難区
域等）の廃棄物は、対策地域内廃棄物※として環境
省が直轄で処理。
（※平成24年4月13日以降の事業活動によって発
生した廃棄物、区域見直し後に生じた廃棄物は除く）

対策地域内廃棄物

・保管がひっ迫している県に最終処分場を建設

・指定廃棄物の処理（実証事業含む）

・指定廃棄物の保管委託

・廃棄物処理施設におけるモニタリングの補助（定

額）

指定廃棄物



                                  

（新）新たに発生した汚染廃棄物の処理加速化事業 

【２４年度補正】１０，４２７百万円 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

従来、循環利用されていた稲わら、牧草等が放射性物質に汚染されたことに

より、新たに廃棄物となって大量に発生している状況にある。  

これらの新たな廃棄物のうち８千 Bq/kg 以下の一般廃棄物については、廃棄

物処理法に基づき市町村等が処理を行うこととされているが、その処理が進ま

ず、一時的に保管されている状況が続いている。また、新たに発生した汚染廃

棄物のうち可燃性のものは腐敗することから、このまま処理が滞った場合、処

理そのものが困難となる恐れがある。 

このため、これらの新たに発生した廃棄物について、市町村等による処理を

促すことを目的としている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

これまで循環利用されてきたが、事故由来放射性物質に汚染されたことで新

たに発生した８千 Bq/kg 以下の可燃性一般廃棄物の処理・処分等に要する経費

に対し補助する。 

（１）補助対象 

   市町村等 

 （２）補助率 

    １／２ 

 

３．施策の効果 

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による放射性物質汚染で

新たに発生した稲わら、牧草等の可燃性一般廃棄物のうち８千 Bq/kg 以下

のものの処理の実施。 



保管がひっ迫している
汚染廃棄物の例

稲わら

牧草 きのこ原木

堆肥

新たに発生した汚染廃棄物の処理加速化事業

【目的】
従来、循環利用されていた稲わら、牧草等が放射性物質に汚染されたことにより、新たに廃棄物となって大

量に発生している状況。
このうち、８千Bq/kg以下のものは、廃棄物処理法に基づき市町村等が処理を行うこととしているが、その処

理が進まないことから、やむを得ず農家の敷地等に一時保管されており問題化。また、このまま処理が進まな
いと、腐敗や火災の恐れがあり、処理そのものが困難となるおそれ。
このため、緊急的に当該廃棄物の処理に要する経費の一部を助成し、市町村等による処理を促すもの。

【事業の概要】

１ 補助対象者
８千Bq/kg以下の農林業系副産物が大量に発生している岩手県、

宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の市町村等（一
部事務組合、広域連合、廃棄物処理センターを含む。）

２ 処理の対象となる汚染廃棄物
これまで循環利用されてきたが、事故由来放射性物質に汚染され
たことで新たに発生した８千Bq/kg以下の可燃性一般廃棄物

３ 事業実施期間
平成24年度から平成26年度まで（３年間）

４ 補助率等
１／２（国）。

５ 処理に必要な経費の例
廃棄物の処理に必要な一連の工程に係る経費を助成

① 処理計画の策定等に要する経費
② 地域住民への理解促進に要する経費（空間線量測定費等）
③ 廃棄物の収集運搬から処理・処分に要する経費

（仮設焼却炉の設置委託等）

処理の
加速化



 

 

放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究 

１，２００百万円（１，２００百万円） 

環境保健部放射線健康管理担当参事官室 

１．事業の概要 

今般の福島第一原発事故を受け、平成２３年度二次補正予算で福島県に

「福島県民健康管理基金」（７８２億円）を創設するなど、原子力被災者の

健康の確保に必要な事業を中長期的に実施する体制を整備したところである。 

  平成２５年度においても、原子力被災者の健康確保に万全を期すため、福

島県の基金実施事業の前提となる被ばく線量の評価等の国として実施すべき

事業を行う。 

 

２．事業計画 

 本事業は、健康管理の前提となる放射線の健康影響に係る研究調査、被ば

く線量評価等に関する調査研究を実施するとともに、安心・リスクコミュニ

ケーション事業を実施して放射線に対する不安の解消を図るものであり、個

々の事業は以下のとおりである。  

１）放射線の健康影響に係る研究調査事業  

 放射線医学総合研究所等の研究機関、UNSCEAR や ICRP 等の国際研究機

関と連携し、中長期にわたる低線量被ばく等について疫学的な研究や医療

に関する最先端の調査等を実施する。また、ストレスなどの心理的影響等

についても調査研究も行う。 

２）被ばく線量評価等に関する調査研究事業  

 内部被ばくについて、放射性物質放出量、SPEEDI、土壌モニタリング結

果等から正確な被ばく線量を推定する調査研究を行う。また、外部被ばく

についても被ばく線量推定の高度化を検討するほか、低線量被ばくの線量

評価のためのホールボディカウンターの精度管理について調査する。  

３）安心・リスクコミュニケーション事業  

 統一的な基礎資料を使用し、育成された講師が、住民からの相談に対応

する都道府県の保健医療従事者、学校関係者等への研修の実施を行うとと

もに、基礎資料の検証を行う。  

  ４）健康管理支援に係る調査等事業 

県民健康管理調査の結果や既存統計等を活用した調査等を通じ、原子力

被災者の健康管理等の現状や課題を把握するともに、国や自治体等が行う

今後の支援のあり方について検討する。 

 

３．施策の効果 

本事業により、被ばく線量の評価が向上すること、放射線の健康影響に係



 

 

る知見が得られること、リスクコミュニケーション事業において統一された

対応ができるようになることにより、原子力被災者の健康確保及び不安の解

消に資するものである。 



＜事業の背景・内容＞

１． 福島復興再生基本方針
原子力災害からの福島の復興及び再生に関する
施策の総合的な推進を図るための基本的な方針と
して、平成２４年７月１３日に福島復興再生基本方
針が閣議決定され、その中で国内外の叡智を結集
した放射線の人体への影響等に関する調査の重要
性等について指摘されています。

２．原子力被災者に対する健康管理・健康調査
今般の福島原発事故を受け、福島県に「福島県
民健康管理基金」（平成２３年度二次補正：782億
円）を創設するなど、原子力被災者の健康の確保
に必要な事業を中長期的に実施する体制を整備し
たところです。
平成25年度においても、原子力被災者の健康確
保に万全を期すため、引き続き、福島県の基金実
施事業の前提となる被ばく線量の評価等の国とし
て実施すべき事業を行います。

放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究
平成２５年度予算（案） １２．０億円（１２．０億円）（委託費）

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

１．放射線の健康影響に係る研究調査事業
放射線医学総合研究所等の研究機関、UNSCEAR
やICRP等の国際研究機関と連携し、中長期にわた
る低線量被ばく等についての研究や医療に関する
最先端の調査等を実施します。また、ストレスなど
の心理的影響等についても調査研究も行います。

３．安心・リスクコミュニケーション事業

統一的な基礎資料を使用して育成された講師が、
住民からの相談に対応する都道府県の保健医療
従事者、学校関係者等への研修を行うとともに、基
礎資料の検証を行います。

２．被ばく線量評価等に関する調査研究事業
内部被ばくについて、放射性物質放出量、SPEEDI、
土壌モニタリング結果等から正確な被ばく線量を
推定する調査研究を行います。また、外部被ばくに
ついても被ばく線量推定の高度化を検討するほか、
低線量被ばくの線量評価のためのホールボディカ
ウンターの精度管理について調査します。

住
民
の
健
康
確
保
・

不
安
解
消

４．健康管理支援に係る調査等事業（新規）

県民健康管理調査の結果や既存統計等を活用
した調査等を通じ、原子力被災者の健康管理等の
現状や課題を把握するともに、国や自治体等が行
う今後の支援のあり方について検討する。



（新）福島県立医科大学におけるリスクコミュニケーション拠点の強化 

２００百万円（０百万円） 

環境保健部放射線健康管理担当参事官室 

１．事業の概要 

今般の福島第一原発事故を受け、原子力被災者は被ばく状況や放射線又は

原発事故全般の健康一般に与えるリスクに関する情報や知識が十分ではない

ため、依然として不安を感じている状況である。こうした中で福島県が放射

線に関する医療の拠点として整備を進める福島県立医科大学に開設する「放

射線影響に関する心のケア講座（仮称）」に支援を行い、心のケアに関する

人材育成、調査研究を通じ、放射線に対する不安の解消を図る。 

 

２．事業計画 

 福島県が放射線に関する医療の拠点として整備を進める福島県立医科大学

に開設する「放射線影響に関する心のケア講座（仮称）」の支援を行い、多

くの国民に対して適切な放射線影響に係る教育を行うことができる人材が不

足している中、特にそのようなニーズの高い福島県で人材を育成する。 

また、県民の方との面談やリスクコミュニケーションの状況調査などを行

い、放射線による健康影響に関する不安に対して心のケアを実践する。 

 

３．施策の効果 

福島県立医科大学に放射線影響に関する心のケアの拠点を設置し、人材を

育成するとともに、実践することにより、放射線に対する県民の不安の解消

に資するものである。  



＜事業の背景・内容＞

○今般の福島第一原発事故を受け、原子力被災者は被
ばく状況や放射線又は原発事故全般の健康一般に与え
るリスクに関する情報や知識が十分でないため、依然
として不安を感じている状況です。チェルノブイリ原
発事故においても、放射線による健康影響だけでなく、
事故や被ばくの恐怖によるストレスの影響等が顕在化
し、事故後25年経過した現在でも様々な対策が講じら
れているところです。これまで、国においても、様々
な取組を行っていますが、今後一層の強化が求められ
ています。

・福島県が放射線に関する医療の拠点として整備を進
める福島県立医科大学に開設する「放射線影響に関す
る心のケア講座（仮称）」の支援を行います。
①多くの国民に対して適切な放射線影響に係る教育を
行うことができる人材が不足しているため、今般特に
そのようなニーズの高い福島県で人材を育成します。
②原発被災者が抱える放射線による心理的影響に関す
る調査・研究を推進します。

福島県立医科大学におけるリスクコミュニケーション拠点の強化
平成２５年度予算（案） ２.０億円（新規）（交付金）

＜事業のスキーム、具体的な成果イメージ＞

○福島県立医科大学県民健康管理センターにおい
て、放射線影響に関する心のケアの拠点を設置し、
人材を育成するとともに、県民の方との面談など
放射線による心理的影響に関する調査・研究を推
進します。
これらの対策を通じて、県民の不安が解消され

ることが期待されます。

福島県立医科大学
県民健康管理センター

福
島
県

「放射線影響に関する
心のケア講座（仮称）」

国

支
援

国 福島県
交付金

拠
点
化

人材育成・リスクコミュニケー
ション

人材育成・心のケアの実践



（新）放射線による自然生態系への影響調査費 

６１百万円（ ０百万円） 

自然環境局自然環境計画課 

１．事業概要 

 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、当該原子力発電

所から放出された大量の放射性物質による環境の汚染が生じており、福島第一原発周

辺地域の野生生物から高濃度の放射性物質が検出されたことが報告されている。この

ような事故は過去にあまり例がないことから、放射性物質による直接的な影響のみな

らず、人間活動の変化による間接的な影響も含め、自然生態系にどのような影響が生

じるのか懸念されているところである。 

このため、環境省が中心となって、ICRP（国際放射線防護委員会）の定めた標準動

植物の考え方を参考に試料を採取し、今回の事故により自然環境下に放出された放射

性物質による自然生態系への影響の調査を行うとともに、情報の公開及び関係者間で

の情報共有を推進することにより、放射線による自然生態系への直接及び間接的影響

の全体像の把握を目指す。 

 

２．事業計画                              (年度) 
 H24 H25 H26 H27 H28 

 

 

放射線による自然生態

系への影響調査 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

生態系への影響調査 

   

情報交換

会の開催

・情報プラ

ットフォ

ームの構

築 

 

関係者の連携による長

期観測体制の検討・構

築 

  

 

 

３．施策の効果 

 事故由来放射性物質により影響を受けた自然生態系の状況及び今回の事故が間接

的にもたらす自然環境への影響を把握するとともに、環境省が実施する調査と研究機

関等が実施する調査の情報共有により、関係者間で生態系への影響に係る調査及び情

報収集の効率化が図られ、原発事故による自然環境への影響の全体像が把握される。 



放射線による自然生態系への影響調査

○ 福島第一原発事故により放出された放射性物質による直接的な影響ばかりでなく、人間活動の変化による間接的な影
響も含めた自然生態系への影響を懸念。

○ 今回事故による自然生態系への影響についての長期に渡る調査の実施とともに、関係機関との情報共有により被害の
全体像を把握することが重要。

放射性物質による自然生態系への影響把握のための指標種の調査

警戒区域及びその周辺地域における事故由来放射性物質による自然生態系への影響把握

のための指標種の調査

【放射性物質による生態系への直接及び間接的影響の調査】

【情報収集の効率化及び情報の共有化の推進】

福島第一原発周辺地域における自然環境変化の把握

人間活動が大きく減少している福島第一原発周辺地域における

自然環境の調査

自然生態系への影響把握に係る情報収集の効率化及び情報の共有化の推進

関係機関及び各分野の専門家等との情報共有を図るための情報交換会の開催及び自然

生態系への影響把握に係る情報を集約した情報プラットフォームの構築

放射線による自然生態系への直接及び間接的影響の全体像の把握

警戒区域の概念図

指標種のイメージ

警戒区域

20km

福島第一原発



                                  

 

水環境放射性物質モニタリング調査    ６００百万円（５３２百万円） 

 

水・大気環境局水環境課 

 

１．事業の必要性・概要 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により環境中に放出された

放射性物質による環境汚染が懸念されることから、放射性物質による環境の

汚染状況を把握し、一体的でわかりやすい情報提供を行うため、総合モニタ

リング計画に基づき、関係省庁等が連携し、モニタリングを実施している。 

このため、環境省において、放射能汚染が特に懸念される地域（福島県及

びその近隣県）の公共用水域において放射性物質のモニタリング調査を行う。 

 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

水環境の放射性物質による汚染状況の推移を把握するため、福島県及び近隣

県の公共用水域において、定期的に水質、底質、水生生物を採取し、放射性

物質濃度の測定等を実施。 

   

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

水環境放射性物質

モニタリング調査 

    

 

 

 

３．施策の効果 

  放射性物質に係る環境汚染の状況把握を行い、適切に情報提供を行うことで、

住民の不安解消と復旧・復興に資する。 



放射性物質モニタリング（水環境・地下水）
○ 東京電力株式会社福島第１原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性
物質による環境汚染が懸念。
○ 放射性物質による環境の汚染状況を把握し、一体的でわかりやすい情報提供を行う
ため、総合モニタリング計画(平成23年8月モニタリング調整会議決定、平成24年4月改
定)に沿って、関係省庁等が連携し、モニタリングを実施。
○ 環境省は、総合モニタリング計画に基づき、河川、湖沼等の水環境、地下水等のモニ
タリングを実施。

1

モニタリング調査地点図イメージ

福島県及び近隣県においてモニタリングを実施

試料採取風景

（地下水）

（湖沼・底質）

（河川・水質）

（水環境（河川、湖沼等））

（地下水）



放射性物質地下水質モニタリング調査 ５０百万円（５０百万円）

水・大気環境局 地下水・地盤環境室

１．事業の必要性・概要

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により環境中に放出された

放射性物質による環境汚染が懸念されることから、放射性物質による環境の

汚染状況を把握し、一体的でわかりやすい情報提供を行うため、総合モニタ

リング計画に基づき、関係省庁等が連携し、モニタリングを実施している。

このため、環境省において放射能汚染が特に懸念される地域（福島県及び

その近隣県）の地下水について放射性セシウム等の測定を実施する。

２．事業計画（業務内容）

地下水の放射性物質による汚染状況の推移を把握するため、福島県及び近

、 。隣県において 延べ８００地点で地下水の放射性物質濃度の測定を実施する

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

放射性物質地下水質モニタリング

３．施策の効果

地下水については放射性物質に係る汚染がないことを監視し、適切に情報

提供を行うことで、住民の不安解消と復旧・復興に資する。



放射性物質モニタリング（水環境・地下水）
○ 東京電力株式会社福島第１原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性
物質による環境汚染が懸念。
○ 放射性物質による環境の汚染状況を把握し、一体的でわかりやすい情報提供を行う
ため、総合モニタリング計画(平成23年8月モニタリング調整会議決定、平成24年4月改
定)に沿って、関係省庁等が連携し、モニタリングを実施。
○ 環境省は、総合モニタリング計画に基づき、河川、湖沼等の水環境、地下水等のモニ
タリングを実施。

1

モニタリング調査地点図イメージ

福島県及び近隣県においてモニタリングを実施

試料採取風景

（地下水）

（湖沼・底質）

（河川・水質）

（水環境（河川、湖沼等））

（地下水）



                                  

 

被災影響海域における海洋環境関連モニタリング調査 

３５９百万円（３４９百万円） 

 

水・大気環境局水環境課海洋環境室 

 

１． 事業の必要性・概要 

  東日本大震災により発生した津波により、有害物質及び廃棄物が大量に

海域へ流出したため、また、福島第一原子力発電所から放射性物質が漏出

したため、これらに起因する海洋環境の汚染状況を継続的に把握する。 

 

２． 事業計画（業務内容） 

（１）（継続）有害物質等海洋モニタリング調査（274 百万円） 

青森県沖、岩手県沖、宮城県沖及び福島県沖において、海水と海底土を

対象に化学物質調査、放射性物質調査及び海底ゴミ実態調査を実施 

（２）（拡充）洋上漂流物に係る海洋表層環境調査（85 百万円） 

  シミュレーションの更なる精緻化及び長期予測を実施することで、国内

外への漂着の可能性等を把握し、関係国等への適切な情報提供等を検討す

る。 

  また、日米ＮＧＯの連携を促進し、北米大陸西海岸における状況等を把

握することで、今後の我が国における対策の検討に資する情報を集約する。

 さらに、洋上漂流物の漂着に関係する国の行政官・研究者等を我が国に

招聘し、情報共有・意見交換等を行うことで、国際的連携の枠組みの構築

を検討する。 

   

 

３． 施策の効果 

被災海域のモニタリングを継続的に調査、公表することにより、被災地

の汚染状況に対する住民の不安解消に寄与する。 



30km圏
福島第一原発

八戸：市街地水没等

宮古：市街地水没等

気仙沼：油流出、火災

南三陸：市街地水没等

相馬：沿岸部水没等

釜石：市街地水没等

仙台：製油所で火災等

陸前高田：市街地水没

被災影響海域における海洋環境関連モニタリング調査

２．調査測線

・多大な被害が生じた海域
6測線（沿岸から１km，10km，20kmの測点等）

１．調査の目的

平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴い、津波等の被害にあった地域における

海洋の汚染状況を経時的に把握することで、化学物質や放射性物質による被災地住民への

健康被害を防止するとともに、住民の不安や風評被害を解消する。併せて国内外において

関心が高まっている震災に起因する漂流物について漂流シミュレーションを実施し、その

結果を踏まえつつ衛星データ等を用いてモニタリングを実施し、国内への再漂着や外洋へ

の流出状況を把握する。
●化学物質調査
・震災に起因する油等の流出による汚染物質の広がりを把握する
●放射性物質調査
・福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の広がりを把握する
●海底ごみ実態調査
・津波により流出し海底に沈積した大型のガレキ等（倒壊家屋、車両、船舶等）の実態調
査をし、汚染物質の溶出や拡散状況を把握する

３．調査内容

●化学物質調査
・海水（表層海水及び底層海水）
・海底土（底質表層）

●放射性物質調査
・海水（表層海水及び底層海水）

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）
・海底土（底質表層）

放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）
放射性ストロンチウム（Sr-90）

４．分析項目

●化学物質調査

・海水及び海底土
油、PCB、ダイオキシン類等

●放射性物質調査
・海水

Cs-134 : 検出限界 約 0.025Bq/L
Cs-137 : 検出限界 約 0.025Bq/L

・海底土
Cs-134 : 検出限界 約 1Bq/kg-dry
Cs-137 : 検出限界 約 1Bq/kg-dry

Sr- 90 : 検出限界 約 1Bq/kg-dry



地球シミュレータ

漂流状況予測シミュレーション

震災前後～現在の海洋観測データと大気・海洋モデルを同化
風、海流、海洋渦の効果が計算できるよう最適化

検証・最適化

洋上漂流物の
初期条件の設定

海洋表層環境調査の概要

北西太平洋1/10度の
海洋三次元変分法
データ同化システム

平成25年度においても、シミュレーションに係るデータを更新し、関係国等へ、最新
の漂流予測結果を含めた適切な情報の提供を行う。

関係機関が連携し、シミュレーション等により

洋上漂流物の漂流予測を実施

１度の大気・海洋結合場を
用いた漂流予測
（北太平洋全域）

調査概要

シミュレーション手法

衛星観測・目視情報等による
洋上漂流物の挙動情報

陸域残存がれき、流出状
況ビデオ、「だいち」ＰＡＬＳ
ＡＲデータ等の情報

・京都大学
・海洋研究開発機構
・原子力研究開発機構

・気象研究所
・宇宙航空研究開発機構

関係機関

1/10度の海洋循環場等を
用いた漂流予測
（北西太平洋）

全球１度の大気・海洋
結合四次元変分法
データ同化システム

初期値（現在）を更新

平成24年10月頃から、北米大陸西海岸への
本格的な接近が始まるとの予測結果を得た。

平成23年度業務成果

反転し、太平洋島嶼国に
接近する可能性も



                                  

 放射性物質・災害と環境に関する研究 

 ９０３百万円（７０５百万円） 

総合環境政策局総務課環境研究技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

  東日本大震災の復旧・復興に当たり、多種多量の災害廃棄物問題や環境中に

広がった放射性物質への対策が課題となっている。特に、放射性物質に汚染さ

れた廃棄物や土壌等に関しては、放射性物質汚染対処特別措置法の枠組みの下

で国（環境省）が主体となった除染、処理が進められているが、一般環境が放

射性物質によって広く汚染された事態は我が国で経験・知見のないものである。 

そのため、既存の種々の環境研究成果等を総動員して、それらを応用、発展

させ、あるいは高度化、総合化して汚染実態の把握、放射性物質の環境動態の

解明、安全かつ効率的な処理処分・再生利用等システムを確立することが重大

な課題となっている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 ① 放射性物質汚染廃棄物・土壌等の処理処分・再生利用等技術の開発・高度化 

 ・評価等 

放射性物質に汚染された廃棄物・土壌等について、各処理処分プロセスでの挙

動解明、中間処理（減容化・再生利用）や最終処分等の技術・システムの開発・

高度化・評価、測定・モニタリング技術の確立等に関する研究を行う。特に再生

利用に関しては、被災地の災害廃棄物と全国の産業系副産物を同時に利活用する

技術の開発・実証評価等に関する研究も行う。 

② 環境中の多媒体(大気・水・土壌・生物・生態系等)での放射性物質等の実態

  把握・動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価 

環境中の多媒体での放射性物質の分布や移行・蓄積等の実態把握や多媒体環境

モデリングを通じた放射性物質の動態解明を行うとともに、放射性物質による人

の被ばく量や生物・生態系への影響評価に関する研究を行う。 

 

３．施策の効果 

① 放射能に汚染された廃棄物・土壌等に関する処理処分等技術・システムの確

立、特措法に基づく技術基準及び指針等への反映等を通じた、国及び地方自治

体における安全かつ効率的な処理処分・再生利用等の推進への貢献 

② 放射能汚染の実態と動態、影響に関する科学的知見の提供 

③ 住民理解のもとでの対策推進のための環境リスク管理及び資源循環システム

形成に係る科学的知見の提供 



放射性物質・災害と環境に関する研究

放射能汚染の実態把握と動態解明、被ばく総量の評価
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①放射性物質により汚染された廃棄物・土壌等の処理処分・
再生利用等技術の開発・高度化・評価等

中間処理（減容化・再生利用※）及び中間貯蔵・最終処分
等に関する技術・システムの開発・高度化・評価等
※災害廃棄物・産業系副産物の利活用技術等の開発・実証評価を含む

放射性物質の測定・モニタリング技術・手法の確立

多媒体環境モデリングと環境動態計測の連携による
放射性物質の実態把握と動態解明

②環境中の多媒体（大気・水・土壌・生物・生態系等）での
放射性物質等の実態把握・動態解明、モデリング、被ばく
量の評価・予測、生物・生態系への影響評価等

汚染廃棄物等に係る放射性物質の挙動解明

放射性物質による被ばく量の評価、生物・生態系へ
の影響評価

平成25年度予算（案）額 903百万円（平成24年度予算額 705百万円）



                                  

環境研究総合推進費       ６，１６０百万円（６，６７０百万円） 

       ＜うち復旧・復興 ７７３百万円（１，０００百万円）＞ 

総合環境政策局総務課環境研究技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

政府全体における研究･技術開発の重点２本柱の一つである「グリーン･イ

ノベーション」を推進する一環として、研究･技術開発の成果を社会に「適用」

してイノベーションにつなげていく研究開発や、個別領域にとどまらない研

究開発が一層求められていることを踏まえ、環境分野における領域横断的な

研究開発をいっそう強化し、着実な推進を図っていく。 

これまでに、地球温暖化の影響及び被害コストに関する総合的知見の提供

等による国際的研究や我が国の政策決定への貢献、ダイオキシン類対策に係

る研究開発によるダイオキシン類排出量の大幅削減等の成果を挙げている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

広く産学民官の研究機関の研究者から公募により提案を募り、外部専門家・有

識者等による事前評価を経て研究課題が競争的に選定される、競争的研究資金と

して運営する。中間・事後評価を行い、結果を公表するとともに、中間評価結果

は次年度以降の継続可否や予算額に反映し、資源配分の効率化・適正化を図る。 

 

（１）戦略的研究開発領域 

先導的に重点化を図り、統合的な研究又は社会に適用するためのシナリオを提

示する研究。平成２５年度は、戦略的プロジェクト「持続可能な開発目標とガバ

ナンスに関する総合研究－地球の限られた資源と環境容量に基づくポスト 2015

年開発・成長目標の制定と実現へ向けて－」を立ち上げ、行政ニーズに立脚した

戦略的な研究開発を強力に推進する。 

○持続可能な開発目標とガバナンスに関する総合研究－地球の限られた資源

と環境容量に基づくポスト 2015 年開発・成長目標の制定と実現へ向けて－

（新規） 

○地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究 

○アジア規模での生物多様性観測・評価・予測に関する総合的研究 

○温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 

○東アジアにおける広域大気汚染の解明と温暖化対策との共便益を考慮した

大気環境管理の推進に関する総合的研究 

○アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプションの立案・予測・評価手

法の開発とその普及に関する総合的研究 

 



                                  

（２）環境問題対応型研究領域 

「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」（平成２２年６月中間審答申）

のフォローアップ結果及び省内各部局の提案等を踏まえ、環境政策上特に必要と

されている研究テーマを提示して公募を行い、個別又は複数領域に係る環境問題

の解決に資する研究を行う。 

 

（３）革新型研究開発領域 

若手研究者による特に新規性・独創性・革新性の高い環境研究や、先進的特定

研究テーマに係る最新成果を評価・統合する研究を行う。 

 

（４）循環型社会形成推進研究 

廃棄物の適正処理、循環型社会の構築技術等に関する研究を行う。 

 

３．施策の効果 

○環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発が促進され、

環境省ＨＰや成果報告会等を通じて、成果の普及・社会還元が図られる。 

○環境省及び全国の地方自治体において研究開発成果を活用することにより、復

興に向けた取り組みが加速される。 

○研究開発成果を活用した事業化や産学官連携体制構築等により、環境産業の市

場拡大が図られる。 

 



産学官民の研究機関の研究者から公募により
提案を募り、外部専門家・有識者等による
事前評価を経て、競争的に課題を採択・実施する、
競争的研究資金として運営。

平成２５年度の研究開発対象分野

環境研究総合推進費

○「環境研究・環境技術開発の推進戦略」及び環境省各部局の
行政ニーズを踏まえた研究開発を着実に実施し、環境政策に貢献。
［対象分野］
・全領域共通・領域横断 （持続可能な社会・政策研究、領域横断研究 等）
・脱温暖化社会領域 （全球システム変動、持続可能な社会・政策研究 等）
・循環型社会領域 （循環型社会形成・次世代廃棄物処理技術 等）
・自然共生型社会領域 （生態系保全と再生 等）
・安全が確保される社会領域 （環境汚染、リスク管理・健康リスク 等）

○環境産業の市場拡大に寄与する研究開発を実施。
・成果を活用した事業化等が見込まれる研究開発

・産学官連携体制構築等により環境産業の市場形成に寄与する研究 等

研究開発の推進

○被災地の復興に向けた諸問題の解決に
資する研究開発を実施。

・放射性物質の動態解明と汚染土壌等の除染
に向けた実用技術の開発

・災害廃棄物の迅速・円滑な処理を目指した
処理技術・システムの研究

・東日本大震災による生態系への影響の解明
等

復興枠 （東日本大震災復興特別会計）一般枠 （一般会計）

■グリーンイノベーションの推進・分野横断的な研究開発の強化
研究・技術開発の成果を社会に適用してイノベーションにつなげていく
研究開発、環境分野における分野横断的な研究開発を強化・推進

■グリーンイノベーションの推進・分野横断的な研究開発の強化
研究・技術開発の成果を社会に適用してイノベーションにつなげていく
研究開発、環境分野における分野横断的な研究開発を強化・推進

■被災地の復興に向けた諸問題の解決
東日本大震災からの復興に向けた諸問題を
解決するための研究開発を強力に推進

■被災地の復興に向けた諸問題の解決
東日本大震災からの復興に向けた諸問題を
解決するための研究開発を強力に推進

研究開発の実施方法
領域区分

戦略的研究開発

領域

環境問題対応型

研究領域

革新型研究

開発領域

循環型社会

形成推進研究

平成25年度予算要求額 6,160百万円 （平成24年度予算額 6,670百万円）



                                  

 

福島県環境創造センター（仮称）整備事業              

               １１，３３７百万円【24年度補正】 

 

総合環境政策局総務課環境研究技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

  平成２４年３月に成立した福島復興再生特別措置法に基づき、原子力災

害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基

本的な方針を定めた「福島復興再生基本方針（以下「基本方針」という。）

が、２４年７月に閣議決定されたところ。 

    基本方針においては、国は、除染技術の開発や技術的助言を行うととも

に、放射性物質の環境中での動態、生態系影響等の解明を推進し、将来に

わたり安心して暮らせる環境を創造するための拠点として、福島県が設置

する福島県環境創造センター（仮称）の運営等をサポートすることとして

いる。 

福島県においても平成２４年１０月に「福島県環境創造センター（仮称）

基本構想」を取りまとめ、整備に向けた準備を進めているところであり、

本事業では福島県が設置する「福島県環境創造センター（仮称）」の整備

を支援する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

文部科学省が平成２３年度補正予算に計上した「福島県環境創造センター

（仮称）」を置くための福島県原子力災害等復興基金８０億に、施設整備費、

運営費、研究費を上乗せするための補助金を交付する。 

完成後は、同センターにおいて、環境放射能等のモニタリング、除汚技術、

汚染廃棄物・土壌等の処理技術の評価・開発、環境中での動態解明、生態系影

響等の解明のための研究を行い、情報発信・提供等を行う。 

 

３．施策の効果 

放射性物質の環境中の動態解明、放射性物質により汚染された廃棄物・土壌

等の処理・処分技術の評価・開発等、さらなる研究開発の推進を通じて、福島

において子どもや親たちをはじめとする住民が安全に安心して生活する環境を

回復する。 

  また、地元の住民が安心して豊かな生活を営める環境を実現する等のための

新たな産業の創出等に寄与する。 



福島県環境創造センター（仮称）整備事業

福島復興再生特別措置法
福島復興再生基本方針（平成２４年７月閣議決定）

○ 放射線の人体への影響等に関する研究及び開発
○ 福島における各種研究開発・産業創造等の拠点の整備

経 緯経 緯

① 環境放射能等のモニタリング

② 調査・研究

④ 教育・研修・交流

③ 情報収集・発信

・環境放射能モニタリングデータの収集・発信
・放射線・除染や農林水産物の安全性データの収集・発信

・環境放射能に関する学習活動の実施・支援・人材育成・技術研修
・国内外の研究者、研究機関等との連携

福島県環境創造センター（仮称） 基本構想 （平成24年10月福島県）

・一般環境中の放射性物質の除染技術・動態解明研究
・汚染廃棄物・土壌等の処理処分技術等の開発

・きめ細かな環境放射能モニタリング、データの一元管理・解析等

以下の４つの機能を、Ａ施設（田村郡三春町）、Ｂ施設（南相馬市）の
２カ所に分散して立地

『(独）国立環境研究所』

『（独）日本原子力研究
開発機構（ＪＡＥＡ）』

『国際原子力機関（ＩＡＥ
Ａ）』

等の国の研究機関・国
際機関を招致

福島県原子力災害等復興基金へ追加 １１３億円
【平成２４年度補正予算】

福島県の要望を受け、

【平成２３年度第３次
補正予算】

福島県の要望を受け、
文部科学省において
福島県環境創造セン
ター(仮称）整備費と
して、福島県原子力
災害等復興基金
８０億円を計上

福島県へ交付

H24年度補正予算額 11,337百万円
交付先 福島県（定額）



福島県環境創造センター（仮称）基本構想の概要について
平成２４年１０月２９日

福 島 県 公 表 資 料 よ り

１ 機能
①モニタリング ②調査・研究 ③情報収集・発信 ④教育・研修・交流

２ 施設概要
○ 敷地面積：８ｈａのうち４ｈａ程度
○ 延床面積：１６，０００㎡程度
○ 鉄筋コンクリート２階建 ３棟
① 本本館 ５，０００㎡程度
② 研究棟 ６，０００㎡程度
③ 交流棟 ５，０００㎡程度

※ 附属施設２か所を含む

Ａ施設（田村郡三春町）

１ 基本理念

○ 放射性物質により汚染された環境を早急に回復し、県民が将来にわたり安心して暮らせる環境を創造する。

○ 国内外の研究機関と緊密な連携の下、世界に冠たる国際的研究拠点を目指す。

２ 施設の概要

田村西部工業団地

１ 機能
①原子力関連施設周辺のモニタリング
②原子力関連施設の安全監視

２ 施設概要
○ 敷地面積：３．７ｈａのうち１～２ｈａ
○ 延床面積：３，０００㎡程度
○ 鉄筋コンクリート２階建 １棟
① 本 館 ３，０００㎡程度

Ｂ施設（南相馬市）

４ 整備費用（概算）

２００億円（施設整備費１００億円＋年間運営費１０億円×１０年）＋用地取得費

※既予算は８０億円であるため、国に対し、引き続き不足分の財源措置を求めていく。

５ 運営

○ ＩＡＥＡの招致、ＪＡＥＡ、国環研との連携などにより国内外の研究機関と緊密な協力関
係を構築する。

○ 効果的、効率的な運営のため、関係者間で協議の上、中長期取組方針や年次計画を
策定するとともに、策定に当たっては県民や地元自治体等のニーズを適切に反映させる。

○ 本年中に有識者からなる協議の場を設置し、具体的な運営の在り方などの検討を開
始する。

３ 整備スケジュール

線量の区分
（年間相当値）

１．０ｍSv未満

１．０ｍSv～

主に２０ｍＳｖ～

萱浜ニュースポーツ広場



 

 

災害等廃棄物処理事業費補助金 

１１８，５６６百万円（２９６，０４２百万円） 

＜うち復興特会＞１１８，３６６百万円（２９５，８４２百万円） 

 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

災害等廃棄物処理事業は、市町村（一部事務組合、広域連合を含む。）が生

活環境の保全上特に必要とされる災害廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業

であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 22 条の規定に基づき、市

町村に対し国庫補助を行うものである。 

＜復興特会＞ 

東日本大震災により被害を受けた市町村が行う災害等廃棄物処理事業に

対し国庫補助を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

市町村が実施した災害廃棄物及び漂着ごみの収集・運搬・処分に係る事業に

対し補助する。（補助率：１／２） 

＜復興特会＞ 

市町村が実施した東日本大震災により発生した災害廃棄物の収集・運搬・処

分に係る事業に対し補助率を嵩上げして補助する。（補助率：１／２～８／１

０～９／１０） 

 

３．施策の効果 

自然災害等により発生した廃棄物の収集・運搬及び処分に必要な経費の

一部を補助することにより、廃棄物の円滑な処理が図られる。 

 



災害等廃棄物処理事業費補助金

通常 阪神・淡路大震災 東日本大震災

対象 被災市町村 被災市町村 特定被災地方公共団体 特定被災区域 左記以外

国庫補助率 1/2 1/2

対象市町村の標準税収入に対する災害
廃棄物処理事業費の割合に応じて補助
・標準税収入の10／100以下の部分は、
その額の50／100 
・標準税収入の10／100を超え20／100
以下の部分は、その額の80／100 
・標準税収入の20／100を超える部分は、
その額の90／100

1/2 1/2

市町村（一部事務組合を含む）がその事務として行う災害により必要となった廃棄物の処理等に係る事業
について、要した経費の一部を補助することで生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図ることを目的と
する。

【参考】

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第22条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を

行うために要する費用の一部を補助することができる。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第25条 法第22条の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処
理に要する費用の２分の１以内の額について行うものとする。

○採択の範囲

暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生ずる災害。



                                  

災害廃棄物処理代行事業 

６，２８９百万円（１６，０６８百万円） 

              廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課  

 

１．事業の必要性・概要 

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づ

き、特定被災地方公共団体である市町村における災害廃棄物処理の実施体制や

廃棄物の性状や量、広域的処理の必要性その他の地域の実情に鑑み、当該市町

村から要請があった場合に、国が代行して災害廃棄物処理事業を実施するもの。 

 

２．事業計画（業務内容） 

  「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に

基づく特定被災地方公共団体である市町村から要請があった場合、必要がある

と認められるときは、当該市町村における災害廃棄物処理事業を国が代行して

行う。 

 

３．施策の効果 

  災害廃棄物処理の推進が図られるとともに被災自治体における復興・復旧が

図られる。 

 



災害廃棄物処理代行事業 

 
環   境   省 

[市町村との調整・契約・調査・管理] 
 
 
  

市 町 村 
 

・実施体制 
・専門的知識､技術 
・広域的処理の 
 重要性 
 
●負担費用の納入 

    コンサルタント・ 
処理業者等 

【進捗管理、報告】 
・処理業者との 
    契 約事務 
・データの受理、  
 精査 
・市町村への実績 
 報告 
・分担金請求 
 

【発注業務】 
・仕様書、予定 
   価格、評価基 
   準  等の作成 
・処理業務の 
  進 行管理 
・公告、入札、 
   契約締結 

【実績報告書
審査・精算】 
 
・現地確認 
・処理量データ 
   の受理、精査 

関係行政機関 
  

中央省庁 
地方行政機関 

 
 

被災市町村以外
の地方公共団体 
(都道府県、市町村) 



                                  

 

災害廃棄物広域処理等支援事業    １，９１１百万円（１９８百万円） 

 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

    東日本大震災においては、地震と津波により膨大な量の災害廃棄物が発

生している。特に岩手、宮城、福島の３県の沿岸部においては、約 1,800

万トンを超える災害廃棄物が発生しているものと推計されている。 

    多くの被災市町村では、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理が困難な

だけではなく、人材や技術的知見が不足している。また、県内での処理を

最大限進めているものの、県内処理のみでは、岩手県・宮城県においては、

目標としている平成 25 年度末までに処理を終了させることが困難となって

おり、広域処理が必要となっている。 

さらに、広域処理の受入れ地域によっては広域処理に伴う風評被害に対

する懸念が強く、広域処理を円滑に進める上で、政府をあげての風評対策

に取り組むことを、関係閣僚会合において決定している。 

以上を踏まえ、災害廃棄物の被災地での迅速な処理及び広域処理の円滑

な実施のため、関係自治体に対する支援や広報等を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

(1) 災害廃棄物の円滑な処理を行うため、被災県に専門家（コンサルタント等）

を派遣し、市町村の処理事業を支援するとともに、東北地方環境事務所の

職員と専門家が被災自治体を個別に訪問し、災害廃棄物処理に係る指導、

助言を直接行う。 

(2) 東北地方環境事務所内に、災害廃棄物の広域的な処理に係る助言・調整を行

う機能を設置する。 

(3) 広域処理に関する安全性に対する普及啓発、わかりやすい情報提供、効果的

なリスクコミュニケーションを総合的かつ戦略的に進める。 

(4) 災害廃棄物を受け入れる自治体住民の不安を解消するため、放射能測定や広

報等に係る支援等を行う。 

 

３．施策の効果 

    広域処理と県内処理により、目標としている平成 25 年度末までの災害廃

棄物の処理が終了する。 



                     災害廃棄物広域処理等支援事業   平成２５年度予算 １９億円（２億円） 

被災県・市町村に対する人的支援、技術支援 
Ⅰ ３県に職員と技術者を常駐させ、県内支援チームを設置 
Ⅱ 被災市町村への巡回訪問等による技術支援 
Ⅲ 再生資材の活用に係るマッチング調整 等 

広域処理の促進 
Ⅰ 広域処理のマッチング調整、受入のための説明会へ職 
  員や専門課の派遣 
Ⅱ  東北地方環境事務所内に、地方公共団体に対して災 
  害廃棄物の広域的な処理に係る助言・調整を行う相 
  談窓口を設置して対応 

広域処理の調整状況と今後の方針 

※1：青森県、秋田県、群馬県、埼玉県、東京都、新潟県、静岡
県、富山県、石川県、福井県、三重県、大阪府との調整 
※2：山形県、茨城県、栃木県、東京都、福岡県（北九州市）、受
入実績のある自治体との調整 

○広域処理必要量（7月末現在） ○広域処理の調整状況と今後の方針 

※岩手県については10万ｔ、宮城県については27
万tが既に調整済み（既に実施済み又は実施中の
広域処理（7月末現在、1都7県29件）による処理済
み量又は処理見込み量） 

（単位：万ｔ） 

災害廃棄物の処理の工程表・目標 

•処理・処分の目標：平成25年
度末に完了。 
•岩手県及び宮城県の沿岸市
町村を対象に中間目標（平成
24年度末に約6割）を設定。 

○処理・処分の目標 

•処理の進捗状況を毎月確認。 
•結果に応じて必要な施策を講じることにより、確実な目標達成を図る。 

○進捗管理 

3県（岩手県、宮城県、福島県）の沿岸37市町村の処理状況（7月末現在） 

被災地では、仮設焼却施設等を設けて処理を実施中。県内処理のさらなる拡大を
実施しているが、県内のみではなお処理が間に合わない。  

広域処理 
が必須 

被災地の復旧・復興のためには、災害廃棄物の迅速
な撤去・処理が大前提  

災害廃棄物の処理の推進に関する関係
閣僚会合（第4回）で承認 

支出先：民間団体等 



災害廃棄物広域処理等支援事業 

○広域処理に関する安全性に対する普及啓発、わかりやすい情報提供、効果的なリスクコミュ
ニケーションを総合的かつ戦略的に進める。 

○災害廃棄物を受け入れる自治体住民の不安を解消するため、放射能測定や広報等に係る
支援等を行う。 

放射線モニタリング情報の全国発信 
（周辺環境の常時測定と全国ネットでの公開） 

受入自治体の状況に応
じ、処理施設周辺環境等
の空間線量を常時測定し、
その結果をリアルタイム
で全国に発信 

広域処理の普及啓発、情報提供等 広域処理の普及啓発、情報提供等 

・わかりやすい情報提供ツール（HPやチラシ、パンフレット）の開発 

・広域処理の必要性や安全性に関する説明資料等の作成、関連する情報や事例の

調査・分析 

・被災地の状況や処理の進捗状況等の記録 

・メディアを活用した広報の実施、報道への対応 

・広域処理に関連する問い合わせ等に関する対応（コールセンター） 

・被災地の視察受入れの支援等 

広域処理情報サイト 広域処理情報サイト 

がれき処理データサイト がれき処理データサイト 

災害廃棄物の受入れ自治体の支援 災害廃棄物の受入れ自治体の支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・受入れ自治体住民の安心の確保のための放射能濃度測定、簡易型 

 モニタリングポスト設置 

・自治体が行う広報への支援 

・関係各省庁及び自治体と連携した風評対策の実施 等 



                                  

循環型社会形成推進交付金（公共）（浄化槽分を除く） 

３５，４４８百万円（４６，４３４百万円） 

＜うち復興特会＞       ８，１９４百万円（１７，６２０百万円） 

【２４年度補正】     １６，７１２百万円 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１． 事業の必要性・概要 

 ＜一般会計＞ 

市町村等が廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的

に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活かした広域的かつ総合的

な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援することにより、循環型社会

の形成を推進することを目的とする事業。 

＜復興特会＞ 

  被災地の復興支援として、災害廃棄物の迅速かつ的確な処理を促進するた

め、被災地の市町村等及び広域処理により災害廃棄物を受け入れている市町

村等において、処理能力の強化を図ることを目的とする事業。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 ＜一般会計＞ 

市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を実施。 

＜復興特会＞ 

特定被災地方公共団体に指定されている市町村等及び広域処理により災害

廃棄物を受け入れる市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を

実施。 

 

３．施策の効果 

国民の安全・安心の確保、循環型社会、低炭素社会の推進及び被災地におけ

る災害廃棄物等の迅速かつ適正な処理の推進に貢献する。 



市町村が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援。を実施

循環型社会形成推進交付金

市町村等が廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、市町

村の自主性と創意工夫を活かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備を支援

する事業であり、地域住民の安全・安心の確保、循環型社会及び低炭素社会の形成の推進を目的

とする。

交付率

背景・目的

事業実施主体

・建設後２０年以上経過した施設は全体の２８％で、１０年以上経過した
施設は全施設数の７２％に達する。
・今後、これらの施設の建て替え需要が高まる。
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稼働年数 (平成18年度末現在1,174施設）

バッチ

准連続

全連続

建て替えが必要な施設の増加建て替えが必要な施設の増加
交付対象

事業概要

マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収
推進施設、高効率ごみ発電施設、最終処分場、
浄化槽 等

市町村

交付対象経費の１／３。（ただし、一部の先進的な
施設については１／２。）。



○国民の安全・安心の確保、循環型社会、低炭素社会の推進及び被災地における災害廃棄物
等の迅速かつ適正な処理の推進。

○東日本大震災における被災地の復興に向け、災害廃棄物の迅速かつ的確な処理が必要不

可欠であるが、被災地の市町村における処理能力は不足している状況。

○そこで、被災地における災害廃棄物の処理を加速化させるため、被災地の市町村等及び広

域処理により災害廃棄物を受け入れている市町村等において、処理能力の強化を図る。

○特定被災地方公共団体に指定されている市町村等及び広域処理により災害廃棄物を受け
入れている市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を実施。

○交付率は交付対象経費の１／３。（ただし、一部の先進的な施設については１／２。）

事業概要

背景・目的

効果

循環型社会形成推進交付金
～被災地の復興に向けた一般廃棄物処理施設整備の支援～



 

東日本大震災の被災地における化学物質環境実態追跡調査 

１５０百万円（９９百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災の被災地においては、被災や津波により工場・事業所等から化

学物質の沿岸周辺域への流出・拡散に伴う環境汚染が危惧され、生活環境への

二次被害が懸念されていることから、被災地周辺で過去に実施した環境調査結

果、地方自治体との連携による調査体制の枠組み、PRTR制度に基づく届出デー

タなどを活用し、被災地において環境残留性や有害性等が高くなるおそれがあ

る化学物質を対象に、予防的な観点から被災地周辺でのモニタリング調査を平

成23年度から3年計画で実施する。 

平成２５年度は、これまでのモニタリング調査の結果も踏まえ、二次被害が

懸念される化学物質及び当該地点等も含め、被災地の地域事情に応じて、より

詳細な調査を実施するとともに、3 年間のモニタリング結果についても総括し、

被災地における化学物質の流出・拡散の懸念に対する結論を出すことを目指す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 調査物質は 30 物質程度 

POPs 条約対象物質、PRTR 制度に基づく届出データなどから選定 

○ 調査地点は 100 地点程度 

被災地周辺域、既存調査地点、既往調査結果より高い濃度を示した地点 

については、その周辺地域を調査地点に追加し重点的に調査 

○ 調査媒体は水質、底質、生物、大気 

○ 3 年間のモニタリング調査の結果の総括 

 

３．施策の効果 

被災地の環境汚染による二次被害の未然防止に貢献。被災地における化学物

質の環境リスクの低減及び地域の方々が安心して暮らせる安全な社会の構築に

寄与する。 



東日本大震災の被災地における化学物質環境実態追跡調査の実施 

被災地では、工場・事業場等の被災や津波によ
り化学物質が沿岸周辺地域へ流出・拡散してい
る可能性があり、環境汚染による人の健康や生
活環境への二次被害が懸念 

環境中に残留しやすい化学物質等の状況につい
て、被災地住民が安心して住めるよう予防的な観
点から被災地における継続的な調査が必要 
（平成２３年度からの３年計画で実施） 

調査エリアのイメージ 
（沿岸周辺域） 

•  POPs等環境中に残留しや
すい物質 

•  PRTR届出事業所の届出
データより選定した物質 

対象物質 

（30物質程度） 

• 沿岸周辺（右図網掛け部） 

 

対象地点 

（100地点程度） 

•  水質、底質、生物、大気 
対象媒体等 

（4程度） 

被災地における化学物質の環境汚染による二次被害の未然防止に貢献し、
環境リスク低減及び安全な社会の構築に資する。 

・３年間のモニタリング結果の総括 

＊物質・地点選定 
 平成２３年度（第３次補正予算）及び平
成２４年度から継続的にモニタリングす
る物質・地点に加え、上記２年の調査結
果を踏まえ、必要な地域では、試料採
取地点を追加的に配置し調査する。 
 
＊試料採取 
 被災地周辺の復興状況に応じて、可
能な媒体等を自治体等の理解と協力を
得て実施 
 



 

 

（新）警戒区域における鳥獣捕獲等緊急対策事業 

  ３０百万円（０百万円） 

 

自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室 

 

１． 事業の概要 

平成２３年３月に発生した福島第一原子力発電所事故以降、警戒区域において

は、放射性物質による影響等により狩猟や有害鳥獣捕獲を行うことができない状

況となっていること、また、日常生活や農業生産活動等の人為活動が停滞してい

ることなどから、野生鳥獣の人里への出没が増加している。 

このような中、車との衝突事故や市街地での生活環境への影響、耕作地の掘起

し等の被害が発生している。福島県では国の補助金を活用し、警戒区域周辺で帰

還支援のための野生鳥獣実態調査を行っている。しかしながら、警戒区域内の野

生鳥獣をこのまま放置すれば、帰還準備や帰還後の生活及び地域経済の再建に大

きな支障が生じることから、緊急にイノシシ等野生鳥獣の捕獲等の対策を講じる

必要がある。 

福島県復興再生基本方針（平成 24年７月 13日）においても「野生動物

への対策、有害鳥獣駆除等の取組の推進」が盛り込まれており、地元自治

体も警戒区域における野生鳥獣対策の実施を強く要望。 

 

２． 事業計画（業務内容） 

（１）鳥獣捕獲等緊急対策実施のための調査・検討 

地域における鳥獣捕獲等に必要な生息状況等の調査、関係者との調整、

実施計画の策定、実施体制の構築を行うとともに、既往の知見や実施結果

等を踏まえ、捕獲や捕獲個体の処理等に係るより効率的かつ安全な方法の

検討を行う。 

（２）鳥獣捕獲対策等の実施 

（１）の調査結果を踏まえ、警戒区域においてイノシシ等野生鳥獣の捕

獲を行う。 

  なお、対象地域は、原発事故に伴う放射能汚染や立入り規制等により、地元

自治体や土地所有者等では対応できない警戒区域とする。 

 

３． 施策の効果 

  野生鳥獣の捕獲等により、生活環境の保全、帰還に向けた環境整備の円滑

な実施、帰還後の住民の安心・安全の確保を図るとともに、産業復興及び地

域経済の活性化等地域経済の再建に寄与する。 



警戒区域における鳥獣捕獲等緊急対策事業

警戒区域内で狩猟や有害捕獲を行うことが出来ない

↓
イノシシ等の野生鳥獣が増加

↓
生活環境、農地等への

被害が発生

↓
住民の帰還に向けた環境整備の

ため、イノシシ等の捕獲等を実施

● 生息動向の把握

● 効果的な捕獲手法等の検討

● 従事者の安全対策

● 捕獲等の実施 ● 被害の軽減・削除



 

三陸復興国立公園等復興事業（公共）  

２，１１４百万円（１，１０９百万円） 

自然環境局 自然環境整備担当参事官室 

 

１．事業の概要 

東日本大震災により、東北地方太平洋岸に位置する陸中海岸国立公園等

の自然公園の利用施設や国指定鳥獣保護区の保全事業施設の多くが甚大な

被害を受けた。公園利用施設等は、観光産業をはじめとした地元雇用の創

出等、地域再建にも寄与するものであり、被災自治体等より早期復旧を強

く求められているところ。そのため、三陸復興国立公園の創設を核とした

グリーン復興のビジョン（平成 24 年５月７日環境省）をもとに、陸中海岸

国立公園での復旧整備を引き続き推進するとともに、平成 25 年度に指定を

予定している三陸復興国立公園の集団施設地区及び歩道等の整備、東北海

岸トレイルの利用拠点施設及び全線統一的な標識の整備、並びに国指定鳥

獣保護区における保全事業を実施する。 

 

２．事業計画 

安全・安心の観点から津波対策等の防災機能を強化しつつ、国立公園の

集団施設地区及び歩道等及び東北海岸トレイルの利用拠点等において、被

災した既存利用施設の復旧整備や、観光地の再生に資する復興のための整

備を行うとともに、国指定鳥獣保護区における保全事業を実施する。なお、

施設の整備に際しては、災害廃棄物由来の再生資材の積極的な活用を図る

こととする。 

 

３．施策の効果 

三陸復興国立公園への指定を計画している陸中海岸国立公園等の自然公園

は、地域の観光資源として重要な役割を担っており、これらの復旧は観光

産業をはじめとした地元雇用の創出等、地域再建にも寄与するものであり、

東北地方の復興に資するもの。 

 

 



三陸復興国立公園等復興事業

県立自然公園気仙沼

硯上山万石浦県立自然公園

●三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン
（平成24年5月7日環境省）をもとに、陸中海岸国立公園での復旧
整備や、平成25年度に指定を予定している三陸復興国立公園及
び東北海岸トレイルの利用拠点等における施設の整備、国指定
鳥獣保護区内における保全事業を実施。

松川浦県立自然公園

陸中海岸国立公園

種差海岸階上岳県立自然公園

南三陸金華山国定公園

三陸復興国立公園検討地域

既存の国立・国定・県立自然公園

東北海岸トレイル検討路線

主な事業実施箇所（継続）

宮古姉ヶ崎
浄土ヶ浜

碁石海岸

気仙沼大島

●事業実施箇所
(継続)陸中海岸国立公園の集団施設地区、歩道、園地等

主な事業地 宮古姉ヶ崎、浄土ヶ浜、碁石海岸、気仙沼大島

(新規)国立公園編入地域の集団施設地区、歩道、園地等
国指定鳥獣保護区における保全事業
東北海岸トレイル利用拠点施設(公園外・２地区程度)
東北海岸トレイル全線統一標識

●事業内容

被災した公園利用施設の復旧、観光の復興のための公園施
設の整備、東北海岸トレイル利用拠点等整備、保全事業実施
のための調査等

被災直後（浄土ヶ浜） 仮復旧後



 

 

三陸復興国立公園再編成等推進事業費   ４７１百万円（２００百万円） 

 

自然環境局国立公園課 

 

１．事業の必要性・概要 

 東北地方太平洋沿岸は生物多様性が高く、風光明媚な地域が多いことか

ら、陸中海岸国立公園をはじめ、多くの自然公園が指定されており、多く

の観光客が訪れていた（約 1,345 万人（H22））。しかし、東日本大震災で

は、東北地方太平洋沿岸の自然環境が大きく改変されるとともに、自然公

園の利用施設や自然体験プログラムの提供団体等にも大きな被害があった。 

 「東日本大震災からの復興の基本方針（平成 23 年７月 29 日。東日本大

震災復興対策本部）」では、自然の景観、豊かな文化・『食』、国立公園

等の地域資源(景観､野生生物､文化等)の活用、防災上の配慮をした公園施

設の再整備や長距離海岸トレイルの新規整備の検討、エコツーリズムの推

進等の各種事業、津波の影響を受けた自然環境の現況調査と経年変化状況

のモニタリング等を行うこととしている。これに基づき、中央環境審議会、

地域での意見交換会等の結果を踏まえ、環境省は平成 24 年５月７日に「三

陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」を策定した。 

このビジョンに基づき、本事業において、自然環境変化状況の把握のた

めの基礎調査、再編成のための公園計画の策定、長距離自然歩道の路線計

画、エコツアー等の公園利用プログラムの作成等を行うことで「グリーン

復興プロジェクト」を具体的に推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①国立公園再編成推進事業 

平成 24～26 年度：自然公園の再編成を段階的に実施 

②国立公園適正管理推進事業 

平成 25～27 年度：国立公園の管理・運営体制構築 

平成 25～32 年度：グリーン復興プロジェクトの推進 

③自然環境変化状況の把握事業 

平成24～32年度：自然環境のモニタリング（平成27年度に中間とりまとめ） 

 

３．施策の効果 

グリーン復興プロジェクトの推進により、観光業の振興による復興への貢献

と、自然と共生する地域の実現を目指す。 



三陸地域の自然公園等を活用した復興の考え方
中央環境審議会の答申（2012/3/9）・三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン（2012/5/7）

＜基本理念＞

三陸復興国立公園の
創設を核とした
グリーン復興

-森・里・川・海が育む自然とともに歩む復興-

グリーン復興プロジェクト

①三陸復興国立公園の創設（自然公園の再編成）

②里山・里海フィールドミュージアムと施設整備

③地域の宝を活かした自然を深く楽しむ旅（復興エコツーリズム）

④南北につなぎ交流を深める道（東北海岸トレイル 青森県蕪島～福島県松川浦）

⑤森・里・川・海のつながりの再生

⑥持続可能な社会を担う人づくり（ESD）の推進
⑦地震・津波による自然環境への影響の把握（自然環境モニタリング）

＜基本方針＞

自然の恵みを
活用する

東北ならではの観光スタイルの創造を
目指し、自然と共に生き、自然の恵みを
活用するくらしや文化を大切にします

自然の脅威を
学ぶ

今後も繰り返されるであろう地震・津波
に備えるため、今回の地震・津波につい
て正しく理解し、自然の脅威を学び伝え
ます

森・里・川・海の
つながりを
強める

復興後の持続的な地域の発展のため、
地域のくらしを支える基盤である自然や
生態系を保全・再生し、森・里・川・海の
つながりを強めます

東北海岸トレイル



                                  

耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成のための官民ファンドの創設 

（国土交通省連携） 

５，０００百万円【24年度補正】  

地球環境局地球温暖化対策課 

総合環境政策局環境経済課 

 

１．事業の必要性・概要 

既存ビルでは、 

・改修等の資金調達が困難 

・環境性能に関する情報が少なく、低炭素化に向けた省エネ改修等による価値

の向上が評価されにくい 

等の課題があり、老朽不動産の改修等が進まず、オフィスビル等業務部門等か

らの温室効果ガス排出削減が進んでいない。 

本事業では、官民ファンドを通じて耐震・環境性能を有する良質な不動産供

給を促進することにより、既存ストックの低炭素化を促進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

本事業では、低炭素化が進まない老朽不動産等について、国が官民ファンド

を通じて民間投資の呼び水となる出資を行うことにより、一定の耐震・環境性

能を有する良質な不動産供給（改修・建て替え・開発事業）を推進する。 

これにより、市場における不動産の環境価値の向上を促進するとともに、オ

フィスビル等既存ストックにおける低炭素化、地域の再生・活性化に資するま

ちづくりを促進する。 

 

３．施策の効果 

省エネ改修等への投資を支援することにより、CO2排出量削減効果・光熱費

抑制効果と同時に、環境ビジネスの推進等の経済効果が見込まれる。 



 耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成のための官民ファンドの創設        

・低炭素化が進まない老朽不動産等について、国が 

 官民ファンドを通じて民間投資の呼び水となる出資を行う 

  耐震・環境性能を有する良質な不動産供給を促進 

  省エネ改修等不動産の低炭素化を進めることで、 

  市場における不動産の環境価値の向上を促進 

  既存ストックの低炭素化、 

  地域の再生・活性化に資するまちづくりを推進 

既存ビルでは、 

・改修等の資金調達が困難 

・環境性能に関する情報が少なく、低炭素化に向けた 

 省エネ改修等による価値の向上が評価されにくい。 

 既存ストックにおける老朽不動産の改修等が進まない 

 オフィスビル等のCO2排出削減が進まない 

現状と課題 事業内容・効果 

官民ファンドによる耐震・環境不動産の形成の推進 

▶ 
▶ 

▶  ▶ 

▶ 

官民ファンド 官民ファンド 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 更地 老朽不動産 

配当・売却益 

配当 

出資等 

投資家のリスク選好
に応じた資金 

出資 
メザニンローン 
シニアローン  

 
 

【企業・個人・年金】 
 
 

売却 売却 

 

 
 

【私募リート】 
 
 

出資 

官民ファンド 官民ファンド 

【特定目的会社等】 

基金設置法人 
国費 

国 

耐震・環境不動産に関わる事業（改修・建替え・開発）（※） 

不動産運用会社 

出資 

国土交通省との連携事業 
H24年度補正予算額 5,000百万円 
交付先 民間団体等（定額補助） 

（※）事業例 
耐震性や環境性能の高いビル
に建替え 

 

 
 

【Ｊリート】 
 
 

売却 

 
スキームのイメージ 

 



                                 

（新）グリーンビルディング普及促進に向けたＣＯ２削減評価基盤整備事業 

８５０百万円（０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・既存の業務ビル、特に中小ビルにおいては下記のような課題があり、低炭

素化に向けた省エネ改修が進んでいない。 

① 光熱費はテナントが負担するため、オーナー側では光熱費削減につなが

る環境性能の向上が促進されない。 

② 環境性能に関する情報が少なく、また長期利用のテナントでなければ環

境性能のメリットの享受が少ない。 

③ 投資回収年数が長期に渡り、省エネ改修による稼働率の向上等のメリッ

トが不透明のため、投資家や金融機関等の投融資が促進されない。 

・本事業では、中小ビルの省エネ改修による CO2 削減余地の分析等により、

ビル改修をモデル的に支援するとともに、CO2 削減効果の調査・分析により、

改修による付加価値を算定し、市場におけるビルの環境性能評価の実績を

作る。 

・これにより、事業終了後も民間主体による改修促進のための環境性能評価

が可能となる基盤を構築し、ビルの環境性能向上に対する民間の省エネ改

修への持続的な投資の誘導を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①中小ビルの CO2 排出実態調査 

様々な地域・業種・性能のビルを対象に CO2 排出実態について把握。 

②中小ビルの環境性能に関する消費動向調査 

ビルの環境性能がテナントの入居意欲に与える効果や金融機関の投融資判

断に与える影響等に関する調査を実施。 

③中小ビル改修効果モデル事業 

改修予定の中小ビルを対象に、CO2 排出削減余地の分析・アドバイス・改

修効果の実測調査を行い、低炭素化に向けたビル改修をモデル的に支援。 

④中小ビル改修による価値向上評価事業 

①～③の分析を通じ、ビルの CO2 排出量・光熱費等について目安となる参

考値や改修ビルの付加価値の算定を検討。 

 

３．施策の効果 

・環境価値提示により中小ビル改修を促進し、１棟あたりCO2排出量を平均約20% 

削減 



○オーナー： 光熱費はテナントが負担するため、環境性能向上による光熱費削減のメリットを感じにくい。

○テナント： 環境性能に関する情報が少なく、また、長期利用のテナントでなければ環境性能のメリットの享受が少ない。

（オーナーテナント問題）

○金融機関： 投資回収が長期に渡り、また省エネ改修による効果が不透明（稼働率の向上等）のため、投融資が促進されない。

グリーンビルディング普及促進に向けたＣＯ２削減評価基盤整備事業（H25～27）

○SPC（Special Purpose Company）

：出資を受けるための特別目的会社及び改修代行者

銀行等の金融機関

出資

オーナー・
SPC等ビル改修者

中古中小ビル 改修後のビル

環境価値
の向上

（取得）
・改修

中小ビルの低炭素化に向け、

① 異なる地域・業種別に

既存ビルのCO2排出実態を調査

（設備・運用状況等）

② ビルの環境性能に関する消費動向を調査

（テナントの入居意欲、金融機関の投融資判断への影響等）

③ 改修予定のビルにおける個別分析・アドバイス、

改修効果の実測調査

④ 改修による付加価値を算定

（CO2や光熱費削減等、目安となる参考値を検討）

▶ テナントがビルを選択する際の評価基盤を構築

事業内容

中小ビルにおける課題

環境性能の高いビルへの

投融資を誘導

低炭素化に向けたビル改修

のモデル的支援、

オーナーの改修意欲向上

テナントの入居意欲向上等

事業による効果

実測調査の結果を
地方公共団体における業務

部門対策にも活用

改修ビルによる効果を実測、

環境価値向上を市場で評価

テナント等
ビルのユーザー

平成25年度予算（案）額 850百万円（0百万円）



                                  

小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進事業【24 年度補正】 

 １，１５０百万円  

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

地方公共団体は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）において、その責務として、自らの事務事業に関し温室効果ガスの排出の量

の削減等のための措置を講ずることとされている。 

地方公共団体が所有する街路灯等をＬＥＤ照明にリプレイスすることにより、

消費電力を抑え、CO2 の排出量削減による低炭素社会の実現に資することとな

る。 

街路灯等へのＬＥＤ照明の導入は、リースを活用することにより、初期投資を

抑えて更新することが可能であるが、小規模な地方公共団体（10 万人以下）に

おいては、更新計画の具体的な設計ノウハウや専門知識をもった人員等が不足

し、事業を行えない状況にある。 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

 小規模地方公共団体に対して、リースを活用したＬＥＤ照明への更新計画の作

成を専門業者等に外注するための経費を支援する。 

加えて、地元企業を活用しつつＬＥＤ導入を行う際にかかる費用のうち、リー

ス料金に含まれる取付工事費用について、リースを実施する民間事業者に対して

補助(※)することにより、地元経済の活性化を図る。 

 (※)補助は初回限り。以降の更新は、LED 導入により削減された費用を活用して実施。 

 

 

３．施策の効果 

 省エネ性の高いＬＥＤの導入により、CO2 の排出量削減による低炭素社会の実

現に資するとともに、ＬＥＤ導入による光熱費等の軽減分を毎年のリース財源と

し、更なるＬＥＤ化が促進される。 

また地元企業を活用してＬＥＤ導入を進めることで、地元経済の活性化に寄与。 

 



【現状と課題】

街路灯等のＬＥＤ照明へのリプレイスにより、ＣＯ２排出量が削減され低炭素社会化が推進される。リースの活用に
より、経済的なＬＥＤ照明の導入が可能だが、小規模な地方公共団体（１０万人以下）には、更新計画の具体的な設計
ノウハウや専門知識を持った人員等が不足。

【対応策】

・ 小規模な地方公共団体に、更新計画の作成を専門業者等に外注するための経費を支援し、ＬＥＤ導入を促進。
・ ＬＥＤの高い省エネ性と長寿命性による、光熱費等の軽減分を毎年のリース財源とし、更なるＬＥＤ導入を促進。
・ リースの手法で、地元企業を活用しつつＬＥＤ導入を行う際の費用を補助することで地元経済の活性化に寄与。

地方公共団体

街路灯等へのLED導入の計画（素案）の作成

○現状分析（維持費、光熱費、電力使用量等）
○計画期間
○LEDの街路灯等を設置・リースする者
○メンテナンスを実施する者
○地元の雇用への配慮 等

環境省

○提案の審査

○優れた自治体の提案
を採択 （50自治体）

②採択

計画（素案）の具体化・設計

○現状分析（交換対象となる街路灯等は？）
○どの種類のLED照明に交換するか？
○コストメリットがある個々の機器のリプレイス設計は？
○電力仕様の変更手続 等

③計画の
具体化 ③’ 計画具体化に係る費用の支援

具体化した計画により、街路
灯等へのLED照明の導入

①計画（素案）を提案
（プロポーザル方式）

本施策のイメージ

小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進事業 平成２４年度補正予算 １１．５億円

※ 単独自治体での計画策定のみではなく、複数の自治体による合同での計画策定も可とする。

軽減された光熱費等を財源
に、更なるＬＥＤ導入を促進

民間事業者

○計画の具体化・設計
○計画に沿ったＬＥＤ導入等の実施
○ＬＥＤの管理等

④リースによる
ＬＥＤの導入
※補助は初回限り

○補助対象：
地方公共団体

○定額補助
（上限800万円）

○補助対象：
民間企業

○定率補助（リース
料金に含まれる取
付工事費用の1/4）
（上限1,500万円）



                                  

 

地域低炭素投資促進ファンド創設事業 

２，１００百万円（０百万円） 

 

総合環境政策局環境経済課 

 
１．事業の必要性・概要 

2050 年までに 80％削減という温室効果ガスの大幅削減を実現し、低炭素社会
を創出していくには巨額の追加投資が必要であり、民間資本の動員が不可欠であ
る。また、低炭素化の技術・ビジネスへの投資は、我が国の経済成長の原動力と
もなり得る。 

例えば、中央環境審議会は、「再生可能エネルギー及び省エネルギーの追加投
資額として 2030 年までに 135 兆円から 163 兆円の追加投資額を必要とするが、
当該投資による回収額は 205 兆円から 241 兆円が見込まれる。グリーン成長の
実現のため、低炭素投資を促進する施策の実施が重要である。」と指摘している
（2013 年以降の対策・施策に関する報告書（平成 24 年６月））。 

このため、金融メカニズムを活用して、低炭素化プロジェクトへの投資（低炭
素投資）を促進する必要がある。 
 
２．事業計画（業務内容） 
（１）出資事業 

リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶものが多いこと等に起因するリス
クが高く民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクトについて、
ＣＯ２削減効果を審査・評価し、民間資金による投資の呼び水とすべく、地域
・市民ファンド、ＳＰＣ等に出資する基金を民間団体等に造成する。 

 
（２）利子補給事業 

融資における利子負担を軽減することにより、低炭素化プロジェクトにおけ
る資金調達を円滑化するため、金融機関を通じて地球温暖化対策に係る費用に
ついて利子補給を行う。 
○ 環境格付融資に係る利子補給：金融機関が企業の環境配慮の取組全体を評

価して行う「環境格付融資」により融資を受ける事業者が、ＣＯ２排出を３
カ年以内に３％（又は５カ年以内に５％）以上削減することを条件として、
年利〔（契約時の貸付金利）×2/3〕％（上限１％）の利子補給を行う。 

○ 環境リスク審査融資に係る利子補給：金融機関が融資判断において環境影
響を防ぐ観点から審査を行った低炭素化プロジェクトへの融資について、事
業者が一定以上のＣＯ２排出抑制計画を作成することを条件として、年利２
％を限度として利子補給を行う。 

 
３．施策の効果 

出融資、利子補給等の金融メカニズムを活用して、地域における低炭素化プロ
ジェクトへの投資を促進し、市場を創出することにより、ＣＯ２排出削減を加速
化し、同時に、経済再生・地域の活性化にも資する。 



地域低炭素投資促進ファンド創設事業

2050年までに80%削減という温室効果ガスの大幅削減を実現し、低炭素社会を創出していくには、巨額の追加投資が必要※であり、
民間資本の活用が不可決。出融資、利子補給等の金融メカニズムを活用して、地域における低炭素化プロジェクトへの投資を促進
し、市場を創出する。
※ 例えば、再エネ・省エネの追加投資額として2030年までに135兆円から163兆円の追加投資額が必要との指摘あり。（中央環
境審議会「2013年以降の対策・施策に関する報告書（平成24年６月）」）

目 的

一定の採算性・収益性が見込まれる低炭素化プロジェクトに民間資金を動員するため、以下の業務を行う基金を造成する。
① リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶものが多いこと等に起因するリスクが高く民間資金が十分に供給されていない低炭
素化プロジェクトについて、 CO2削減効果を審査・評価し、民間資金による投資の呼び水とすべく、地域・市民ファンド、SPC等
に出資
② 融資における利子負担を軽減することにより、低炭素化プロジェクトにおける資金調達を円滑化するため、金融機関を通じて
利子補給（利子補給対象は、金融機関が、（１）企業の環境格付を通じて金利を優遇する環境格付融資、又は（２）融資判断に当
たってプロジェクトごとに環境リスク審査を行うもの）

事業内容

ব
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地域・市民ファンド

出資

民間資金

出資

利子補給

ই

থ
ॻ
ٮ

基
金
設
置
法
人

補助金

＊ファンド（基金）は
事業ごとに設置

民間資金

金融機関
融資

環境格付
環境リスク審査（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄごと）

出融資
等

出資

出資
出資先の総事業
費はファンド持
分の概ね4倍以上

（上限設定）

平成25年度予算（案）額
2,100百万円【新規】

CO2削減効果
を審査・評価

CO2削減誓約
・抑制計画



（新）アジアの低炭素社会実現のためのＪＣＭ大規模形成支援事業 

１，１０２百万円（０百万円） 

地球環境局国際連携課国際協力室 

１．事業の必要性・概要 

○ 日本は、産業革命以前と比べ世界平均気温の上昇を２℃以内にとどめるために

温室効果ガス排出量を大幅に削減する必要があることを認識し、2050 年までに世

界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標をすべての国と共

有するよう努めるとともに、長期的な目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガ

スの排出削減を目指すこととしている（平成 24 年 4月 27日閣議決定の環境基本

計画より）。 

○ 2050 年に温室効果ガス（GHG）排出を世界で半減させるためには経済成長が著し

いアジアの国々において、温室効果ガス排出削減プロジェクトを大規模に発掘・

形成し、アジアにおける持続可能な低炭素社会の構築に向けた動きを加速させる

ことが必要となっている。 

○ 海外における我が国のエネルギー起源 CO2排出削減への貢献を適切に評価する

新たなメカニズム（JCM：Joint Crediting Mechanism）の構築に向けた実現可能

性調査(F/S)等を踏まえ、案件発掘形成力を有するアジア開発銀行等と協調しなが

ら、日本の研究機関・地方公共団体・民間企業とともに日本の技術や制度を現地

の実情に応じて調整し、運営・維持管理体制を確立することで都市や地域などの

面的かつパッケージでの大規模実施案件形成するための実証事業（委託事業）等

を実施し、JCM の円滑な本格実施につなげる。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 以下の業務を実施し、それらから得られる成果や知見を後年度の大規模案件形

成に活用する。 

 

（１）大規模案件形成委託事業 

JCMの構築に向けた実現可能性調査(F/S)等を踏まえ、案件発掘形成力を有する

アジア開発銀行等と協調しながら、日本の研究機関・地方公共団体・民間企業とと

もに日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運営・維持管理体制を確立す

ることで都市や地域などの面的かつパッケージでの大規模実施案件形成をするた

めの実証事業の実施に対する支援（委託事業：2 件程度）を行う。 

 

（２）アジア各国の特徴を踏まえた大規模案件形成可能性調査 

  各国の特徴を踏まえつつ、日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運

営・維持管理体制を確立することで、都市や地域などの面的な形での大規模案件

形成がいつまでにどの程度可能となるかを調査・検証する。また、国内のステー

クホルダーを参集し、調査結果をアジア諸国の国別・分野別情報に整理した上で、



我が国のノウハウとして関係者間での蓄積・共有を図る。 

 

３．施策の効果 

  アジアの途上国において、GHG排出削減プロジェクトを大規模に発掘・形成する

ことで、世界で最大の温室効果ガス排出が見込まれるアジアの低炭素社会の構築

を日本の貢献により加速することが可能となる。 

 



・JCMの構築に向けた実現可能性調査(F/S)等を踏まえ、案件発掘形成力を有するアジア開発銀行等と協調しながら、

日本の研究機関・地方公共団体・民間企業とともに日本の技術や制度を現地の実情に応じて調整し、運営・維持管
理体制を確立することで都市や地域などの面的かつパッケージでの大規模実施案件形成するための実証事業を実
施 

・実証事業や各国における調査内容を検証し、アジア諸国の国別・分野別情報に整理した上で、関係者間のノウハウ
として共有 

平成25年度 アジアの低炭素社会実現のためのJCM大規模形成支援事業 
（1,102百万円） 

2050年にGHG排出を世界で半減させるためには経済成長が著しいアジアの途上国において、GHG排出削減プロジェ
クトを大規模に発掘・形成し、低炭素社会の構築を加速させることが必要 

平成26年度 プロジェクトの本格始動 

ステークホルダーミーティング（日本） 

アジア諸国 

実証事業に
よる検証 

大規模形成 
の検証 

環境省 

実証事業 
による検証 

大規模形成 
の検証 

【JCM】 
・実証事業の検証 
 途上国の喫緊の課題となっている公害問題や 
 廃棄物問題等を解決しつつエネルギー起源 
 CO2排出削減につながる実証事業を実施し、 
 実証国や地域で展開が見込まれる案件の規 
 模を検証 

・大規模形成の検証 
 日本の技術、法制度等を途上国に応じて柔軟 
 に修正し、組み合わせて適用した場合に形成 
 が見込まれる案件数等を調査・検証 

委託 

委託先 

国内外の事業者 

再委託 

【政府】 【自治体】 【研究機関】 
【 JICA等の支援機関】 【産業界・企業・NGO】 



 

           

エネルギー対策特別会計 ３，４３３百万円（３，１１０百万円） 

一般会計    ７０百万円（   ７４百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

 

１．事業の必要性・概要 

○ 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に活用するため、海外にお

ける我が国の排出削減・吸収への貢献を適切に評価する新たなメカニズ

ム（二国間オフセット・クレジット制度）を構築することが必要。制度

構築・拡大に向けて、海外において具体的な排出削減・吸収事業を推進

するとともに、制度を実施するための手続き・ルール等を整備し、国際

社会の理解を得ていくことが不可欠。 

 

○ 本事業は、2013 年以降できる限り早い時期に多くの国で本制度を開始

するため、途上国等の参加も促しつつ、制度設計の検討、実現可能性調

査、情報収集・提供及び相談、途上国等向けの人材育成・MRV 体制構築支

援、記録簿整備調査を実施するものである。また我が国企業が有する技

術等を活用して同制度を試行的に実施する排出削減モデル事業に対する

設備補助（補助率：1/2）を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 以下の事業を実施し、これら事業から得られる知見・成果をもとに、

国際交渉等にインプットしていく。 
 

（１）制度の構築の検討 

  排出削減・吸収量の計測・検証手法を含めた制度設計や既存メカニズ

ムの改善提案のための検討を行う。 

 

（２）制度の構築・拡大に係る実現可能性等調査 

  途上国等における具体の排出削減・吸収事業候補を発掘し、専門家に

よるアドバイス等を得つつ、実現可能性についての調査や同調査結果を

踏まえた排出削減量の計測等を行う。 

 

（３）制度の構築・拡大に係る情報収集・普及事業 

  本制度に係る国際的な検討状況を含め、各種メカニズムに係る最新情

報等を収集し、広く一般に提供するとともに、事業者に対する相談の受

付等による支援を行う。 

二国間オフセット・クレジット制度の構築等事業 

                     ３，５０３百万円（３，１８４百万円） 



 

（４）制度の構築・拡大に係る途上国等人材育成支援 

  現地でのワークショップの開催等を通じ、途上国等における削減・吸

収事業の案件発掘・形成等、制度実施に係る人材育成を支援する。 

 

（５）途上国等における審査・MRV 体制の構築支援事業 

（a）途上国等において排出削減・吸収量のMRV（測定・報告・検証）を
実施する検証機関の育成を支援する。 

（b）途上国等政府と協議の上、専門家派遣による個別の削減事業の審
査や現地人材を招聘しての研修プログラムを実施することで、途上
国等に対し、本制度に対応できる堅固な審査・MRV 体制の構築支援
を行う。 

 

（６）排出削減量記録簿整備・調査 

  京都メカニズムに係る国別登録簿等も参考に、本制度に係る排出削減

量の記録・管理のためのシステム並びに記録・管理の在り方に関して検

討を行う。 

 

（７）本制度を利用したプロジェクト設備補助事業 

二国間協議が先行する途上国において、我が国企業が有する技術等を

活用した CO2 排出削減事業の初期投資費用に補助を行う。 

 

３．施策の効果 

○ 日本の優れた低炭素技術や製品等による排出削減・吸収への貢献が適

切に評価される制度の構築及び既存のメカニズムの改善が実現し、世界

的な排出削減・吸収に繋げる。 



我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に活用するため、海外における我が国の排出削減・吸収
への貢献を適切に評価する新たなメカニズム（二国間オフセット・クレジット制度）を構築することが必要
制度構築に向け、海外において具体的な排出削減事業を推進するとともに、制度を実施するための手
続き・ルール等を整備し、国際社会の理解を得ていくことが不可欠

事業内容（予算規模35億円）

【制度内容の検討】

制度設計やMRV方法論の開発、

合同委員会の準備等

【情報普及】

制度に関する最新情報等の提供

や事業者等からの相談の受付

【記録簿整備】

排出削減量の記録・管理のため

のシステムの整備に向けた検討

日本
途上国

温室効果ガ
ス排出削
減・吸収

共同
プロジェクト

我が国の低炭素
技術・製品・インフラ等

我が国の削減目標
の達成に活用

温室効果ガス排出削減・吸収効果
を定量評価し、適切なMRVを実施

合意

二国間オフセット・クレジット制度
のイメージ

制度構築に向けた取組

二国間オフセット・クレジット制度の構築等事業

【実現可能性調査】

制度の対象として有望な案件の

発掘と実現可能性調査の実施

【MRVモデル実証調査】

具体的な事業に基づきモデル的

にMRV方法論を適用し実証を行う

プロジェクト開発に向けた取組

※MRV：Measurement （測定）、

Reporting（報告）、 Verification

（検証）

【途上国等人材育成支援】

制度実施のための現地の人

材育成、案件発掘・形成の

ためのワークショップ開催等

【審査・MRV体制の構築支援】

途上国等においてMRVを実

施する検証機関の育成支援

専門家派遣による個別事業

の審査や現地人材を招聘す

る研修プログラムの実施

途上国政府・事業者の支援

【設備補助】

二国間協議が先行する途上

国において、CO2排出削減

事業の初期投資費用に補助

を行いMRVを実施する

プロジェクトの実施支援



 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性、概要 

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入等の地球温暖化対策を強

化し、低炭素社会を実現するためには、民間が自主的に行う対策だけでは必ず

しも十分ではないことが想定され、将来的に対策を強化するための制度構築等

による誘導が必要である。そのためには、対策強化・制度構築等に当たり前提

となる CO2排出削減効果の高い技術を開発し社会に導入していくことが不可欠

である。 

こうした背景を踏まえ、本事業では、将来的に大幅な CO2排出削減に資する

技術を社会に導入するために、民間の開発インセンティブが小さく将来の地球

温暖化対策強化につながる技術開発・実証事業を国の主導により強力に進め、

CO2排出量の大幅な削減を目指す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 （３，３００百万円） 

地球温暖化対策強化のシナリオに基づき技術開発等の課題を提示し、将来的

な対策強化の導入につながり、CO2 排出削減効果が大きく産業界による自主的

な技術開発では社会に導入されない技術開発や実証事業を重点的に支援する。 

②地球温暖化対策技術開発等事業 （継続事業のみ） （４，１００百万円） 

早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源 CO2排出削減に寄与する省エ

ネ・再エネ技術の開発・実証研究を行う。 

 

【委託先・補助先（補助率：１／２）（①・②共通）】 

民間団体、公的研究機関、大学等 

 

３．施策の効果 

本事業の成果を受け、将来的な地球温暖化対策強化につながる効果的な技術

の確立及びこれらの技術が社会に導入されることによる大幅な二酸化炭素排

出量削減・低炭素社会の実現が期待される。 

地球温暖化対策技術開発・実証研究事業  

７，４００百万円（６,７２０百万円） 



◆早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減に寄与する省エネルギー・再生可
能エネルギー技術の開発・実証について提案を公募し、外部専門家による審査を経て委託・補助により実施 

◆優良技術を社会に組み込むための実証研究や、再生可能エネルギーの導入による自然環境及び生活環境
への悪影響を克服する技術開発等を推進 

地球温暖化対策技術開発等事業 
                           平成25年度予算（案）額41.0億円（60.0億円） 

 自立・分散型エネルギー供給システムの
開発・実証 

制御盤 制御盤 

太陽光
発電 

電気自動車 燃料電池 

電力ルータ 

創り 

蓄え 

融通 
し合う 

基幹電力網 

地域太陽光発電 制御回路 

制御回路 

蓄電池 

制御盤 

蓄電池 

＜事業のイメージ＞ 

エネルギー供給低炭素化技術開発分野 

バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野 

住宅・オフィス等低炭素化技術開発分野 

交通低炭素化技術開発分野 
開発成果の例：電気自動車用大容量リチウ
ムイオン電池 

・エネルギー密度160Wh/ kg 

・2010年市販のEVに搭載 

開発成果の例： 
白色LEDを用いた高効率照明システム 

・消費電力：約1/5倍 

・価格：約1/7 

開発成果の例： 
球状シリコンを用いた太陽電池 

・シリコン使用量1/5 

・低コスト15万/kW 

開発成果の例： 
乾式メタン発酵法による都市型バイオマスエネル
ギーシステムの実用化 

○地球温暖化対策技術開発分野 



  CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 
      平成25年度予算（案）額 33億円（新規）（地球環境局地球温暖化対策課） 

事業目的・概要等 イメージ 

背景・目的 

事業概要 

執行スキーム 

 対象：民間団体、公的研究機関、大学等 
 内容：委託、補助１／２ 

 地球温暖化対策技術については、民間に委ねるだ
けでは、大幅なCO2削減に必要な技術の開発が必ず
しも進まない状況。民間の開発インセンティブが小
さいCO2削減技術の開発・実証が必要不可欠。 

 将来の規制等対策強化につながるCO2削減効果の優
れた技術の開発・実証を国の主導により強力に進
め、CO2排出量の大幅な削減を目指す。 

 将来の規制等対策強化のシナリオに基づき技術開発
等の課題を提示し、将来的な対策強化の導入につな
がり、CO2削減効果が大きく、産業界による自主的
な技術開発では社会に導入されない技術開発や実証
事業を重点的に支援する。  

期待される効果 

 将来の規制等対策強化につながる効果的な地球温
暖化対策技術の確立及びこれら技術が社会に導入
されることによるCO2の大幅排出削減・低炭素社
会の実現。 CO2排出大幅削減により低炭素社会を実現 

基礎研究 

応用研究 

技術開発 
実証 

本事業によりCO2削減技術のステージ
アップを重点的に支援 

規制等の対策強化の導入を誘導 



 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．背景 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災により電力供給設備が大きな影響

を受け、原子力発電所の稼働停止により、温室効果ガスの排出量削減にも大きな

影響を及ぼしている。こうした状況の中、再生可能エネルギーの推進は、温室効

果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保を同時に実現可能な施策

として重要性が非常に高まっている。 

一方、再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電や風力発電は発電電力量が気

象条件に依存するため、安定した出力を確保することが困難な課題を有しており、

系統連系に支障を来す事例が存在している。再生可能エネルギー発電施設に蓄電

池を導入し、効果的に活用することにより、課題を克服し、再生可能エネルギー

の大幅な導入拡大を図ることが必要。 

 

２．事業内容 

離島、過疎地域、山間地域等の基幹系統から独立している場合や、防災上の観

点から蓄電を必要とする地域等において、再生可能エネルギー発電施設（太陽光

発電及び風力発電を想定）に大型蓄電池を設置し、効果的な設置方法、出力安定

化・変動緩和効果等の検証を行い、制御手法等を確立する。 

 

 補助対象：民間事業者等 

 補助割合：定額 

 

３．施策の効果 

 再生可能エネルギーの出力安定化による円滑な系統連系の拡大及び系統安定化 

再生可能エネルギーの導入拡大による温室効果ガスの削減が期待される。 

 

 

再生可能エネルギー導入のための蓄電池制御等実証モデル事業【24年度補正】   

９，０００百万円 



再生可能エネルギー導入のための蓄電池制御等実証モデル事業
平成24年度補正 90億円

事業目的・概要等 イメージ

背景・目的

事業概要

執行スキーム

補助対象：民間事業者等
補助割合：定額

太陽光発電や風力発電は、気象条件に依存する
ため、安定した出力を確保することが困難。
蓄電池の導入及び効果的な活用により、再生可
能エネルギーの大幅な導入拡大を目指す。

離島、過疎地域、山間地域等の基幹系統から独立
している場合や、防災上の観点から蓄電を必要と
する地域等において、再生可能エネルギー発電施
設（太陽光発電及び風力発電を想定）に大型蓄電
池を設置し、効果的な設置方法、出力安定化・変
動緩和効果等の検証を行い、制御手法等を確立。

風力・太陽光の出力特性を踏まえた大型蓄電池の導入
蓄電池の設置による出力安定化・変動緩和効果を検証
効果的・効率的な設置・制御方法等を確立

期待される効果
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再生可能エネルギーの出力安定化による円滑な
系統連系の拡大及び系統安定化
再生可能エネルギーの導入拡大による温室効果
ガスの削減

出典：日本ガイシ

再生可能エネルギー導入加速化

等



                                  

（新）低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金 

  ７，６００百万円（０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の概要・必要性 

今後、公共事業の多面的な展開が想定される中、21 世紀型の国際規範とな

りつつある「低炭素社会」としての付加価値を合わせて創出することが必要で

ある。 

社会システムの構築は、公共性が高く、投資回収の考え方に馴染まない一方

で、社会基盤の寿命は長いため、今を逃すと長期にわたる CO2 排出型システム

のロックインが懸念されることから、低炭素価値向上のための財政支援が不可

欠である。また、今後、国際交渉において 2020 年以降の目標を検討する際に

は、社会システムとしてどれだけ CO2 が削減可能かを分析し、国際交渉カード

として最大限活用することが戦略的な対応として必要となる。 

このため、公共性が高く、投資回収の考え方に馴染まない社会システムの整

備に当たり、エネルギー起源 CO2 の排出が長期にわたり少なくなるような技術

等を導入するための事業に対し支援を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）の基本的要件に該当する（２）の分野の事業に対して補助を行う「低

炭素価値向上基金」を創設し、国は当該基金の設置・運用に対して支援を行う。 

（１）対象事業の基本的要件 

① 低炭素化に効果的な規制等対策強化の検討に資する事業 

② 公益性が高く、資金回収・利益を期待することが困難な事業 

③ モデル・実証的な性格を有し、他事業への波及効果が大きい事業 

④ 波及効果も含めた CO2 の削減効果の定量化が可能である事業 

⑤ 日本型の先端技術の戦略的な活用・展開が期待できる事業 

（２）対象事業の分野 

① 交通体系の整備に当たっての低炭素価値向上を目的としたモデル・実証

事業 

② 災害時等対応型のライフライン施設等の整備に当たっての低炭素価値向

上を目的としたモデル・実証事業 

③ 次世代型社会インフラの整備に当たっての低炭素価値向上を目的とした

モデル・実証事業 

 

３．施策の効果 

社会システムの構築に当たっての「低炭素社会」としての付加価値の創出 



低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金

■今後、公共事業の多面的な展開が想定される中、21世紀型の国際規範となりつつある「低炭素社会」としての
付加価値を合わせて創出すること必要。

■社会システム構築は公共性が高く投資回収の考え方に馴染まない一方で、今を逃すと長期にわたりCO2大排出
型システムのロックインが懸念されることから、低炭素価値向上のための国による財政支援が不可欠。

■今後国際交渉の主戦場と想定される2020年以降の目標を検討する際には、社会システムとしてどれだけCO2
が削減可能かを分析し国際交渉カードとして最大限活用することが戦略的対応。

■日本の優れた・尖った技術を用いることで経済活性化を狙う。

環境省ガイドラインに基づき､補助事業の中間段階＆終了段階でCO2削減効果を分析･定量化(規制等による対策強化につなげる)

問題意識

基金の概要基金の概要

交通体系整備に当たっての
低炭素価値向上

災害時等対応型ライフライン施設等
整備に当たっての低炭素価値向上

次世代型社会インフラ整備に当
たっての低炭素価値向上

＜具体的な事業＞
●鉄道活用型の低炭素物流事業(国交省連携)
●物流システム低炭素化事業(国交省連携)
●鉄道輸送システム低炭素化(ｴｺﾚｰﾙﾗｲﾝ)事業
(国交省連携)

＜具体的な事業＞
●鉄道活用型の低炭素物流事業(国交省連携)
●物流システム低炭素化事業(国交省連携)
●鉄道輸送システム低炭素化(ｴｺﾚｰﾙﾗｲﾝ)事業
(国交省連携)

＜具体的な事業＞
●省エネ型データセンター構築事業(総務省連携)
●地中熱利用ヒートポンプ技術導入事業
●上水道システムにおける革新的技術導入事業
(厚労省連携)

＜具体的な事業＞
●省エネ型データセンター構築事業(総務省連携)
●地中熱利用ヒートポンプ技術導入事業
●上水道システムにおける革新的技術導入事業
(厚労省連携)

低炭素価値向上基金
補助金

環境省

【対象事業の基本的要件】
① 低炭素化に効果的な規制等対策強化の検討に資する事業

（規制等対策強化につなげる成果目標を設定）
② 公益性が高く資金回収・利益を期待することが困難な事業
③ モデル・実証的性格を有し、他事業への波及効果が大きい事業
④ 波及効果も含めたCO2削減効果の定量化が可能である事業
⑤ 日本型の先端技術の戦略的な活用・展開が期待できる事業

対象分野対象分野
補助金

＜具体的な事業＞
●病院等の低炭素・災害時対応型事業(厚労省連携)
●再エネ等を活用した自立分散型地域づくり事業

＜具体的な事業＞
●病院等の低炭素・災害時対応型事業(厚労省連携)
●再エネ等を活用した自立分散型地域づくり事業

要件に
基づく
厳格な
審査

●港湾地域の低炭素化・災害時対応型事業(国交省連携)

H25年度予算(案)額
7,600百万円(新規)



                                  

（新）エネルギー起源ＣＯ２排出削減技術評価・検証事業費 

  ２，５８０百万円（０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の概要・必要性 

環境省では、低炭素社会の創出のため、エネルギー対策特別会計において、

「低炭素創出ファイナンス・イニシアティブ」及び「再生可能エネルギー導入

加速化プログラム」等の施策を推進することとしている。 

エネルギー対策特別会計の事業の効果的な実施に当たり、予算要求段階から

事業の実施中、終了段階における効果測定、重複排除、追跡調査、優先順位付

け等を実施するための基盤整備が必要である。 

また、低炭素価値を併せて創出する社会システム構築を効果的・効率的に推

進するため、実証事業を通じて各種の CO2 削減対策の手法、削減ポテンシャル、

事業性等を検証し、その成果を明示することが不可欠である。 

このため、エネルギー対策特別会計における事業の効果測定及び CO2 削減対

策の有効性を検証する実証事業等を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）事業の効果測定等  

エネルギー対策特別会計における事業の効果算定手法の検討、技術動向調

査及び地域における地球温暖化対策事業の実施状況調査・効果検証を行う。 

（２）対策の有効性の検証（実証事業） 

   交通体系整備、ライフライン施設等の整備、次世代インフラ等整備、地域

技術シーズの活用といった分野におけるCO2排出削減対策・技術について、

実証事業を通じて個別手法の削減効果の検証、削減ポテンシャルの検証及び

事業性の検証を行う。 

 

３．施策の効果 

エネルギー対策特別会計における効果的な事業の推進及びそれを通じたエネ

ルギー起源 CO2 削減対策の一層の普及 



エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業費

■環境省では、低炭素社会の創出のため、エネルギー対策特別会計において、低炭素創出ファイナンス・イニシ
アティブ及び再生可能エネルギー導入加速化プログラム等の施策を推進。

■エネルギー対策特別会計の事業の効果的な実施に当たり、予算要求段階から事業の実施中、終了段階における
効果測定、重複排除、追跡調査、優先順位付け等を実施するための基盤整備が必要。

■低炭素価値を併せて創出する社会システム構築を効果的・効率的に推進するため、交通体系整備、ライフライ
ン施設等の整備、次世代社会インフラ等整備等の分野において、実証事業を通じてCO2削減対策の手法、削減
ポテンシャル、事業性等を検証し、その成果を明示することが不可欠。

エネルギー対策特別会計における効果的な事業の推進・効果的な対策の普及

問題意識

事業の概要事業の概要

【内容】
①CO２削減対策の手法の検証（個別手法のCO2削減効果の検証）
②削減ポテンシャルの検証（CO2削減ポテンシャルの詳細把握）
③対策の事業性の検証（対策に要するコスト等の検証）
【対象分野】

【内容】
①CO２削減対策の手法の検証（個別手法のCO2削減効果の検証）
②削減ポテンシャルの検証（CO2削減ポテンシャルの詳細把握）
③対策の事業性の検証（対策に要するコスト等の検証）
【対象分野】

①事業効果算定手法の検討（事業効果算定ガイドラインによる事業効果の算定）
②技術動向調査（国内外のエネルギー起源CO2排出削減技術等の調査）
③地域における地球温暖化対策事業の実施状況調査・効果検証（地方公共団体の取り組みを対象）

①事業効果算定手法の検討（事業効果算定ガイドラインによる事業効果の算定）
②技術動向調査（国内外のエネルギー起源CO2排出削減技術等の調査）
③地域における地球温暖化対策事業の実施状況調査・効果検証（地方公共団体の取り組みを対象）

事業の効果測定等事業の効果測定等

対策の有効性の検証（実証事業）対策の有効性の検証（実証事業）

交通体系整備： 物流システム低炭素化(国交省連携)、鉄道輸送システム低炭素化(ｴｺﾚｰﾙﾗｲﾝ)(国交省連携) 、
港湾地域の低炭素化(国交省連携) 

交通体系整備： 物流システム低炭素化(国交省連携)、鉄道輸送システム低炭素化(ｴｺﾚｰﾙﾗｲﾝ)(国交省連携) 、
港湾地域の低炭素化(国交省連携) 

ライフライン施設等整備：都市の廃熱を利用した低炭素化、港湾地域の低炭素化(国交省連携) ライフライン施設等整備：都市の廃熱を利用した低炭素化、港湾地域の低炭素化(国交省連携) 

次世代社会インフラ整備：データセンター省エネ技術(総務省連携)、地中熱利用ヒートポンプ技術、下水道等未利用熱利用技術(国交省連携)次世代社会インフラ整備：データセンター省エネ技術(総務省連携)、地中熱利用ヒートポンプ技術、下水道等未利用熱利用技術(国交省連携)

地域技術シーズ活用： 地域企業の先端技術シーズを活かした再エネ・省エネ地域技術シーズ活用： 地域企業の先端技術シーズを活かした再エネ・省エネ

H25年度予算(案)額
２,580百万円(新規)



 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

１．事業の必要性、概要 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災により電力供給設備が大きな影響

を受け、原子力発電所の稼働停止により、温室効果ガスの排出量削減にも大きな

影響を及ぼしている。こうした状況の中、再生可能エネルギーの推進は、温室効

果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保を同時に実現可能な施策

として重要性が非常に高まっている。 

各再生可能エネルギー源の中でも、特に風力発電はその導入ポテンシャルの大

きさから、導入拡大が期待されている。一方、北海道・東北地域の風力発電の導

入適地は、電力の需要地から離れており送電網が脆弱な地域が多く、風力による

発電電力を系統に送ることが困難な地域が多数存在している。このため、風力発

電の導入拡大のためには、系統整備により風力由来送電量の拡大が不可欠。 

系統整備を推進するに当たって、効率的な系統整備による風力の送電容量の拡

大等の具体的方策等を検討することが必要。 

 

２．事業内容 

今後特に導入拡大が見込まれる風力発電等の再生可能エネルギーのための送

電線を対象として、具体的な送電線の整備可能地域の検討、効率的な送電線の建

設工法の検討等を行う。 

※本事業は経済産業省と共同で実施 

 

○民間団体等への委託により実施 

 

３．施策の効果 

 本事業により再生可能エネルギーの導入拡大のための系統整備に向けた知見を

集積し、風力発電等再生可能エネルギー導入検討地域において活用されることが

期待される。 

 

 

（新）再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業 

             ３００百万円（０百万円） 



再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業
平成25年度予算（案）額３億円（新規）（地球環境局地球温暖化対策課）

事業目的・概要等 イメージ

背景・目的

事業概要

執行スキーム

民間団体等への委託
期間：１年

風力発電の導入適地は、電力の需要地から離れ
ており送電網が脆弱な地域が多く、風力による
発電電力を系統に送ることが困難。
風力発電の導入拡大のためには、系統整備によ
り送電可能量の拡大が不可欠。
風力発電のための送電線の整備手法やこれによ
る導入可能量の拡大量を検討することで、送電
網整備による風力発電の最大限の導入に貢献す
ることを目的とする。

今後特に導入拡大が見込まれる風力発電等の再生可
能エネルギーのための送電線を対象として、具体的
な送電線の整備可能地域の検討、効率的な送電線の
建設工法の検討等を行う。
※本事業は経済産業省と共同で実施

期待される効果

再生可能エネルギーの導入拡大のための系統整備に
向けた知見を集積し、風力発電等再生可能エネル
ギー導入検討地域において活用されること。

風況がよく風力ポテンシャルが高い地域

系統が脆弱な地域
における送電線整備

• 具体的な送電線の整備可能地域の検討
• 効率的な送電線の建設工法の検討 など

風力発電の風力発電の
導入拡大

検証及び知見の集積



 

 

風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業 

１，０００百万円（８３４百万円） 

 

総合環境政策局環境影響審査室 

 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災を契機として、低炭素社会の創出に貢献し、かつ自立分散型

で災害にも強い再生可能エネルギーの利用を飛躍的に拡大することが求めら

れている。 

一方、再生可能エネルギーとして期待されている風力発電や地熱発電（以

下「風力発電等」という。）については、騒音・低周波音、動植物（バード

ストライク等）、景観及び温泉等への環境影響が懸念されている。 

風力発電等について、適正な環境配慮を確保した健全な立地を円滑に進め

ていくため、環境アセスメントに活用できる環境基礎情報（貴重な動植物の

生息・生育状況等の情報）のデータベース化及びその提供を通じて、質が高

く効率的な環境アセスメントの実施を促進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

風況・賦存量調査等により風力発電等の早期立地の適地と考えられる地域の中

から、事業により著しい影響を受けるおそれがある自然環境が既存情報等で確認

されていない地区を、地方自治体とも連携の上、情報整備モデル地区として選定

し、当該地区において環境基礎情報を調査・収集し、データベースとして整備す

る。 

平成 25 年度は、おおむね 70km2の情報整備モデル地区を選定する。 

 

３．施策の効果 

本事業により、風力発電等により影響を受けやすい場所を予め明らかにす

ることができ、環境影響を回避・低減するとともに、事業者が環境アセスメ

ントを実施する際に活用できる基礎的な情報を体系的に提供することにより、

質の高い環境アセスメントを効率的に実施できる条件整備を行い、風力発電

等の早期大規模導入に資する。 

 



風力発電等に係る環境アセスメント基礎情報整備モデル事業
平成25年度予算（案）額 1,000百万円 （平成24年度予算額 834百万円）

自治体等が有する動植物分布等の全国
の既存情報、国内外の技術情報をデータ

ベースとして整備

自治体、住民、
風力発電等事業者

既存データの
アセスへの活用

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
基
礎
情
報
整
備
モ
デ
ル
事
業

全
国
既
存
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

整
備
事
業

環
境
省
（
総
政
局
、
地
球
局
、
自
然
局
）

地
方
公
共
団
体

環境調査
事業者

調査項目：渡り
鳥の飛来ルー
ト、猛禽類の営
巣状況、動植
物の生息・生
育状況 など

地域住民 地方公共団体

風力発電等事業者
（系統連系協議が整っている者）情報整備

モデル地区

・陸上風力：
57.5km2

（２～３地区×10
電力）

・洋上風力：
10km2

・地熱：6.9km2
（１地区×３電力）

モデル地区において
アセス並みの環境
調査を実施（委託）。

環境調査結果を基礎情報として
整備（秘匿情報以外は公開）

情報（秘匿情報を含む）提供

モデル地区において環境
調査を実施 ⇒

風力発電等事業者に基
礎情報を提供することに
より、アセス水準の向上
を図る。

風力発電等事業者のアセス
に関与することで、情報交流
が拡大。

選
定

事業の円滑化（１年程度の期間短縮
と環境調査費用の低減効果）

風力発電（洋上風力を含む）及び地熱発電について、環境アセスメントに活用できる環境基礎情報の整備、提供を行うことで、住民等の理解を得つ
つ、質の高い環境アセスメントを効率的に実施できる条件整備を行い、風力発電等の早期大規模導入に資する。

風況・賦存量等
の観点、重要な
生態系の回避
等の観点から
絞り込んだモデ
ル地区において、
現地調査による
情報収集を実
施。

平成25年度は
概ね70km2の
範囲の調査を
実施。

※平成24年度に整備予定。平成25年度以降はデータベースの保守・管理、データの更新を予定。

※平成24年度は陸上風力10地区について事業を実施中。



                                  

洋上風力発電実証事業 

       １,６００百万円（３,０４８百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性、概要 

東日本大震災の影響を受け、温室効果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリ

ティーの確保のみならず、分散型、自立型、災害に強い等の特徴も有する再生可能

エネルギーの推進が強く求められている。我が国は排他的経済水域世界第６位の

海洋国であり、大きな導入ポテンシャルを有していることや、洋上は風速が高くかつ

その変動が少ないため、安定かつ効率的な発電が見込まれることなどから、洋上風

力発電の実用化・導入拡大が強く期待されている。 

洋上風力発電のうち、水深が浅い海域に適した着床式については、国内３ヶ所で

運転が開始されているが、深い海域に対応可能で、我が国において導入ポテンシャ

ルの大部分を占める浮体式については、国内での導入事例はない。 

こうした背景を踏まえ、本事業では我が国初となる２ＭＷの浮体式洋上風力発電

実証機１基を外洋域に設置・運転する実証事業を実施する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

長崎県五島市椛島沖において、２ＭＷの浮体式洋上風力発電実証機１基を設置・

運転する実証事業を実施し、平成28年度（2016年度）の実用化（民間ベースでの浮体

式洋上風力発電の事業化）に向けて必要な知見を得る。 

平成25年度事業においては、２ＭＷの実証機を実海域に設置・運転し、環境影響

や安全性に関する情報を収集し、事業性の検証を行う。また、それに伴い撤去する

100kW小規模試験機を、気象・海象観測用の洋上浮体に改修して風況等を観測する

ことにより、洋上風況シミュレーションの精度向上を図る。 
 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

海象等環境 

調査 

     

詳 細 設 計 と 建

造 

 

     

実海域設置、 

実証試験 

  

 

   

事業性等の 

評価 

     

 

３．施策の効果 

本事業の成果を受けて、非常に大きな導入ポテンシャルを有する浮体式洋上風力

発電が実用化されることにより、洋上風力発電の飛躍的な導入拡大が達成される。 

 

小規模試験機 実証機 

実証機 小規模試験機 

浮体式観測システム 



◆ 洋上風力発電は大きな期待を集める再生可能エネルギー
○我が国は、排他的経済水域世界第６位の海洋国であり、洋上には陸上に比べて大きな導入ポテンシャル
○洋上は風速が高く、その変動が少ないため、安定かつ効率的な発電が見込まれる
◆ とりわけ、水深が浅い海域が少ない我が国では、深い海域（50m以深）に適用可能な浮体式が期待されている

我が国初となる、フルスケール（２ＭＷ）の浮体式洋上風力発電実証機の建造・設置・運転

H24 H25 H26 H27

環境調査

小規模試験機（100kW）の
実海域設置・運転

実証機（2MW）の
実海域設置・運転

事業性等の評価
成果を反映（設置、制御等）

H24-27年度の事業計画

①実施候補海域の選定

周辺漁協・住民の賛同・
同意等から長崎県五島
市椛島沖を選定（陸から
約1km、水深約100m）

②基本設計の決定

様々な浮体式プラッ
トフォーム形式の中
から、コスト面、海底
地盤適応性等により、
スパー型を選定 スパー型 セミサブ型 TLP型

H22-23年度の事業成果

H24年6月に設置済み、
8月頃に運転開始予定

小規模試験機と実証機の
サイズの比較

H24年6月に実証海域
に設置した小規模試
験機

洋上風力発電実証事業
平成25年度予算（案）額 16.0億円（30.5億円）



（新）地熱開発加速化支援・基盤整備事業 

   ２５０百万円（０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の概要 

地球温暖化対策の推進及びエネルギーセキュリティーの確保のため、再生可

能エネルギーを一層強力に促進することが重要である。地熱発電は、風力発電

や太陽光発電に比べて、安定した発電が可能であり、再生可能エネルギーの導

入拡大に当たり、ベース電源となり得る地熱発電を推進していくことが極めて

重要である。 

しかしながら、我が国では、近年（1999 年の八丈島以降）、地熱発電の新

規立地がない状況にある。この理由としては、開発リスク・開発コストの大き

さや、開発に当たっての地元関係者との調整の困難性が挙げられる。これらの

問題を解決するため、本事業では開発リスクやコストを低減するための技術情

報等の整備や、地熱発電開発の優良事例の形成を強力に推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

地熱発電の推進のため、技術情報等の整備や優良事例の形成に関する以下の

３つの事業を実施する。 

①地熱開発技術の最新情報の収集・整備業務：国内外の最新の技術動向の収集

・整備・評価による技術的課題の克服。 

②地熱発電の導入ポテンシャルの精密調査・分析：全国規模での、これまでの

調査よりも精密なポテンシャル調査の実施。 

③地熱開発の事業形成促進業務：地域における合意形成のための協議会の設置

・運営、地熱発電開発の優良事例のノウハウの共有、事業計画策定のための

調査・事業・ファイナンススキームの検討支援。 

 

３．施策の効果 

本事業によって、地熱技術開発シーズの発掘、全国的な地熱開発のポテンシ

ャルの精密化、地元の合意形成及び事業計画の策定が進み、将来的な地熱発電

の飛躍的な導入拡大が期待される。 



① 地熱開発技術の
最新情報の収集・整備業務

協議会の設置・
運営支援

事業・ファイナンス
スキームの検討

地熱技術開発シーズの発掘、地熱開発の加速化、地元の合意形成・事業計画の策定
地熱発電の飛躍的な導入拡大

◆再生可能エネルギーの導入拡大に当たり、地熱資源量が世界第３位である我が国では、ベース電源となり得る地
熱発電の推進が重要である。

◆地熱発電の推進のため、技術情報の整備や優良事例の形成に関する①地熱開発技術の最新情報の収集・整備業
務、②地熱発電の導入ポテンシャルの精密調査・分析、③地熱開発の事業形成促進業務を実施する。

② 地熱発発電の導入ポテンシャルの
精密調査・分析

③ 地熱開発の
事業形成促進業務

国内外の最新の技術動向の収
集・整備・評価により技術的課
題を克服する。

地熱開発加速化支援・基盤整備事業
平成25年度予算（案）額 2.5億円（新規）

指摘されている地熱開発の主な課題
●開発リスクが高い ●開発コストが大きい ●地元関係者との調整が困難

全国規模での詳
細なポテンシャル
調査を実施する。

・協議会の設置・運営
・優良事例のノウハウの共有
・事業計画策定のための調査
・事業・ファイナンススキームの
検討支援

技術の評価 最新の技術動向
の収集



 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

自然環境局自然環境整備担当参事官室 

１．事業の必要性、概要 

東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対する注目がより高まる中、

分散型、自立型、災害に強い等の特徴も有する再生可能エネルギーの推

進は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保を

同時に実現可能な施策として期待されている。 

我が国は、世界第３位の地熱資源国であり、そのエネルギーの有効利

用は極めて重要。既存温泉の半数に当たる約 14,000 の温泉は湧出温度が

42 度以上の高温温泉であり、これら高温温泉は、大気中に熱を放散させる

等により温度を低下させてから浴用等に利用している事例も多いが、近年

ではこの温度差エネルギーにより発電することが可能となってきた。ま

た、温泉の採取に伴い発生するガス（温泉付随ガス）はその量によって

はエネルギーとして有効活用することも可能である。 

温泉発電、温泉熱・温泉付随ガス利用事業の自立的普及に向けて、初期

コストの低減を図り、地域特性に応じた再生可能エネルギー利用の推進を

図るため、温泉エネルギーを有効活用する民間団体に対して補助を行う。 

２．事業計画（業務内容） 

①温泉発電設備（固定価格買取制度による売電を行わないものに限る）の

設置 

②ヒートポンプ等による温泉熱の熱利用 

③温泉付随ガスの熱利用 

④温泉付随ガスのコジェネレーション 

 

補助率：①③④は事業費の１／２、②は１／３ 

補助対象者：民間団体等 

対象温泉：既存の温泉又は自然湧出温泉 

３．施策の効果 

温泉発電、温泉熱・温泉付随ガス利用事業の初期コストの低減による

自立的普及及び地域特性に応じた再生可能エネルギー利用の推進。 

 

温泉エネルギー活用加速化事業 

                   ３７０百万円（ ３７０百万円） 



温泉熱の利用

高温温泉
（７０～１２０℃）

我が国は世界第3位の地熱資源国。高温温泉の温泉熱や温泉の採取に伴い発生
する付随ガスの有効利用に補助を行い、温泉エネルギーの活用を推進。

○温泉エネルギー利用の初期コスト低減による自立的普及
○地域特性に応じた自立型で災害時にも強い再生可能エネルギー利用等を推進

浴用利用
（５０℃以下）

温度差エネルギー
で発電

ホテル・旅館等
での利用

温泉付随ガスの利用
改正温泉法の附帯決議に明記された
「分離したメタンの利活用」を推進

②ヒートポンプ等による温泉熱の熱利用

温泉付随ガス
お湯

③温泉付随ガスの熱利用

④温泉付随ガスの
コージェネレーション

給湯・空調に利用
排湯熱源対応
水冷式ヒートポンプ

我が国の高温温泉は
14000カ所。発電実用規模
に限定しても1500カ所以上。

温泉エネルギー活用加速化事業
平成25年度予算（案）額 3.7億円（3.7億円）

①温泉発電設備の設置



 

 

 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

１．事業の必要性、概要 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災によりエネルギー供給設備が大

きな影響を受け、原子力発電所の稼働停止により、温室効果ガスの排出量削減

にも影響を及ぼしている。こうした状況の中、再生可能エネルギーによる自

立・分散型のエネルギー供給システムは、温室効果ガスの排出削減やエネルギ

ーの地産地消に加え、エネルギーセキュリティ確保の観点からも注目されてい

る。 

他方、森林資源が年々充実している一方、未利用間伐材等が毎年 2000 万㎥

発生している我が国において、これらを持続的かつ安定的にエネルギーとして

利用することが課題となっている。 

このため、森林資源をエネルギーとして有効活用し、低炭素社会の実現、森

林整備の推進、雇用の確保等を図るため、木質バイオマスエネルギーを活用し

たモデル地域づくりの推進を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

以下のとおり、4事業を行うこととしている。 

①地域内における木質バイオマスを利用した熱・電気の需要・未利用間伐材等

原料調達の見通し、事業採算性等の実現可能性調査（平成25年度実施）。 

 ②原木の加工、燃料の運搬、木質バイオマスのエネルギー利用等を行うための

施設をリース方式により一体的に導入し、モデル地域づくりの実証事業を行う。 

 （平成 25年度～平成27年度）。 

 ③①の実現可能性調査を行った箇所において、施設の導入・運用を通じ、課題

の整理やその克服方法の検討を行う（平成26年度～）。 

 ④上記①～③の取組を通じて得られたメリット、課題、その克服方法等の成果

をとりまとめて公表する（平成28年度以降）。 

 

３．施策の効果 

  本事業により、モデル地域づくりの事業を行い、その波及効果により、再生

可能エネルギーの飛躍的な導入拡大が達成される。 

 

（新）木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業 

（農林水産省連携事業）             １，２００百万円（０百万円） 



木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業（農林水産省連携事業）
平成25年度予算（案）額 12億円（新規）

山 元 公共建築物等
（庁舎、学校、
福祉施設等）

木質バイオマスを利
用した熱供給・発電
施設・関連施設

チップ工場等

熱・電気
原木

（チップ用材）

間伐等のため
の機械、作業
道等

① 地域内での材搬出の可能性、熱電併給ニーズ等のF/S調査事業
② モデル地域での運用体制の構築、施設等の一体的導入の実証事業

原料
（チップ等）

地域資源の循環
（森林資源の有効活用と再生）

低炭素社会の実現
（カーボンニュートラルの木質資源利用）

地域内での「木質地域」づくり協議会



 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性、概要 

欧米等では自動車用燃料へのバイオ燃料の混合を加速しており、我が

国においても運輸部門における有力な排出削減策の１つとして推進する

必要。 

このため、平成２２年１１月にエネルギー供給構造高度化法に基づく非

化石エネルギー源の利用に関する石油精製業者の判断の基準が定められ、

石油精製業者には平成２３年度以降各年度のバイオエタノールの利用目

標が設定されており、平成２９年度までに５０万ｋL（原油換算）の導入

を目標とするとされたところであり、バイオ燃料を全国的に供給できる体

制を速やかに構築する必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○本格普及事業（平成２３年度～２５年度） 

実証事業から民間事業への移行を図るため、地域におけるガソリンの

相当割合をＥ３化し、品質管理上自主的に取り組んでいる様々な事項へ

の適合を確認しつつ、費用対効果ができるだけ高い方法を柔軟に検討す

る。 

平成２５年度はＥ３供給量を拡大し、年間１５万ｋL 程度（Ｅ３ガソリ

ンとして）の供給を実施する。 

 

３．施策の効果 

石油元売り企業と直接混合方式の品質管理について安心感を共有する

ことにより、流通コストの低減が図られ、直接混合方式によるバイオ燃料

の本格普及が進むことが期待される。 

バイオ燃料導入加速化事業 

１，５００百万円（ ９８１百万円） 



○バイオ燃料の導入は、運輸部門における即効性のあるCO2排出削減策として重要。
○ バイオ燃料の導入目標：平成29年度までに50万ｋL（原油換算）(エネルギー供給構造高度化法に基づく石油精製業者の判断の基準)
○ そうした背景を踏まえ本事業では、バイオ燃料を全国的に供給できる体制を速やかに構築するための事業を実施。

目的・意義目的・意義

事業内容(平成23～25年度)事業内容(平成23～25年度)

バイオ燃料の製造・供給について、実証事業から民間事業への移行を図るため、沖縄においてサトウキビの副産物である廃糖蜜由
来のバイオエタノールを活用しながら、石油精製会社の参加を得て、当該地域のガソリンの相当割合をE3（3％バイオエタノール直接
混合ガソリン）化し、品質管理上自主的に取り組んでいる様々な事項への適合を確認しつつ、費用対効果ができるだけ高い方法を柔
軟に検討する事業を実施する。
平成25年度は、取扱いSS数を増やしてE3供給量を拡大し、本格普及への道筋をつける。

基材ガソリン
(製油所又は油槽所)

バイオエタノールタンク

ラインブレンダー

沖縄産サトウキビ等由来
バイオエタノール

E3ガソリン用
出荷設備

SS (E3)

石油精製会社の参加を得ること
で、供給経路を一本化し、低コ
スト化を実現

（直接混合）

バイオ燃料導入加速化事業
平成25年度予算（案）額 15.0億円（9.8億円）



                                 

（新）地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業 

（農林水産省連携事業） 

                 ５００百万円（０百万円） 

総合環境政策局環境計画課 

 

１．事業の必要性・概要 

現在の農山漁村では、これまで農業等地域産業から発生する食品廃棄物や家

畜排泄物を活用して得られるメタン等のバイオガスを有効活用する取組が進め

られてきたが、多くは自家消費としての活用であった。 

しかし、昨年の東日本大震災や原子力発電所事故を契機に、地域資源を循環

活用した自立分散型のエネルギーを確保する地域づくりの取組が重要になって

いる。 

このため、農山漁村においても、再生可能エネルギーを積極的に導入すると

ともに、食品廃棄物や家畜排泄物由来のバイオガスを、自家使用だけでなく自

立・分散型エネルギー供給の一翼を担う資源として、広く地域で利用するシス

テムを構築していく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

これまで主に自家消費として使用されてきたバイオガスを、地域への熱供給

等に持続的活用するため、バイオガスシステムの事業性や採算性等について実

際のデータ等に基づき有効性を評価する必要がある。 

  このため、食品廃棄物や家畜排泄物等のバイオマスの供給量、周辺地域の熱

等需要量・利用形態等に基づき、全国２カ所程度にバイオガス製造・供給のモ

デルシステム（ガス・熱・自家用電気を供給）を構築し、二酸化炭素削減効果

や事業性等について評価するための実証を行う。 

  また、自家消費用に稼動しているバイオガス製造・供給施設を地域供給型に

改修し、既存施設を有効に活用したモデルシステムについても同様の実証を行

う。 

  但し、再生可能エネルギー固定価格買取制度との併用システムは不可とする。 

   

３．施策の効果 

地域の未利用資源である食品廃棄物及び家畜排泄物のウェット系バイオマス

等地域資源の循環による自立・分散型エネルギー供給システムの普及を図ると

ともに、地域資源を活用したグリーン産業を創出し、地域活性化、雇用創出、

温室効果ガス削減、地域エネルギー源の強化による環境負荷の少ないまちづく

り・むらづくりを推進する。 

本事業による CO2 削減効果は、 約 1,120t-CO2／年を見込んでいる。 



環境にやさしく災害に強い地域循環型バイオガスシステムの構築

地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業（農林水産省連携事業）

① 震災・原発事故を受け、地域の未利用資源である食品廃棄物
及び家畜排せつ物を活用した自立・分散型エネルギー供給の
体制の強化と温室効果ガス削減

② バイオマス、太陽光、小水力等の地域資源の活用によるグリー
ン産業の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化

① 地域の未利用資源である食品廃棄物及び家畜排せつ物のウェッ
ト系バイオマスを活用して自立・分散型エネルギー供給体制を強化
し、その地域エネルギーを農業用施設、農林水産加工施設等で利
用する「地域循環型バイオガスシステム」の構築

② 地域資源を活用したグリーン産業を創出し、地域活性化、雇用創
出、温室効果ガス削減、地域エネルギー源の強化による環境にや
さしく災害に強いまちづくり・むらづくりの推進

課 題

地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業 平成２５年度予算（案）額 ５００百万円【新規】

＜事業内容＞

民間委託費
① 地域循環型バイオガスシステムの実現可能性の高い地域２箇
所程度において、協議会（施設整備主体、施設運営主体、エネ
ルギー利用者等で構成）を設置し、地域循環型バイオガス製造
施設（ガス・熱・自家用電気を供給）の導入、運用を行い、課題の
整理やその克服方法の検討

② これらのモデル的な取組を通じて得られた成果を取りまとめて
公表することにより、全国への「地域循環型バイオガスシステム」
の普及

※但し、再生可能エネルギー固定価格買取制度の対象施設は
補助対象外

対 応

農業用施設

植物工場

平成２５年度予算（案）額 ５００百万円【新規】

畜産農家

家
畜
排
せ
つ
物

農林水産加工施設

バイオガス製造施設

耕種農家

堆肥

ガス・熱・自家用電気の供給

食品廃棄物



 

 

廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業 ８１８百万円（７７５百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

廃棄物対策課 

企画課リサイクル推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

廃棄物処理業者等が行う高効率な廃棄物エネルギー利用施設及びバイオマスエ

ネルギー利用施設の整備事業、電動式塵芥収集車（パッカー装置を電動化した塵

芥車）を導入事業への補助を行う。 

また、使用済再生可能エネルギー設備の効果的・効率的なリユース・リサイク

ル方法について検討し、社会システム構築に向けた必要な調査等を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

【補助】 

○民間事業者（一定以上のエネルギー利用効率を有する以下の施設等） 

①廃棄物高効率熱回収        ④廃棄物燃料製造 

②バイオマス熱供給          ⑤バイオマス燃料製造 

③バイオマスコージェネレーション  ⑥熱輸送システム 

 

 ○民間事業者又は地方公共団体 

⑦電動式塵芥収集車導入 

 

①～⑤：施設の高効率化にともない追加的に生じる施設整備費 

    （ただし、補助対象となる施設整備費の１／３を限度） 

⑥  ：補助対象となる施設整備費の１／２ 

⑦  ：電動式塵芥収集車（パッカー装置を電動化した塵芥車。電動化と併 

せて車体をハイブリッド化又は CNG 化する場合を含む。）を導入す

る事業について、通常車両との差額の１／２ 

 

【委託】 

○民間団体等 

使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル促進事業 

 

 



 

３．施策の効果 

高効率熱回収の促進等廃棄物エネルギーの更なる利用拡大や電動式塵芥収集車

の導入促進により、廃棄物・リサイクル分野の温室効果ガス排出量が削減される。

また、安定的な処理システムが構築されることにより、将来大量導入された再生

可能エネルギー設備が使用済みとなっても、円滑な処理を進めることが可能とな

る。これらにより、循環型社会と低炭素社会の統合的実現が推進される。 



5.1

9.4 

18.7

25.9 

平成１７年度

平成２２年度

廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業

• 廃棄物分野からのCO2排出量を削減するため、廃棄物の排出抑制、再
利用、リサイクルの推進による廃棄物焼却量の抑制を図りつつ、燃やさざ
るを得ない廃棄物の焼却熱等を有効利用することが必要だが、その取り
組みは進んでいない。

• 本事業では、廃棄物焼却熱を活用した高効率な熱回収施設や燃料製造
施設等の整備によりCO2の削減を図る民間事業者の先進的かつ波及効
果の高い取り組みに対して補助。

• これまで、本事業（平成15～22年度「廃棄物処理施設における温暖化対
策事業」）では、平成23年度までに24事業に対して補助（補助率1/3）し、
CO2を約28万トン/年削減可能な廃棄物エネルギー利用施設を整備。

• 廃棄物の収集・運搬時のCO2削減のため、電動式塵芥収集車の導入を
支援(通常車両との価格差の1/2）。

• 使用済再生可能エネルギー設備の効果的・効率的なリユース・リサイクル
方法について検討し、社会システム構築に向けた必要な調査等を行う。

●廃棄物熱回収の普及状況
●廃棄物熱回収とは：
廃棄物発電または廃棄物熱利用
（冷暖房熱源、温水供給等）

パッカー
装置

●電動式塵芥収集車（パッカー装置の電動化）

●採択事例（平成２３年度まで）

平成25年度 817,940 千円

余熱利用あり（発電）

余熱利用あり（発電以外）

（％）

稼働中

建設中



 

 

（新）廃棄物発電の高度化支援事業           90百万円（０百万円） 

 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災以降、電力不足や原発に大きく依存してきたエネルギー戦略

の見直しが迫られる中で、廃棄物発電についても、災害時の緊急電源や防災

拠点としての機能や、廃棄物系バイオマスの再生可能エネルギーとしての有

効利用の観点から、果たす役割は大きくなることが期待される。しかし、現

状、我が国の発電効率は諸外国と比較しても低い。エネルギー供給能力向上

のためには、廃棄物焼却による発電の高効率化、生ごみ等のメタン化の導入

が必要となる。 

 こうした状況のなか、「電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関

する特別措置法」が平成２４年７月に施行され、再生可能エネルギーの固定

価格買取の対象となる廃棄物発電（焼却やメタン化）について、導入が促進

されることが期待されている。 

 以上を踏まえ、廃棄物発電の高効率化に向けた方策の検討、廃棄物処理施

設における再生可能エネルギーの固定価格買取制度の円滑な実施支援等を通

じて、廃棄物系バイオマスの利活用の促進を含めた廃棄物発電の高度化を図

る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

(1) 廃棄物発電（熱回収も含む。）について、ネットワーク化等による増強効果

を調査し、高効率化実現に向けた方策の検討を行い、有効性が高いと見込ま

れるものについて、実証事業を行うことにより、効果を確認する。 

(2) 廃棄物発電における再生可能エネルギーの固定価格買取制度の円滑な実施を

目指し、発電コスト、バイオマス比率の算出方法、適切な調達期間及び調達

価格等について調査・検討を行い、その結果について、市町村等に周知す

る。 

(3) 具体的な市町村等を選定して、メタン発酵施設を中心に、地域特性に応じた

廃棄物系バイオマスの利活用システムの検討を行い、その成果を踏まえ、廃

棄物系バイオマスの利活用システムの導入マニュアルを作成し、市町村等に

周知する。 

(4) 廃棄物処理システム全体の効率性を確認することができるツールについて、

市町村等による導入を促進するため、問合せに対する相談窓口の設置等によ

り、導入に向けた技術的な支援を行う。 

 

３．施策の効果 

廃棄物系バイオマスの利活用の促進を含めた廃棄物発電の高度化を図り、廃

棄物分野における資源の有効利用及び温室効果ガス排出削減等の環境負荷低減を

図る。 



廃棄物発電の高度化支援事業廃棄物発電の高度化支援事業

東日本大震災以降、エネルギー戦略が見直しが求められており、分散型電源かつ安定供給可能な廃棄物発電の
果たす役割への期待は大きい
一方で、廃棄物焼却施設における発電効率が諸外国に比べて低いなど、ポテンシャルを十分に発揮できていない
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となったことから、廃棄物発電の導入促進が期待されている

廃棄物系バイオマスの利活用や再生可能エネルギー供給の促進を図るためには、廃
棄物発電の高度化が必要！
廃棄物系バイオマスの利活用や再生可能エネルギー供給の促進を図るためには、廃
棄物発電の高度化が必要！

① 廃棄物発電の増強方策の検討・実証
② 廃棄物発電における固定価格買取の円滑な実施支援
③ 地域特性に応じた廃棄物系バイオマスの利活用シス
テム検討と導入マニュアル作成

④ ３つのガイドライン※（市町村の廃棄物処理システムの
合理性・効率性を確認する為のツール）の導入支援

廃棄物分野における資源循環、再生可能エネ
ルギー供給が促進され、その結果、温室効果
ガス排出削減等の環境負荷低減が図られる！

廃棄物分野における資源循環、再生可能エネ
ルギー供給が促進され、その結果、温室効果
ガス排出削減等の環境負荷低減が図られる！

事業内容

背景

※…「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「市町村
における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」

※…「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「市町村
における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」

廃棄物焼却施設

メタン化施設



                                  

再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金） 

              ２４，５００百万円（１２，１００百万円） 

 

総合環境政策局環境計画課 

 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災と原子力発電所の事故を受け再生可能エネルギーや未利用エ

ネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入等による「災害に強く環

境負荷の小さい地域づくり」が国を挙げての課題となっている。このため、

東北地方のみならず、地震や台風等による大規模な災害に備え、再生可能エ

ネルギー等の導入を支援し、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを全国

的に展開することが必要となっている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

平成 21 年度に造成した地域グリーンニューディール基金制度を活用し、

都道府県及び政令指定都市が行う以下の事業を支援するための基金を造成。 

（１）地域資源活用詳細調査事業 

  地域の再生可能エネルギー等を活用し「災害に強く環境負荷の小さい地域 

づくり」を推進するための事業精査、実施設計等 

（２）公共施設における再生可能エネルギー等導入事業 

  防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設への、再生可能エネルギーや 

蓄電池、未利用エネルギー及び高効率省エネ機器（照明、空調）の導入 

（３）民間施設における再生可能エネルギー等導入促進事業 

  防災拠点や災害時に機能を保持すべき一部の民間施設に対する、再生可能エ 

ネルギーや蓄電池、未利用エネルギー及び高効率省エネ機器（照明、空調） 

の導入支援 

（４）風力・地熱発電事業等支援事業 

  大型風力発電や地熱発電等を行う民間事業者に対する、事前調査等に要する 

経費の支援や事業実施に係る利子補給 

 

３．施策の効果 

   再生可能エネルギーや未利用エネルギーを利用した自立分散型のエネルギ

ー供給システムの導入が地域主導で加速的に推進され、災害時においても地

域ごとに住民の安全や都市機能を最低限保持できる「災害に強く環境負荷の

小さい地域」を全国に展開する。 



東日本大震災と原子力発電施設の事故を受け、再生可能エネルギーや未利用エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの
導入による災害に強く環境負荷の小さい地域づくりが国を挙げての課題
東北地方のみならず、地震や台風等による大規模な災害に備え、再生可能エネルギー等の導入を支援し、全国的に展開すること
が必要

＜基金対象事業＞
（１）地域資源活用詳細調査事業
地域の再生可能エネルギー等を活用し「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」を推進するための事業精査、
実施設計等

（２）公共施設における再エネ等導入事業
防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設への、再生可能エネルギーや蓄電池、未利用エネルギー
及び高効率省エネ機器（照明、空調）の導入

（３）民間施設における再エネ等導入促進事業
防災拠点や災害時に機能を保持すべき一部の民間施設に対する、再生可能エネルギーや蓄電池、未利用
エネルギー及び高効率省エネ機器（照明、空調）の導入支援

（４）風力・地熱発電事業等支援事業
大型風力発電や地熱発電等を行う民間事業者に対する、事前調査等に要する経費の支援や事業実施に係る
利子補給

地方公共団体が行う、防災拠点への再生可能エネルギーの導入事業等が対象

地域グリーンニューディール基金制度を活用し、地域主導での自立・分散型エネルギー導入を支援

事業内容

事業スキーム

環
境
省

補助金

事業計画

事業実績報告

「基金」として
積み立て

取崩して事業を実
施（２５年度中に
策定した事業計
画をもとに実施）

交付対象は、
都道府県・指
定都市

再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金）
平成25年度予算（案）額 ２４，５００百万円

。

基金制度を活用するメリット

①すでに都道府県等において基金

条例を制定し、執行体制が確立

地域主導で速やかな事業着手が可能

②年度越えの活用が可能

地域の実情を踏まえ、規模や工程に応じ
た柔軟な事業実施が可能

③再生可能エネルギー導入等の目的
に特化

災害にも強い自立・分散型エネルギーの
導入を着実に推進



                                  

地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業 

          ６００百万円（４１３百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性、概要 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により電力供給設備が大きな影響を

受け、原子力発電所の稼働停止により、温室効果ガスの排出量削減にも影響を及

ぼしている。こうした状況の中、分散型、自立型、災害に強い等の特徴も有する再

生可能エネルギーの推進は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティ

ーの確保を同時に実現可能な施策として期待が高まっている。 

一方、再生可能エネルギーは導入する地域・地点による特性が大きく異なること

から、事業化に当たっては、地域・地点の実情を十分考慮した上で適切に導入する

必要がある。そこで、本事業においては地域特性に考慮した地域主導による再生

可能エネルギー事業を促進する活動等への支援を行う。 

 

２．事業計画（業務内容）  

地域主導による再生可能エネルギー事業の実現のために必要な情報・体制整備

等に関する以下の３つの業務を実施する。 

① 情報整備事業：再生可能エネルギーの開発・事業化可能性に関する地図情

報、風況データ、資金調達方法等の整備及び発信。 

② 地域協議会設置・運営支援業務：地域の住民等のステークホルダーが参画す

る再生可能エネルギーの事業化に向けた協議会活動の支援。 

③ コーディネーター等育成業務：地域協議会による各地での活動の核となる開

発コーディネーター・アドバイザー等の育成。 

また、小規模な地方公共団体において、再生可能エネルギー事業の企画立

案・導入を促進するため、地方公共団体職員等を対象とした研修等を実施し、

低炭素地域づくりコーディネーターを育成する。  
 

３．施策の効果 

本事業により、モデルケースとなる地域主導型の再生可能エネルギー事業が各地

で計画・実施され、その波及効果により、再生可能エネルギーの飛躍的な導入拡大

が達成される。 

 



① 情報整備・発信

制度・技術・金融
に関する講義

先進事例参画協議会設置 事業概要策定

地域の特性を考慮した再生可能エネルギープロジェクトの形成を支援し、
再生可能エネルギーの導入拡大・低炭素地域づくりに貢献

◆ 地域の特性に応じた再生可能エネルギーの導入には、風力・地熱発電等の立地のゾーニングを行い、建設を迅
速化すること、及び地域の事業・便益に繋がるファイナンスの仕組みを強化することが必要である。

◆ 地域主導による再生可能エネルギー事業の実現に向けて、関連する情報の整備・発信、地域によるモデル的な
協議会活動等の取組の支援、地域の活動の核となるコーディネーター等の育成等を行う。

② 地域主導型再生可能エネルギー事業化検討 ③ コーディネーター等育成

事業性評価に活用できる詳
細な風況マップの作成や、
ゾーニング基礎情報の更新、
地域における資金調達手法
の検討等を行い、その成果
を広く発信

地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業
平成25年度予算（案）額 6.0億円（4.1億円）

風況マップ
地域の関係主体が参画できる再生可能エ
ネルギー導入事業の円滑な立ち上げのた
めの事業化計画策定手法の確立に向け
て、モデル的な地域の取組を支援
具体的な事業化計画を策定し、それに
基づき、実際に再生可能エネルギーが
地域に導入されることを目指す

②で設置された協議会から選
出した、各地のコーディネー
ター等を育成するための研修
を実施
人材の確保が困難な地域に
おいて、再生可能エネルギー
の導入ポテンシャルを活用し
た、低炭素地域づくりの実現
のための人材育成を実施

事業主体選定・
ﾌｧｲﾅﾝｽ調整



                                  

小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業 

                   ３００百万円（３００百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性、概要 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、電力系を中心に徹底した省

エネルギーの推進が進められており、また、分散型、自立型、災害に強い等の特徴

も有する再生可能エネルギーの推進が、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー

セキュリティーの確保とともに、非常時の防災対策を同時に実現可能な施策として

期待されている。 

しかしながら、非常時に防災拠点としても活用される公共施設におけるこれら技

術の導入は不十分な状態であり、特に小規模地方公共団体では、財政上の事情

等から導入は進んでいない。 

そのため、地方公共団体が所有する施設へ、低炭素対策技術を率先して導入す

る取組を支援することが必要であり、模範的な先行事例を示すことにより、業務部

門での温暖化対策の導入促進を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

小規模な地方公共団体が所有する業務用施設に、地球温暖化対策の推進に関

する法律に基づき策定した実行計画に従い、二酸化炭素排出量削減を実現する

ため、低炭素対策技術を率先的に導入する取組に対して、施設費等の必要な費

用の一部を補助する。また、国ではこれらの地域における成功モデルを集約し、

広報を行い、全国への波及を図る。 

① 地方公共団体が、低炭素対策技術を率先して導入する取組を対象とする。 

② シェアード・セイビングス・エスコ事業を活用し、高効率設備の導入等により、

通常のESCO事業よりも大幅な二酸化炭素排出量の削減が図られるモデル的

な取組を対象とする。 

・補助率：上限１／２ 

・補助対象者：①小規模地方公共団体 

         （※グリーンニューディール基金交付自治体を除く地方公共団体） 

            ②小規模地方公共団体の施設へシェアード・セイビングス・エスコ

事業を用いて省エネ化を行う民間業者 

 

３．施策の効果 

成功モデルを広報することで率先した取組のさらなる普及が期待される。 

 



温室効果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保とともに、公共施設等の防災
対策を同時に実現するため、小規模地方公共団体が所有する業務用施設に、低炭素対策技術
を率先的に導入する取組に対して、設備費等の必要な費用の一部を補助する(補助率1/2)。

ESCO事業による
省エネ(10%以上)※バイオマス熱利用

※シェアード・エスコを含む

小水力発電

対象設備例

小規模地方公共団体

策定

実施

事務事業に関する
実行計画

補助対象：
小規模地方公共団体（都道府県、政令指
定都市、中核市、特例市及びこれらが加入
する特別地方公共団体以外の地方公共団

体）又は民間事業者（ESCO事業者）

地球温暖化対策の推進に関する
法律に基づき策定した実行計画に
基づく、地方公共団体施設への低
炭素対策技術の導入を支援

太陽熱利用
冷暖房システム

小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業
平成25年度予算（案）額 3.0億円（3.0億円）

成功事例を集約して情報発信を行い、全国の地方公共団体や民間事業者への波及を図る。

事例の整理・分析



 

 

 

 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 
 

１．事業の必要性、概要 

○ CO2 排出量の増加が著しく（2009 年には 1990 年比 32％増）、増加に歯

止めのかからない業務部門における対策は急務。加えて、全部門の中に

占める温室効果ガス排出量の割合が 37.6%と最大の産業部門についても、

これまで以上に削減対策に取り組む必要がある。 

○ なかでも圧倒的な割合を占め、かつ大量の削減余地を有する既存スト

ックへの対策が重要だが、最大限費用効率性を高めるためには、単に設備

導入を行うだけではなく運用改善等により対策の総量削減を担保する仕組みも

不可欠。また、既存ストックにおける CO2 削減は、光熱費削減や CSR 的観点

からの企業イメージ向上等による資産価値の向上を促すという利点も有する。 

○ 以上を踏まえ、本事業では既存ストックを対象とし、トン CO2 当たり

削減費用を抑制しつつ総量削減を担保する排出枠やリバースオークショ

ン等の各種市場メカニズムの最大限活用することで、費用効率的に業

務・産業部門における CO2 排出量を大幅に削減することを目的とする。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 事業者は、設備導入と運用改善による削減約束を掲げ、先進的な技術

（BAT, Best Available Technology）の中から先進的温室効果ガス排出

抑制設備や見える化機器導入に係る補助金（補助率最大 1/3）を申請。 

○ 削減量当たりの補助額［円／t-CO2］（補助額／温室効果ガス削減約束

量）の小さい、費用効率の良い事業から順番に予算額まで採択（リバー

スオークション方式）。 

○ 参加事業者が削減約束量を超過達成した場合には排出枠を交付する一

方、達成できない場合には超過排出分の排出枠を購入して目標を遵守す

ることとし、削減総量を担保しつつ、個々のテナントや従業員の削減努

力を促す。 

 

３．施策の効果 

○ リバースオークションを活用した費用効果的な先進削減対策の導入と排出枠

の付与を活用した運用改善による総量削減。 

○ 得られた削減に関するデータを活用し、業務・産業部門の削減ポテンシャル把

握と費用対効果の高い対策に関する事業者への情報提供を実施。 

先進対策の効率的実施による CO2 排出量大幅削減事業 

          １，２４０百万円（１，０００百万円） 



○ 見える化機器を活用し、テナントや従
業員等が運用改善に努力

○ 削減約束量を上回る削減を達成した場
合に排出枠を付与することにより、運用改
善のインセンティブ強化

先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 12.4億円（10.0億円）

必要性

概要

① CO2排出増に歯止めのかからない業務部門（10年比32％増）、全部門の中に占める
温室効果ガス排出量の割合が37.6％（2010年確定値）と最大の産業部門における対策

② 排出量の大部分を占める膨大な数の既存ストックへの対策が最重要

③ 対策の費用効率性を高め、かつ総量削減を担保することにより、大量の既存ストックにおいて
安く、大量かつ確実にCO2を削減することが必要

排出量
大幅

関係者全員の削減努力を最大限引き出すため、市場メカニズムを活用

リバースオークションによる
費用効率的な先進対策導入

約束の超過削減への排出枠付与
による運用改善のインセンティブ

先進対策

運用改善

排出枠取引による総量削減

○ 事業者は、環境省指定の先進技術
BAT（高効率な空調等）を組合せ、削減
約束値とともに申請

○ １トンの削減に必要な補助額の小さ
い順から採択（リバースオークション）し、
補助することで、費用効率的な削減対
策を実施。

○ 削減が約束量を下回る場合には排出
枠購入により目標達成に活用

＋

設備導入と運用改善により、既存建築物から費用効率的に大幅な総量削減



                                  

サプライチェーンにおける排出削減量の見える化推進事業 

 ２０３百万円（１２２百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

総合環境政策局環境経済課 

 

１．事業の必要性・概要 

温室効果ガス排出量を効率的に削減するためには、自社のみならずサプライチ

ェーン全体での排出量を事業者が把握・管理することにより、サプライチェーン

を構成する他の事業者と協働して様々な削減活動を実施することが必要である。

このため、サプライチェーン排出量の把握・管理方法を構築し、こうした取組み

を行う企業が社会から評価を受けられるような仕組みを構築する。 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

 サプライチェーン全体における排出量及び削減量の見える化の取組を推進する

ため、算定方法を検討し、改善を図る。加えて、排出量及び削減量の算定支援ツ

ールの開発・運用を行うとともに、情報プラットフォームとなる WEB サイトやセ

ミナーを開催して優良取組事例の紹介等を行い、周知を図る。 

 加えて、金融機関等が事業者の評価に活用できるよう情報開示基盤を整備する

とともに、事業者の情報開示を支援する。 

 

 

３．施策の効果 

 サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の把握・管理が進み、複数事業

者で協働してサプライチェーンの様々な段階で削減対策が行われ、世界全体で排

出量抑制が図られる。 

 



●削減手法の評価
●排出量・削減量算定ガイドライン
・業種別解説
・原単位データベース

●削減ポテンシャル推計

サプライチェーンにおける排出削減量の見える化推進事業 203百万円（122百万円）

効率的かつ大規模な温室効果ガスの削減・・・サプライチェーンにおいて排出量の大きな段階や、排出削減
のポテンシャルが大きい段階が明らかになり、事業者がサプライチェーン全体で効率的な削減対策を実施

サプライチェーンの強化・・・サプライチェーンを構成する他の事業者へ情報提供等を働きかけ、協働で削減
対策を実施することにより、他の事業者への理解が促進

説明責任の向上・・・サプライチェーン排出量を可視化し、自主的に公表することで、サプライチェーンを構成
する他の事業者や、ステークホルダーに対する説明責任の向上

目的

製品製造事業者 廃棄物処理事業者

製品の使用者

原料調達事業者

・原材料の加工、製造
・原材料の加工等に伴う
廃棄物の処理

・原材料の採掘

・原材料の輸送、保管
・製品の製造
・製品の製造に伴う廃
棄物の処理

・通勤・出張

・省エネ製品の購入、使用

・省エネ製品の廃棄処理

製造段階
の省エネ・
省CO2

省エネ製品の
使用段階の省
エネ・省CO2

・通勤・出張

・通勤・出張 ・通勤・出張

・通勤・出張

廃棄物処理
量の削減

物流の
効率化

物流の
効率化

原材料の
軽量化

販売事業者

・製品の販売
・製品の販売に伴
う廃棄物の処理

・通勤・出張

販売段階
の省エネ・
省CO2

輸
送
事
業
者

輸
送
事
業
者

手段

サプライチェーンでの温室効果ガス削減（イメージ）

●サプライチェーン排出量・削減量の算定支援ツール開発
●普及啓発（WEBサイト・セミナーなど）
●事業者向けの情報開示支援、金融機関等向けの情報開示
プラットフォーム整備（新規）



                                  

エコ賃貸住宅CO2削減実証事業（国土交通省連携事業） 

１００百万円（１００百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・家庭部門の CO2 削減の中でも住宅における対策は、長期的に効果が発現す

る一方で、対策の遅れが長期に渡り影響することから、より早期にゼロエ

ミッション住宅が標準となるような対策の実施が必要となる。 

・特に賃貸住宅は、住宅ストックの約４割を占めていることもあり、賃貸住

宅における低炭素化の推進は極めて重要となるが、賃貸住宅における低炭

素化のための躯体や設備の投資は賃貸料金の引き上げに繋がることから、

料金維持のために賃貸住宅の住宅性能が犠牲となる傾向にある。 

・そこで、賃貸住宅性能の実測や実際に消費したエネルギー量の調査等を行

い、住宅性能ごとの標準的な光熱費の推計等によって住宅性能の効果を明

示し、入居者の選択条件の一つとして利用できるようにすることで、環境

価値の向上を進め、環境基本性能の高い物件の入居率向上へと繋げていく。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）エコ賃貸住宅効果計測 

・次世代住宅基準等を含む複数の断熱性能レベルの賃貸住宅（集合住宅）に

おいて、温度・湿度・熱流計測等を行い、構造や断熱性能等の違いによる

省エネポテンシャルを実測する。また、当該住宅における実際の光熱費や

居住者のライフスタイルの影響等の調査を行う。 

（２）エコ賃貸住宅指標検討 

・（１）で得られた情報を元に、実際の光熱費の分布と比較して、目安とし

ての光熱費参考値を設計値や測定値等から推計する方法を検討。 

（３）エコ賃貸住宅に対する消費動向調査 

・上記の参考値を、物件を選択する際の情報として提供することで、どの程

度、入居者がこれらの住宅を選択するかについて調査を行い、高い住宅性

能を有する賃貸住宅の普及促進に活用する。 

 

３．施策の効果 

・賃貸住宅における住宅性能ごとの標準的な光熱費の推計。 

・エコ賃貸住宅の空室率を低下させ、環境価値の不動産価値への反映を促進。 



エコ賃貸住宅CO2削減実証事業（平成24～25年度）
平成25年度予算（案）額 100百万円（100百万円）

①賃貸住宅における負のスパイラル ②住宅エコポイントの成果を恒久化

③エコ賃貸住宅の価値向上のための調査・推計

部屋の
広さ

ユーザーのニーズ

家賃の
安さ

駅から
の距離

賃貸住宅オーナー

低い住宅性能で
安価な住宅を建築

築年数

高性能の住宅をオーナーに
建築させるための
訴求力が必要

高性能住宅の光熱費と健康の効
果をユーザーに示し、

住宅エコポイント終了後の
省エネ住宅の価値化

住宅エコポイント等により、
高性能の住宅建築を誘導

省エネ基準適合住宅（持家含む）
2008年度 約１～２割

↓
2011年度 約５～６割

現 状

○熱損失係数（Q値）の実測と設計値との差異を計測

○住宅性能ごとの光熱費の調査

○エコ賃貸住宅における消費動向調査

○住宅性能ごとの標準の光熱費の推計

本事業

賃貸住宅を選択する際に、

住宅性能を一つの指標とし、

高い住宅性能を有する賃貸住宅の

入居率向上につなげる

×高価な設備投資、断熱性の向上

○賃貸住宅における環境価値の向上を進め、環境基本性能の高い賃貸住宅の入居率向上へとつなげていく。

○将来的には、全住宅の約４割を占める賃貸住宅ストックの１／３における断熱等の住宅性能の向上を目的とする。

賃貸住宅市場
不動産価値として
断熱性能を評価せず

市場において
断熱性能により賃料向上

今 後



                                  

特殊自動車における低炭素化促進事業（国土交通省連携事業）      

            １９５百万円（１３０百万円） 

水・大気環境局自動車環境対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災及び原子力発電所の事故を契機とするエネルギー政策の見

直しが求められているなか、地球温暖化対策の推進は今後、より厳しいも

のとなることが推察される。そのため、今後の地球温暖化対策の推進のた

めには、着実に CO2 排出量の削減が見込まれるものについて、より一層の

推進を図ることが必要となる。 

  この様な中、エネルギー効率が高く、着実に CO2 排出量の低減に資する

ことができる環境配慮型建設機械等の普及を積極的に推進することは、運

輸部門を含めた他部門における CO2 排出削減に大きな効果が得られるもの

である。 

 平成 22 年６月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、低炭素化・低

公害化が遅れているオフロード車について、2030 年において全建設機械の

販売に占めるハイブリッド車等の割合を４割とすることを目指し、必要な

支援を行うこととしている。そのため、燃料消費量 25%～40%の削減が見込

まれ、他の車種に比べて大幅に低炭素化と低公害化を加速させることが可

能であるハイブリッドオフロード車等の導入促進を図り、国内保有台数の

増加による市場認知度の向上、技術開発や量産効果等の進捗加速による将

来価格の低下等を促すことにより、効率的かつ効果的に一層の CO2 及び大

気汚染物質排出量の削減を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 １台あたりの CO2 排出量の削減効果が高いハイブリッドオフロード車等を対

象に、以下の導入費用の補助を行う。 

(1)補助対象者：民間企業 

  (2)補助対象車両：ハイブリッドオフロード車等 

         （ショベル・ローダ、ブルドーザ等） 

  (3)補助交付額：通常車両価格との差額の 1/2 

 

３．施策の効果 

  車両性能は実用可能な段階に達しているものの、従来車との価格差が大きい

ため差額コストが回収可能な顧客層が限定されること等が普及の妨げの一因と

なっている。そのため、ハイブリッドオフロード車等の導入を支援することは、



                                  

一義的に当該車両の顧客層の拡大に有効なほか、生産・保有台数の増加や市場

認知度の向上に伴う需要喚起によって、量産効果、機種拡大、メーカー間競争

市場の醸成等を促すことができる。これらによって従来車との価格差が低減さ

れることで差額コストが回収可能な顧客層の拡大及び市場拡大が期待でき、ハ

イブリッドオフロード車等の導入が加速されることにより、効率的かつ効果的

な CO2 排出量等の削減が可能である。 



１台あたりのCO2排出量の削減効果が高い特殊自動車の率先導入を促し、
本格的普及につなげることで、自動車における低炭素化と低公害化を加速

特殊自動車における低炭素化促進事業
（国土交通省連携事業）

使用可能年数で投資
費用を回収できない

オフロード車の現状と効率的なCO2削減の可能性

○ハイブリッド化が遅れている
○ハイブリッド車の燃費改善率は20～50%
（1台でハイブリッド乗用車約20台分のCO2削減効果）

CO2削減の余地が極めて大きい

普及の阻害要因と対応策

ハイブリッド車の
価格が下がらない

購入差額450万円の例
補助金があれば⇒使用可能年数（10年）で

投資費用を回収可能

使用可能年数で投資
費用を回収可能

販売台数増による
車両価格の低下

普及が飛躍的に加速!!



 

（新）住民参加による低炭素都市形成計画策定モデル事業       

２２０百万円（０百万円） 

 

総合環境政策局環境計画課／環境影響評価課環境影響審査室 

 

１．事業の必要性・概要 

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市

において発生していることに鑑みると、温暖化対策の観点からは、都市機能

の再配置や集約等を進め、低炭素型都市・地域構造への転換を図ることが重

要である。その場合、都市・地域構造の転換には、低炭素のみならず、地域

社会の多様なニーズの反映が要求される。 

また、地域ニーズを踏まえた低炭素型の都市・地域構造は、個々の開発事

業の結果として徐々に転換されるものであるため、地域において将来像を共

有することが重要である。しかしながら、既存の事業計画では、地域社会で

将来像を共有し、快適な環境や地域活性化等、住民の多様なニーズを十分に

反映した都市・地域の低炭素化事業が計画されているとは言い難い。 

以上を踏まえ、事業者や住民といった地域のステークホルダーにおけるコ

ミュニケーションによって計画策定を行う取組を支援し、個々の開発事業を

低炭素型に確実にシフトさせていくことが不可欠である。 

 

２．事業計画（業務内容） 

地方自治体が策定する「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」

（地球温暖化対策推進法）や「低炭素まちづくり計画」（都市低炭素化促進法）

等に位置づけられる開発事業の計画や、それらの計画目標達成に資する民間事業

者が策定する事業計画（集約都市開発事業の計画等）の策定に際して、ステーク

ホルダー間のコミュニケーション活性化を図ることで、地域住民と事業者等が協

働で計画を作り上げていく取組を支援し、共有された地域ニーズや将来像を踏ま

えた低炭素型の開発を実現させる。 

具体的には、開発計画等の策定において、平成 24 年までに環境省で構築する

新たな低炭素効果推計手法等を用いたより詳細な二酸化炭素排出量の削減シミュ

レーションや、「サステイナブル都市再開発アセスガイドライン」などを用いて、

周辺自治体や地元研究機関等の専門家を交えた検討会、地域住民・事業者等を交

えたワークショップの開催、地元住民への説明会やアンケートの実施等を行う地

方公共団体・民間事業者を支援する。 

 

 



 

３．施策の効果 

本事業において支援した計画策定をモデルとして、同様の取組を全国に普

及させることで、地域のニーズや将来像を踏まえた、より実現性が担保され

た低炭素型都市・地域づくりの取組が広がることが期待される。 

また、実際に、例えば地方ターミナル駅前地区（約 50ha）の再開発事業に

関する試算では、建物・街区、公共交通、緑化等の低炭素化の取組により、

対策前の二酸化炭素排出量から 25%（43,180t-CO2/年）の削減ポテンシャルが

推定されており、本事業により、こうした事業計画の着実な実行を各地で促

すことで、地球温暖化対策の推進に資することとなる。 



住民参加による低炭素都市形成計画策定モデル事業

【事業背景】
都市機能の再配置や集約等を進め、低炭素型都市・地域構造への転換を図ることが重要であるが、都市・地域構造の転換には、将来の地域社会
における大きな変化を伴うため、低炭素のみならず、地域社会の多様なニーズの反映が要求される。

また、低炭素と地域ニーズを踏まえた将来の都市・地域構造は、日々の開発活動の積み上げの結果として徐々に達成されるものであるため、開
発事業を従来型から将来像を踏まえた低炭素型へと質を変化させ、蓄積させることが必要である。

【事業内容】
地方自治体が策定する「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」、「低炭素ま
ちづくり計画」等に位置づけられる開発事業の計画や、それらの計画目標達成に資する民間事
業者が策定する事業計画（集約都市開発事業の計画等）について、ステークホルダー間の双方
向コミュニケーションの活性化を図ることで、地域住民と協働で作り上げていく取組を支援し、共
有された地域ニーズや将来像を踏まえた低炭素型の開発を実現する。

＜具体的な双方向コミュニケーションの活性化手法＞
低炭素効果推計手法等を用いたCO2排出量削減シミュレーションや、
「サステイナブル都市再開発アセスガイドライン」等を用いて以下を実施。
・周辺自治体や地元研究機関等の専門家を交えた検討会
・地域住民・事業者等を交えたワークショップ
・地元住民への説明会やアンケート 等

※平成21年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業委託業務（大崎駅西口地区再開発事
業）報告書から画像引用

将来の地域社会像
＋

Co2削減
＋

多様な地域ニーズ

より住民ニー
ズを反映した
開発事業の
形成

【実行計画（区域施策編）イメージ】

【地区計画・再開発事業計画イメージ】

平成２５年度予算（案）額 ２２０百万円【新規】









                                 

 

いぶき（GOSAT）観測体制強化及びいぶき後継機開発体制整備 

【24年度補正及び25年度当初】   

平成24年度補正予算：1,900百万円                 

平成25年度当初予算：1,315百万円（1,352百万円） 

 

地球環境局総務課研究調査室 

 

１． 事業の必要性・概要 

 温室効果ガス専用の観測衛星として世界唯一の「いぶき」は平成 21 年の打ち

上げ以降、順調に観測を続け、ハード面に問題はないが、設計寿命は 5 年（平成

26 年）であり、遠からずその寿命を迎える。世界をリードする温室効果ガスの

多点観測データを提供し、気候変動の科学、地球環境の監視、気候変動関連施策

に対し貢献する我が国の国際社会における役割を継続的に果たすため、平成 29

年度打ち上げを目標として「いぶき」後継機を開発する。 

 

（１）事業の必要性 

①気候変動の科学に対する貢献 

 二酸化炭素及びメタンの大気への排出・蓄積による温暖化等の地球システムへ

の影響の科学的評価のためには、全球において、森林等の陸面、海面におけるこ

れら温室効果ガスの吸収・排出の地域的な収支や、温暖化によってその収支がど

のように変化するか等の炭素循環の解明が極めて重要である。このためには二酸

化炭素及びメタンの全球的・継続的な観測が必要であるが、地上における観測点

は世界に約 300 か所程度に過ぎず、地球上の広大な観測の空白域を埋めるには衛

星観測が必須である。このため、「いぶき」及び観測精度と密度を飛躍的に向上

した後継機により、継続的・体系的に衛星観測を行う。 

 

②全球的な気候変動政策への貢献 

 気候変動リスクの一つとして熱帯林や永久凍土等における炭素循環の大規模な

変化が懸念され、地球環境の変動の監視による早期検出が極めて重要である。ま

た、2050 年の世界温室効果ガス排出量半減の促進の観点から、地域別の二酸化

炭素の吸収排出量推定（REDD+の効果、主要排出国の削減行動の評価）を精度良

く行う必要性が高まっている。このため、「いぶき」及び後継機により、継続的

・体系的な観測体制を確立する。 

 

③地球観測における国際責任 

 全球地球観測システム（GEOSS）や全球気候観測システム（GCOS）を担う「い

ぶき」による観測連携を後継機によって継続することが宇宙・科学技術先進国の

責任である。このため、後継機を開発し、現行の国際協力を継続し、二酸化炭素



                                 

・メタンの観測衛星 OCO-II（2014 年打ち上げ予定）を計画している米国等各国

との連携強化を目指す。 

 

（２）事業の概要 

後継機においては、観測点の温室効果ガスの濃度を高精度かつ全球で多点的

に観測する現行「いぶき」の点的観測の発展的継続を開発方針とする。具体的に

は、地上観測における空白域を一層削減し、全球の温室効果ガスの挙動をより精

度良く、かつ、稠密に把握するとともに、地域別の吸収・排出量の推定精度を高

める。このような観測の高度化を実現するため、観測センサーの高度化に加えて、

地上システムの統合的な高度化を行う。現行機と同様に環境省、宇宙航空研究開

発機構（JAXA）、国立環境研究所（NIES）の共同開発の予定であり、環境省は観

測センサーを中心とする衛星の開発、地上等検証システムの開発及びモデリング

技術の開発を受け持つ。 

※ 現行「いぶき」は、環境省、JAXA 及び NIES により共同で開発され、打ち上げ以来、観測

データの解析結果（二酸化炭素・メタン濃度等）の研究機関や一般国民へ提供（平成 22

年 2 月開始）し、平成 24 年 12 月には全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収・排出量デー

タを公表した。全球を多点かつ精度良く観測（通年で約 13,000 箇所程度、そのうち陸上

は約 5,000 箇所程度）し、陸上観測の空白域を大幅に減らし、その高度な機能によって世

界をリードしている。 

 

２． 事業計画（業務内容） 

（１）次期温室効果ガス観測センサー等を中心とする「いぶき」後継機の設計、 

開発 

「いぶき」後継機に搭載する次期観測センサーの詳細設計、工学試

験モデル（EM）及び衛星の基本設計の制作・試験等。 

（２）「いぶき」後継機に向けた観測・データ処理過程の統合的高度化 

観測・データ処理過程の統合的高度化のためのモデリング技術の改

良・開発、検証体制の強化を、次期温室効果ガス観測センサー等の開

発・設計過程へ還元しつつ一体的に実施。 

 

３． 施策の効果 

○ 全球炭素循環の解明による気候変動予測の精緻化、大規模な地球システム

の変動の監視及び地域別吸収・排出量推定の精緻化による国際的削減努力

のモニタリングに貢献する。 

○ 米国で計画されている OCO-II 等の面観測と後継機の点観測の連携を行い、

全球地球観測の国際的な体制強化に貢献する。 

○ REDD+活動の温室効果ガス削減・吸収効果を定量的・客観的に把握し、世

界の森林の減少・劣化に伴う温室効果ガスの排出の削減に貢献する。 



年度 H24 H25 H26 ～ H29

環境省・JAXA※

・観測センサー等の設計・開発

・本体の設計・開発・打上

国立環境研究所
データ処理手法の高度化等

概念設計

工学試験用
モデル

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟﾌﾗ
ｲﾄﾓﾃﾞﾙ

データ処理手法の統合的高度化等

いぶき後継機本体の設計・開発
打
上

いぶき（GOSAT）観測体制強化及びいぶき後継機開発体制整備
平成24年度補正予算 1,900百万円
平成25年度当初予算 1,315百万円

・気候変動予測の精緻化に貢献
・国際的な気候変動施策推進に貢献

・二酸化炭素やメタンの全球的な挙動の解明
・国別の温室効果ガス吸収・排出量の推定精度の高度化
（人為起源排出の推定）

世界で唯一の温室効果ガス観測技術衛星・いぶきの使命

いぶきによる地球環境監視の発展的継続

測定点数の向上（雲域、高輝度域（海洋など）での観測
の改善など）
…センサーの高度化及び検証体制の強化によるデータ品
質の向上により達成

測定精度の更なる向上（観測法規の高度化、解析アルゴ
リズムの向上など）
…濃度推定、吸収・排出量算出手法の高度化により達成

REDD+のMRVシステム開発
…我が国中期目標達成への貢献（クレジット化）に関連
する国際的なMRVシステムとすることも視野に入れる

いぶき後継機の達成ポイント 後継機開発・年次計画（予定）

※（独）宇宙航空研究開発機構

民間団体等への請負費として、いぶき後継機開発と地上の観測体制強化を並行して
実施。開発に用いる機材等の物件費と開発に携わる技術者の人件費等。

試作試験
用モデル

補正予算で一部前倒
しで実行！



途上国の森林インベントリを補完・検証

できるシステムのプロトタイプを構築

「だいち」など森林画像観測衛星に
よるデータ蓄積･解析手法の高度化
・森林減少、劣化のマッピング
・森林炭素収支のマッピング

森林生態系バイオマス変化量
（REDD活動の効果）の評価

森林炭素量の変化を測定又は検証する技術システム概念設計およびプロトタイプによる実証試験

REDD＋のMRVシステムの開発REDD＋のMRVシステムの開発

大気観測におけるデータ集積、技術開発

・大気輸送モデルの高度化
・海洋生態系･輸送モデルの高度化

陸域生態系モデルの精度向上

検証
整合性チェック

森林生態系炭素量に関する知見集積、技術開発

「いぶき」など温室
効果気体観測衛星に
よるデータ蓄積･解析

温室効果ガス地上観測（航空機･船舶、小
型自動観測機器、フラックスタワー等を含
む）の充実によるデータ蓄積･解析

・REDD＋の国際動向を踏まえた
概念モデルの設計

・観測、モデリング技術の開発

森林地上観測の充実によるデータ蓄積

ＲＥＤＤ(＋)：REDDとは、途上国における森林減少・劣化による温室効果ガス排出の削減。REDD＋とは、これに植林事業や森林保全（適
切な森林管理による劣化の防止）等による炭素の吸収源の積極的な増加を加えた拡張概念。
ＭＲＶ：温室効果ガスの排出削減の実施状況を測定（Measurement）し、国際的に報告（Reporting）し、その削減状況を検証（Verification）
する仕組み。

【補足：いぶき（GOSAT）観測体制強化及びいぶき後継機開発体制整備）】



 

（新）我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業 

                  640百万円（0百万円） 

廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 

廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

 開発途上国、特にアジアの途上国は急激な経済発展の途上にあり、廃棄物等の排

出量も急増しており、その適正処理が追いつかない状況である。一方、我が国は、

高度経済成長を経て、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させ、この分野

の先進的技術を有している。 

 こうした先進的な技術を有する我が国循環産業(廃棄物・リサイクル産業)の国際

展開を戦略的に促進することにより、海外における３Ｒの実施を進め、アジア地域

等における環境負荷の低減に貢献するとともに、我が国経済の活性化にもつなげる。 

 具体的には、我が国循環産業の国際展開支援のためプラットフォームを整備、ア

ジア諸国をはじめとする各国の環境規制やプロジェクトに関する情報提供、我が国

循環技術に関する海外向けの情報発信等を行うとともに、また公募により事業の国

際展開を企図している事業者による実現可能性調査（ＦＳ）への支援や、次世代循

環ビジネスモデル育成支援等を行う。 

こうした官民一体となっての３Ｒに関する制度及び技術のパッケージによる国際

展開を推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

Ⅰ 循環産業の戦略的国際展開促進 

 １ 循環産業国際展開促進プラットフォームの構築に向けた検討 

     平成２４年度までに検討されている国際展開戦略において、循環産業の国

際展開を促進するため、海外との窓口機能、国内関係主体間の交流・連携機

能を果たし、案件発掘・形成のための各種事業を実施する「循環産業国際展

開促進プラットフォーム」の有効性が盛り込まれているところ。 

     このプラットフォーム構築に向け、具体的な業務内容、体制等、その整備

のための検討を行う。 

 

Ⅱ 我が国循環産業の国際展開支援 

 １ 我が国循環産業国際展開支援基盤整備事業 

循環産業の国際展開を支援するため、国際展開の可能性の高い国の国別情

報の収集・提供とアジア各国における我が国循環産業の周知・普及事業を行

う。   

  

 ２ 我が国循環産業国際展開事業化促進事業   

   具体的な国際展開の計画のある廃棄物処理・リサイクル事業を公募し、そ

の実現に向けて、実現可能性調査（ＦＳ）への支援、現地と我が国関係者の

枠組み構築のためのワークショップの開催、現地の主要関係者を対象とした

我が国の制度・技術の優位性・理解促進等のための研修の実施等を行う。 



 

   

Ⅲ 次世代の国際展開を担う循環産業の育成 

 １ 民間企業の新たな循環ビジネスモデル支援 

未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が、次世代の循環産業として

成長し国際展開していけるよう、①市民、自治体、排出事業者等による資源

を含む廃棄物の回収システムの構築、②付加価値が高い製品を安定的に供給

できる再資源化ビジネスの構築、及び③回収・再資源化システム全体での採

算性の実証を行うための実証事業の実施によりビジネスモデル構築を支援す

るとともに、その取組を広く共有することで循環ビジネス全体の底上げにつ

なげる。 

具体的には、以下の支援事業を行う。 

・高品位のレアメタル含有鉄スクラップの高度選別・利用ビジネス 

・汚れの少ない廃ペットボトル回収システム構築、PETtoPET の水平リサイク

ル等の新たなリサイクル技術を活用した、再ペットボトル化ビジネス 

・既存３Ｒ施設集積地域の徹底利用ネットワークの構築 

 

３．施策の効果 

３Ｒ分野で優れた技術を有する我が国企業の国際展開の促進 

我が国における次世代循環産業の育成 

 上記を通じた世界の廃棄物処理、環境保全への貢献、我が国経済の活性化 



３Ｒ
国際
展開

先行グループ 次世代グループ

循環産業国際展開促進プラットフォーム構築
①官民一体となった国際展開に向けた具体的な業務内容、体制等、そのあり方の検討
②国際展開可能性国の情報収集・分析（国内に国際展開情報提供）
③我が国循環産業技術の海外発信（アジア諸国への情報提供・マッチング）

①具体的な国際事業展開を想定したフィージビリティ調査

②現地での国際展開の枠組み構築のための関係者合同
ワークショップ

③我が国循環産業の理解促進のため現地関係者への研修

３Ｒ推
進産業

次世代循環産業の育成

①高品位のレアメタル含有鉄スクラップの高度選
別・利用

②ペットボトルの再ボトル化

③エコタウン等既存３Ｒ施設集積地域の徹底利用
ネットワーク構築

未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が国
際展開していけるよう、ビジネスモデルの確立を支援

○大臣合意など政府レベルの基本的枠組みのある国に
対する先行グループの国際展開促進

効果

○途上国でも利用可能な、廃棄物処理・リサイクルシステムの低コスト
化・高度化等の技術の開発

循環産業の国際展開に資する技術開発
※環境研究総合推進費にて計上

我が国の廃棄物処理・リサイクルシステムと技術をパッケージとして
国際展開

我が国経済の活性化

アジアにおける環境
負荷低減

廃棄物処理・ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ、
技術がアジアに普及

循環産業のアジア展開

我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業

1

次
離
陸
世

お
先
に

循環産業：廃棄物・リサイクル産業



 

 

（新）我が国の優れた水処理技術の海外展開支援 

                            ７３百万円（０百万円） 

水・大気環境局水環境課 

１．事業の概要 

   我が国の民間企業による、水質汚濁が深刻化するアジアをはじめとする海外への

水処理技術（中小規模生活排水処理や産業排水処理、水域の直接浄化等）の展開促

進を通じ、世界の水環境改善に貢献する。 

具体的には、公募を通じて選定した民間事業者による実現可能性調査（ＦＳ）や現

地実証試験等を支援するとともに、現地のビジネス環境の改善（環境規制執行改善も

含めた相手国政府への働きかけなど）、国内企業（特に高い技術を有する一方で情報、

人材面等の理由で海外展開を躊躇する中小企業）に対する現地の環境規制やプロジェ

クト情報の提供、現地企業とのマッチングの機会提供など、継続的に我が国水関連企

業の有する優れた水処理技術の海外展開を促進・支援するための施策を実施する。 

 

２．事業計画 

 ①水処理技術海外展開に関する実施可能性調査（Ｈ２５－２７年度） 

公募を経て選定された海外展開を検討する事業者による実施可能性調査を実施。具

体的には、事業対象地域の現状調査（水質、排水処理の現状、規制やその執行体制な

ど）、関係政府・企業等との連携体制の構築を経て、事業計画書を作成するとともに、

当該案件の技術面、制度面及びビジネスモデルとしての課題等を明らかにする。 
 

②水処理効果実証試験（Ｈ２５－２８年度） 

①に基づき、現地で水処理技術の効果検証するための小規模な実証試験を実施。 
 

③我が国の水処理技術の海外展開促進施策の実施（Ｈ２５－２８年度） 

①②より明らかになった課題等を踏まえ、アジアをはじめとする海外への展開促進

に資する支援施策（対象国における規制の遵守徹底に関する指導、現地セミナーの開

催等を通じたマッチングの機会創出支援、プロジェクト情報の提供等）を実施。 

 

３．施策の効果 

  我が国企業（特に中小）のアジアをはじめとする海外市場への展開促進 

  上記を通じた世界の水質汚濁問題の解決 



我が国の優れた水処理技術の海外展開支援

モデル事業の概要

事業計画書の作成

背 景

期待する成果

③事業成果を国内企業に還元することに
よる水処理技術の海外展開活性化

④上記を通じた海外の水環境改善

①支援した事業の海外ビジネス展開への発展

②モデル事業を通じ得られた知見に基づき、
水処理技術海外ビジネス推進戦略を策定

実現可能性調査（ＦＳ）

現地実証試験

事業効果・ビジネスモデル適用性検証

モデル事業のサイクルを通じ

① 海外展開対象国の情報収集・分析

② ビジネス化に向けた課題抽出

様々な国における多様な形態のビジネスモデル形成を支援

「効果を見せて売る」スタイル

伸び悩む日本のODA

高成長が見込まれる
水ビジネス市場

36兆円

86兆円

出典：水ビジネス国際展開研究会報告書（経産省）

衛生に関するMDGの達成は
極めて厳しい見通し

世界水ビジネス市場の地域別成長見通し ミレニアム開発目標（衛生施設）の傾向（1990-2008）と達成見通し

Progress on Sanitation and Drinking-water を加工

自治体中心の動き

第三セクターの設立

• 東京水道サービス（株）

• 横浜ウォーター（株） 他

協議会等の設立

• 関西・アジア 環境・省エネビジネス
交流推進フォーラム（水分科会）

• 北九州市海外水ビジネス推進協議会

• 埼玉県水ビジネス海外展開研究会
出典：2010年版 政府開発援助（ODA）白書
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経済成長を通じた海外の水環境の改善のため、日本企業によ
る水ビジネスの海外展開を積極的に支援する必要がある。

アジア水環境改善ビジネスセミナー
（H24.6 於東京、約200名が参加）

③実現可能性向上のための行政施策の検討
（アジア水環境パートナーシップ（WEPA）等
の枠組みを通じ相手国政府への働きかけ）

④実証試験を通じた事業実績の構築

工場排水処理
中小規模生活排水処理（浄化槽等）

モニタリング
水域直接浄化

水環境
改善事業

水処理技術等の海外展開事業を公募

環境省

• 事業全体のマネジメント
• 公募要領の作成
• FS/実証成果の公表等

水処理技術海外展開
促進方策検討会

• 提案事業の審査・評価
• 実施事業に対する助言

水処理事業者
（民間企業/民間企業中心の

JV（自治体等））

• 実現可能性調査（FS）
• 現地実証試験

助言

報告

委嘱

提案の評価・審査結果

公募

提案

選定結果通知

請負契約

事業化に向けた協働

事業実施体制

予算使途：人件費、旅費、調査・分析費等

Ⅱ. 経済成長

31 わが国発国家プロジェクトの世界的躍進

51 「日本から世界へ」中小企業のグローバル化・海外展開の支援

Ⅳ . 外交・安全保障 108 地球規模の課題への取り組み強化

Ⅷ . 環境 206 環境ビジネスの推進

自民党政権公約における該当箇所



                                  

低炭素社会の構築に向けた国民運動事業  

１，１００百万円（６８１百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

 平成 25 年度は地球温暖化進行の確実性、温暖化影響の正確性及び具体性につ

いての記述の充実が予想される IPCC 第 5 次報告書の公表が始まる年度である。 

 IPCC の評価報告書は、これまで新たなものが公表される毎に地球温暖化をめ

ぐる国際的な議論に重要な影響を与えてきた経緯もあり、今般の第 5 次評価報告

書の公表に際し、今後の国際交渉を我が国がリードするためにも、地球温暖化対

策に対して積極的な国内世論の形成が必要不可欠である。 

そのため、多様な主体と連携をした様々な広報・イベント等により事業者

や国民一人ひとりの低炭素社会づくりについての関心と理解を深め、自主的

な行動による低炭素社会の構築に向けた国民運動を盛り上げ、ライフスタイ

ル・ビジネススタイルの転換を訴えていく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

多様な主体と連携をした様々な広報・イベント等により事業者や国民一人

ひとりの低炭素社会づくりについての関心と理解を深め、自主的な行動によ

る低炭素社会の構築に向けた国民運動を盛り上げ、ライフスタイル・ビジネ

ススタイルの転換を訴える。 

企業・団体等には、具体的な行動の促進、働き方の変革、省エネ技術・機器の

導入の必要性等をインターネット、メディア等を活用しながら訴えていく。また、

地域の先進的な活動を広く全国に紹介するなど、地域やコミュニティ発の着実な

動きや流れを促進し、足元からの低炭素社会づくりを支援する。個人には、具体

的な行動の促進、個人で参加できる取組や身の回りで行うことのできる削減対策

の提案等をインターネット、モバイルコンテンツ、メディア等を効果的に活用し、

地球温暖化の課題解決に向けた積極的な世論形成を促進する。 

 

３．施策の効果 

IPCC の第 5 次評価報告書の公表が始まる重要な節目の年度にあたり、広報や

イベントを通じ、最新の科学的知見に基づき、様々な手段による正確でわかりや

すい情報を提供することで、国民の温暖化問題に関する理解を一層推進し、低炭

素社会にふさわしいライフスタイルへの変革の定着と基盤の構築を図ることによ

り、国民運動を盛り上げ、民生部門からの温室効果ガス排出量を削減する。 



●地球温暖化による影響のリアリティを伝えるため、ＨＰ等により、企業・地域・個人向け施策を実施し、理解の醸成を図る。さらにHPや様々なイベント
などを通し、地球温暖化防止国民運動に参加する企業・団体・個人を増やす。

●「クールアースデー」等のイベントをはじめ、クールビズやウォームビズなど、低炭素社会に向けた温暖化防止活動を推進。

・地域メディアとNPO等の連携支援

企業

団体

個人

ＣＯ2削減行動を実施する企業、
自治体、個人の拡大

低炭素社会づくりに向け、
ビジネススタイル・ライフスタイルを転換

・地球温暖化の影響のリアリティがない
・本当にＣＯ2削減が必要なの？
・先進的な取組や技術を取り入れたい

低炭素社会の構築に向けた国民運動事業

・地球温暖化防止国民運動HP

・先進的な環境技術、取組紹介

低炭素社会作り推進事業

・地域の温暖化防止活動支援

企業・団体、個人
チャレンジャーへの

参加

・ＣＯ2削減のための
情報を提供

・取組の呼びかけ

低
炭
素
社
会
の
構
築
に
向
た
国
民
運
動

（草牟田小学校のグリーンカーテン

・NPO・NGO等の民間団体とメディアが連携し、
温暖化防止活動を広く訴求

・スマートムーブ～「移動」を「エコ」に

・「移動・交通」に伴うCO2排出量を削減
するため、CO2排出の少ない移動を提案

・「環境にいい」だけでなく、｢快適・便利｣、
そして｢健康｣につながるライフスタイルを
「smart move」と名付け、企業・団体、国
民に呼びかけ

・オフィスでできる節電7つのポイント

CO2削減アクション推進事業

(千代田区（大丸有地区）で実施
されたコミュニティーサイクル)

・地球温暖化による影響のリアリティを国民に伝える

・ＨＰ（ウェブ、モバイル） ・啓発ツール(ＤＶＤ、冊子など)

（ソーシャルメディア）

・クールアースデー等さまざまなイベントの実施

◆クールビズ

・冷房時の室温28℃でも快適に過ごせる
ライフスタイルの提案

◆ウォームビズ

・暖房時の室温を20℃に設定しても快適
に過ごせるライフスタイルの提案

（あったか忍者【あった丸）

協力
賛同者

賛同企業・団体

1,100百万円（681百万円）



                                  

 

（新）地球温暖化影響の理解及び国民に向けたライフスタイル変革の 

促進運動事業 

 

     ６００百万円（０百万円） 

 

地球環境局総務課研究調査室、地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

 平成 25 年度は地球温暖化進行の確実性、温暖化影響の正確性及び具体性につ

いての記述の充実が予想される IPCC 第 5 次報告書の公表が始まる年度である。 

 IPCC の評価報告書は、これまで新たなものが公表される毎に地球温暖化をめ

ぐる国際的な議論に重要な影響を与えてきた経緯もあり、今般の第 5 次評価報告

書の公表に際し、今後の国際交渉を我が国がリードするためにも、地球温暖化対

策に対して積極的な国内世論の形成が必要不可欠である。 

さらに、我が国は、気温上昇を２℃以内にとどめるため、2050 年までに世界

全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標をすべての国と共有

するよう努めるとともに、長期的な目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガ

スの排出削減を目指すこととしており、こうした長期的な削減に向け、地球温暖

化対策への理解の醸成が必要である。 

温室効果ガス排出量削減のためには、国民が地球温暖化によって社会に生

ずる悪影響をリアリティを持って感じ、理解することが重要である。そのた

め、本やインターネット、メディア等による情報伝達のほか、新たに人から

人への直接説得力を持った語りかけの機会を設け、温暖化懐疑論に説得力を

もって反論できるよう、最新の科学的知見を用いた分析をもとに、国民が信

頼のおける温暖化影響に関する情報を提供し、低炭素社会にふさわしいライ

フスタイルへの変革と基盤の構築を図ることで、特に CO2 排出量増加が著し

い民生部門の排出量削減を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①地球温暖化伝えるプログラム事業           

普段から多数に接触し、教える機会の多い者（伝道者）を募集し、必要な知

識をインプットした上で、環境省が用意する国民に対する理解と醸成のための

各種資料を活用しながら、機会があるごとにメディアや地域セミナー等の国民

に身近な場面で温暖化に関する情報を発信し、地球温暖化への理解の伝達を図

る。 

 



                                  

②温暖化影響及び国民への情報発信事業       

関係省庁と連携しつつ、平成 25 年度から順次公表される IPCC 第 5 次評価

報告書等の最新の科学的知見に基づき、かつ、日本付近についてより詳細な気

候変動予測シナリオの作成を行うことで、温暖化とその影響に関する情報をわ

かりやすい形に加工して説明することを可能にする基盤的情報を整備する。さ

らに、それを利用して、また公開シンポジウムや国際会議の開催等により、広

報普及活動を幅広く展開することで、国民に対してより温暖化影響をリアリス

ティックに理解することを促し、普及啓発の効果を飛躍的に向上させる。 

 

３．施策の効果 

本やインターネット、メディア等による情報の伝達に加えて、新たに人から人

への直接説得力をもった語りかけの機会を設けること及び最新の科学的知見を用

いた温暖化とその影響に関する情報をわかりやすい形で提供することで、国民の

温暖化問題に関する理解を一層推進することにより、低炭素社会にふさわしいラ

イフスタイルへの変革の定着と基盤の構築を図り、民生部門による CO2 排出量を

削減する。 



◎専門的な内
容をわかりや
すく加工し、普
及啓発

（例）夏季における
豪雨日数の変化

（例）ブナ林の分布の変化
（左）現在 （中）2031～50年 （下）2081～2100年ステップ１

日本付近にクローズアッ
プした、詳細な温暖化予
測を実施

ステップ２

社会・経済・生態系等の様々な分野の温
暖化影響を予測

最新の科学的知見を温暖
化とその影響予測に導入

評価報告書の内容をわか
りやすく伝達

IPCC第５次評価報告書の活用
（平成25～26年公開）

パンフレットの
発行

国際会議や公
開シンポジウ
ム等の開催

映像素材の活
用

ウェブによる
情報発信

温
暖
化
影
響
に
関
す
る

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
解
の
促
進

説得力のある温暖化影響情報の作成

地球温暖化影響の理解及び国民に向けたライフスタイル変革の促進運動事業
【温暖化影響及び国民への情報発信事業】



●地球温暖化による影響のリアリティを伝えるため、普段から多数に接触し、教える機会の多い者(伝道者)を募集。
●必要な知識をインプットした上で、環境省の用意する国民の理解醸成のための各種資料を活用。
●メディアや地域セミナー等の国民に身近な場面で温暖化に関する情報を発信していく。

地球温暖化影響の理解及び国民に向けたライフスタイル変革の促進運動事業 ６億円（０億円）
【地球温暖化伝えるプログラム事業】

伝道者

・人から人へ温暖化の現状(リアリティ)を伝える
・低炭素社会の構築に向けた行動の実行を促す
・地域での講演など温暖化の影響の現状を伝える活動
・伝道者のメリットとして、温暖化の現状や対策に関する最新の
知見が随時入手できる

セミナー環境省

・教える機会の多い者

⇒大学教授等教員、企業CSR担当、塾講師、気象予報士等

・普段から多数に接する者が、リアリティを伝える

・人から人へ直接、説得力のある語りかけ

・国民が知見を得ると共に、低炭素社会の構築に向けた行動の
実践に繋げる

・伝導者の募集、要請

・伝道者に必要知識のインプットをする説明会

・国民の理解醸成のための各種資料作成

（説明会イメージ）

（各種資料）

冊子、webサイト、

DVD等

（大都市）

（地域）

セミナーのＰＲ

場を提供

セミナーの成果を踏まえて、
資料の更新・改善

(セミナーイメージ)

セミナーを日本各地で開催

②ＨＰ①冊子 ③DVD

地域セミナー等国民に身近な
場面での情報発信

必要知識のインプットや、
各種資料の提供



                                  

家庭エコ診断推進基盤整備事業      ４５０百万円（２５７百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・家庭部門の温室効果ガス排出量は、2010 年度には 1990 年度比で約３割以上

も増加しており、家庭の全ての排出源で抜本的な対策が必要である。 

・しかし、各家庭にて温暖化対策への意識の向上が実際の削減行動には十分

に結びついておらず、排出状況やライフスタイルに応じて、きめ細やかに

対策をアドバイスする機会の創出が求められるが、東日本大震災以降のエ

ネルギー問題への関心の高まりもあり、より重要なニーズとなっている。 

・家庭部門でのゼロエミッション化を進めるため、各家庭にアドバイスをする家

庭向けのエコ診断の制度創設に向けて、平成 23 年度以降、基盤整備事業を実

施しているところである。 

・この制度の創設に当たっては、家庭の二酸化炭素排出構造実態の統計的把

握と客観的かつ各家庭に合わせた診断のための情報の整理、診断の拡大に

向けて信頼性が確保された制度の構築が必要不可欠である。 

・また、事業活動を通して得られる二酸化炭素排出構造実態等の家庭情報は、

家庭対策全般の推進に向けて統計として整備し、広く活用できるようにす

る必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

・公平かつ適切なアドバイスの確保のための診断ツール等の改良を行う。 

・地域や民間企業等による診断を実施し、実施主体や受診家庭の気候・居住形態

等の特性による CO2 削減・省エネ効果の検証、家庭向けエコ診断制度創設後

のスキームに関する検証等を行う。 

・診断員の資格認証スキーム、及び診断員を認証、管理、派遣する実施機関の要

件の整理等を行い、試行的に運用を行う。 

・家庭部門の二酸化炭素排出実態の把握及び情報整備を行うため、公的統計の確

立等に向けた試験調査を行う。 

 

３．施策の効果 

・受診家庭への啓発、普及効果  

・低炭素機器の市場創出、拡大  

・家庭向けの民間コンサルティングビジネスの拡大・普及 

・家庭の二酸化炭素排出構造実態に係る公的統計の確立 



温暖化対策のために何かしたい！

家庭エコ診断推進基盤整備事業（平成23～25年度）
２５年度予算(案)額 ４５０百万円（２５７百万円）

①家庭向けエコ診断制度の創設を目指す ②きめ細やかな対策を提案する「うちエコ診断」

③民間企業等も含めた診断体制の確立

１

２ ３

民間企業のサービスとして実施

全国事務局（診断支援体制の確立）

民間企業地域事務局地方自治体

地域のコミュニティの中で実施

H24年度は
10社試行実施
(H23は２社)

H24年度は企業
のオリジナルソ
フトも使用可能

診断ツールの提供、資格制度による診断員の供給、コミュニティサーバの運用

④家庭部門の排出構造実態の把握

診断ソフトにより、光熱費等から、各家庭のCO2
排出量をランキング表示

家庭のどこからどのくらいのCO2が排出されてい
るかを確認し、使いすぎている箇所を認識

各家庭のライフスタイル等に応じた、オーダーメ
イドの目標・対策を提案

環境省が家庭の診断サービス事業を管理・監督
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温暖化につい
て知りたい！

チャレンジ
２５

等の普及啓
発

①「気づき」の
提供

固定価格固定価格
買取制度

環境対応車環境対応車
税制優遇

エコポイント等

各種補助金

エコリース

③実際の行動
の後押し

１．家庭からのCO2排出に係る統計調査手法の基盤整備
⇒H25年度は北海道・関東地域の試験調査を実施。

２．家庭の実測調査
⇒世帯間偏差が大きいCO2排出構造を対象とする統計調査
の補完手法と位置づけて、家庭エコ診断と連携して、効
果的な実測調査方法を検証。

家庭部門のCO2排出構造実態が統計的に把握されていない。
⇒実態を踏まえた効果的な対策の導出に限界がある。

現 状

公的統計を確立し、定期的かつ継続的に代表性のあるデータを
蓄積・公表する。

事業内容

目指す姿

家庭向けエコ
診断制度

個々の家庭のCO2
排出状況を診断し、
家庭に合った効果
的な対策を提案

②具体的な行動
の提案



                                  

ＨＥＭＳ活用によるCO2削減ポイント構築推進事業 

９４百万円（９４百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・東日本大震災により電力供給設備が大きな影響を受け、家庭部門において

も電力系を中心に徹底した省エネルギーの推進が求められている。 

・CO2 排出量・エネルギー使用量を「見える化」することで 5～10％の削減効

果があるとされているが、家庭の「見える化」を担うＨＥＭＳ（ホームエ

ネルギーマネジメントシステム）は、使用者が感じる魅力の不足や比較的

大きな初期投資等により普及が必ずしも進んではいない。 

・ＨＥＭＳの普及を促進し、より低炭素なライフスタイルへの転換を図るた

めには、ＨＥＭＳ利用による様々なメリットを付加し、家庭の導入モチベ

ーションを上げることが重要である。 

・そこで本事業では、ＨＥＭＳ設置世帯の大量のデータを利活用し、CO2 削減

ポイント等の CO2 削減対策の継続的なインセンティブを自立的に設けられ

るモデルの早期構築を行い、家庭における低炭素なライフスタイルの変革

を促す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

・地域や世帯属性、機器構成等のバランスを考慮して、集積データを全国約２千

世帯のＨＥＭＳから蓄積するなど拡充し、大量のデータに基づく属性別削減

ポテンシャルの分析を行うとともに、外部での利活用のために安全にデータ

を提供するサーバーを開発する。 

・家庭における CO2 削減努力に応じたポイント付与等のインセンティブによる家

庭での CO2 削減スキームの効果について調査・実証を行うとともに、インセ

ンティブの原資を獲得する自立的なスキームの実現可能性の検討を行う。 

 

３．施策の効果 

・「見える化」及びエネルギー使用状況に応じた削減アドバイスや他世帯との比

較に係るリアルタイムの効果的な情報提供等によるCO2削減・節電効果の向上。 

・削減努力に応じたCO2削減ポイントの付与等のインセンティブ施策について、

CO2削減への効果や活用可能性が定量的に分析され、温暖化政策や省エネ機器

・住宅の開発等の立案に活用されるための自立的な基礎的インフラの構築。 

・本事業を通じたＨＥＭＳや見える化機器の機能改善と普及による家庭における

低炭素なライフスタイルの定着。 



HEMS活用によるCO2削減ポイント構築推進事業（平成24～26年度）
２５年度予算(案)額 ９４百万円（９４百万円）

②HEMS機器の2011年度販売台数は約3万台 ③継続的な取組のためのHEMS価値の向上

→エネルギー消費5%削減

HEMS
(見える化のみ)

HEMS
(制御機能あり)

HEMS
(制御機能強化)

→エネルギー消費10%削減

→エネルギー消費15%削減

2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会 住宅・建築物WGとりまとめ資料より

【目標とするHEMSの普及率（ストック）】

HEMSによる
見える化

「見える化」による
一時的なCO2削減 継続的な取組

飽きや慣れによる
取組の停止 HEMSの

価値向上

家庭における省エネ対策によるCO2削減量をHEMSで管理
▶ 削減量に応じたインセンティブの付与

①目指すインセンティブ付与・自立的な資金メカニズムのしくみ

HEMS設置世帯

エネルギー消費データ

比較情報・削減アドバイス等

（将来的）CO2削減ポイント

データベース

大学・研究機関

企業等（将来的）利用料

データ利活用

知見

データ利活用
（自動化）

※全国の世帯数：約5000万世帯

○様々なHEMS機器か
らのデータ収集

○利用価値のあるエネ
ルギー消費データの
収集

○資金メカニズムのし
くみの検討

検討事項



                                  

各家庭のライフスタイルに合わせた需要サイドの低炭素化サポートシステム

普及促進実証事業              ５３百万円（５３百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・中長期的に持続可能な低炭素社会を構築するために家庭も含めた全分野で

大幅な削減が必要であるが、東日本大震災により電力供給設備が大きな影

響を受け、家庭部門においても電力系を中心に徹底した省エネルギーの推

進が求められている。 

・現在導入されているＨＥＭＳは「見える化」機能が中心であり、需要側の CO
2 削減・省エネ効果には限界があり、また一方で、外部からの強制的な遮断等

の自動制御は一定の効果が予想されるものの、家庭への負担も大きく受容性

も低いと想定される。 
・CO2 削減・省エネが困難な家庭部門において、ユーザーにとって快適に省エ

ネ行動を促し、より低炭素なライフスタイルを促進する必要がある。 
・そこで、照明や家電、空調等の個別機器の管理・自動操作が可能な高機能型の

ＨＥＭＳを用いて、家庭での CO2 削減・省エネ行動をサポートするシステム

を提供することにより、各家庭のライフスタイルに合わせた低炭素行動の普

及促進を目指す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○家庭部門における低炭素化サポートシステム普及促進実証事業 

・家庭内の複数の家電や住設機器を、ユーザーの要求に応じてアシスト的に管理

・自動操作することで、単体機器では実現できない相乗効果を発揮する高機能

型のＨＥＭＳによる低炭素化サポートシステムを構築する。このシステムを活

用し、世帯属性やライフスタイルの違いによる効果と受容性の調査を行うとと

もに、価格情報による行動誘引との比較及び相乗効果の検証を行い、負担無く

継続的な省エネを実施するためのシステム要件やそのサポート方法に適したタ

ーゲット世帯等の要件整理を行う。 

 

３．施策の効果 

・家庭部門において、需要側にとって負担のないCO2削減・省エネの取組の促進

と、より効果的なエネルギー制御方策の確立。 



各家庭のライフスタイルに合わせた需要サイドの低炭素化サポートシステム
普及促進実証事業（平成24～26年度） ２５年度予算(案)額 ５３百万円（５３百万円）

見える化によるCO2削減

HEMSでのエネルギー使用量の
把握による省エネ・CO2削減

従来型HEMSとスマートメー
ターによる供給側での制御

発電量に応じた価格設定
供給側からの強制制御

高機能型HEMSによる
需要側での低炭素化サポート

ユーザーの要求に応じた
管理・自動操作

照明や家電、空調等の
ユーザー側からの低炭素
サポートシステムを実施

高機能HEMSによる需要側での低炭素化サポートによる省エネ・省CO2対策

○夏場の気温上昇時に
自動でエアコン停止

○夕方の電力供給不足
時に、照明や家電等
の自動停止

従来の供給側での制御の例

日本人の生活には
合わない可能性がある

低炭素化サポートによるCO2削減

需要側における低炭素化サポートの例

【ニーズ(例)】

①節電しながらも、部屋を快

適な室温で暮らしたい。

②照明や家電の消し忘れを防

ぎたい。

【需要側の制御(例)】

①日射に合わせて自動でカーテンを

閉めたり、帰宅時のタイミングと

気温に合わせて換気を行ってから

エアコンを稼働。

②液晶テレビやタブレット等で、使

用している照明や家電の稼働状況

を表示（人がいないところでは自

動で消灯）。消し忘れ等への気づ

きを与える。

【効果的な節電の一例】
①日射状況に合わせてカーテンを
閉めたり、エアコン稼働前に外
気を取り入れる取組が必要

②一定時間ごとに各部屋の照明等
を見て回る取組が必要

→節電疲れをまねく恐れ

【需要側の制御に効果がある可能
性を持つ世帯】
①共働き世帯／②高齢世帯 等



                                  

（新）木材利用推進・省エネ省CO2実証事業（農林水産省連携事業）    

    １００百万円（０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

・木材利用は、化石燃料の代替によるエネルギー起源二酸化炭素の排出削減

に加えて、炭素の貯蔵及びエネルギー集約的素材の代替の面からも、地球

温暖化防止に貢献するとされている（IPCC（2001））。 

・しかしながら、その効果の定量的な把握・分析については、一部でなされ

ているものの、建築物や家具等個々の製品や部材別のデータの蓄積等、未

だ不十分な状況である。 

・世界の森林が減少を続ける中、国土の約７割を占め、年々資源量が増加す

る我が国の森林から生産される木材（注）について、この環境面での貢献を定

量的に明らかにしつつ、利用拡大を進めることにより、低炭素な資源循環

型社会を構築することが喫緊の課題となっている。 

 

（注）日本では、人工林を中心に資源量が毎年約 8,000 万㎥増加。日本の

用材需要量 7,025 万㎥（H24 年）を上回る状況。 

 

２．事業計画（業務内容） 

・省エネ FS 調査として、建材や家具等の製品区分ごとに、鉄等のエネルギー

集約的素材を使用した場合と木材を利用した場合の、製造から廃棄に至る

までの二酸化炭素排出量について LCA の観点から比較を行い、木材を素材

として使用した場合の二酸化炭素排出削減量を定量的に評価するとともに、

排出削減につながる効果的な木材利用方法について検討を行う。 

・建築物、家具等への木材の利用を大きく拡大するため、各地域での取組事

例等を調査・分析しつつ、効果的な手法について実証を行う。 

 

３．施策の効果 

・代替材としての木材の省エネ効果をLCAの観点から明確化。 

・木材利用による二酸化炭素排出削減効果の最大化方法の取りまとめ。 

・木材利用を誘導する効果的な仕組みの実証・分析・取りまとめ。 

・これらにより、木材利用による二酸化炭素削減を促し、低炭素社会の実現に寄

与する。 



木材利用推進・省エネ省CO2実証事業（農林水産省連携事業）
２５年度予算（案）額 １００百万円（０百万円）

○エネルギー集約的素材に対する木材の省エネ効果の明確化

○省エネ効果を最大限発揮するための木材利用方法の分析

製品の製造・加工時により木材の省エネ・省CO2効果を
発揮できる利用方法等について分析

製造・加工時の省エネ・省CO2効果がより高い製品の
開発を誘導

建材や家具等の製品の区分ごとに鉄等にエネルギー集
約的素材と木材のライフサイクルにおけるＣＯ2排出量を
定量的に比較・評価

素材としての木材の
省エネ・省CO2効果を明確化

○木材利用を誘導する仕組みの研究

各地域での取組事例等を調査分析し、非木質
素材の利用が定着している分野において木材
利用を誘導する仕組みを研究

木材利用による二酸化炭素排出削減を促し、地球温暖化防止に貢献

○木材利用拡大手法の実証

木材利用拡大手法の実証を実施し、
効果・課題等を検証

木材の利用を大きく拡大



 

 

エネルギー特別会計 ５４１百万円（２５９百万円） 

一般会計   ６６百万円（ ７６百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

 

１．事業の必要性・概要 

○ カーボン・オフセットに用いられるオフセット・クレジット（J-VER）

制度は 2012 年度末を制度のいったんの区切りとしており、2013 年度から

は国内クレジット制度と統合し、新たなクレジット制度として引き続き

制度を継続することになっている。 

○ J-VER 制度同様、資金還流と地域資源の活用や雇用の確保など地域振興

を目的として新クレジット制度を活用することを想定して、事業者支援

や対象プロジェクト種類の拡充等を行い、制度の信頼性向上と普及を図

っていく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 新クレジット制度については、新クレジット制度の関連委員会の運営、

制度のウェブページの更新等を行い、制度の円滑な運営と適切な情報提

供を行う。また、制度運用において信頼性を確保するために必要な規定

類等の改善を行い、統合したものと現行のものとで混乱をきたさぬよう

に、新制度の周知を図る。 

○ エネルギー起源温室効果ガス（GHG）排出削減プロジェクト種類につい

て、広く一般よりプロジェクト種類に関するアイディアを募集し、当該

プロジェクトの計画・評価（方法論等の策定）を行う。また、GHG 排出削

減プロジェクトを実施し、新クレジット制度の認証を受けるために必要

となる認証申請や検証等プロセスについて支援を行う。 

○ 既存の J-VER 登録簿システムを基にした新クレジット登録簿システム

を開発し、新クレジット制度を効率的に運営する。 

 

３．施策の効果 

○ 新クレジットの取組促進を通じ、我が国の中期目標の達成に貢献する

とともに、国内の中小企業や農林分野を含めた国内投資の促進、雇用促

進につなげ、地域活性化に寄与する。 

カーボン・オフセット等に用いる新クレジットの創出事業 

                        ６０６百万円（３３５百万円） 



新クレジットの取組促進を通じ、我が国の中期目標の達成に貢献するとともに、
中小企業や農林分野を含めた国内投資の促進、雇用促進につなげ、地域活性化に寄与

事業概要

カーボン・オフセット等に用いる新クレジットの創出事業（6.1億円）

信頼性の高い新クレジットの創出

＜カーボン・オフセット＞ 市民・企業等が、自身の温室効果ガスの排出量を認識し、削減努力を行った

上で、どうしても削減できない部分を、他の場所の削減・吸収量（クレジット等）で埋め合わせること

家庭やオフィス、移動（自動
車・飛行機）での温室効果ガス
排出量を把握する

省エネ活動や環境負荷の少ない
交通手段の選択など、温室効果
ガスの削減努力を行う

削減が困難な排出量を把握し、
他の場所で実現したクレジットを
購入または他の場所での排出
削減活動を実施

対象となる活動の排出量と
同量のクレジットで埋め合わ
せ（相殺）する

・新クレジット制度の円滑な運営と適切な情報提供、
新クレジットの認証、プロジェクト種類の承認等

・広く一般より募集したプロジェクトに関する方法論等の

事業実施可能性等を勘案した策定支援

・新クレジットの認証取得支援を通じたプロジェクトの発掘

・新クレジット制度を効率的に運営するための登録簿

システムの開発・運用・保守



 

 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

 

１．事業の必要性・概要 

○ 幅広い主体による主体的な排出削減を進めることができるカーボン・

オフセットの取組は、新聞等の報道がなされているものだけでも国内の

事例が 1,211 件（平成 24 年 12 月現在）を超えるなど着実に広がってき

ている。 

○ 平成 24 年度には、カーボン・オフセット認証主体の多様化等を盛り込

んだ新たなカーボン・オフセット制度に拡充・強化し、オフセットの高

付加価値化や取組事例の増加を促すなど、更なる市場の活性化を図るこ

ととしている。 

○ カーボン・オフセットに用いるクレジットを創出する J-VER 制度につ

いては、平成 25 年度より国内クレジットと統合して制度の強化を図るこ

ととしており、それに伴って創出される大量のクレジットについても、

オフセット需要の発掘・拡大を図っていく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ カーボン・オフセットについては、各種セミナーの開催やイベント出

展を行うなど、事業者・消費者への普及促進策を強化するとともに、カ

ーボン・オフセットの認証取得経費の支援を行うことで、オフセットの取組の

拡大を図る。 

○ カーボン・ニュートラルについては、カーボン・ニュートラルの認証取

得経費の支援や、カーボン・ニュートラルの対象活動に、これまでの組織

活動のみから製品の生産活動を加えることで、カーボン・ニュートラル

の活性化を図る。 

○ 地産地消の視点から、地域で活発にオフセット等の取組を行う事業者

を増やすため、取組に関心のある事業者を対象にクレジット創出者との

間でのマッチング機会の提供等や、関連情報の積極的な提供を行うとと

もに、各地域に密着したオフセット・プロバイダーの養成を行う。 

 

３．施策の効果 

○ 新クレジット制度を活用した信頼性の高いカーボン・オフセット及び

カーボン・ニュートラルの取組を国民・事業者に広く普及し、我が国の

中期目標の達成に貢献する。 

カーボン・オフセット推進事業 

                        ６００百万円（５７５百万円） 



新クレジット制度を活用したカーボン・オフセットの取組促進を通じ、我が国の中期目標の達成に貢献する

事業概要

・カーボン・オフセット制度に関する委員会の運営
・カーボン・オフセット制度の普及促進のための情報提供

カーボン・オフセット推進事業（６億円）

・カーボン・オフセット及びカーボン・ニュートラルの認証取
得支援を通じた先進事例の発掘

カーボン・オフセットの普及

・地域における売り手と買い手のマッチング機会の提供
・地域プロバイダーの養成を通じた地域における普及促進

・製品におけるカーボン・ニュートラル実施事業を通じた
カーボン・ニュートラルの活性化

＜カーボン・オフセット＞ 市民・企業等が、自身の温室効果ガスの排出量を認識し、削減努力を行った

上で、どうしても削減できない部分を、他の場所の削減・吸収量（クレジット等）で埋め合わせること



                                  

地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進事業 

 １８８百万円（１８８百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

 

１．事業の概要 

市民を巻き込んだ温暖化対策の充実の必要性への対応のため、地域の活性化も

視野に入れつつ、地域ぐるみで市場メカニズムを活用した取組を行う先進事例が

見られている。これを継続的な取組へつなげつつ全国的に広めていくことが必要

である。 

このため、市場メカニズムを活用し、温室効果ガス削減効果に応じて経済的イ

ンセンティブを付与するといった取組を地域ぐるみで行うものについて、実施体

制の構築・効果検証等を支援し、各地に普及できるよう取組手法の確立を図る。 

 

２．事業計画 

（１）地域ぐるみの取組モデル事業 

  市場メカニズムを活用して地域ぐるみの排出削減の取組を行う事業について、

実施細則の策定、参加事業者等の募集等事業の立ち上げ・大幅拡充に必要な費

用や削減効果の確認等に要する費用について支援する。 

 ・モデル事業    150 百万円（15 百万円×10 地域） 

  

（２）排出量等管理システム等の構築支援 

各地域における市場メカニズムを活用した取組に必要となる排出量・排出削

減量管理システム等の構築を支援するため、必要なインフラの整備等を行う。 

 

３．施策の効果 

○ 先行事例を基に課題・成果を共有・整理し、他地域でも活用可能な取組手法

・評価手法の確立を図ることにより、取組の全国展開を目指す。 

 費用効率的な取組の実証による地域の参加の促進 

 課題・成果の共有、制度運営コストの低減 

 地域を越えた連携のための共通的な基盤の整備 

○ また、市場メカニズムを活用して効率的に CO2 削減を促すことで、地域にお

ける低炭素投資の拡大を図る。 



こうべCO2バンク制度
設立事業（神戸市）

九州版炭素マイ
レージ制度促進事
業（九州地域）

地域オフセット・クレジット普及拡
大事業（四国地域）

関西広域カーボン・クレジッ
ト推進事業（京都モデル事業
との協同提案事業）

DO YOU KYOTO?クレジットの創出・
活用促進事業（京都市）

南アルプス市民参加者によ
る低炭素化推進事業（南ア
ルプス市）

＜H２４年度採択モデル事業＞

地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進事業
２５年度予算（案）額 １８８百万円（１８８百万円）

市民を巻き込んだ温暖化対策の充実の必要性
や東日本大震災を契機とした電力需給逼迫への
対応のため、地域の活性化も視野に入れつつ、
地域ぐるみで市場メカニズムを活用した取組を
行う先進事例がみられている。

このため、これを継続的な取組へつなげつつ、
全国的に広めていくことが必要。

地域ぐるみの取組を支援
市場メカニズムを活用した温室効果ガス削減
等の取組を地域ぐるみで行うものに対し、事業
の立ち上げ・拡充に必要な費用を支援。

先行事例を基に課題・成果を共有・整理し、他
地域でも活用可能な取組手法・評価手法の確立
を図ることにより、取組の全国展開を目指す。

費用効率的な取組の実証による地域の参加
の促進
課題・成果の共有、制度運営コストの低減

地域を越えた連携のための共通的な基盤
の整備

「あおもりエコの環スマイル
プロジェクト」普及（青森県）
拡大事業

ぐんま温泉クレジット
事業（群馬県）

炭素本位制構築事業（下川町）

背景

事業内容

効果

島嶼共通の課題解決に向けた観光資源活用型
CO2削減および吸収モデル事業（沖縄県宮古島）



 

 
 

地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 
 

１．事業の必要性、概要 

○ 産業部門、業務部門からの CO2 排出量を大幅に削減していくためには、機器

の運用改善から高効率の設備導入まで、様々な対策が求められる。その中に

は、例えば、省エネによるエネルギーコストの削減効果が、機器導入等の対策

コストを上回るものもある。 

○ 対策に係る経済性や導入可否等に基づく CO2 排出量削減ポテンシャル（以下

「削減ポテンシャル」という。）を分析し、費用効果的な対策実施を後押しするこ

とにより、温暖化対策の社会的費用（すなわち国民や産業の負担）の低減が

可能となる。 

○ 削減ポテンシャルや講ずべき対策が様々な形で存在することを、事業者の多

様なニーズを踏まえつつ適切に情報提供するとともに、対策実施による CO2

削減効果、エネルギーコスト削減効果等を分析し、広く一般に公表することに

より、自主的な取組を一層促進させる。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 環境省が派遣する診断機関が、排出量の大きい（例：年間排出量 3,000t-CO2

以上）企業に対して、設備の導入・運用状況等を無料で計測・診断し、投資回

収年数３年未満の経済性の高い CO2 削減・節電対策技術とともに導入効果

及びコスト等に関する情報を提供することにより、企業における費用効率的な

対策の実施を促進する。 

① 提案の内容を具体的な行動に移す能力を有する大規模の企業に対して診

断機関が計測を含む詳細な診断を実施する CO2 削減ポテンシャル診断。 

② 人材や情報の観点からより丁寧な対応が必要な中規模の企業に対して、

自治体を通じて、診断機関による個別相談・派遣診断を行うとともに、診断

後のフォローアップも行う自治体 CO2 削減ポテンシャル診断支援。 

 

３．施策の効果 

○ CO2 削減ポテンシャル診断を通じて経済性の高い対策について企業の自発

的な投資が促進され、費用効率的に大規模な CO2 削減と節電を実現する。 

○ 削減ポテンシャル分析を通じて、費用対効果の高い対策メニューの選定を行

い、企業へ広く周知することで中長期的な対策の実施に寄与する。 

ＣＯ２削減ポテンシャル診断・対策提案事業 

２４６百万円（２４６百万円） 



対象：自治体管内に所在する中規模の事業者

自治体を通じて自治体管内の事業所に診断機関を派遣し、個
別相談・診断を行うとともに診断後のフォローアップも行う

対象：全国の大規模の事業者

診断機関が事業者に対しエネルギー計測を含む詳細な診断
を実施し、CO2削減に係る対策技術の提案を行う

CO2削減ポテンシャル診断・対策提案事業 ２．５億円

ポテンシャル診断により、効率的なCO2削減対策を提案、対策実施を情報面で支援

環境省が派遣する診断機関が、排出量の大きい（例：年間排出量3,000t-CO2以上）企業に対し、設備
の導入・運用状況等を踏まえたエネルギー計測と診断を行い、その結果をもとに経済性の高い
CO2削減・節電対策技術について、その導入効果やコストとともに情報提供することにより、企
業における費用効率的な対策の実施を促進する。

ＣＯ２削減ポテンシャル診断(国) 自治体ＣＯ２削減ポテンシャル診断支援

診断（エネルギー計測）

事業者の運用改善効果の定着

受診事業所への定期的な効果確認

対策提案

ファン・ポンプ等の
回転数制御

設備更新
88％

運用改善
12％ 超高効率

変圧器

高効率照明
（Hｆ等）

高効率
空調機LED

照明

インバータ
コンプレッサ

その他

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
吐出圧管理

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
運用改善

運転状況等の個
別事情を踏まえ
た経済性の高い
対策を提案

提案メニュー
（H23年工場）

空気漏れ
の対策

環境省から専門家を派遣

ＣＯ２削減対策の実施をサポート



                                

 

フロン等対策推進調査費         １１５百万円（１０６百万円） 

 

地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

オゾン層破壊物質であり温室効果ガスでもあるフロン類及び強力な温室効

果ガスである代替フロン等については、オゾン層保護及び地球温暖化対策の

推進のため、排出抑制や代替製品の利用促進等の対策を推進することが必要

である。 

本事業においては、フロン回収・破壊法による回収・破壊の促進を始めと

したフロン類等排出抑制対策の推進、途上国におけるフロン等対策支援、オ

ゾン層の状況の監視等により、オゾン層保護及び地球温暖化防止を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）脱フロン社会構築推進費 

   平成 25 年通常国会での改正を目指すフロン回収・破壊法の確実な施行を

推進するため、政省令整備に必要な検討を行うとともに、法遵守徹底のため

のセミナー、説明会を開催する。また、ノンフロン製品等の普及を促進する

ためのマニュアルの策定や、今後、排出抑制対策を求められる京都議定書新

規対象物質について調査・検討を行う。 

（２）途上国におけるフロン等対策支援事業費 

   アジアにおける冷媒フロン等処理対策支援及び途上国におけるオゾン層破

壊物質転換支援を行う。 

（３）フロン類等排出抑制に係る経済的手法の検討及びその効果等検証事業 

フロン税、デポジット等の手法について、課題の整理を行い、経済的手法

の活用実現性を分析し、導入に向けた検討を行う。 

（４）オゾン層及びフロン類等状況評価検討費 

   フロン類等の大気中濃度の調査を行うとともに、オゾン層破壊状況及びフ

ロン類等の大気中濃度状況等について評価・公表を行う。 

 

３．施策の効果 

  オゾン層の保護・回復と地球温暖化の防止を推進することにより、脱フロ

ン社会・低炭素社会の構築の促進を図る。 



フロン等対策推進調査費
２５年度予算（案）額 115百万円

フロン類の抑制対策の推進
・フロン回収・破壊法改正後の政省令整備
・説明会の開催などによる法遵守の徹底

ノンフロン等

京都議定書
地球温暖化防止の観点から
温室効果ガスとして削減等

オゾン層破壊物質

モントリオール議定書
オゾン層保護の観点から

生産規制等

代替フロン等

脱フロン社会・
低炭素社会の推進

CFC、 HCFC
オゾン層破壊効果 有り
地球温暖化効果 有り

HFC
オゾン層破壊効果 無し
地球温暖化効果 有り転換

炭化水素、アンモニア等
オゾン層破壊効果 無し
地球温暖化効果 僅少転換

ノンフロン製品の普及加速化
途上国における
・フロン等処理対策
・オゾン層破壊物質転換支援

オゾン層保護法に基づく
・フロン類等の濃度状況監視調査
・オゾン層破壊状況等の評価・公表

フロン類等対策の流れ

・京都議定書新規対象物質に係る排出抑制対策検討
・フロン類等対策への経済的手法の適用検討



                                  

省エネ型ノンフロン整備促進事業    ５０５百万円（２５０百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 

１．事業の必要性・概要 

 業務用冷凍・冷蔵・空調装置（以下「冷凍等装置」という。）は、その

用途上、エネルギーを常時かつ大量に消費する設備であるため、省エネル

ギー性能に優れた装置を普及させることにより、温室効果ガス排出量の効

果的な削減を図ることができる。また、それに加えて、オゾン層破壊物質

であり強力な温室効果ガスでもあるフロン類冷媒（二酸化炭素の数百～一

万倍超の温室効果をもつ人工物質）ではなく、自然冷媒（アンモニア等、

自然界に元来存在する物質）を使用したノンフロン冷凍等装置の普及によ

り、使用時の漏洩等により排出されるフロン類の削減を図ることができる。 

 しかしながら、このような省エネ性能に優れ、温室効果ガスの排出抑制

に効果が大きいノンフロン冷凍等装置は、現段階においては、フロン類冷

媒を使用する設備に比べ高価であることや、認知度が低いこと等により、

普及が進んでいない状況である。 

 そこで、本事業は、省エネ型ノンフロン冷凍等装置に導入する民間事業

者に対し、その導入費用の一部について補助を行うことにより、省エネ型

ノンフロン冷凍等装置の導入を支援するものである。これにより、初期需

要創出が図られ、当該装置の価格低減に資することをもって導入・普及の

加速化を促進し、温室効果ガス削減を推進させる。 

２．事業計画（業務内容） 

 業務用冷凍等装置について、省エネ型ノンフロン冷凍等装置を導入しよう

とする民間事業者に対して、当該設備導入の事業費の一部（フロン冷媒冷凍

等装置の導入費用との差額の３分の１）を補助する。 

事業期間：平成２５年度～平成２７年度 

負担割合：国１／３、民間事業者２／３ 

補助先：民間事業者 

３．施策の効果 

 省エネ型ノンフロン冷凍等装置の導入・普及の拡大を加速化することに

より、省エネルギー化による二酸化炭素の排出を削減すると同時に、温室

効果の極めて高いフロン類冷媒の使用時漏洩等の削減を図る。 



２５年度予算（案）額 ５．０５億円（２．５億円）

省エネ型ノンフロン整備促進事業
（担当：地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室）

省エネ型ノンフロン冷凍等装置の導入に対して補助を行います。対象となる装置として、例えば次のようなものが開発

されています。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店舗や、冷凍工場、食品・農水産物加工場、及び市場、物流倉庫などの
物流拠点等で冷凍、冷蔵、空調用に使用されている装置は、一般的に大量のエネルギーを消費していますが、近年、省エネルギー

性能に優れ、かつ冷媒として、強力な温室効果ガスであるフロン類ではなく、格段に環境負荷の少ない自然冷媒（アンモニア、

ＣＯ２等の元来自然界に存在する物質）を利用した冷凍・冷蔵・空調装置（省エネ型ノンフロン冷凍等装置）が開発されています。

こうした省エネ型ノンフロン冷凍等装置を導入することによって、使用時の電力の節減を図ることができ、エネルギー起源ＣＯ２
（エネルギーの使用に伴い発生するＣＯ２）排出量の削減と冷媒の脱フロン化によるフロン類の排出削減を同時に推進できることか

ら、本事業の実施によりその普及促進を図るものです。

１．補助対象者： 民間事業者

２．補助対象事業：既存の冷凍等装置を更新する際、あるいは新設する際に、省エネ型ノンフロン冷凍等装置を導入する事業

３．負担割合 ： ノンフロン冷凍等装置導入費用とフロン冷媒冷凍等装置導入費用の差額の１／３を限度として補助します

（工事費を含みます。）

事業内容事業内容

補助内容補助内容

冷凍機冷凍機

冷凍冷蔵ショーケース冷凍冷蔵ショーケース

CO2冷媒

冷凍機冷凍機

環境省
1/3

民間事業者
2/3

装置導入費用の差額

冷却塔

目的・意義目的・意義

冷却機

（NH3 /CO2冷媒）



                                 

東日本大震災復興に係る自然冷媒冷凍等装置導入緊急支援 

４００百万円（３００百万円） 

地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

業務用の冷凍・冷蔵・空調装置（以下「冷凍等装置」という。）は、大

量の冷媒が用いられている設備であり、強力な温室効果ガスであるフロン

類冷媒（二酸化炭素の数百～一万倍超の温室効果をもつ人工物質）の使用

時等における漏洩抑制対策が急務である。このため、フロン類冷媒をアン

モニア等の自然冷媒に転換することにより、大気中に放出されるフロン類

の削減を抜本的に図っていかなければならない。しかしながら、自然冷媒

冷凍等装置は、フロン類冷媒を使用する設備に比べ高価であることや、認

知度が低いこと等により、導入が進んでいない状況である。 

東日本大震災では、業務用冷凍等装置の被害も甚大であり、被災地域の

復興の観点及び抜本的な地球温暖化対策の観点から、東日本大震災の被災

地域の復興に関連して、業務用自然冷媒冷凍等装置の導入を集中的に支援

することにより、地域の食品製造・加工業、小売業、物流業等の基幹産業

の早期の回復を支援するとともに、フロン類冷媒の放出を抑制して、地球

温暖化対策を強力に促進するものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 東日本大震災の被災地域の復興に関連して、業務用自然冷媒冷凍等装置の

整備・改修等を実施しようとする民間事業者に対して、当該装置の導入費用

の３分の１を補助する。 

 

事業期間：平成２４年度～平成２６年度 

負担割合：国１／３、民間事業者２／３ 

補助先：民間事業者 

 

３．施策の効果 

東日本大震災の被災地域の復興に関連する自然冷媒冷凍等装置の導入を

平成２６年度までの３年間で集中的に推進し、温室効果の極めて高いフロ

ン類冷媒の大気への放出の削減を図りつつ、できる限り早期の復興を図る。 



東日本大震災復興に係る自然冷媒冷凍等装置導入緊急支援

対 象

補助割合

被災地域の産業の回復を支援するとともに、地球温暖化対策を強力に促進するため、

フ フロン類冷媒と比べて格段に環境負荷の少ないアンモニア等の自然冷媒を利用した

業務用の冷凍・冷蔵・空調装置（自然冷媒冷凍等装置）の導入に係る支援を行う。

東日本大震災の被災地域の復興に関連して、業務用自然冷媒冷凍等装置を導入し

ようとする民間事業者

業務用自然冷媒冷凍等装置を導入する費用の１／３

冷却器 冷却塔

冷凍機

食品工場・物流倉庫食品工場・物流倉庫

〔 被災の状況 〕

目 的

〔 業務用自然冷媒冷凍等装置の例 〕

岩手県内水産加工工場 同左工場内部

宮城県内食品工場冷凍機 福島県内冷蔵倉庫内部



                                  

 

気候変動影響評価・適応推進事業     ３４６百万円（２９９百万円） 

 

地球環境局総務課研究調査室 

 

１．事業の必要性・概要 

 既に避けられない気候変動による影響に短期的に対応し、将来の影響評価

を進め、中長期的な気候変動に対する適応策の立案を推進することが我が国

及び国際社会における重要な課題となっている。このため、本事業は、関係

府省庁と連携した国内における適応施策の実施、気候変動に脆弱なアジア太

平洋地域における適応分野における国際協力、IPCC 第 2 作業部会（影響評価

・適応）報告書作成支援を通じた温暖化の科学的基盤整備における国際貢献

を行うものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（1）気候変動影響評価・適応推進事業 

  地球観測連携拠点（温暖化分野）の設置・運営、気候変動影響統計データベ

ースの更新・運用を行う。また、政府全体の総合的・計画的な適応に係る取組

を取りまとめる「適応計画」の策定（平成 26 年度末目途）に向けて、様々な

分野の専門家の知見を影響予測評価手法に取り入れるための専門家会合を開催

し、我が国における気候変動及びその影響について検討する。 

 

（2）アジア太平洋地域気候変動影響評価・適応パートナーシップ推進事業 

  気候変動に脆弱なメガデルタ地域、島嶼地域、山岳地域等を有し、我が国と

外交・経済的に密接なアジア太平洋地域の適応実施を支援するため、国連環境

計画(UNEP)、アジア開発銀行その他の国際ドナーと協調して、アジア太平洋適

応ネットワーク(APAN)のハブセンター運営を支援する。具体的には、①知識

の管理･活用、②途上国の能力開発の支援、③情報発信、対話の推進を行う。

また、これら事業を通じて、特に気候変動に脆弱なアジア太平洋地域諸国に

我が国の技術情報やノウハウの移転･提供を推進する。 

 

（3）IPCC 報告書作成支援 

IPCC 第５次評価報告書（2014 年公表予定）等への我が国の科学的知見の

反映を行うべく、我が国から参加する執筆者・研究者の活動を支援する。さ

らに、地球温暖化影響と適応に関する国民の関心を喚起するため、報告書公

表後にはその内容を一般向けにもわかるよう追加情報や解説を加えた資料等

を作成する。 



                                  

３．施策の効果 

・ 関係府省庁・機関の連携強化、自治体等における国内適応策の促進 

・ アジア太平洋地域の脆弱な途上国における適応策の促進 

・ IPCC 報告書作成への貢献等を通じた気候変動影響評価に関する科学的知見

の強化及び地球温暖化影響と適応に関する国民の関心の喚起 

 



2005年までの100年間で世界の平均地上気温が0.74度上昇。多くの自然システムが影響を受けつつある。
（IPCC第4次評価報告書）

脆弱性の高い途上国のみならず、我が国を含む先進国でも既に影響が顕れつつある

モニタリング、情報収集・分析・評価、適応策の検討・実施

気候変動影響評価・適応推進事業
３４６百万円（２９９百万円）

我が国の有する科学的知見のIPCC等国際的な科学的基盤への貢献
国内検討会開催

IPCCによる各種報告書のための専門家の派遣等
（64百万円）第5次評価報告書ドラフト分析及び温暖化影響評

価・適応策の検討(20百万円）【改要求分】

情報発信適応策支援影響評価データ収集

我が国における気候変動及び
その影響の予測評価の実施

自治体等国内適応策実施主体の支援、普及・啓発

地域・都道府県レベルでの適応策実施に
おける優先課題を検討

気候変動影響評価及び適応策推進支援 （41百万円）
データ品質の管理・保証

気候変動影響統計データベースの
整備 （公的統計に関する基本的
な計画に基づく）

気候変動影響監視評価センター
（52百万円）

適応に係るニーズの把握（データ収集、脆弱性評価）、適応事例の整理、及びワーク
ショップ開催等によるキャパシティビルディング

適応情報のAPANを通じた
政策決定者への配信

アジア太平洋地域ハブセンター支援事業 （79百万円）

我が国の技術の海外展開等アジア太平洋途上国支援 UNEP適応ネットワーク構築への貢献

我が国の適応技術を整理し、途上国における利用を促進

適応技術支援機能の整備 （40百万円）

国際会議等を通じた気候変動適応に関する知見の共有 （２０百万円）【改要求分】

第5次評価報告書を活用した
一般向け資料の作成(30百万円）【改要求分】



 

 

気候変動による水循環への影響評価・適応策検討費 

                            １７百万円（１１百万円） 

水・大気環境局水環境課 

１．事業の概要 

気候変動への適応に関する政府全体の取組として、H24 年度末までに温暖化の影響に関

する最新の科学的知見がとりまとめられ、H25 年度には適応計画策定のための予測・評価

方法の策定、H26 年度末には政府全体の適応計画が策定される見通しであることから、深

刻な影響が懸念される湖沼等の水環境への影響を精度良く予測を行い、必要となる適応

策、気候変動による湖沼等の水環境への影響評価と適応策の検討を実施する。 

 

２．事業計画 

①気候変動等が湖沼水質・生態系等に及ぼす影響についての既存情報収集分析 

気候変動が湖沼等の水質等に与える影響について、既存の研究調査、長期トレンドデ

ータ等を収集し、過去における気候変動と水温上昇、及び水質変動等を解析し、各要素

の関連性に係る基礎資料の整備を行い、気候変動に伴い考慮すべき水質影響を整理する。 
 

②気候変動による水質・生態系への影響予測手法の検討 

気候変動に伴う湖沼等の水温、水質の変動を予測するため、気候変動の影響とみられ

る全循環停止もしくは期間減少傾向が見られている池田湖・琵琶湖等における水温、水

質、全循環機構等を再現可能なモデルを構築し、将来の気候変動による影響を評価する。 
 

③適応策の検討 

②により得られた結果で今後気候変動の影響に対して脆弱と判断された湖沼に関し、

各湖沼流域の社会状況等を踏まえ、具体的な適応策（Ⅰ．水温上昇や水質悪化に対する

対策 Ⅱ．水温上昇や水質悪化により生じうる影響に対する対策の双方を含む）を検討

し、政府全体の適応計画に反映させる。 

 

３．施策の効果 

気候変動等により引き起こされる湖沼等の水温・水質等の定量的な影響予測評価（水

温・水質）と定性的な影響評価（生態系）の検討を実施し、政府全体の策定する適応計

画に反映させることにより、水環境の保全を図る。 



「適応」の必要性

エネルギー・環境戦略の基本方針
「最も厳しい削減対策を実施しても今後数十年間の温暖
化による影響を回避できないという科学的知見に基づき、
政府全体での適応対策の計画的取組に着手する…」

①気候変動等が湖沼水質・生態系等に及ぼす影響について
の既存情報収集・分析

既存の研究調査、長期トレンドデータ等を収集

②気候変動による水質・生態系等への影響予測手法の検討
既に気候変動による影響とみられる全循環停止／期間減少傾向が見られてい
る池田湖・琵琶湖等における水温、水質、全循環機構等を再現可能なモデル
を開発

上記モデルを用いて気候変動影響の決定要因やその閾値を明らかにした上で、
生態系等への影響評価も踏まえ、国内の湖沼のうち、将来の気候変動に脆弱
と考えられる湖沼を抽出

事業内容

気候変動による水循環への影響評価・適応策検討費

③適応策の検討
気候変動の影響に対して脆弱と判断された湖沼に関し、各湖沼流域の社会状
況等を踏まえ、具体的な適応策を検討
①水温上昇や水質悪化に対する対策
②水温上昇や水質悪化により生じうる影響に対する対策

①我が国における温暖化の影響に関する最新の
科学的知見の取りまとめ（Ｈ２４～２５）

日本版ＩＰＣＣ評価報告書の作成

②政府全体の適応計画策定のための
予測・評価方法の策定（Ｈ２５～２６）

ＩＰＣＣ第5次評価報告書の最新の知見を活用

③政府全体の適応計画の策定
（Ｈ２６～２７）

②に基づき各分野・課題別の適応策を関係府省において立案し、
政府全体の総合的、計画的な取組として取りまとめ

「適応」に関する政府全体の動き

政府全体の適応計画へ反映

環境基本計画の重点的取組
「短期的影響を応急的に防止・軽減するための適応策の
推進と中長期的に生じ得る影響の防止・軽減に資する適
応能力の向上を図るための検討」

これまで得られた知見
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気候変動による水質等への影響解明調査
（H21～24）により、以下が判明
・気候変動（気温上昇）による
公共用水域の水温上昇は不可避

・特に、全循環頻度の低下による
湖沼の水質や生態系への影響が深刻

池田湖の全循環停止に起因する下層ＤＯの枯渇

湖沼の水質影響メカニズムは極めて複雑であ
り、気候変動影響を正確に把握し、適応策を
検討するためには、更に詳細な検討が必要



                                 

 

家庭・事業者向けエコリース促進事業    

１，８００百万円（１，８００百万円） 

 

総合環境政策局環境経済課 

 
１．事業の必要性・概要 

今後の中長期的な温室効果ガスの大幅削減のためには、特に家庭、業務、運輸
部門の大幅な排出削減が急務。さらに、東日本大震災の影響を受け、電力需給対
策、節電対策及び再生可能エネルギーの推進が求められている。 
 このため、これらの部門における低炭素機器（使用段階において CO2 の削減に
資する機器）導入に向けて追加的な投資が必要であるが、特に家庭・中小企業で
はその導入に伴う多額の初期投資費用（頭金）負担がネックとなる。 

こうした多額の初期投資負担を軽減し、低炭素機器を普及させるためには、
「リース」を活用することが有効である。 
しかしながら、リース手法への家庭における馴染みのなさといった理由から、 

これまで低炭素機器の普及のためにリースは必ずしも活用されておらず、リース
による低炭素機器の普及促進を図るための政策的な後押しが必要。 

特に家庭・業務部門における温暖化対策を更に進めていく上で、低炭素機器の 
リースを家庭を含め広く普及させ、もって低炭素機器の普及を加速化していくた 
めに、引き続き本事業を実施することが必要。 
 
２．事業計画（業務内容） 

リースにより低炭素機器を導入した場合に、リース料総額の３％又は５％をリ
ース事業者に対して助成する。ただし、東日本大震災の被災地域の復興に資する
ため、岩手県、宮城県又は福島県における低炭素機器に係るリース契約に限定し
て補助率を１０％とする。 

なお、本事業において低炭素機器を導入できる者は家庭及び事業者（大企業を
除く）とし、他に補助制度がある場合には本制度といずれかを選択することとす
る。 
【需要が見込まれる低炭素機器】 
 （1）家庭向け：住宅向け太陽光パネル 等（家庭用高効率給湯器等低価格製 

品は対象としない。） 
  （2）事業者向け：高効率ボイラー、コージェネレーション、高効率冷蔵冷凍 

庫、太陽光パネル、高効率建設機械 等 
 
３．施策の効果 

○家庭、業務、運輸部門における低炭素機器等の普及を促進し、地球温暖化対
策を加速化。 

 ○本事業による温室効果ガスの削減効果は約 4 万 t-CO2/年を見込んでいる。 
 ○経済効果として、約 330 億円の低炭素機器の設備導入を創出するとともに、

約 1,800 人の雇用を創出（平成 25 年度）。 



・導入に際して多額の初期投資費用（頭金）を負担することが困難な家庭及び事業者（中
小企業等）について、頭金なしの「リース」という手法を活用することによって低炭素機
器の普及を図り、もって「エコで快適な暮らし」を実現。
・具体的には、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース総額の３％又は５％を指定
リース事業者に助成（ただし東北３県に係るリース契約は１０％）（他に補助制度がある
場合にはどちらかを選択。）。
・対象機器の例
家庭向け：住宅向け太陽光パネル等（家庭用高効率給湯器等低価格製品は対象外。）
事業者向け：高効率ボイラー、高効率冷凍冷蔵庫、ハイブリッド建機、太陽光パネル等

概 要

家庭・事業者向けエコリース促進事業
平成25年度予算（案）額 1,800百万円
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グリーン経済における情報開示基盤の整備・金融のグリーン化推進事業  

80百万円（42百万円） 

総合環境政策局環境経済課 

１．事業の必要性・概要 

リオ+20 でもテーマになったように、グリーン経済への転換において、金融機

能を活用した効率的な仕組みである環境金融の果たす役割は大きい。 

グリーン経済を市場メカニズムにおいて実現するためには、事業者の環境経営

が適正に評価されるための環境情報が有効に利用される必要がある。そのため、

環境情報の質の向上を図り、かつ容易に利用できるための情報開示基盤を整備し、

我が国における環境金融の普及促進に向けた施策を進める。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１） グリーン経済における情報開示基盤の整備 

① 環境報告における比較可能性及び信頼性の向上 

環境報告ガイドライン 2012 年版に記載された KPI（主要業績評価指標）の考

え方や開示の手引きを作成し、環境情報の比較可能性の向上を図る。また、信頼

性に関する第三者審査及び自己評価等の手引きを更新し、信頼性確保の向上を図

る。 

② 地域金融機関等向け環境情報開示の実証事業（新規） 

地域金融機関において環境情報（要約版）フォーマットや ICT を利用し、環境

格付融資等において投融資先の比較評価を簡易に実施するためのケーススタディ

を行う。さらに、環境情報（要約版）フォーマットの普及を目指し、国際機関等

への取組紹介や規格化を検討していく。 

③ 組織による環境会計情報の有効利用促進事業（新規） 

バリューチェーン関連情報に基づく環境負荷情報と環境会計情報を連動して、

環境管理のために有効利用するための新たな会計手法についてケーススタディを

実施し、取組指針となるガイドライン等の策定を検討する。 

 

（２） 金融のグリーン化推進事業 

① 持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則の普及促進 

原則を通じた環境金融の取組を維持・促進するため、優良取組事例の共有や U

NEP FI（国連環境計画金融イニシアティブ）との共同セミナーの実施等のフォロ

ーアップ事業を行う。 

② 地域金融機関における環境金融に係る体制整備 

環境金融の裾野の拡大に向けて、「社内の体制作り」や「ノウハウ不足」が課

題とされる地域金融機関の体制整備のため、地域における環境金融の実践に当た



                                  

っての課題抽出や解決策の検討・共有などの支援を行う。 

③ 地域における再生可能エネルギー（再エネ）事業性評価支援（新規） 

再エネ導入における地元資金の活用のため、地域金融機関が活用できる再エネ

事業性評価のテンプレートを作成・提供することにより、審査の簡素化・低コス

ト化を図る。 

 

３．施策の効果 

環境情報開示基盤が整備されることにより、投融資に当たって環境配慮が適切

になされ、環境ビジネスや環境配慮型の企業活動が積極的に評価されるとともに、

そのような分野に適切に資金が提供され、もってグリーン経済を実現する。 



環境に配慮した金融には、環境情
報により環境経営を適正に評価で
きる基盤が必要

金融 ＝ 経済活動の血流

あらゆる経済活動・環境対策には、
金融が必要

「環境金融」による
積極的な取組

グリーン経済の実現

環境情報開示基盤の整備 金融のグリーン化推進

グリーン経済における情報開示基盤の整備・金融のグリーン化推進事業
平成25年度予算（案）額 80百万円

環境情報開示

環境経営の実践

環境経営の評価

環境金融

• 環境報告における比較可能性及び
信頼性の向上

• 地域金融機関等向け環境情報開
示の実証事業

• 組織による環境会計情報の有効利
用促進事業

• 持続可能な社会の形成に向けた金融行動
原則の普及促進

• 地域金融機関における環境金融に係る
体制整備

• 地域における再エネ事業性評価支援

• グリーン経済を実現のためには、事業者の環境経営が適正に評価され、環境情報が
有効に利用される基盤の整備と、環境金融の普及が必要。

• それにより、環境ビジネスや環境配慮型の企業活動が積極的に評価されるとともに、
そのような分野に適切に資金が提供される。



                                 

 

環境配慮製品等の国際展開促進事業          25百万円（3百万円） 

 

総合環境政策局環境経済課 

 

１．事業の必要性・概要 

第４次環境基本計画において挙げられたように、世界全体での環境保全と我が国の成

長・雇用創出の両面に寄与するために、国際市場における環境配慮製品や環境に配慮さ

れたサービス（以下「環境配慮型製品等」という。）の流通促進が必要である。また、省エネ

ルギー、再生可能エネルギーの利用に寄与する日本の環境配慮型製品や環境技術を国

外へ普及させることにより、温室効果ガスの削減をはじめとした環境負荷の低減と経済成

長による富の創出を同時に実現することも可能である。しかしながら、国際市場における現

状は、各国が独自の環境 基準に基づき公共調達や環境ラベルの制度を展開しており、環

境配慮型製品等を国際的に流通促進させるためには、各国の環境基準の調和化を図って

いくことが必要である。 

そこで、企業の各国環境ラベル取得の取組を後押しし、環境配慮型製品等の流通を促

進するために、以下の施策を行う。 

 

２．事業計画（事業内容） 

（１）各国環境ラベル基準の整合化に向けた枠組みづくり 

ア．国際整合性に向けた戦略的なビジョン、行動計画の策定 

・我が国の国際整合性のあり方や方向性を包括的に議論する会議体の構築 

・国際整合性に向けたビジョンおよび行動計画の策定 

イ．国際的整合性に関する検討 

・海外環境ラベルとの整合性、相互認証の実態調査 

・非共通基準を効率的に審査できる仕組みに関するヒアリング 

（２）企業の各国環境ラベル取得支援 

① 各国ラベル基準の情報提供 

・各国ラベル基準および申請要件の調査及び情報提供システム構築 

② 各国環境ラベル申請手続支援制度 

       ・企業への実態ヒアリングに基づく、支援対象品目、条件の検討 

 

３．施策の効果 

・海外環境ラベル取得支援により、中小企業等の海外市場進出が促進される。 

・海外基準との整合を図ることにより日本の環境基準のガラパゴス化を防止し、国内企業の

海外展開が促進される。 

 



日本

環境物品の国際流通
（相手国市場への参入）

環境ラベル
基準

環境ラベル
基準

環境ラベル
基準

それぞれの環境ラベル基準を満たす必要

（中長期的）国際的整合性を図る枠組みづくり（我が国のビジョン、行動計画策定）
（短期的）企業の各国ラベル取得支援（各基準の情報提供、手続き支援の仕組み）

環境配慮製品等の国際展開促進事業
平成25年度予算（案）額 25百万円（平成24年度予算額 3百万）

現状

・それぞれの基準等に関する情報把握、手続きに係る企業の負担が大
・各基準を満たすために製品仕様を変えなければならない

国際的に基準の整合がとれており、日本がその潮流に乗り遅れない
（ガラパゴス化しない）

国・地域毎に満たすべき基準、規制が異なる（事実上の市場参入条件）

課題

目指す姿

施策



                                  

 

税制全体のグリーン化推進検討経費        29百万円（19百万円） 

 

総合環境政策局環境経済課 

 

１．事業の必要性・概要 

低炭素社会をはじめとする持続可能な社会の実現のためには、あらゆる

施策を総動員する必要があり、税制はその有効な政策ツールである。 

第四次環境基本計画（平成 24 年 4 月 27 日閣議決定）においては、「税

制については、諸外国の状況も含め、エネルギー課税、車体課税といった

環境関連税制等による環境効果等を総合的・体系的に調査・分析すること

により、税制全体のグリーン化を推進する」こととされており、持続可能

な社会の実現にむけ税制面の一層の検討が求められている。 

このため、本事業は、持続可能な社会の構築を推進する観点から、エネ

ルギー課税、車体課税といった環境関連税制を中心に、広くそれらが与え

る環境効果や経済影響等に関する分析・把握を行うとともに、諸外国にお

ける税制のグリーン化の動向に関する調査を行うことにより、環境面から

の我が国の税制のあるべき姿及びその推進方策について、総合的かつ体系

的な検討を行うものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

平成 24 年度実施している「税制全体のグリーン化推進検討会」の結果も

踏まえ、今後の税制全体のグリーン化の方向性やその推進方策の総合的・

体系的検討（学識経験者による検討）、税制全体のグリーン化による環境効

果・経済影響分析（シミュレーション分析）等を実施する。 

 

３．施策の効果 

 持続可能な社会の構築に向け、低炭素化の促進のみならず、循環型社会、

自然共生社会の構築など、幅広い視点に立った税制全体のグリーン化の検討

を行うとともに、環境関連税制等による環境効果等を調査・分析し、環境負

荷や税負担の観点から公平で、負担を最小化しつつ最大限の環境効果を得ら

れる効率的な税制に向けた検討を行うことにより、更なる税制全体のグリー

ン化を推進する。 



【今後の税制全体のグリーン化の方向性】
○ 持続可能な社会の構築に向け、低炭素化の促進のみならず、循環型社会、自然共生社会の構築など、幅広い視
点に立った税制全体のグリーン化の検討

○ 環境効果等の適切な把握により、国民負担や経済影響を最小化しつつ、環境負荷削減効果の最大化が図られる
効率的な税体系の検討

○ 諸外国における環境税制改革の進展状況とその環境面からの評価を踏まえたグリーン化措置の検討

更なる税制全体のグリーン化に向けた総合的・体系的な調査・分析

○ 税制については、諸外国の状況も含め、エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制等による環境効果
等を総合的・体系的に調査・分析することにより、税制全体のグリーン化を推進する。

第四次環境基本計画（平成２４年４月２７日閣議決定）（抄）

税制全体のグリーン化推進検討経費
平成25年度予算（案）額 29百万円（平成24年度予算額 19百万円）

○今後の税制全体のグリーン化の方向性やその推進方策の総合的・体系的検討（有
識者検討会・ヒアリング等）

○環境関連税制等による環境効果等の分析（シミュレーション分析等）

○諸外国における新たな制度の導入事例や環境効果の調査等（文献調査、現地政府
機関へのヒアリング等）

事業
内容

○持続可能な社会の構築に向け、低炭素化社会、循環型社会、自然共生社会など幅
広い環境分野において税制グリーン化の検討を行うとともに、環境関連税制等に
よる環境効果等を調査・分析し、公平で効率的な税制に向けた検討を行うことに
より、更なる税制全体のグリーン化を推進する。

期待
される
効果



 

（新）持続可能な社会実現のためのトップダウン型政策形成事業 
２０百万円（０百万円） 

 

総合環境政策局環境計画課 

 

１．事業の必要性・概要 

東日本大震災・原発事故において、自然の持つ力の大きさと、科学技術を過

信することのリスクを実感させられたことから、社会の在り方を根本的に見直

すことが求められている。また、平成 24 年 4 月に閣議決定された第四次環境

基本計画で、目指すべき持続可能な社会の姿は、『人の健康や生態系に対する

リスクが十分に低減され、「安全」が確保されることを前提として、「低炭素」

・「循環」・「自然共生」の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成さ

れ、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社

会』とされており、その実現に向けた施策を加速化する必要がある。 

こうした状況を踏まえ、「低炭素」、「循環」、「自然共生」等の各分野を

統合的に達成した持続可能な社会の姿を、達成すべき指標や数値等を明らかに

しつつ具体的に示し、それを達成するために必要な、政策、制度、技術等につ

いて、トップダウン的に導き出し、持続可能な社会実現のために必要な施策の

ロードマップを描く。また、本事業により描き出した持続可能な社会の姿を国

際的に発信し、世界全体の持続可能性向上に貢献する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１） 「低炭素」、「循環」、「自然共生」等の各分野を統合的に達成した

持続可能な社会の姿の描出 

「低炭素」、「循環」、「自然共生」等の各分野を統合的に達成した持

続可能な社会のより具体的な姿について、達成されるべき環境指標やその

具体的数値を検討し、明らかにする。 

また、そうした持続可能な社会において、人々がどのようなライフスタ

イルをとり、産業活動がどのようであるかについても、一定の仮定の下で

具体的な姿を描出する。GDP 等の主要経済指標についても可能な範囲で予

測を行う。 

 

（２） 持続可能な社会を実現するための施策のロードマップ作成 

（１）の持続可能な社会の姿の描出を踏まえ、それを実現するために必

要な施策、制度、技術等について、達成すべき社会の姿からトップダウン

的に割り出し、これをロードマップ化する。その上で、このロードマップ

と現在の政府の施策を比較することにより、 

① 持続可能な社会に向け本来講じられるべきなのに講じられていない 



 

施策 

② 持続可能な社会と逆方向に作用する施策 

③ 講じられているがより強化すべき施策 

等を明らかにし、持続可能な社会に向けた施策の抜本的な強化につなげる。 

 

（３） 本事業により描き出した、「低炭素」、「循環」、「自然共生」等の

各分野を統合的に達成した持続可能な社会の姿の世界への発信 

本事業により描き出した、（１）の持続可能な社会の姿について、国

連大学等を通じ、世界に発信することにより、世界全体の持続可能性を

高めるための我が国としての貢献の一つとする。 

 

３．施策の効果 

本事業で導き出した結論をもとに、持続可能な社会の実現に向けた施策を

効率的・効果的に推進する。 

 



○国連大学等を通じ、世
界に発信することにより、
世界全体の持続可能
性を向上させる

第四次環境基本計画 平成24年4月閣議決定
【目指すべき持続可能な社会の姿】

人の健康や生態系に対するリスクが十分に低減され、「安全」
が確保されることを前提として、「低炭素」・「循環」・「自然共生」
の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成される社会

持続可能な社会実現のためのトップダウン型政策形成事業
平成２５年度予算（案）額 ２０百万円【新規】

○達成されるべき環境指標やその具体的数値の検討
○持続可能な社会におけるライフスタイル、産業活動の具体的な姿の描出

「低炭素」、「循環」、「自然共生」等の各分野を
統合的に達成した持続可能な社会の姿の描出

持続可能な社会を実現するための施策のロードマップ作成

比較

持続可能な社会の姿
の世界への発信

現在の政府の施策現在の政府の施策
○描出した持続可能な社会の姿から、必要な施
策、制度、技術等を、トップダウン的に割り出し、
ロードマップ化

施策の
抜本的強化

東日本大震災・原発事故

自然の持つ力の大きさと、科学技術を過信する
ことのリスクを我々に知らしめた。

持続可能な社会の姿の具体化・実現の検討、世界への発信
（トップダウン型政策形成）

持続可能な社会の実現に向けた施策を加速化する必要社会の在り方を根本的に見直す必要

（問題点の明確化）
①本来講じられるべきなのに講じられていない施策
➁持続可能な社会と逆方向に作用する施策
➂講じられているがより強化すべき施策 等



                                 

グリーン経済の実現に向けた政策研究と環境ビジネス情報整備・発信事業 

                    １９９百万円（１９０百万円） 

 

総合環境政策局環境計画課 

 

１．事業の必要性・概要 

  平成 24 年 6 月の Rio+20 におけるグリーン経済、グリーン成長の必要性の

確認等、世界的に環境分野に経済発展の牽引力として強い期待がもたれてい

ること、我が国においても優れた環境技術・ビジネスを、地球環境保全に貢

献しつつ、経済成長の原動力とすることの必要性の高まり等を背景として、

環境保全の取り組みが経済をどのように発展させていくのか、経済動向が

環境にどのような影響を与えるのか等について政策ニーズを踏まえた政策

研究・調査分析を行い、情報整備・発信を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）環境経済の政策研究の実施 

    政策ニーズを踏まえた複数年度の研究を公募により選定された外部研究

者と共同で実施し、その研究成果を国内外の環境政策の検討・立案に随時

インプットしていく。 

（２）環境経済観測調査（環境短観）の実施 

    環境経済観測調査（環境短観）の実施により、環境産業に係る全国規模、

地域別の景況感等、環境に関連する経済動向の情報を体系的に収集・整理

し提供する。 

（３）環境ビジネス市場成長の要因分析及び関連成果の普及 

    我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模等の推計について、最新の知見、

実数値等を反映させ、現状をより精緻に把握、分析する。我が国に特徴的

な環境産業分野の分析、成長要因抽出等を行い、環境保全に資する経済活

動推進のための情報整備・発信等を行う。 

 

３．施策の効果 

  本施策の成果を、戦略的な環境政策の展開や環境産業の振興に活かすことに

より、我が国が先導して環境と経済がともに向上・発展するグリーン経済、グ

リーン成長を実現し、持続可能な社会の実現に貢献することができる。 

 



グリーン経済の実現に向けた政策研究と環境ビジネス情報整備・発信事業
平成２５年度予算（案）額 199百万円

Rio+20（平成24年6月）等を踏まえた国際的なグリーン経済・グリーン成長議論に貢献できる環境経済政策研究の機動的実施による政策へ
のインプット、及び環境産業関連市場規模及び雇用規模の大幅拡大に向けた関連情報の整備・発信

グリーン経済、グリーン成長の実現に向けた環境政策を戦略的に実施していくためには、中期的な政策ニーズも踏まえ、各種環境政策のも
たらす経済効果や社会影響を調査分析し、成果を政策形成議論の土台とするのみならず、グリーン経済・グリーン成長を牽引する環境産業
の業況や将来像を分析・整備し、的確な情報を発信していくことが必要。

背
景

情
報
整
備

情
報
発
信

政
策
推
進
の
土
台

環境経済観測調査（環境短観）

○継続調査により環境
産業を巡る景況感等
を把握、環境ビジネ
スの現況・将来像の
把握、認知度の向上
○地域経済からも重視
される指標へ

環境産業の市場成長の要因分析

○環境産業の市場
規模等について、
業種の細分化等
により調査
○環境産業の動向
把握・振興方策
の検討

○付加価値推計や
業況分析等へ活
用
○優良事例の発掘、
成長要因の抽出
等による環境産
業の振興に貢献

政策ニーズを踏まえた新たな課題の設定等により、統合指標の分
析・検討、地域地球温暖化対策の経済・社会影響の分析、廃棄物・
リサイクル対策及び生物多様性の経済的価値評価等の９課題を実施。

研究者と政策担当者の共働により成果等を随時、
環境関連政策にインプットすることにより、経
済・社会影響等をより勘案した政策の企画立案。

政策研究の成果、環境短観、
環境産業市場関連情報の発信

環境経済政策研究、環境短観、環境産
業関連市場分析等の関連情報をポータ
ルサイトの活用等により発信

環境政策の企画立案段階における経
済・社会影響の分析手法、環境産業を
取り巻く情勢等についての情報発信

環境経済の政策研究 ＜第Ⅱ期（平成24～26年度）＞

目
標

環境産業に係
る認識や取組
みについて、
平成22年より
年2回の統計
調査を実施・
公表



                                  

 

(新)自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進事業 

 １０百万円（０百万円） 

 

総合環境政策局総務課環境研究技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

第４次環境基本計画（平成 24 年 4 月閣議決定）でも資源制約・環境制約の

増大について指摘されているとおり、エネルギー・資源の確保の困難さは、

地下資源の枯渇への懸念と相まって、今後ますます増大していくものと考え

られる。 

これらの資源制約・環境制約に対応していくためには、エネルギーや枯渇

性の資源を極力使用しない技術・システムを活用していくことが必要不可欠

であるが、これには極めて効率的なエネルギー・資源の循環を達成している

自然を参考とした技術・システム、すなわち「自然模倣技術・システム」に

関する研究開発を進めていくことが有望である可能性が高い。 

本事業においては、以上のような観点から、エネルギー・資源の消費を極

力抑えた環境技術としての自然模倣技術・システムについて調査・検討を行

い、有望な自然模倣技術・システムのリストアップ、及び今後の環境技術の

開発に対する貢献の可能性について明らかにすることを目的とする。 

 

２．事業計画（業務内容） 

<平成２５年度> 

自然模倣技術・システムの有用性に関する検討。中間報告のとりまとめ。 

<平成２６年度> 

 新たな環境低負荷型の研究開発の実施方法、システムを生活に組み込むた

めの方策について検討。最終報告の取りまとめ。 

<平成２７年度以降> 

検討結果を踏まえ、次期「環境研究・環境技術開発の推進戦略」への反映。 

 

３．施策の効果 

自然模倣技術・システムの概念を確立したうえで、それを新たな研究開発に 

活用していく一般的な手法を明らかにすることを目標とする。これにより、今

後の資源・環境制約の高まりの中で、多くの研究開発領域における活用の基

礎となり、エネルギー・資源消費の少ない技術・システムの開発を効果的に

促進することが期待できる。 

 



親検討会

（報告書とりまとめ）

開発実例分析

検討会

生態学に基づく

技術・システム設計

検討会

自然模倣技術・システムによる環境技術開発推進事業

平成25年度予算（案）額 10百万円【新規】
検討体制

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

・２つの検討会での調査検討の実施

・中間報告のとりまとめ
（自然模倣技術・システムの有用性につい
て）

・自然模倣技術・システムの方法論
の活用方法の調査検討（新たな環境
低負荷型の研究開発の実施方法、システ
ムを生活に組み込むための方策）

・最終報告のとりまとめ
（自然模倣技術・システムを用いて資源環
境制約に対処する）

・次期推進戦略（※）へのインプット

※推進戦略

「環境研究・環境技術開発の推進戦略に
ついて」（平成２２年６月中央環境審議会
答申）

・定義と概念整理
・有用性のまとめ

・企業へのアンケート
・開発者へのヒアリング
・実例分析を通じた方法論の整理

・生態学者へのアンケート
・生態学者のヒアリング
・活用可能な生物の生態の分析・整理

スケジュール

自然模倣技術・システムについて

自然界の生物が作りだす構成物など、自

然界を参考とする研究開発に、要素技術の

みならずシステムも含め、さらに社会工学

的な考え方も加えた「自然模倣技術・シス

テム」としての概念を確立し、その知見を

整理し、今後の資源・環境制約の高まりの

中で、多くの研究開発領域における活用の

基礎を提供する。

OPO = PANA

提供：湊 宏

江口欣照 = PANA



                                  

 

環境影響評価制度合理化・最適化経費     ７４百万円（３４百万円） 

 

総合環境政策局環境影響評価課 

 

１．事業の必要性・概要 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 13 条の放射性物質の適用除外規定が削

除されたことに伴い、環境影響評価法（平成９年法律第 81 号。以下「法」とい

う。）においても、法第 52 条第１項の放射性物質による環境影響の適用除外規

定を見直す必要があること、また、東日本大震災を契機として法の手続の迅速化

が必要との議論が高まっていること等から、数年後の制度改正を視野に入れた環

境影響評価制度全体の最適化のための検討を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）放射性物質汚染に対応した環境影響評価制度等検討調査費 

放射性物質による環境影響についての調査・予測・評価手法や環境保全措置

（回避・低減・代償措置）についての技術的な知見の収集を行うとともに、制

度的な措置について検討を行う。 

また、放射性物質を取り扱う施設のうち当該施設の設置又は供用に当たって

環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある施設（高レベル放射性廃棄物

処分場等）に関して、海外の事例も含めて知見を収集し、法対象事業化の必要

性について検討を行う。 

 

（２）環境影響評価制度合理化等調査検討費 

火力発電所リプレース事業のように、既設設備を更新することによって更新

前に比べ供用時の環境負荷が低減される事業など、一般的な法対象事業に比べ

て環境影響の程度が限定的と考えられる事業に関して、環境影響評価の適切な

合理化の在り方について検討を行う。 

また、燃料電池発電所、CCS 事業及び撤去・廃棄単独事業等、現時点で法の

対象となっていない事業で、環境影響の程度が著しいものとなり得るものにつ

いて知見を収集し、必要に応じて法対象事業への追加を検討する。 

 

３．施策の効果 

法に基づく手続について、事業特性等を踏まえた合理化を図ることで、適切な

環境配慮と手続の迅速化の両立を実現することができる。また、今後の環境法体

系の見直しや環境技術の最新動向等を踏まえた法対象事業の要件の最適化を図る

ことで、より実状に即した環境配慮の実現に資する。 



環境影響評価制度合理化・最適化経費
平成25年度予算（案）額 74百万円 （平成24年度予算額 34百万円）

○放射性物質汚染に対応した環境影響評価制度等検討調査費
36百万円 （ 0百万円）【新規】

・放射性物質による環境影響についての調査・予測・評価手法や環境保全措置
についての技術的な知見の収集を行い、制度的な措置について検討を行う。

・放射性物質を取り扱う施設に関する知見の収集を行い、法対象事業化の必要
性について検討を行う。

＜背景＞

・環境基本法において、放射性物質による汚染を適用除外とする規定が削除されたことを受け、
環境影響評価法においても、放射性物質による汚染に対応した制度の早急な構築が必要。

・火力発電所リプレース時における手続迅速化や、 CCS事業等についても、対応が必要。

○環境影響評価制度合理化等検討調査費
38百万円 （ 34百万円）【拡充】

・火力発電所リプレース事業等、環境影響の程度が限定的と考えられる事業に
関して、環境影響評価の適切な合理化の在り方について検討を行う。

・燃料電池発電所、CCS事業及び撤去・廃棄単独事業等、環境影響の程度が
著しいものとなり得るものについて、法対象化を視野に入れた検討を行う。

CCSパイロットプラント



                                  

 

環境教育強化総合対策事業      １０２百万円（ １０２百万円） 

 

総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 23 年 6 月に議員立法により「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する

法律」（以下、環境教育等促進法）が成立し、国は学校や地域等における環境教育の

充実や環境教育を推進する仕組みの強化等を図ることが求められているほか、平成 24

年 4 月に閣議決定された「第四次環境基本計画」、同 6 月に閣議決定された「第二次

環境教育等基本方針」、同 6 月に開催された「リオ＋20」等を踏まえ、環境教育の強

化を総合的に進める必要がある。 

また、平成 14 年に我が国提案の「国連持続可能な開発のための教育（以下、ESD※）

の 10 年」が国連で決議され、平成 17～26 年の 10 年間に世界各国で集中的に ESD の取

組を推進していくこととされている。最終年となる平成 26 年には、我が国において

「ESD に関するユネスコ世界会議」が開催され、これまでの検証と今後の対策を検討

することとなっており、国際的なイニシアティブをとってきた我が国が、環境教育に

ついて国内外に対して範を示していく必要がある。 

 

※「持続可能な開発のための教育（ESD:Education for Sustainable Development）」とは、持続可

能な社会の実現に向け、一人ひとりが社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、よりよい社会づく

りに自ら参画するための教育のことを指す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）子ども環境教育強化事業                     25 百万円（ 22 百万円） 

教職員や子ども達など幅広い層を対象に、環境教育の教材やコンテンツ等を提供す

る「環境教育・環境学習データベース」を運用する。 

また、環境教育等促進法により、幼児期からの環境教育の推進が求められており、

これに対応する新たなコンテンツ等の追加・再構築を行う。 

 

（２）家庭環境教育強化事業                 5 百万円（    0 百万円） 

町内会や自治会等を中心に地方公共団体、学校、NPO 等と協力し、家庭における環

境教育のあり方を議論し、実践まで誘導する「エンジョイ！『井戸端エコロジー会議

（ＥＣＯＢＡＴＡ会議）』(仮)」を全国５カ所で先導的に実施する。 

 

（３）地域環境教育強化事業                15 百万円（ 13 百万円） 

ア．地域における ESD の取組強化推進事業        12 百万円（ 13 百万円） 

「＋ESD プロジェクト」の運用や、活動の共有やネットワークづくりを目的とし



                                  

た「ESD 学びあいフォーラム」を開催し、環境保全分野とジェンダー、人権、文化

といった様々な分野との間で活動の ESD 化や連携を推進して持続可能な社会づくり

を推進する。 

イ．「体験の機会の場」認定促進事業          3 百万円（  0 百万円） 

環境教育等促進法にもとづく「体験の機会の場」の優良な認定事例を全国５カ所選

定するとともに、看板、ステッカーの作成、インターネット及びパンフレット等を通

じて広く紹介することで、認定制度の周知を図る。 

 

（４） 環境教育人材確保・育成事業            45 百万円（ 49 百万円） 

ア．教職員・環境活動リーダー養成研修事業        6 百万円（ 7 百万円） 

文部科学省と連携し、「フィフティ・フィフティ」等の優良事例や環境教育のノ

ウハウ等に関する実践的かつ効果的な研修を行う。 

イ．環境人材育成コンソーシアム活動支援事業     27 百万円（  24 百万円） 

 企業、NPO、研究機関等による「環境人材育成コンソーシアム」と連携して企業

向け環境教育ガイドライン作成・実証、セミナーや研修会の開催等を実施し、環境

人材の育成と社会での活用を促進する。 

また、企業が行う社員向け環境教育の研修内容の審査、認定、表彰等を検討して

実施し、各企業における環境教育の活発化及び充実を図る。 

ウ．環境カウンセラー事業               8 百万円（ 9 百万円） 

環境カウンセラー登録申請者の募集・選考を行うとともに、環境カウンセラーの

活動の支援や活動報告等のとりまとめ等を行う。 

エ．人材認定等事業の登録等に係る業務         4 百万円（  4 百万円） 

環境教育等促進法に基づく人材認定等事業の審査、登録を実施する。 

 

（５）環境教育施策の定着・調査・検討事業         12 百万円（ 17 百万円） 

環境教育等に関する有識者を委員とする環境教育等推進専門家会議や関係省との

連絡調整を行う環境教育等推進会議等を開催する。 

また、環境教育等促進法の施行に係る調査、検討等を行う。 

 

３．施策の効果 

環境教育等促進法令に基づく取組の着実な実施が図られる。また、ESD に従った環

境教育の普及・浸透・定着が進み、環境人材の育成・確保が図られる。更に、2014

年に日本で開催される「ESD に関するユネスコ世界会議」における我が国のリーダ

ーシップが図られる。 



環境教育強化総合対策事業
平成25年度予算（案）額 102百万円（平成24年度予算額 102百万円）

○ＥＳＤの目的に従い、特に非公式な教育に
対するプログラムを推進

○2014年、「ＥＳＤに関するユネスコ世界会
議」を日本で開催し、引き続きＥＳＤの推進
に貢献
○2014年以降もESDを促進

○ＥＳＤに関する世界の地域拠点のネット
ワーク化等により、国際協力を推進
○2014年の「ＥＳＤに関するユネスコ世界会
議」において、我が国が模範的な取組を提
示し、リーダーシップを発揮できるよう、国
内における環境教育の取組を強化

○未来の日本を背負う子ども対策の強化
○家庭、地域、職場といったあらゆる場での環境教育の強化
○「＋ＥＳＤプロジェクト」や環境カウンセラー支援等の着実な推進 等

環境教育の強化を総合的に実施

（米国）

○エンパイアステートビルのエコ改修、白熱
電球の販売停止等

（EU）
○モーダルシフトの拡大、エコラベル付き製
品の販売増、「欧州環境首都」の選定・表
彰等

（その他）
○韓国では、低炭素グリーン成長戦略を打
ち出すなど環境意識の高まり
○途上国では、持続可能性に配慮された一
次産品生産の取組が進展

（第４次環境基本計画）

○環境教育・環境学習等の推進

（環境教育等促進法の本格施行）
○H24.10月より同法の本格施行となり、法改
正を踏まえた各種取組が本格化

（基本方針及び行動計画）
○H24.6月に基本方針を閣議決定。
これを受けて年度内に都道府県、市町村
による行動計画の作成や態勢の整備が図
られ平成25年度より本格的に実施

○愛知県名古屋市及び岡山県岡山市では、
開催を盛り上げるため、産学官民による支
援実行委員会を設立

我が国でも、これらの動向に対応して国民や社会の意識変革や具体的行動を加速化することが急務

リオ＋20 成果文書

リオ＋20 日本政府｢緑の未来」イニシアティブ

米国

EU

その他

第４次環境基本計画

環境教育等促進法の本格施行

基本方針及び行動計画

2014年のESDに関するユネスコ世界会議

リオ＋20 環境省イニシアティブ



                                  

 

持続可能な地域づくりを担う人材育成事業  １８３百万円（  ０百万円） 

総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

環境と経済と社会が統合的に向上する持続可能な地域づくりには、優良な環境教育

プログラムを通じた人材育成が必要不可欠である。 

持続可能な開発のための教育（以下、ESD）の取組については、平成 14 年のヨハネ

スブルグサミットで我が国が世界に呼びかけたことが契機となって、国連総会でも決

議された。 

また、平成 24 年６月に開催された「リオ＋20」において、ＥＳＤの更なる促進につ

いて合意されるとともに、我が国が表明した「緑の未来」イニシアティブにおいて、

平成 26 年に我が国で開催予定の「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」に向けて、持

続可能な社会を担う人材づくりや環境教育プログラムの作成等の一層の推進をうたっ

ている。 

このため、全国において、①ＥＳＤに従った小中学生向け環境教育プログラムの作

成、②教職員、ＮＰＯ、事業者、行政等によるワークショップの開催を通じた環境教

育プログラムの検証や理解の深化、③出前授業等を活用した教育現場等での実証を実

施し、持続可能な社会を担う人材づくりの先進地域を速やかに形成する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）ＥＳＤに従った小中学生向け環境教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成事業   42 百万円（0 百万円） 

平成 26 年度の「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」に向けて、ＥＳＤ活動の促進

を図るため、国内 20 カ所において、各地域個別の課題や自然、歴史、文化等に応じ

たＥＳＤに従った標準的な環境教育プログラムを作成する。 

 

（２）ワークショップ事業及び教育現場等における実証事業  141 百万円（ 0 百万円） 

全国 47 カ所において、学校教職員、ＮＰＯ、事業者、行政等が集うワークショッ

プを開催し、上記（１）で作成した環境教育プログラムの検証を行うとともに、関

係者のＥＳＤに対する理解の深化やネットワーク構築等を促し、郷土色豊かな環境

教育プログラムを各地で共有する。更に、ＮＰＯ等による出前授業などにより実証

を行い、必要な改善を行って環境教育プログラムの熟度や効果を高めるとともに、

全国各地でのＥＳＤに従った環境教育の取組を促進する。 

 

３．施策の効果 

国内 20 カ所において、各地域の特徴を活かした環境教育プログラムを作成し、さ

らに教職員、ＮＰＯ、事業者等が集うワークショップの開催を通じて、環境教育プ



                                  

ログラムの共有や関係者のネットワークの構築等を図り、学校、ＮＰＯ等の連携を

強化して、ＥＳＤに関する人材育成の促進を図る。 

また、全国各地でＥＳＤに従った環境教育が活発になり、平成 26 年の「ＥＳＤに

関するユネスコ世界会議」において、我が国がリーダーシップを発揮する下地づく

りを図る。 



 
①ＥＳＤに従った小中学生向け環境教育プログラム
の作成 

②教職員、ＮＰＯ、事業者、行政等によるワーク
ショップの開催を通じたプログラムの検証や理解
の深化 

③出前授業等を活用した教育現場等での実証を 
実施 

 

持続可能な地域づくりを担う人材育成事業 

○平成23年6月に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成25年4月から本格実施される

ことを受け、学校、地域等における環境教育の充実が必要とされている。 

○リオ＋20の成果文書において、「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を促進する」ことが明記さ

れ、日本政府「緑の未来」イニシアティブにおいても、「持続可能な社会を担う人材づくりや環境教

育プログラムの作成等を一層推進する」こととされている。 

○「国連ESDの10年」の最終年である平成26年に、ユネスコとの共催により「ＥＳＤに関するユネスコ

世界会議」が日本で開催予定であり、主催国としてﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮できることが必要となっている。 

平成26年に向けて、持続可能な地域づくりを担う人材を 
育成するＥＳＤに従った環境教育を充実することが必要不可欠 

背景 

事業の概要 
 

・持続可能な人材づくりの先進地域
の形成 

・先進地域から周辺地域への波及･
広域化 

・ＥＳＤの実績拡大による、主催国と
しての態勢の充実 

 

期待される成果 

平成25年度予算（案）額   
183百万円【新規】 



 

 

 

 

 

総合環境政策局民間活動支援室 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 23 年 6 月に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成 25 年 4 月

から本格実施されることを受け、協働取組(※)の充実が必要とされている。 

特に、環境課題の解決と地域活性化を推進するためには、多様な主体が、環境

保全に関して担うべき役割及び行動の有する意義を理解し、それぞれの立場に応

じた公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した協働取組を行うことが重要で

ある。 

※国民、民間団体、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場におい

て相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全

に関する取組 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

 協働取組モデル事業の実施（平成 25 年度～平成 27 年度）   

低炭素・循環型・自然共生各分野の環境課題を統合的に解決しようとする活動、

政策提案による協働取組等をモデル事業として全国で展開する。事業の実施にあ

たっては、地域の多様な主体による支援会議を開催する。また、地方環境パート

ナーシップオフィスに設置する地方支援事務局が成果を確実に得られるよう指

導・助言を行い、地域における協働の下、その資源や創意工夫を最大限活用して、

意欲ある地域の多様な成功事例を全国各地に創出し、ガイドラインとしてとりま

とめる。 

 

 

３．施策の効果 

抽象的で共通イメージを描きにくい環境保全に係る協働取組について、協働取組

の過程を通じて具現化するとともに、地域における各主体が、地域の資源や創意工

夫を最大限活用した協働を実施する事により環境課題の解決とともに地域活性化に

資する。 

 

（新）地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業 

１００百万円（ ０百万円） 



①環境NPO、地域住民、行政機関等の協働による
環境保全活動を先導的に実施

②ブロック単位で採択事業の指導・助言を実施

地域活性化を担う環境保全活動の協働取組推進事業

○平成23年6月に全会一致で改正された「環境教育等促進法」が、平成25年4月から本格実施されることを受け、

協働取組の充実が必要とされている。

○地域の活性化を図るためには、NPO、企業、行政等の協働による取組を活発化させることが必要である。

地域を活性化させるためには、
多様な主体が公平な役割分担の下で、相互に協力・連携した

協働取組等が必要不可欠

背景

事業の概要

・抽象的で共通イメージを描きにくい環境保全に
係る協働取組について、具体的なモデル事業を
実施することにより、ノウハウが共有され周辺地
域に波及

・ブロック単位で支援体制を強化することにより、
取組の活発化

期待される成果

平成25年度予算（案）額100百万円【新規】



                                  

 

地方環境パートナーシップ推進費      １４８百万円（９１百万円） 

 

総合環境政策局民間活動支援室 

 

１．事業の必要性・概要 

環境省では、環境パートナーシップによる取組を全国的に拡大するため、平成 16

年度より地方環境パートナーシップオフィス（地方ＥＰＯ）の整備を進め、環境ＮＰ

Ｏや企業の取組に係る情報の収集・提供を実施している。 

平成 24 年 10 月に環境教育等促進法が施行され、地方ＥＰＯが中心となって地方

での環境保全活動を各主体の協働により促進させる必要があることから、地方ＥＰＯ

での情報収集、情報発信、相談対応などの機能を充実・強化し、持続可能な社会及び

それに向けた行動について理解を進める事業を行う。さらに、地方ＥＰＯにおいて協

働取組に関する相談対応やコーディネートを行うため、協働取組の実施に知見を有す

る専門家（プロセスマネージャー）を配置する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

行政、企業、ＮＰＯ等の間の交流を促す場づくり等を通して地域の環境保全活動

を促進する。また、業務を通じて得た知見を基に、各地方ＥＰＯの共通課題等を検

討し、全国の地方ＥＰＯ間のネットワークを生かして最適な情報提供に努める。 

また新たに、地方ＥＰＯに協働取組に関する相談対応やコーディネートを行うプ

ロセスマネージャーを配置し、環境教育等促進法第 21 条の 4 にもとづく協働取組の

実施を円滑に進めるほか、地域における協働取組の一層の促進を図り、地域の資源や

創意工夫を最大限活用した持続可能な社会を構築する。 

 

３．施策の効果 

全国７箇所に設置した地方ＥＰＯにおいて、地方環境事務所と各地の民間団体、

企業、自治体などが協働して実施する環境保全活動を増加させるとともに、地方ＥＰ

Ｏのネットワークを強化し、全国の環境関連情報を踏まえた効果的な情報発信やアド

バイスを行う。また、環境教育等促進法の施行に伴い、同法に基づく国の機関との協

働取組を促進し、地域における各主体の参加と連携を通して持続可能な社会を構築す

ることが出来る。 



 

平成14年12月中央環境審議会の｢環境保全活動の
活性化方策について（中間答申）｣及び平成15年に成

立した環境教育推進法を踏まえ、地域での環境パート
ナーシップづくりの支援拠点として、全国各ブロック（７
カ所）ごとに地方環境パートナーシップオフィス（地方Ｅ
ＰＯ）を設置。 

地方ＥＰＯでは、パートナーシップづくりの支援拠点
として、環境関連情報の収集と発信、各主体の協働の
場づくりセミナーやワークショップ等を実施しているとこ
ろ。 

平成24年10月の環境教育等促進法の施行を踏まえ、

地方ＥＰＯでの情報収集、情報発信、相談対応などの
機能を充実・強化。また新たに、地方ＥＰＯに協働取組
に関する相談対応やコーディネートを行うプロセスマ
ネージャーを配置し、法第21条の4にもとづく協働取組

の実施を円滑に進めるほか、地域における協働取組
の一層の促進を図る。 

     地方環境パートナーシップ推進費   
                                       平成25年度予算（案）額１４８百万円（平成24年度予算額９１百万円） 

  

H16設置 

H19設置 

H18設置 

H17設置 



 

 

地球環境局国際連携課国際地球温暖化対策室 

１．事業の必要性・概要 

 気候変動枠組条約の下での国際交渉等において、2020 年以降の将来枠組み

を 2015 年の COP21 で合意することをめざし、その交渉の作業計画が 2012 年

（平成 24年）末の COP18で決定された。これを踏まえ、主要国の動向を踏ま

えつつ全ての国が参加する公平かつ実効性のある将来枠組みのあり方を探る。

また、2010 年（平成 22 年）12 月に採択されたカンクン合意に基づき、開発

途上諸国での排出削減を着実に実施するための能力向上や体制の構築等に資

する取組を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）国際交渉戦略検討事業 

①将来枠組み検討経費 

 歴史的責任論、一人当たり排出量、GDP 当たり排出量等の指標をベース

とした様々な責任分担の各オプションにおける世界全体の社会・経済への

影響や我が国としてのメリット・デメリット等を比較考量する。 

②将来枠組みの構築に向けた戦略的対話・検討及び調査経費 

 中国、インド等の主要国との間で政策事例や研究成果の共有を行うことにより、

国際的に我が国の立場、主張への理解を促し、主要国が参加可能な望ましい

枠組みのあり方を探る。また、将来枠組みの活用を念頭に、途上国が必要とす

る適応策について、途上国のニーズに応じた先進国の有する知見、経験及び制

度を調査する。 

（２）カンクン合意の早期実施事業 

①カンクン合意に基づく途上国支援事業 

 カンクン合意に基づいて削減対策や適応策の立案・実施能力向上を目的

にアジア太平洋諸国を対象としたセミナーを開催し、各国の政策動向等に

関する意見交換を行う。また、アジア・太平洋、アフリカの国等においてモデ

ル的な低炭素開発戦略の策定等のために必要な予備的調査、情報共有等を行

う。 

②緩和・適応の実施のために必要な国際支援事業 

 カンクン合意において設立が決定された緩和・適応の実施支援のための

国際的な組織等の活動に貢献するための我が国の取組の検討や我が国の

知見の提供等の支援を行う。 

 

３．施策の効果 

世界全体の温室効果ガス削減、将来枠組みの国際合意。 

将来国際枠組みづくり推進経費               １１７百万円 (９３百万円） 



国際交渉の見通しと将来枠組みづくり（H25） 

COPの結果を踏まえた 
国際交渉戦略検討 

カンクン合意の早期実施 

2010 
(H22) 

2011 
(H23) 
 
 
2012 
(H24) 

2013 
(H25) 

      将来枠組み 

•アジア太平洋セミナーの開催、アジア・太平
洋及びアフリカの低炭素開発戦略作り支援
により途上国の能力向上を促進 

•緩和・適応の実施支援を行う国際的な組織
について、具体的な活動内容等を検討 

•歴史的責任論、一人当たり排出量、
GDP当たり排出量等の指標をベースとし
た様々な責任分担のオプションの検討 

•中国、インド等との戦略的対話を通じ、
主要国が参加可能な枠組みを検討 

排出削減対策の効果の国際的報告・検
証制度の構築に合意 

次期枠組み全体の具体化に向けた交渉
は継続 

各途上国が緩和行動を国際的に表明・実施す
る仕組みに合意（低炭素開発戦略の策定等） 

適応委員会、緑の気候基金、技術執行委員会
（TEC）、気候技術センター・ネットワーク
（CTCN）といった国際的組織の設立に合意 

本
事
業 

本
事
業 

COP17 ダーバンでの合意 

COP16 カンクンでの合意 

すべての国が参加する法的枠組みを遅
くとも2015年に採択し、2020年から発効
させ、実施に移すとの道筋に合意 

緑の気候基金の基本設計に合意するとともに、
各国際的組織の活動内容、機能等に合意 

COP18 ドーハでの合意 
 2020年以降の将来枠組みを2015年の
ＣＯＰ21で合意すべく作業計画が決定 

先進国が提出する隔年報告書の様式や各国
の目標・行動に関する詳細情報の提出につい
て合意 



                                  

2013年以降の温暖化対策の計画等に関するＰＤＣＡ実施費 

７５百万円（１０２百万円） 

 

地球環境局総務課低炭素社会推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

 新たに策定する2013年以降の温暖化対策の計画には、基盤整備等の長期期間を要

する対策・施策も含まれることとなることから、目標を達成するための行程を詳細

かつ具体的に規定したロードマップを策定し、計画の着実な進捗管理を図る必要が

ある。 

 また、2013年以降の温暖化対策の計画において中期的な削減目標とそれを実現す

るための対策・施策がまとめられるが、更に、先進国が国際的に約束している2050

年80%削減を達成するという長期的視野を持って着実な温室効果ガス排出削減に取

り組むために、2030年～2050年の間の対策導入の見通しと80%削減の具体的な道筋

を詳細に検討し、明らかにする必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 2013年以降の温暖化対策の計画について、例えば、風力発電を一定量導入するた

めには、系統対策等の基盤整備をいつまでに終え、その整備計画をいつまでに策定

する必要があるかなど、目標を達成するための行程を詳細かつ具体的に規定したロ

ードマップを策定する。 

 また、2030年～2050年の間の対策導入の見通しと80%削減の具体的な道筋を詳細

に検討し、明らかにする。 

 なお、2013年は、京都議定書第一約束期間（2008年～2012年）における対策・施

策の進捗状況が明らかになることから、同期間の総括も併せて行う。 

 

３．施策の効果 

 2013年以降の温暖化対策の計画の着実な進捗管理が可能となり、2050年80%削減

に向けて必要となる対策を計画的に導入していくことが可能となる。 



2013年以降の温暖化対策の計画等に関するPDCA実施費

現状

低炭素社会の実現

○2013年以降の温暖化対策の計画における目標を達成するための行程を詳細かつ具体的
にしたロードマップの策定
○2050年80%削減の具体的な道筋を詳細に検討
○京都議定書第一約束期間（2008年～2012年）の総括

事業内容

80
％
削
減

2050年

温

室

効

果

ガ

ス

排

出

量

中央環境審議会
地球環境部会
「2013年以降の対策・施策
に関する報告書」より

ロードマップの策定

推
し
進
め
る
施
策

進 捗 管 理

施
策
の
効
果

普及基盤整備等

乗
り
越
え
る
べ
き

課
題
の
解
決

再生可能
エネルギー
大量導入等



                                  

温室効果ガス排出・吸収量目録関連業務 

１９０百万円（１７４百万円） 

 

地球環境局総務課低炭素社会推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

 2010年（平成22年）12月に開催された気候変動枠組条約第16回締約国会議（ＣＯ

Ｐ16）においては、2020年（平成32年）までの温室効果ガス削減に関するカンクン

合意に関し、測定、報告、検証（ＭＲＶ）の強化の一つとして、国別報告書及び隔

年報告書の作成とこれらの専門家による技術的な審査及び多国間の国際的な評価を

行うこととされた。次期国別報告書及び第１回隔年報告書の提出期限は2014年（平

成26年）１月である。 

また、2013年（平成25年）以降の温室効果ガスインベントリにおいて適用される

新ガイドラインでは、対象ガスが新たに加わるなど、温室効果ガス算定方法の再構

築が求められている。 

我が国としては、新ガイドラインに対応しつつ、正確な温室効果ガスの排出量の

把握に努めるとともに、国際的なＭＲＶの強化に対して主導的な対応を図っていく

ことで、京都議定書第一約束期間が終了する2013年（平成25年）以降においても、

温室効果ガス排出削減を着実に達成する姿勢を示していく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 ＣＯＰによって定められるガイドライン等に基づき、温室効果ガス排出量の削減

のための政策やその成果、将来予測等についての整理を行い、国別報告書及び隔年

報告書を作成するとともに、国際的な評価や技術的審査の準備、対応を行う。また、

新ガイドラインの対応に向けた温室効果ガス排出量算定方法の検討を行う。 

 

３．施策の効果 

新ガイドラインへの移行後も正確な温室効果ガス排出量が算定されるとともに、

京都議定書第一約束期間が終了する2013年（平成25年）以降においても、我が国に

おける温室効果ガス排出削減を着実に達成する姿勢を、国内外へ示すことができる

。 

 



温室効果ガス排出・吸収量目録関連業務

温室効果ガス排出量等の精緻化・正確化

我が国における2013年以降の排出削減への姿勢を国内外へ示す

隔年報告書

国別報告書温室効果ｶﾞｽｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘ

新ガイドライン適用
対象ガス追加
算定方法の精緻化など

緩和行動の成果
温室効果ガス排出量
の将来予測
途上国の支援など

国家情勢
政策・措置
気候変動の影響
技術開発 など

NEW

NEW
NEW

(  第1回 ：H26.1 提出 )

( 次回 ：H26.1提出 )( 毎年、提出 )

【施策の効果】



                                  

国際連携戦略推進費             ７６百万円（６８百万円） 

 

地球環境局国際連携課 

 

１．事業の必要性・概要 

・地球環境保全の推進のためには、各国や関連国際機関のポジション及び国際

的な議論の動向を調査し、関連する国際会議等での議論を精査した上で、一

流の先進国として、我が国は地球規模の諸課題の解決に向けて、有効な知的

貢献、建設的提案を行う必要がある。 

・特に、国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）の成果を踏まえ、持続可能開

発目標（ポスト・ミレニアム開発目標）の策定プロセス及び国際連合環境計

画（ＵＮＥＰ）の強化等の国際環境ガバナンスの議論を、国際的な連携を図

りつつ、我が国が戦略的にリードしていく必要がある。 

・また、経済のグローバル化が進む中で、世界貿易機関（ＷＴＯ）、自由貿易

協定（ＦＴＡ）、経済連携協定（ＥＰＡ）及び環太平洋戦略的経済連携協定

（ＴＰＰ）等で、貿易と環境の相互支持性の強化が重要な論点となっており、

そのための国際的な議論・交渉に積極的に参画することが必要である。 

 

２．事業計画（業務内容） 

・各国、関連国際機関のポジション及び国際的な議論の動向の精査・分析並びに、

 持続可能な発展及び環境保全の国際的制度枠組等に関する国際環境戦略の検討。 

・環境政策に関する戦略的国際広報の推進、国際会議の開催。 

・経済及び社会と環境との関係を考慮した国際環境戦略の検討及びＴＰＰや今後 

交渉が進んでいく見込みの日中韓ＦＴＡ等が環境に与える影響等の調査・分析

及び国際環境戦略の検討。 

・ＵＮＥＰ拠出金等への国内評価システムの構築。 

 

３．施策の効果 

・国際連携戦略を構築し、各国や国際機関と連携した地球環境保全の取組を推進。 

・経済及び社会と環境との関係を考慮した国際環境戦略を構築し、国際社会に対 

し、持続可能な発展や環境保全の国際的制度枠組に関する方向性を示すような 

知的貢献、建設的提案を提案。 

・東日本大震災の影響も踏まえ、環境保全に係る国際的議論を牽引するための戦 

略的国際広報を推進。 

・ＵＮＥＰに対する拠出金に関し、望ましい拠出のあり方等を提言。 



国際連携戦略推進費 （７６百万円）

●国際連合環境計画（UNEP）
の強化

●グリーン経済の推進
●持続可能な開発目標（SDGｓ）
の検討開始 etc.

④UNEP拠出金等への国内
評価システムの構築 （新規）

環
境
分
野
に
お
け
る
国
際
戦
略
の
検
討

①各国のポジション、国際的
な議論の動向の精査等

③経済及び社会と環境との関
係を考慮した国際環境戦略
等の検討（拡充）

②環境政策に関する戦略的
国際広報の推進、国際会議

の開催（拡充）

Ｃ
Ｏ
Ｐ
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
等
の
国
際

交
渉
会
議
の
場
に
お
け
る
議
論
を
牽
引

リオ＋２０の成果（Ｈ２４年６月）

環境保全に係る国際社会の
成熟化・複雑化

環太平洋戦略的経済連携協定
（ＴＰＰ）、日中韓ＦＴＡ等の経済
連携協定の議論の進展

環境と貿易の観点

調査・分析

国際広報連絡会議の設置
（Ｈ２４年３月）

国際機関への望ましい拠出の
あり方の検討

我が国の環境保全
に係る先進的取組
を海外へ発信

意志決定プロセス
の透明性の向上



 

 

 

地球環境局国際連携課国際協力室 

１．事業の必要性・概要 

本事業は、特に環境負荷が増大しているアジアに対し、各種大臣会合等

での政策対話を進めると同時に、各個別環境協力プロジェクトの形成及び

推進を行うものである。 

平成 25 年度は、特に、日中韓三カ国環境大臣会合を日本で開催するほか、

協力の進展に応じた二国間協力の拡充、新たに活動を開始する緑の気候基

金への支援を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

(1) クリーンアジア・イニシアティブ(CAI)の推進 

①CAI を推進するため、情報収集・発信及び案件発掘・形成等を実施 

②東アジア首脳会議環境大臣会合等の開催支援 

③環境的に持続可能な都市に係る協力 

(2) 日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)及び TEMM プロジェクトの推進 

①TEMM の日本での開催 

②各 TEMM プロジェクトの推進 

(3) 二国間協力の推進 

①日中両国の環境政策に関する共同研究の実施 

②日本とモンゴルとの環境政策対話の開催 

③日本とインドとの環境政策対話の開催 

④日本とインドネシアとの環境協力の推進 

 (4) 緑の気候基金（GCF）立ち上げ準備支援 

 

３．施策の効果 

我が国主導の下、アジア各国及び国際機関と連携し、アジア地域の低炭

素、低公害、循環型及び自然と共生する社会の形成を進め、もってアジア

地域における環境協力の推進に積極的な貢献を果たすもの。 

環境国際協力推進費                    １８５百万円（１７１百万円） 



４．緑の気候基金（GCF）立ち上げ準備支援（新規）

（１）CAI推進業務
（２）東アジア首脳会議（EAS）環境大臣会合、ASEAN＋３
環境大臣会合及び日ASEAN環境協力対話

（３）環境的に持続可能な都市に係る協力

（１）日中環境協力基礎調査
（２）日モンゴル環境政策対話（増額）
（３）日インド環境政策対話（新規）
（４）日インドネシア環境協力（新規）

３．二国間協力の推進

２．日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）及び
TEMMプロジェクトの推進

185,489千円 （170,808千円）
環境省地球環境局国際連携課国際協力室

環境国際協力推進費の概要

１．クリーンアジア・イニシアティブ（CAI）の推進

日中韓

モンゴル

インドインドネシア

（１）TEMMの日本での開催（増額）
（２）TEMMプロジェクトの推進
①グリーン成長及び低炭素社会に関する共同研究、②北東アジアの
環境ガバナンスに関する共同研究、③自然災害に起因する環境破壊
防止国際共同研究、④合同環境研修、⑤環境教育プロジェクト、⑥環
境産業円卓会議

地球環境保全に関する国際的な連携と国際協力を推進し、主にアジア地域において環境保全の推進を図る。
各分野でハイレベルでの政策対話を進めると同時に、個別環境協力プロジェクトの連携と推進を図る。

52,096千円（72,729千円）

85,003千円（68,404千円）

CAI

37,994千円（29,675千円）

10,396千円（0千円）

協力強化

TEMM15主催 新規協力新規協力

ASEAN EAS

二国間協力

多国間協力



                                  

 

低炭素社会国際研究ネットワーク事業     ８７百万円（８９百万円） 

 

地球環境局総務課研究調査室 

１． 事業の必要性・概要 

平成 20 年のＧ８首脳会合では、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排出

量を少なくとも半減するという長期目標が合意された。この目標の達成には、

低炭素社会への変革を国際的に進める必要がある。各国における低炭素社会

に向けた包括的なビジョンを確立するための検討基盤として国際的な研究機

関の英知を集結する研究が求められ、平成 21 年４月のＧ８環境大臣会合にお

いて、我が国提案による低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）の発足が

合意され、低炭素社会の構築に係る研究を実施している各国の研究機関と関連省

庁によるネットワークが立ち上げられた。 

 他方、アジアはこのままでは2050年には世界の温室効果ガス排出量の半分を占

めるとの予測もあり、低炭素社会への投資に切り替えることが喫緊の課題となっ

ている。このため、ASEAN＋３環境大臣会合での我が国提案に基づき、LCS-RNet

で培った研究ネットワーク活動の経験をアジア地域に適用すべく、平成24年４月

に低炭素アジア研究ネットワーク（LoCARNet）が設立された。 
 

２．事業計画（業務内容） 

引き続きLCS-RNetによる先進国間の取組を進めるとともに、この経験や成果を

アジアに応用すべく、LoCARNetの下、アジアでの研究ネットワークの本格的な展

開に注力する。この成果は、ASEAN＋３環境大臣会合、東アジア首脳会議（EAS）

及び東アジア低炭素成長パートナーシップ対話等に報告していくこととしている。

同時に、アジアにおける共同研究の促進を図る。 

 

①  我が国の低炭素社会研究の成果取りまとめと情報発信  

低炭素社会研究で先進的な地位にある我が国の研究の最新動向を調査・取り

まとめ、ネットワーク参加各国との情報共有や、広く世界に向けた情報発信を

推進する。 

 

② 国際的な低炭素社会研究をリードする計画作成・実施  

国際的な低炭素社会研究の最新動向を調査・把握し、今後取り組むべき課題

の特定や、具体的な共同研究や活動の計画を作成・実施する。 

 

 

 

 



                                  

③ 国際的な連携の推進  

各種の研究者会合や、研究者と企業・市民団体等の利害関係者との対話 

（ステークホルダー対話）を開催することにより、研究者間の連携の推進及び

対外的な情報発信を行う。 

 

④ アジアにおける連携の強化 

LoCARNetを通じ、アジアにおいて、ワークショップや政策対話を実施する

ことにより活動を強化する。 
 

３．施策の効果 

LCS-RNetでは、これまで、各種の会合やシンポジウムを開催し、参加機関の相

互協力の基盤を築き、参加機関の増加に努めてきた。また、会合の成果を報告書

にまとめ、気候変動枠組条約締約国会議のサイドイベントで発表する等、研究者

や政策決定者に対して質の高い成果の提供を行ってきた。 

 

LCS-RNetの枠組みでこれまで実施してきた取組はＧ８環境大臣会合へ報告され、

また、気候変動国際交渉プロセスに適宜紹介・利用されているほか、LoCARNetの

成果はASEAN＋３環境大臣会合やEAS環境大臣会合へ報告される予定。これにより

世界・アジア各国における低炭素成長政策の実現が期待される。 



平成23年10月：我が国がASEAN+3環境大臣
会合にてアジアでの低炭素研究ネットワーク
の設立を提案
平成24年4月東アジア低炭素成長パートナー
シップ対話にて環境大臣が「低炭素アジア研究
ネットワーク」( LoCARNet)の立ち上げを報告。
平成24年10月に第1回会合をバンコク（タイ）
で開催。第2回会合を日本で開催予定。

環境・土地・海洋省

ｴｺﾛｼﾞｰ･ｴﾈﾙｷﾞｰ
持続可能な開発
国土整備省

ｴﾈﾙｷﾞｰ気
候変動省

環境・森林省

環境省 環境省

環境省

欧州地中海
気候研究ｾﾝﾀｰ
【イタリア】

持続可能性
と国際関係
研究所
【フランス】

国立環境
研究所
【日本】

英国ｴﾈﾙｷﾞｰ
研究ｾﾝﾀｰ
【英国】

インド経営科
学研究所他
【インド】

国立環境
研究院

【韓国】

ｳﾞｯﾊﾟﾀｰ
ﾙ研究所
【ドイツ】

LCS-RNet
共同議長＋事務局

【IGES】

政策へのインプット

低炭素社会の実現に向けた研究を促進するための研究機関で構
成されるネットワーク
平成20年5月のG8 環境大臣会合（神戸）で、ネットワーク設立を各
国が支持
平成21年4月のG8環境大臣会合（シラクサ）にて、発足が了承
現在7カ国16機関が参加登録

低炭素社会国際研究ネットワーク事業
８７百万円（８９百万円）

ＬＣＳ－ＲＮｅｔ（Ｇ８・Ｇ２０諸国中心） ＬｏＣＡＲＮｅｔ（アジア）

運営チーム

／事務局

政府窓口

政府
窓口

各国窓口

研究
機関

研究
機関

各国
窓口

研究
機関

担当省庁

支援、及び対話の実施

南-南-北
協力

・研究機関間の対話
・共同研究

国際機関等
からの支援

国際的な
知識共有

(G8/G20 
UNFCCC IPCC)

(ASEAN他アジ
ア地域各国)



                                  

 

地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金 

２４３百万円（１８２百万円） 

 

地球環境局総務課研究調査室 

 

１．事業の必要性・概要 

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）は、日米のイニシアティブ

により発足した、地球変動に関する共同研究のための競争的資金を提供する

国際機関である。平成 8 年（1996 年）に設立され、我が国は当初から最大の

拠出国として米国（国立科学財団）と共に活動を支えている。平成 11 年

（1999 年）には事務局機能を担う APN センターが神戸市に設立された。 

 現在加盟国は 22 か国で、拠出国は日本（環境省、兵庫県）、米国、韓国、

ニュージーランド等である。加盟国からは、政府代表と科学者代表が協力し

て活動を実施している。主な活動には、地域の 3 か国以上の参加のもとに実

施される共同研究の競争的資金の提供、公募型能力開発プロジェクト、科学

的知見を共有する他のネットワークとの協働等がある。 

 途上国同士が協力を進めるユニークな枠組は地域において非常にニーズが

高く、また成果の質も高いことから、APN は地域において高い評価を得ている。

近年は科学者と政策担当者のネットワークが次々と設立されている中、APN は

その中で主導的地位にある。 

 分野としては、気候変動・変化、生態系・生物多様性・土地利用、大気・

陸上・海洋の変化、天然資源の利用・持続可能を始めとする地球変動全般を

対象としている。我が国は平成 24 年度からはさらに低炭素発展分野と気候変

動適応の重点化にイニシアティブを発揮してきた。 

 

２．事業計画（業務内容） 

各年度の事業内容は例年 4 月に実施される政府間会合及び科学企画グループ会

合における合意に基づき決定されるものであるが、我が国は APN の戦略計画に基

づき、公募型共同研究プログラム、開発途上国の研究能力開発・向上プログラム、

またワークショップの開催等による、研究者の育成事業、生物多様性の減少によ

る影響評価、循環型社会の推進を引き続き行う計画。 

また平成 24 年度から開始された低炭素社会推進及び気候変動適応に関するイニ

シアティブに関し、前者については、共同研究・能力開発・ワークショップ開催

を低炭素アジア研究ネットワーク（LoCARNet）と引き続き連携して実施していく

他、後者については、大規模自然災害リスク保険制度を含む適応の調査・研究・



                                  

人材育成を重点化し、同時にこの分野での研究を推進し、科学的知見の整理を行

うための国際会議を開催する予定。なお、平成 24 年 12 月の気候変動枠組条約

COP18 では、気候変動による損害と被害（ロス＆ダメージ）に関する、気候変動

の影響を受けやすい国の被害の軽減に取り組むための世界的なメカニズムのよう

な組織化を平成 25 年 12 月の COP19 で設立することが決定されたため、平成 25

年度以降は、大規模自然災害リスク保険制度を含む適応の調査・研究・人材育成

を行うことで、この分野においての国際的枠組への関与を深めていく計画。 

 

３．施策の効果 

APN は平成 10 年度（1998 年度）から平成 23 年度（2011 年度）に累積 235 県

の公募型共同研究を実施、また平成 15 年度（2003 年度）から平成 23 年度

（2011 年度）には累積 123 件の能力開発型研究を実施してきている。また、気

候変動枠組条約及び生物多様性条約のプロセスに参加・貢献、さらに平成 24 年

6 月には国連持続可能な国連会議（リオ+20）他多数の国際会議にも参加・貢献

している。 

 また近年インパクトファクターのついた雑誌における APN のファンドを受け

た論文数が順調な伸びを見せており、これらにより APN の活動は国際的に高い

認識・評価を受けている。 

 他方我が国としては、途上国に対する支援を積極的に進めていくこととして

いるが、支援を効果的、効率的に実施するためには、他地域における脆弱性評

価や気候シナリオの活用、施策効果の把握手法の開発等の科学的知見が必要不

可欠である。本施策はそのための重要なツールとなっている。 

 また本施策を通して国際的枠組への関与を深め、我が国にメリットのある制

度を提案することは、将来の負担を大きく軽減し、我が国の技術の導入やそれ

による経済の拡大につながることとなる。 

  

 



[目的]
アジア太平洋地域における地球変動に関する国際共同研
究の推進

地球変動研究に係るデータの標準化、収集、分析、交換

開発途上国の科学的能力の向上

他地域のネットワークとの協力促進等

■公募型共同研究
（１９９８～２０１１年度込実績）
累積２３５案件

[位置づけ]
アジア太平洋地域の地球環境研究支援ネットワークとして
1996年に設立。
我が国は、米国（米国国立科学財団）とともに、最大の拠出
国として、APNを支えている。

■キャパシティ・ビルディング型研究
（２００３～２０１１年度込実績）
累積１２３案件

＊オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、中国、フィジー、
インド、インドネシア、日本、ラオス人民民主共和国、マレーシア、モンゴ
ル、ネパール、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、大韓民国、ロ
シア連邦、スリランカ、タイ、アメリカ合衆国、ベトナム

APNによる研究件数は順調な伸びを見せている

[成果]
国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）で地域研究プログラ
ムとして認知され、科学技術のキャパビル活動として評価。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC ）に研究成果が引
用されている。

生物多様性分野でもUNFCCCへのインプットおよび
SATOYAMAイニシアティブの推進にも貢献。

Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)はアジア太平洋地域の２２ヶ国*が参加する地球変動研究に対
する競争的な研究資金を提供する機関。

[改要求分]
大規模自然災害リスク保険制度を含む適応の共同研究・
能力向上プログラム及び国際会議の開催（78百万円）

地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金
２４３百万円（１８２百万円）

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）



 

 

地球環境局国際連携課国際地球温暖化対策室 

水・大気環境局大気環境課 

１．事業の必要性・概要 

 ブラックカーボン等の短期寿命気候汚染物質については、その削減が短期

的な気候変動の緩和と大気汚染の防止の双方に効果があるとして国際的に注

目されている。平成 24 年２月に米国等のイニシアティブにより国際パートナ

ーシップ CCAC（短期寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリ

ション）が立ち上がり、我が国も、平成 24 年４月に参加を表明したところ。

同枠組みに参加する我が国としては、アジアにおける CCAC の取組拡大を先

導するとともに、資金拠出や個別具体的なプロジェクト等を通じた貢献が必

要不可欠。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金 

 CCAC の参加国として、相応の貢献を行うことが必要不可欠であるため、当枠

組みに対し資金拠出を行う。 

（２）短期寿命気候汚染物質削減対策調査 

①エネルギー起源発生源からのブラックカーボン等の排出量の把握・検証 

 各種発生源からのブラックカーボン及び同時に排出される関連物質の排出量

を把握するため、発生源調査を行う。また、国としての全排出量を把握するため

の推計方法論を検討し、排出量を推計・検証する。 

②ブラックカーボン等の排出削減対策調査 

 各種発生源において適用されている排出削減対策技術及び関連法制度につ

いて情報を収集し、エネルギー起源 CO2 対策との共通対策を特定し、その効果

を把握する。 

③アジア地域における排出実態把握・対策措置検討調査 

 アジア地域の途上国を対象とした排出実態把握に向けた支援調査及び国際

機関等が既に実施しているブラックカーボン対策について情報収集・課題整理

を行い、効果的な事業や政策手法を検討する。 

④日本の貢献の海外への発信 

 CCAC 事務局や CCAC 参加国等に対して発信するための情報整理を行う。 

 

３．施策の効果 

 CCAC への拠出金の有効な活用の管理・監督を行うとともに、アジア地域などの途

上国における短期寿命気候汚染物質及びエネルギー起源 CO2 の一体的削減に寄

与し、気候変動の緩和及び大気汚染の防止に貢献する。 

（新）短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金関連業務               

３０３百万円 (  ０百万円） 



短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金関連業務

○近年、短期的な気候変動防止と大気汚染防止の双方の観点から、ブラックカーボン等の
短期寿命気候汚染物質の削減が国際的に注目。平成24年2月には国際パートナーシップ
「短期寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション」（CCAC）が設立され、
日本も同年４月に参加（なお、同年５月のG8サミット（米国・キャンプデービッド）においてG8
各国はCCACに参加することを確認。）。26カ国・機関が参加。
○ブラックカーボンは、エネルギー起源の非効率・不完全な燃焼によって発生する物質であ
り、エネルギー起源CO2対策と密接な関係。さらに、呼吸器系等に悪影響を及ぼす微小粒
子状物質の主要構成要素の1つ。
○CCAC参加国として、資金拠出や個別プロジェクト等を通じ、相応の貢献が求められる。し
かし、ブラックカーボン単体としての国内排出量や対策技術についての知見は十分集積さ
れていない。

背景

CCACへの拠出金の有効活用の管理・監督及びアジア
地域に対する事業の展開を図る上で、
○国内の排出実態及び対策技術等に関する情報整備
○エネルギー起源CO2対策との共通対策についての評価
○アジア地域における排出実態調査
が急務

必要性・目的



                                  

 

 

（組替）途上国におけるコベネフィット効果検証・実証事業       

                 ２１５百万円（５１５百万円） 

 

水・大気環境局 水・大気環境国際協力推進室 

 

１． 事業の必要性・概要 

我が国は、京都議定書第二約束期間に参加しない一方、温室効果ガスの

排出削減に引き続きコミットしており、そのコミットメント達成に向けて、

途上国における対策への協力等国際貢献を含め取組を早期に積み上げていく

ことにより、将来枠組みへの議論を主導的に進めていくことが期待される。 

その際、途上国においては、環境汚染が深刻な課題となっており、温室効

果ガス削減において地域環境改善のコベネフィット効果を有する対策の優

先度が高いことから、我が国が有する環境対策技術を活用し、コベネフィッ

ト効果を有する取組が有効と考えられる。また、国際交渉において合意され

た途上国による温室効果ガス排出削減行動（NAMA）を含む新たな市場メカ

ニズムの検討が進められているが、途上国はそれらのノウハウや適切な環

境技術・測定技術の不足という課題があり、国際社会による支援が求めら

れている。 

本事業では、途上国における温室効果ガス削減対策と環境汚染対策を同

時に進めるため、政府間の合意に基づく二国間協力の枠組も活用し、新た

な市場メカニズムを念頭においたコベネフィット効果を有する事業実施に

向けた協力等を実施する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

調 査 項 目 H23 H24 H25 H26 

○コベネフィット型削減対策検証・実証事業     

（ア）コベネフィット型事業実現可能性調査の実施 

（イ）コベネフィット技術の実証試験の実施 

（ウ）プロジェクトの測定・報告・検証（MRV）定

型化の検討 

    

 

 ○コベネフィット型削減対策検証・実証事業 

（ア）コベネフィット型事業実現可能性調査の実施 

アジア諸国との間で二国間の覚書等に基づき実施している協力を踏ま



                                  

 

え、事業実現可能性調査等を行う。 

（イ） コベネフィット技術の実証試験の実施 

  コベネフィット効果を伴う技術の実証施設を用いた調査を行う。 

  （ウ）プロジェクトの測定・報告・検証（MRV）の定型化の検討 

    コベネフィット効果を有する NAMA に関する MRV の定型化検討を行う。 

 

３．施策の効果 

○ 途上国の環境汚染対策及びエネルギー起源 CO2 対策への貢献、我が国の環

境技術の普及 

○ 途上国における NAMA 制定の推進 



途上国におけるコベネフィット効果検証・実証事業

（目的）
途上国による温室効果ガスの削減対策（NAMA）の策定支援
我が国の環境技術を活用したコベネフィット型対策の普及

＜コベネフィット技術の例＞
ソーラー吸収冷温水機を設置することにより温室効果ガス（ＣＯ2）の発生を抑制するとともに
ＳＯｘ、ＮＯｘの排出も削減する。

太陽熱集熱器

暖房 冷房

貯湯槽

ラジエーター

太陽光発電

熱交換器

暖房時：開

冷房時：開

コベネフィット型削減対策検証・実証事業

（実施内容）

①現地での環境条件下において適用可能なコベネフィット技術の実証を行うための実
験施設の整備

②温室効果ガス削減量・環境改善効果等のコベネフィット効果把握のための測定機器
整備及びその測定と検証

③NAMAの透明性を確保するため、測定・検証・報告（MRV）の普遍化・定型化の検討



 

 

浄化槽整備事業計画支援事業費         ８百万円（１４百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

今後の汚水処理施設の整備の中心は「人口散在地域」であり、浄化槽の役割が

ますます重要となっている。しかし、各市町村においては、浄化槽の整備事業計

画の策定は十分に進んでいるとはいえず、設置基数は伸びていない。設置促進に

は、浄化槽の事業計画を策定し、整備すべき区域を明確に設定し、市町村が主体

となり、計画的に整備を推進することが重要である。 

 本業務では、浄化槽整備事業計画の策定支援を行うとともに、平成 24 年４月

の国土交通省、農林水産省及び環境省の三省政務官による「汚水処理のあり方検

討会中間取りまとめ」を踏まえ、生活排水処理施設整備計画及び都道府県構想の

策定支援を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

① 浄化槽整備の事業計画を策定しようとしている自治体に対する策定支援

ツールの作成・更新、普及 

② 生活排水処理施設整備計画及び都道府県構想の策定の支援（三省連携し

たマニュアル等） 

③ 「人口散在地域」における浄化槽整備の今後の方向性調査 

 

３．施策の効果 

地方公共団体の事業計画策定による浄化槽の計画的な整備の推進、都道府県構

想の徹底した見直しによる、今後の社会情勢の変化に対応した効率的な汚水処理

施設の選択の促進を図り、汚水処理施設の未普及率を早期に減少させる。 



汚水処理施設未普及率 約13％課題

～浄化槽を活用した「人口散在地域」における効率的な汚水処理施設の早期整備～

浄化槽整備事業計画支援事業費

「人口散在地域」
の現状把握、見通し

○中間取りまとめ（平成24年4月）
• 効率的な早期整備推進における国の支援
• 都道府県構想の見直しの加速 等

「今後の汚水処理のあり方検討会」

今後の浄化槽整備、
維持管理費用

３省連携

今後の社会情勢の変化に対応した効率的な汚水処理施設の選択の促進を図り、
汚水処理施設未普及を早期に減少させる

過疎化、人口減少社会

国交省：下水道 農水省：集排

環境省：浄化槽

市町村

都道府県

人口推移等を勘案し
都道府県構想を見直す

浄化槽整備計画の策定



 

 

浄化槽有効利用・技術開発調査検討費       ９百万円（９百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

今後想定される大規模地震等の災害に備え、地震・津波等の災害に耐えうる浄

化槽について、技術的観点からの調査を行う必要がある。 

また、施工性や下水道の損壊等の理由により、被災地の応急仮設住宅に浄化槽

が導入されているところも多く、数年後には撤去されることになるため、有効利

用の検討やさらなる施工性の向上、維持管理体制の確立等が喫緊の課題となって

いる。 

 

２．事業計画（業務内容） 

① 地震・津波等の災害に耐えうる浄化槽の技術的問題や新技術導入の可能性

に関する調査 

② 施工性や維持管理のし易さ及び有効利用を考慮した、応急仮設住宅等、災

害時の導入が容易となる浄化槽システムに関する技術的検討 

 

３．施策の効果 

応急仮設住宅に導入される浄化槽について、さらなる施工性の向上や維持管理

体制を確立するとともに、撤去後の再使用・再利用の促進により、廃棄物発生量

を削減させる。また、地震・津波等の災害に耐えることができる浄化槽を開発す

るための技術的配慮事項を作成する。 



東日本大震災での経験

○使用済み浄化槽の有効利用を促進し、廃棄物量を削減する。

○地震・津波等の災害に強い浄化槽開発のための技術的配慮事項

課題

検討の方向性

効果・目標

～災害時浄化槽システムの検討～

浄化槽有効利用・技術開発調査検討費

早急な施工、機能発揮
維持管理体制の向上
撤去後の有効利用

今後想定される大地震等の災害

応急仮設住宅に設置される
浄化槽システム

技術的問題の整理
新技術導入の可能性

地震・津波等の災害に耐えうる
浄化槽の技術的な調査

○仮設住宅に設置される浄化槽のさらなる施工性や維持管理の向上



循環型社会形成推進交付金（公共）（浄化槽分） 
              ８，４２１百万円（８，４２１百万円） 

        廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室 
 
 
１．事業の必要性・概要 
  湖沼等公共用水域等の水質汚濁の大きな原因となっている生活排水対策

を推進し良好な水環境や健全な水循環を確保するため、浄化槽整備に対す
る国の助成制度の一層の充実・強化を図る。 

 
 ○改正内容 
  ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業の延長 

平成 22 年度から 24 年度にかけて実施してきた低炭素社会型浄化槽
整備推進事業（市町村設置型、個人設置型）について、日本におけ
る温室効果ガスの削減目標達成のための浄化槽分野における CO２削減
対策の促進を図るため、制度を延長する。 

  
※ 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 

    温室効果ガス削減に貢献する省エネルギー型浄化槽（省電力型ブロ
ワを装備）の整備について、一定の要件を満たすものに、より手厚い
財政支援を行う。 

 
 
２．事業計画（業務内容） 

市町村が実施する浄化槽の整備に関する事業の実施に要する費用の一 
部を国庫助成。 

  助成率：１／３（一部事業１／２）、助成先：市町村等 
 
３．施策の効果 

 浄化槽の整備を推進することにより、湖沼等公共用水域等における生活
排水対策が進み、良好な水環境や健全な水循環が確保できる。 

 
４．その他 
  上記の循環型社会形成推進交付金による浄化槽整備以外に、他府省に別

途計上された以下の国庫交付金により浄化槽の整備を推進。 
  ○内閣府計上 
   地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金） 
  ○復興庁計上 
   東日本大震災復興交付金（低炭素社会対応型浄化槽集中導入等事業） 



 

 

（新）レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進事業費 

４５３百万円（０百万円） 

【24年度補正】  ４９７百万円       

廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

資源小国の我が国において、有用金属（資源として利用価値のあるベースメ

タル、貴金属、レアメタル）が含まれる使用済製品は、循環資源としての有効

利用が期待されているが、その多くが廃棄されている状況にある。 

このため、使用済小型電子機器等のリサイクルにより、資源確保・廃棄物減

量化・有害物質管理を含む、循環型社会形成の推進を目的として、「使用済小

型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（平成２４年法律第５７号）が

平成２４年８月１０日に公布され、平成２５年度からの施行を予定している。 

本法律が円滑に施行され、使用済小型電子機器等のリサイクルを促進させる

ためには、分別収集を行う市町村や、再資源化を行う認定事業者となる者の参

加を確保するとともに、不適正な輸出による海外流出の防止等が重要な課題と

なっている。 

そのため、本事業では、市町村や認定事業者の参加促進に向けた支援、新制

度の情報発信を行うとともに、使用済小型電子機器等の適切な国際移動を担保

するための調査検討を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）新制度の円滑な制度の実施と効果の検証のための調査（市町村） 

円滑な制度の運用と効果的な制度の確立に向けて、自治体が参加しやすい環

境整備を行う。具体的には、効率的な回収システムの構築支援や住民に対する

広報等の検討を行い、安定した制度の確立を図る。 

 

（２）新制度の円滑な制度の実施と効果の検証のための調査（認定事業者） 

円滑な制度運用と効果的な制度の確立に向けて、認定事業者が円滑に制度を

行うことができる環境を整備する。具体的には、個人情報の保護対策や退蔵機

器への対応を図るとともに（これらは市町村回収の取組としても重要）、効率

的な静脈物流の方法等を確立し、認定事業者が安定して事業を実施できる環境

を整備する。 

 

 



 

（３）新制度に係る情報発信及び導入促進事業 

国民に対して使用済小型電子機器等のリサイクル制度の意義と仕組みについ

て情報発信するとともに、多くの市町村・事業者等に参加を呼び掛けることに

より、新制度の導入を促進する。 

 

（４）使用済小型電子機器等の適切な国際移動に関する調査 

使用済小型電子機器等の排出後の流れを調査・分析し、フロー図を作成する

ことにより、「見える化」を行う。特に、海外流出を定量的に把握する方法が

現存しないため、フローの推計を行うとともに、輸出実態を定量的に把握する

方法の検討を行う。 

 

３．施策の効果 

「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について（第一次答申）」

（平成２４年１月３１日中央環境審議会）では、１年間に使用済みとなる

小型電子機器等に含まれる有用金属は金額ベースで８４４億円と試算され

ている。本リサイクル制度をしっかり構築することで、使用済みとなった

小型電子機器等のリサイクルを行い、資源として有効利用することにより、

天然資源の新規投入を減らして環境負荷を低減するとともに、経済面でも

我が国として大きな利益を得ることが期待される。 



レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進事業費

制度開始

使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関
する法律
（平成25年度施行予定）

多くの市町村と事業者の参加の下で、使用済小型電子機器等のリサイクル制度を実施し、廃棄物の減量化・有
用金属の再資源化を行うことで、循環型社会形成の推進と資源の安定供給を確保する。

①多くの自治体の
参加

②認定事業者による円滑な
再資源化事業の実施

①市町村における効率的な
回収システムの構築支援

②認定事業者における過疎

地域等を含めた再資源化事
業体制の構築支援

資源小国の我が国におい
ては、使用済小型電子機
器等を活用し有用金属を再
生することがきわめて重要。

制度構築のカギ

③国民・市町村への
参加の呼びかけ

安定した制度の構築

中間処理施設 金属製錬

金属回収（委託or売却）中間処理（委託）

回収

排出

回収ボックス or 
資源ゴミの新区分 or
ピックアップ

循環利用

静脈物流（委託）

集積所国 民

自 治 体 認定事業者
④使用済小型電子機器等

の排出後フローの把握

③不適正な輸出によ
る海外流出の防止



                                  

（新）使用済電子機器等に係る輸出入の適正化事業費          

                         8百万円（0百万円） 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室 

 

１．事業の必要性・概要 

 使用済電子機器等は、有害物質を含むために適切にリサイクルされるべき物

であるが、その相当量が不正に海外に輸出され、現地で不適正に処理されること

により環境汚染につながっている実態が明らかになってきたため、その対策とし

て平成２４年度にバーゼル法の運用見直しを行う予定である。それを受け、運用

を徹底し、水際対策を強化することで、使用済電子機器等の輸出入の適正化を図

るものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 平成２４年度に新たに中古品判断基準や有害物質の分析手法の策定が検討され

ること、廃棄物該当性が整理されること等を受け、今後、輸出手続きに係る事前

相談の件数の増加(1000 件/年程度の増加)が見込まれることから、規制の運用を

徹底するための体制を整備する。具体的には、次の３点を実施する。 

・事前相談対応、疑義案件の現地調査対応について、効率的な実施体制・方法を

模索するためのモデル事業を行い、マニュアル化する。その際、鉛等の有害物

質の簡易分析装置(X 線蛍光分析器)も使用し、現地調査の効率化を図る。 

・輸出入管理システムを、より効率的なものに改修することを検討する。 

・法令改正等に基づく新制度や事前相談に係る新体制について情報発信する。 

 

３．施策の効果 

 輸出入の適正化を図ることで、今まで不正輸出され海外で不適正処理されてい

た使用済電子機器等が適正に処理されることとなる。また、不正輸出が無くなる

ことにより、今後は使用済電子機器等が日本国内で適正処理されることになるた

め、海外における環境汚染を防止できるほか、国内のリサイクル産業の活性化に

も寄与する。 



使用済電子機器等に係る輸出入の適正化事業 [H25重点]
適正室

使用済電子機器等の輸出先国における不適正処理を防止するために、平成24年度にバーゼル法の運用見直
しが行われたこと等を受け、それらの運用を徹底し、使用済電子機器等に係る輸出入の適正化を図るもの。

使用済電子機器等の海外における
不適正処理（環境汚染・健康被害）
※一部が日本から輸入された機器

①バーゼル法運用見直しのため
の検討会を開催
・中古品判断基準の検討
・分析手法を定める告示の検討

②バーゼル条約３条通報・４条通
報を受けた法令改正の検討

③使用済電子機器等の廃棄物該
当性の判断について整理

④使用済小型電子機器等リサイ
クル法の公布

平成２４年度

①事前相談対応、疑義案件の現地調査対応について、効率的な実施体制・
方法を模索するためのモデル事業を行い、マニュアル化する。その際、鉛等
の有害物質の簡易分析装置(X線蛍光分析器)も使用し、現地調査の効率化
を図る。

平成２５年度 輸出規制の運用徹底！

③法令改正等に基づく新制度や
事前相談に係る新体制について情報発信する。

②輸出入管理システムを、より効率的なものに
改修することを検討する。

現地で指導書交付等

マニュアル化して共有



 

総合的な２Ｒ（リデュース・リユース）戦略の展開を中心とした「質」に着目した

循環資源の利用促進・高度化 

                  70百万円（90百万円） 

廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 

廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

 循環型社会の形成の進捗状況を見ると、３Ｒの取組の進展等により、我

が国経済社会におけるものの流れに係る指標（資源生産性、循環利用率、

最終処分量）は、目標に向けて順調に推移している。しかしながら、今後、

世界全体で資源制約が強まると予想される中、土石系以外の資源生産性が

上がっておらず、質の面での取組は不十分となっている。 

 このため、平成 24 年４月に閣議決定された第四次環境基本計画において

は、資源確保や安全・安心の確保等の循環の質に着目した取組を進め、資

源を大事に使う持続可能な循環型社会の構築や２Ｒ（リデュース、リユー

ス）の取組がより進む社会システムの構築を目指すこととされており、今

年度策定する第三次循環基本計画においてもこれらを重要項目として位置

づけることとなるものと考えられる。 

 上記を踏まえ、①リサイクルに比べて優先度が高い一方、取組の遅れて

いる２Ｒの取組を広く社会・経済に定着させるための制度的な検討を含め

た総合的な戦略展開、②最適な規模で循環利用を行い、地域の活性化にも

資する地域循環圏を形成し、もって、循環資源の利用促進・高度化を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）制度化も視野に入れた、総合的な２Ｒ戦略策定に向けた調査・検討 

リサイクルに比べて優先度が高い一方、取組の遅れている２Ｒの取組を広

く社会・経済に定着させるための総合的な２Ｒ戦略策定に向けた検討を行う。 

（２）経済・社会に２Ｒが定着することを目指した、２Ｒモデル実証事業 

経済活動に適合し、リデュース・リユースにビジネスベースで取り組む象

徴的な事例を創出・定着させることを目的に、社会実験として、公募により、

先進的取組を行おうとする事業や、市町村とリユース業界との連携事業を募

集しその支援を行う。 

（３）２Ｒを中心に３Ｒの環境負荷削減効果を見える化するツールの充実・普及 

平成 23 年度に開発し、平成 24 年度に拡充を行う３Ｒ行動の環境負荷削減

効果を数値化する見える化ツールについて、（１）の２Ｒ戦略や（２）の２

Ｒ実証事業とも連動する形で、２Ｒに重点を置いて改良し、情報面から２Ｒ

の取組定着を促進するための実証事業を行う。 

（４）地域循環圏形成に向けた取組 

最適な規模で廃棄物等の循環利用が行われる「地域循環圏」が実際に形成

されるよう、①地域循環圏形成推進ガイドラインの充実、②各地域の地域循



 

環圏形成に向けた取組をきめ細やかに支援するための専門家の派遣、③地方

環境事務所が主催する地域協議会の開催・支援を行う。 

 

３．施策の効果 

２Ｒを広く経済・社会に定着させることにより、環境負荷が少なく、天

然資源の消費が抑制された持続可能な循環型社会の形成を推進するととも

に、地方自治体、事業者の廃棄物処理コストをはじめとする社会コストの

低減を図る。 

また、実際に地域循環圏を形成し、循環資源の最適な規模での利用、地

域振興、地域経済の活性化をすすめ、経済・社会面も含めた持続可能な地

域社会づくりを推進する。 



○ 第４次環境基本計画（平成24年４月閣議決定）におい
て、これまでの取組で進展した循環の量に着目した循環
型社会の構築のみならず、資源確保等の循環の質に着
目した取組を進めると規定。

１２年度

【基準年】
２２年度（１２年度比）

２７年度

【目標年】

資源生産性
(万円/㌧) ２４．８ ３７．４ （＋５１％） ４２

循環利用率

(%)
１０．０ １５．３（＋５．３ポイント） １４～１５

最終処分量

(百万㌧)
５６ １９ （▲６７％） ２３

循環基本計画に定められている物質フロー指標の推移

総合的な２Ｒ（リデュース・リユース）戦略の展開を中心とした「質」に
着目した循環資源の利用促進・高度化

○ ３Ｒの取組の進展、個別リサイクル法の法的基盤の整備、
国民の意識向上等により、物質フローは順調に推移。

○ 他方で、今後、世界全体で資源制約が強まると予想される
中、土石系以外の資源生産性が上がっておらず、「質」の面
での取組が不十分。

○ リサイクルに比べて環境負荷削減効果が大
きく、優先度が高い一方、取組が遅れている２
Ｒの取組を広く社会・経済に定着させるための
総合的な２Ｒ戦略の策定検討。

○ 経済活動に適合し、リデュース・リユースに
ビジネスベースで取り組む象徴的な事例を創
出することを目的に、社会実験を実施。

○ ３Ｒ行動の環境負荷削減効果を数値化する、
「３Ｒ行動見える化ツール」を充実・強化。

○ 最適な規模で廃棄物等の循環利用が行わ
れる「地域循環圏」の形成を目指し、ガイドライ
ンの充実、各地域への専門家の派遣、地域協
議会の開催支援を実施。



 

 

し尿処理システム国際普及推進事業費     １４百万円（１５百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

我が国は、水洗トイレに活用できる衛生的な個別し尿処理システムである浄化

槽や、し尿を衛生的に集中処理できるし尿処理施設など、海外では例を見ない日

本発の優れた技術を有するとともに、途上国で普及する場合に必要となる低コス

ト技術についても独自の経験と技術を有している。 

 本業務では、国際ネットワークを活用して、し尿処理に関する現地調査や日本

の汚水処理技術の情報発信を実施するとともに、日本の汚水処理技術の国際展開

の具体化に関する調査検討を行い、我が国のし尿処理技術の普及に向けた一層の

取組を展開する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

① 国際ネットワークを活用したし尿処理に関する現地調査及び日本の汚水処

理技術の情報発信 

② 分散型汚水処理技術の国際展開の方向性や具体化に関する調査検討の推進 

 

３．施策の効果 

国連ミレニアム開発目標（ターゲット 10「平成 27 年度(2015 年度)までに、衛

生施設（トイレ）を継続的に利用できない人々の割合を半減する」）に貢献する

とともに、途上国の水環境の向上に寄与する。 

 

 



国連ミレニアム開発目標 「2015年（H27年）までに、安全な飲料水と基礎的な衛生施設を持続可能
な形で利用できない人々の割合を半減させる」に貢献し、途上国の水環境の向上に寄与する。

浄化槽 清掃

し尿処理
施設等

日本の分散型し尿処理システム

25

8.8

改良衛生施設 改良飲用施設

衛生施設へアクセス
できない人口 （2006）

WHO/UNICEF(2008)より

億

億

し尿処理システム国際普及推進事業費

展開の流れ

①国際ネットワークを活用したし尿処理に関する現地調査及び日本の汚水処理技術の情報
発信

現地の汚水処理実態の把握
現地の汚水処理関係基準の整理
国際標準化を視野に入れた日本の浄化槽関係基準の整理・情報発信

②分散型汚水処理技術の国際展開の方向性や具体化に関する調査検討の推進

現地に適した技術の開発・実地に根付く維持管理方法の検討
維持管理まで含めた浄化槽等の分散型汚水処理システムとしてのパッケージ化

現状



 

放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討事業 

                     ５５百万円（１９２百万円） 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

 

１．事業の必要性・概要 

放射性物質汚染対処特措法が制定され、放射性物質により汚染された廃棄

物の処理について、放射性物質汚染対処特措法施行規則で具体的な処理基準

を定めているところである。この処理基準は、当該廃棄物のより円滑な処理

を図るとともに、国民の安全・安心を確保する観点から、最新の知見をもと

に改正していく必要がある。 

さらに、放射性物質により汚染された廃棄物を埋め立てた最終処分場につ

いては、半減期等を考慮した長期的な管理が必要であり、廃止に至るまでの

間の適切な管理手法と、廃止のための具体的な基準の設定が求められている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）焼却施設及び最終処分場における廃棄物の放射性物質挙動調査 

 ① 放射性物質に汚染された廃棄物の処理について、焼却や埋立てに伴う放射性物

質の挙動に関する調査 

（２）放射性物質による汚染廃棄物に係る処理基準等の検討費 

① 放射性物質汚染対処特措法で規定される処理基準等の見直しに向けての技術

的検討調査 

  ② 放射性物質により汚染された廃棄物の最終処分場の長期的管理を踏まえた廃止

基準等の検討調査 

 

３．施策の効果 

（１）焼却施設及び最終処分場における廃棄物の放射性物質挙動調査 

① 放射性物質に汚染された廃棄物の処理について、焼却や埋立てに伴う放射性

物質の挙動に関する知見を集積することにより、現行の処理方法を検証するこ

とで、放射性物質に汚染された廃棄物の円滑な処理の実施に資するとともに、

処理基準等の検討の基礎とする。 

（２）放射性物質による汚染廃棄物に係る処理基準等の検討費 

① 放射性物質汚染対処特措法施行規則に規定する処理基準を最新の知見をもと

に改正することにより、放射性物質汚染廃棄物のより円滑な処理を図り、国民

の安全・安心を確保する。 

  ② 放射性物質によって汚染された廃棄物を埋め立てた最終処分場について、廃止

基準等を設定し、長期的な管理体制を確立する。 



放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討業務

（１）放射性物質に汚染された廃棄物の処理について、焼却や埋立に伴う放射性物
質の挙動に関する知見を集積し、放射性物質に汚染された廃棄物の処理の安全
の確保に資する。

（２）① 放射性物質汚染対処特措法施行規則に規定する処理基準を改正し、円滑な
処理と、国民の安全・安心を確保する。
② 放射性物質によって汚染された廃棄物を埋め立てた最終処分場について、
廃止基準等を設定し、長期的な管理体制を確立する。

目 的

検討の流れ

別紙

焼却施設や最終処分場における挙動調査や汚染廃棄物
の処理等に関する実態調査（処理業者へのヒアリング等）
を実施し、知見を集積し、問題点等を抽出

挙動調査等により抽出した問題点等について、技術的な
観点から有識者による検討を実施

集積された知見を基に、汚染廃棄物の長期的な挙動を把
握し、処分場の廃止基準の設定（法改正及び省令改正）
や円滑な廃棄物の処理に資する。

24、25年度

26年度

27年度



                                  

 

 

（新）未規制物質を含む廃棄物に係る処理基準等検討調査 

                        ６百万円（０百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 24 年５月に利根川水系の浄水場で発生したホルムアルデヒドによ

る水道の取水障害は、廃棄物に含まれていたヘキサメチレンテトラミンが

十分に処理されないまま排水として河川に放流され、浄水場で塩素と反応

することによりホルムアルデヒドが生成したものと強く推定されている。 

このように有害物質等として規制されていない物質を含む廃棄物による

生活環境への影響が懸念されているところであり、より確実な廃棄物処理

方法が求められている。 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

有害物質として規制されていない物質を含む廃棄物に係る処理基準等の検

討調査 

 

 

３．施策の効果 

廃棄物処理法において、有害物質等として規制されていない物質を含む廃

棄物に係る処理基準等を設定し、生活環境への影響を未然に防止する。 



初年度（２５年度） 未規制物質により汚染された廃棄物の処理等に関する
実態調査（処理業者へのヒアリング等）を実施し、問題点等
を抽出

２年目（２６年度） 実態調査により抽出した問題点等について、技術的な観点
から有識者による検討を実施

３年目（２７年度） 技術的な検討の結果をもとに制度的な検討を実施

未規制物質を含む廃棄物に係る処理基準等検討調査

廃棄物処理法において、有害物質等として規制されていない物質を含む廃棄
物に係る処理基準等を設定し、生活環境への影響を未然に防止する。

目 的

検討の流れ



 

 

ＰＣＢ廃棄物適正処理対策推進事業    １４６百万円（１１４百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

 

１．事業の必要性・概要 

  ＰＣＢ廃棄物特別措置法の施行後 10 年が経過したことを踏まえ、同法附

則第２条に基づき施行状況の検討を行うため「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進

に関する検討委員会」を設置し、ＰＣＢ廃棄物に関する施策について検討

した。平成 24 年８月に本検討委員会の報告書「今後のＰＣＢ廃棄物の適正

処理推進について」がとりまとめられ、早期のＰＣＢ廃棄物の処理完了に

向けた施策が提言された。この報告書を踏まえ、それぞれのＰＣＢ廃棄物

に関する早期処理完了に向けた施策を推進する必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等について 

  微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等について、洗浄方法等の処理技術の評価を実施

し、その結果等を踏まえ、周辺環境等に影響のない安全かつ効率的な処理方策

について検討する。また、850℃の条件での処理や移動式の処理方式について

の検討等を行い、その結果を踏まえた無害化処理認定制度の着実な運用を図る。 

（２）安定器等・汚染物について 

  安定器等ＰＣＢ汚染物の処理体制が確保されていない地域の処理体制を確保

するため、関係機関との協議や、協議に必要となるＰＣＢ処理に関する調査、

データ整理等を行う。 

（３）適正な保管等 

  保管場所での漏えい等が発生していることを踏まえ、保管場所での機器の腐

食対策や災害対策等を検討し、関係機関に周知する。   

 

３．施策の効果 

  ＰＣＢ廃棄物の処理の体制を確保するとともに、適正な保管、安全かつ効率

的な処分を推進する。 



ＰＣＢ廃棄物特別措置法（平成13年施行）により、国が中心となって施設整備
（国の基本計画でＪＥＳＣＯ活用を明記）
処理期限までの処理が義務づけ

• 1970年代より民間によりＰＣＢ処理施設の立地の取組がなされるが、実現せず。
• 国際的には、ストックホルム条約で平成40年までの処理が求められている。 高圧トランス・コンデンサ等については、現在の処理ペースを

続けた場合最大平成49年まで処理に時間がかかってしまう。
安定器については、北九州と北海道以外の地域では処理体
制の見込みが立っていない。

法の施行後に判明した微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理
促進が急務

特措法施行から10年が経過

ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
（ＰＣＢ特措法附則第２条に基づく検討を実施）

「今後のＰＣＢ廃棄物の適正処理推進について」
（平成24年８月）

①高圧トランス・コンデンサ等①高圧トランス・コンデンサ等 施設の改造や、５事業所の得意能力の有効活用。

②安定器等・汚染物 東京・豊田・大阪地域の処理体制を確保するため、環境省と自治体の
協議を続ける。

③微量ＰＣＢ汚染廃電気機器
等

洗浄方法等の処理方式の検討。
電気機器等の油の入替え等の技術の検討。
移動式の処理について無害化処理認定制度による認定を推進。

④無害化処理認定施設等 ＰＣＢ汚染物に関する850℃での実証試験を行い、許可要件について
検討。

⑤適正な保管等 促進。

漏えい防止策について技術的な助言方策の検討。
漏えい場所の室内空気の汚染状況の知見の充実化。
各種の事業者団体と連携し、ＰＣＢ廃棄物を保有している者の届出促進。

東日本大震災におけるＰＣＢ保管場所での状況を踏まえ、保管方法の
改善策のとりまとめ。

一部に処理が困難なものや、長時間要
するものがある。

東京、豊田、大阪エリアの処理の見込み
が立っていない。

• 処理に最も時間を要する。
• 抜本的な処理能力の増強が必要。

• 平成22年に処理が始まったばかり。
• 処理に最も時間を要する。
• 抜本的な処理能力の増強が必要。

• 平成23年度の調査において、年間30～
40件の漏えい事案、30～50件程度の紛
失事案が生じていることが判明。

• 未届出・未登録の者があり、掘り起こし
が必要。

• 機器を解体するケースがあるが、漏えい
が懸念。

• 東日本大震災では200台程度のトラン
ス・コンデンサが流失。

ＰＣＢ廃棄物適正処理対策推進事業

今後の対策現状・課題



 

 

ＰＣＢ廃棄物対策推進費補助金  １，５００百万円（１，５００百万円） 

 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

 

１．事業の必要性・概要 

  国の主導のもと日本環境安全事業株式会社を活用し、全国的なＰＣＢ廃

棄物の処理体制の整備を図っているが、ＰＣＢ廃棄物の処理費用は通常の

廃棄物に比べ相当高額とならざるを得ない。 

そのため、処理費用の負担能力の小さい中小事業者が保管するＰＣＢ廃棄

物の早期かつ円滑な処理を進めるため、ＰＣＢ廃棄物処理基本計画及び独

立行政法人環境再生保全機構法に基づき、国、都道府県からの補助金によ

る基金を独立行政法人環境再生保全機構に造成してきた。今後も、引き続

き、中小事業者等のＰＣＢ廃棄物処理に係る費用負担を軽減するための助

成を行い、ＰＣＢ廃棄物の早期処理を促進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 中小事業者等のＰＣＢ廃棄物処理に係る費用負担を軽減するための助成を行

う基金の造成を引き続き進める。 

 

３．施策の効果 

  中小事業者等のＰＣＢ廃棄物処理に係る費用負担を軽減するための助成を行

うことで、ＰＣＢ廃棄物の早期処理の促進が図られる。 
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国及び都道府県の協調補助により、PCB廃棄物処理基金を造成

中小企業者がPCB廃棄物を処分業者（現在は日本環境安全事業株式会社）に処分委託する際にそ
の処理費用を軽減

協調

→処理の本格化に伴い、助成実績は年々増加

基金による中小企業者助成の流れ（イメージ） 助成実績

PCB廃棄物対策推進費補助金

助成台数 助成金額（百万円）

H17～
H19

1,984 374

H20 3,994 701

H21 6,317 1,160

H22 7,685 1,464

H23 9,013 1,716



                                  

 

ＰＣＢ処理施設整備事業     ７，０２５百万円（７，７２０百万円） 

【２４年度補正】４，０００百万円 

廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

 

１．事業の必要性・概要 

  ＰＣＢ廃棄物特別措置法の施行後 10 年が経過したことを踏まえ、同法附

則第２条に基づき施行状況の検討を行うため「ＰＣＢ廃棄物適正処理推進

に関する検討委員会」を設置し、ＰＣＢ廃棄物に関する今後の施策につい

て検討した。平成 24 年８月に本検討委員会の報告書「今後のＰＣＢ廃棄物

の適正処理推進について」がとりまとめられた。 

拠点的広域処理施設については、従来から取り組んできた小規模な改造

を積極的に行うとともに、中規模・大規模な改造については、その効果が

十分大きいと考えられる場合に実施すべきであることについて提言され、

これを踏まえた改造等の実施を図る必要がある。 

また、北海道事業所のＰＣＢ汚染物の処理を平成 25 年度に開始できるよ

う増設工事を着実に推進する必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）処理促進のための改造 

  比較的長期間処理にかかる見込みの機器について処理能力を増強するため、

比較的早期に処理が終わる見込みのラインを改造する。 

（２）小規模な改造 

  従来行ってきた小規模な改造を引き続き積極的に行い、処理のボトルネック

となっている設備等の処理能力を向上させる。 

（３）北海道事業所の増設工事 

  平成 25 年度から安定器等ＰＣＢ汚染物の処理を開始できるよう増設工事を

着実に進める。 

 

３．施策の効果 

  ＰＣＢ廃棄物の処理の体制を確保するとともに、適正かつ確実な処分の確保

を図る。 



ＰＣＢ廃棄物特別措置法（平成13年施行）により、国が中心となって施設整備
（国の基本計画でＪＥＳＣＯ活用を明記）
処理期限までの処理が義務づけ

• 1970年代より民間によりＰＣＢ処理施設の立地の取組がなされるが、実現せず。
• 国際的には、ストックホルム条約で平成40年までの処理が求められている。 高圧トランス・コンデンサ等については、現在の処理ペースを

続けた場合最大平成49年まで処理に時間がかかってしまう。
安定器については、北九州と北海道以外の地域では処理体
制の見込みが立っていない。

法の施行後に判明した微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理
促進が急務

特措法施行から10年が経過

ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
（ＰＣＢ特措法附則第２条に基づく検討を実施）

「今後のＰＣＢ廃棄物の適正処理推進について」
（平成24年８月）

ＰＣＢ処理施設整備事業

車載トランスの予備洗浄工程をより効率の良い工程に変更。

小型トランスの処理終了後に、同ラインを特殊形状コンデンサの手
解体処理ラインに改造。

低濃度物の処理終了後に、高濃度物処理のための設備を設置し、
大型トランス、車載トランス等の処理能力を増強させる。

小型トランス処理ラインの部分改造を行い、大型トランスのうち比較
的小さなものを処理する。

小型トランス処理ライン等の改造を行い、大型コンデンサを処理する
ラインに改造する。
平成25年度から安定器等のＰＣＢ汚染物の処理を開始できるよう増
設工事を着実に進める。

小型トランス処理ラインが比較的早く終わる一方で、車載
トランスや、特殊形状コンデンサの処理に課題がある。

大型トランス等の処理に長期を要する見込みであり、抜
本的な対策を講じる必要がある。

小型トランス処理ラインが比較的早期に処理が終わる一
方、残数が多い大型トランスの処理に長期間を要する見
込み。

小型トランス処理ラインが比較的早期に処理が終わる一
方、大型コンデンサ等の処理に長期間を要する見込み。

増設工事として安定器等のＰＣＢ汚染物の処理施設を整
備中。

安定器等の処理については、耐火材損耗の点検・補修期間の短縮
等により、処理能力の増大を図る。

これまでに増設等の設備の能力増強対策を実施している。これまでに増設等の設備の能力増強対策を実施している。
安定器についても施設整備が終了している。

今後の対策（試案）現状・課題

豊田事業所

東京事業所

大阪事業所

北海道事業所

北九州事業所

今後、本報告書の「試案」をベースに、引き続き具体的な改造等について検討を行い、処理促進に効果的な対策を実施。



 

 

（新）産業廃棄物不法投棄等原状回復措置推進費補助金（産廃特措法分） 

 30 百万円     (0 百万円 )  

4,314 百万円【 24 年度補正】  

廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室  

 

１．事業の必要性・概要  

  平成９年の廃棄物処理法改正の施行日以前（平成 10 年６月 16 日）

に行われた不法投棄等事案について、支障の除去等を行う必要のある

都道府県等に対して財政的支援を行うために 10 年間の時限法として、

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 (以下

「産廃特措法」という )」が施行され、基金制度が創設された。本補

助金は、平成 20 年度までは、基金造成に必要な経費を補助してきた。

平成 21 年度以降は、支障の除去等事業を行う都道府県に対し、必要

な経費を直接補助している。なお、産廃特措法は平成 24 年８月 10 日

に、その有効期限を 10 年間延長する旨の改正法が成立している。  

   

２．事業計画（業務内容）  

  平成 24 年８月 10 日に成立した「特定産業廃棄物に起因する支障の

除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律」では、平成 10 年

６月 16 日以前の不法投棄の支障の除去を平成 35 年３月 31 日まで支

援することとしており、最大 10 年間で過去の大規模不法投棄事案に

よる支障を一掃する。  

   

３．施策の効果  

  本事業により不法投棄された廃棄物による生活への多大な影響を

除去し地域住民への安心・安全に寄与する。また、過去からの負の遺

産である不法投棄を一掃することで、廃棄物処理全体への国民の不信

感を除去し、適正な廃棄物処理の理解を推進することにより、循環型

社会の構築に寄与するとともに、海外での廃棄物の環境上の適正な管

理の推進に資することが出来る。  

  また、不法投棄された廃棄物の処理にあたっては廃棄物の掘削、調

査、処理等について多くの労働力を要することになり雇用の創出につ

ながると考えられる。  

   



    産業廃棄物不法投棄等原状回復措置推進費補助金（産廃特措法分） 

経費の性質：補助金（１／２補助） 
交付先：都道府県又は政令市 

使途：都道府県又は政令市の実施する不法投棄等の跡地
の利活用への補助。 

日本再生戦略：持続可能な新産業の創出や、新しいグ
リーンイノベーションに併せた産業構造の進化により、途
上国のニーズを捉え、内外一体で利益を生みだし、低炭
素・循環型社会の実現を図る。（P25、１行目） 

不法投棄等への対策   

未然防止策（パトロー
ル等）別途予算措置   

既に発生した不法投棄への対策 
○不法投棄等については、行為者が生活環境保全上の支障を除去するため
、原状回復を行うこと が原則。 
○行為者が不明あるいは資力がない場合には、都道府県等が代執行により
支障除去事業を実施。都道府県等の要請があれば財政支援を実施。 

産廃特措法に基づく支援（平成10年６月16日以前の不法投棄等事案が対象※）     
  ○産廃特措法は、平成24年度まで10年間の限時法として立法措置→平成34年度ま
で 期限を延長する改正法が平成24年８月10日に成立。 

   ※平成10年６月17日以降の不法投棄等事案については別途の財政支援措置 

 ○各都道府県等が実施する廃棄物の処理事業等へ財政支援。 
  ○有害産業廃棄物 １／２補助  その他の産業廃棄物 １／３補助。   
    補助対象者＝都道府県、廃棄物処理法上の政令市 

特に大規模不法投棄等事案について、地域住民の安全・安心のために早急な対策が必要。 



 

（新）日本の自然を活かした地域活性化推進事業（一部公共） 

                        1,295 百万円（０百万円） 

自然環境局自然ふれあい推進室、国立公園課、自然環境整備担当参事官室 

 
１．事業の概要 

日本には、亜熱帯から亜寒帯、原生的な自然から里地里山や里海まで、多種多様な自

然が存在する。その優れた自然の風景や自然に根差した文化は、観光資源として極めて

高い価値を有しており、訪日外国人の関心も高い。 

このため、日本の自然の魅力を効果的に発信し、より深く自然を体験するために必要

なプログラムや施設を整備することで、国内外からの観光客を増加させ、地域活性化を

図ることが重要である。 

具体的には、国立公園等の優れた自然地域において多言語化したパンフレット等によ

る情報提供システムの充実、サービスの質の向上、地域との協働の推進、ジオパークと

国立公園の連携、エコツーリズムへの支援、地域の専門家を活用した課題解決、展望施

設や情報提供施設等について国立公園の魅力向上のための統一的な施設整備などの取組

を実施し、地域活性化に寄与するものである。 

 

（１）国立公園等魅力向上プロジェクト推進調査事業 

国立公園の魅力向上のため、外国人利用者受入れ環境の課題整理及び改善方策の検討、

公園利用の推進や統一感のある情報提供手法等に係るモデル事業の実施を通した国立公

園サービス向上ガイドラインの策定を行う。また、我が国の国立公園の魅力や利用につ

いての情報を取りまとめ海外に向けた発信を行う。 

 

（２）国立公園協働型管理運営体制強化事業 

多様な主体と協働した管理運営による地域に即した魅力ある国立公園の創設を目指す

ため、協働型管理運営体制の構築を推進する。あわせて、当該取組の情報を海外に向け

て発信することにより、我が国の国立公園の国際的価値を高める。 

 

（３）ジオパークと連携した地形・地質の保全・活用推進事業 

ジオパークと国立公園の施策の連携を図るため、ジオパーク認定地域において、学術

的価値の高い地形・地質を抽出調査し、その魅力を観光、環境教育、防災教育に活用す

るための計画を策定する。 

 

（４）エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業 

国立公園等において、自然観光資源を活用した観光地域づくりを推進するため、魅力

あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズムの活動を支援

する。 

 

（５）自然環境資源の持続的活用推進事業 

山岳環境保全等の環境整備や質の高い自然環境資源の保全管理、利用者サービスの向

上を図る取組を実施する。 

 

 



 
（６）国立公園魅力向上施設重点整備事業（公共） 

世界遺産や世界ジオパークの候補地等、国立公園の一定のまとまりのある地域におい

て、ビューポイント施設や自然解説施設などの国立公園の魅力をより一層引き出すため

の施設を、外国人利用者を始めとした利用者サービス向上に配慮して統一的に整備する。 

 

２．施策の効果 

国立公園等の自然観光資源を最大限に活かしつつ、多様な主体との協働による地域の

強みを活かした質の高い国立公園サービスの提供、統一感のある情報提供の実施、魅力

向上のための施設整備、ジオパーク等と連携した体制の構築等を行うことにより、地域

の自然環境資源を活用した地域間・国際間の人の交流の活発化を図り、地方経済の活性

化や地方の雇用機会の創出に資する。 

 

 



日本の自然を活かした地域活性化推進事業

日本には豊かな自然が存在

国立公園の魅力を引き
出すために風景地に適し
たデザインで統一的な整
備を実施

国立公園等のすばらしい風景地
情報など利用者ニーズにこたえた
情報をインターネットや多言語化
したパンフレット等を活用し、国内
外に戦略的に発信

エコツーリズムを活用した地域
活性化を推進するため、地域が
取り組むエコツアープログラムの
作成やモニターツアー等の活動
に対して支援を実施

専門家を活用した課題解決
を図り、より質の高い自然
環境資源の保全や利用
サービスの向上を図る

国立公園における重要な地
形・地質の保全や観光、環境
教育、防災教育への活用計
画を策定するなど、国立公園
の新たな魅力を創出

将来プランの策定や連携事業の
実施等、地域の様々な主体との
協働による国立公園の管理・運
営体制を構築

① ② ③

⑥⑤④

戦略的な情報発信
地域との協働による国立公園
の管理 ・運営体制構築

ジオパークと連携した国立公園
の魅力創出

エコツーリズムの推進 専門家を活用した課題解決 魅力ある施設整備

自然や地域の文化は、観光資源として極めて高い価値を有し、訪日外国人の関心も高い

日本の自然の魅力の効果的な発信やより深く自然を体験するために
必要なプログラムや施設の整備等を実施

豊かな自然を有する美しい国・日本へ
国内外からの利用者の増加

地域活性化！！

1,295百万円



 
  （新）アジア保護地域イニシアティブ構築推進事業 

９６百万円（ ０ ） 

 
自然環境局国立公園課 

１．事業の概要及び事業計画 
 
 平成 22 年度に開催された生物多様性条約 COP10 において、保護地域に関する
具体的な数値目標が定めた愛知目標が採択され、併せて、生物多様性条約保護地
域作業計画（PoWPA）実施に向けた地域イニシアティブの構築が推奨された。こ
のような状況の下、平成 23 年度にアジアの 18 の国・地域の代表及び研究機関の
専門家などにより開催された「アジア国立公園会議準備会合」において、平成 2
5 年度の「第１回アジア国立公園会議」の開催が決定され、また参加者から、ア
ジア国立公園会議を日本で開催し、併せて、三陸復興国立公園を通じて保護地域
が復興に果たす役割や、地域社会との協働による国立公園管理のあり方などを紹
介する機会とするよう要請がなされた。 

このため、平成 25 年度にアジア地域における国立公園等保護地域の関係者が
参集する初めての会合である「第１回アジア国立公園会議」を宮城県仙台市で開
催し、三陸復興国立公園における取組を中心とした保護地域の減災や復興への貢
献、地域社会との協働による国立公園管理などについて、我が国から発信する。
また、アジア型の保護地域のあり方と今後の取組の方向性を明らかにし、世界に
向けて発信するためのアジア保護地域憲章を策定するとともに、愛知目標の達成
や PoWPA 実施に向けたアジア地域の協力体制（アジア保護地域イニシアティブ）
の構築を進める。 
 

２．施策の効果 
 

○ アジアの保護地域管理の方向性を示すアジア保護地域憲章が策定される。 
○ 三陸復興国立公園をはじめとする我が国の国立公園の国際的な価値を高め

るとともに、観光立国の取組や三陸復興にも貢献。 
 ○ アジア国立公園会議での議論やアジア保護地域憲章に基づく具体的な活動

実施等により、愛知目標の達成や PoWPA 実施に向けたアジア保護地域イニ
シアティブが構築される。 

○ 平成 26 年度に予定されている世界国立公園会議において、本事業の成果
を踏まえたアジアの視点を世界に発信するとともに、それによるアジア地
域の保護地域施策における我が国の位置づけの向上が図られる。 



アジア保護地域イニシアティブ構築推進事業

第１回アジア国立公園会議の開催 （平成25年11月・仙台)

三陸復興国立公園をはじめとするわが国の国立公園の国際的な価値を高め、
ひいては観光立国の取組や三陸復興にも貢献

愛知目標（目標１１）の達成、生物多様性条約（CBD）保護地域作業計画（PoWPA)
実施のためのアジア地域の協力枠組（アジア保護地域イニシアティブ）の構築

※上記会議の成果は、平成26年度にオーストラリアで開催される第６回世界国立公園会議
（10年に1回開催される国立公園など保護地域について議論するための国際会議）において発信

アジア型の保護地域のあり方と今後の取組の方向性を明らかにし、世界に向けて
発信するためのアジア保護地域憲章の策定

アジア保護地域憲章等に基づく活動の展開（平成26年度以降）

愛知目標（目標１１）の達成、生物多様性条約（CBD）保護地域作業計画（PoWPA)
実施のための協力

保護地域管理の能力向上のためのワークショップの開催

姉妹公園締結などによる人材交流や観光促進 など



自然公園等事業費（公共）
７，３９５百万円（８，２３５百万円）

自然環境局 自然環境整備担当参事官室

１．事業の概要
自然と共生する地域づくりを推進するため、直轄事業により、国立公園

の重要な公園事業、国指定鳥獣保護区の保全事業、及び国民公園等の整備
について着実に実施する。また、自然環境整備交付金により、地方公共団
体が行う国定公園等の整備を支援する。

２．事業計画

（１）国立公園等の直轄事業
下記事業について重点的に実施する。

①自然再生事業
失われた自然を積極的に取り戻すため、自然再生事業（国指定鳥獣保護区

の保全事業を含む）を更に推進。

②人と地球にやさしい集団施設地区整備事業
国立公園の利用拠点である集団施設地区において、ユニバーサルデザイン

に対応する整備、二酸化炭素排出削減に資する施設等の再整備を引き続き実
施。

③人と自然が共生する国立公園重点整備事業
観光道路やロープウエイ等を利用し、多くの利用者が訪れる地区及びその

周辺フィールドを対象に、利用者による自然生態系への影響を軽減し、適正
かつ質の高い利用を推進するための施設の整備を引き続き実施。

④生態系維持回復事業
シカの食害や外来種による駆逐等によって生態系への深刻な影響が生じる

おそれのある国立公園において、生態系維持回復事業制度を活用し、損なわ
れつつある生態系の維持・回復のための整備を引き続き実施。

⑤エコツーリズム基盤施設整備事業
エコツーリズムに意欲的な地域において、エコツーリズムの基盤となる情

報提供拠点、自然資源の保全・活用に係る施設等の整備を実施。

（２）国民公園等の直轄整備
皇居外苑、北の丸公園、新宿御苑、京都御苑及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑

に係る施設の整備を実施。

（３）国定公園等の交付金事業（交付率：４５％、交付先：都道府県）
地方公共団体が行う国定公園事業等について支援を実施。

３．施策の効果
国立・国定公園等における自然環境の保全・再生及び国民の安全・安心

な自然とのふれあいの場の整備を推進。



自然公園等事業費 
人と地球にやさしい集団施設地区整備事業 

ユニバーサルデザインを採
用した施設整備 

太陽発電設備等の自然エネ
ルギーの活用 

自然再生事業 
（国指定鳥獣保護区保全事業含む） 

自然生態系が消失、変容した箇所の自然
環境の再生、修復を実施。 

生態系維持回復事業 

生態系維持回復のための施設整備 
（防鹿柵等） 

人と自然が共生する国立公園重点整備事業 

山岳地等における生態系保
全のための施設整備 

（環境配慮型トイレ、植生復
元施設等） 

安全・快適かつ適正な利用
を促進するための施設整備 
（歩道、標識等） 
 

エコツーリズム基盤施設整備事業 

エコツーリズムの基盤となる施設の整
備（情報提供施設等） 

那須高原
ビジターセ
ンター(‘成
予想図) 



 

国立公園等地域活性化推進緊急事業（公共） 

                   ５，０００百万円【平成２４年度補正】 

自然環境局自然環境整備担当参事官室、野生生物課 
国立公園課、総務課、自然環境計画課 

 

１．事業の概要 

国立公園等を活用した地域活性化を図るため、使用に耐えない状況となりつつある老

朽化施設の更新や危険箇所の改善整備、利用環境の整備が著しく遅れている地域の再整

備等を早急に実施するとともに、国指定鳥獣保護区等の自然資源の保全・再生のための

整備等を行う。 

 

（１）国立公園集団施設地区景観再生・地域活性化事業 

  国立公園の集団施設地区の国有地における廃墟を撤去し安全を確保するとともに、

観光客が集まる集団施設地区にふさわしい整備を行うことにより、集団施設地区の景

観の再生を図り、当該地区の活性化に資する。 

 

（２）国立公園等地域活性化・安全対策事業 

  国立公園等における危険箇所の解消、老朽化施設の再整備、利用環境の整備が著し

く遅れている地域の再整備等を行うことにより、国立公園等における安全の向上を図

るとともに、地方における国立公園等を利用した観光振興に資する。 

 

（３）国民公園等安全対策事業  

  国民公園等における老朽化施設の改修、防災機能の向上等を行うことにより、国民

公園等における安全の向上を図る。 

 

（４）国指定鳥獣保護区等保全・再生推進事業  

  国指定鳥獣保護区や国立公園における鳥獣の採餌・休息場の確保、シカによる被害

防止、自然生態系の再生等の対策を行うことにより、国指定鳥獣保護区等の自然資源

の保全・再生を図る。 

 

２．施策の効果 

国立及び国民公園等利用者の安全を確保するため、使用に耐えない状況となりつつあ

る老朽化施設の更新、危険箇所の改善整備等を早急に実施することにより、公園等施設

の安全性、機能の維持・改善が図られ、国立公園等の利用環境が一層充実し、地域の活

性化に資する。 

また、企業等への業務発注により直接的な雇用創出及び資材調達等に伴う間接的な経

済効果が見込まれる。 



国立公園等地域活性化推進緊急事業 5,000百万円【平成24年度補正】

安全・保全対策の強化

事業概要

国立公園の集団施設地区の国有地における廃墟を撤去し安全を確保するとともに、観
光客が集まる集団施設地区にふさわしい整備を行うことにより、集団施設地区の景観
の再生を図り、当該地区の活性化に資する。

（公園利用上危険な廃墟）

国立公園等における危険箇所の解消、老朽化施設の再整備、利用環境の整備が著し
く遅れている地域の再整備等を行うことにより、国立公園等における安全の向上を図
るとともに、地方における国立公園等を利用した観光振興に資する。

（老朽化した避難小屋）

国立公園等地域活性化・安全対策事業

国民公園等における老朽化施設の改修、防災機能の向上等を行うことにより、国民公
園等における安全の向上を図る。

（老朽化したソーラー外灯）

国指定鳥獣保護区や国立公園における鳥獣の採餌・休息場の確保、シカによる被害
防止、自然生態系の再生等の対策を行うことにより、国指定鳥獣保護区等の自然資源
の保全・再生を図る。 （干潟の再生 [養砂] ）

暮らしの安心地域の活性化

国指定鳥獣保護区等保全・再生推進事業

国立公園集団施設地区景観再生・地域活性化事業

国民公園等安全対策事業



 
  国立・国定公園新規指定等推進事業費 

１５４百万円（３２百万円） 

 
自然環境局国立公園課・自然環境計画課 

 
１．事業の概要及び事業計画 

平成 22 年度に我が国で開催された生物多様性条約 COP10 において、生物多様

性に関する新たな世界目標である新・条約戦略計画「愛知目標」が決議され、平

成 32 年（2020 年）までに陸域の 17％、海域の 10％を保護地域とすることとさ

れた。また、「愛知目標」では、サンゴ礁等の脆弱な生態系についてその健全性

と機能の維持、陸域及び海域の保護地域の効果的な管理等、重要な地域の指定ば

かりでなく管理についても目標が定められた。これら「愛知目標」の達成に貢献

するため、次の事業を実施する。 

① 国立・国定公園の新規指定等推進事業（～平成 29 年度） 

国立・国定公園の新規指定又は大規模拡張の対象となる候補地 15 地域につ

いて、以後 10 年を目途に新規指定又は大規模拡張を進めるための調査を行う。 

それ以外の国立・国定公園についても自然環境保全の観点から点検して、国

立・国定公園の拡張を行うための調査を行う。 

② 保護すべき海域の抽出及び海洋保護区設定等の検討調査事業（～平成 28 年

度） 

  生物多様性の保全上重要な海域を明らかにし、海洋保護区の設定や、保全目

標に合うようそれらを効果的に配置する海洋保護区ネットワークの形成を推進

させる。 

③ 国立・国定公園海域公園地区指定調査事業（～平成 26 年度） 

海洋保護区の中核である海域公園地区（平成 22 年度の自然公園法の改正に

より創設）の指定を推進するための調査を行う。 

④ 国立・国定公園の適正海域管理推進事業（～平成 26 年度） 

現在問題となっているサンゴを食害するオニヒトデの駆除、動植物の生息・

生育環境を保全するための漂流漂着ゴミ除去、観光利用と動植物との軋轢解消

のためのルールづくり等を行う。 

⑤ サンゴ礁生態系保全行動計画の実施事業（～平成 28 年度） 

サンゴ礁生態系保全行動計画の実施点検を通じ、現在の取組の改善を図るな

ど、サンゴ礁生態系の保全等を一層推進する。 
 
 

２．施策の効果 

 陸域については国立・国定公園の新規指定及び区域拡張を行い、海域につい

ては生物多様性保全上重要な海域の抽出を踏まえて海域公園地区等を指定する

ことで、保護地域の拡充を行う。また、指定された保護地域については、サン

ゴを食害するオニヒトデの駆除等を行うとともに、それら問題を解決する体制

を構築することで、充実した管理を行う。 

これらにより「愛知目標」の達成に貢献する。 



国立・国定公園新規指定等推進事業

生物多様性国家戦略2010（2010年3月閣議決定）
国立・国定公園の指定の見直し、再配置推進
概ね5年ごとの公園区域及び公園計画の見直し

COP10愛知目標１１（2010年策定）

2020年までに少なくとも陸域１７％、海域１０％の保護地域化 愛知目標達成には

国立・国定公園の
早急な区域拡張

が必要

対象：15箇所
※18地域のうち、三陸海岸並びに奄美は別予算で対応。錦江湾は対応済。

対象：40国立・国定公園

①18地域（新規指定又は 大規模拡張候補地）の調査 ②18地域以外の周辺地域の
編入に係る点検調査

国立・国定公園総点検事業
（H19～24）

①国立・国定公園の新規指定又は大規模拡張の対象となる候補地として18地域を選定。
②18地域以外の国立・国定公園についても、自然環境保全上重要な周辺地域の編入を検討。

その中核を担う国立・国定公園は
陸域：9.1%、海域：4.4%にすぎない

問題点

【事業内容】

利用のグランドデザイン・
利用の詳細計画とそれを
踏まえた区域案

全域にわたり土地所有者との調整に
必要な調査（土地所有者、現況、他
法令による規制、面積確定等）

植生・動物・地形・
景観等の自然資源
や利用関連の
データを収集

公園計画案を作成

新 規 指 定
大規模拡張

国立・国定公園海域公園地区指定調査事業
国立・国定公園の適正海域管理推進事業
背景

１．海域の保護地域指定が不十分

■生物多様性国家戦略2010 、海洋基本計画
→海域公園地区の指定の推進を記載
■生物多様性条約COP10で「愛知目標」が採択

→生物多様性保全の観点からの管理の充実が必要

２．H22.4月から改正自然公園法の施行

４．利用集中によるあつれき

３．オニヒトデ・ゴミによる生態系の破壊

■海中公園地区→海域公園地区に制度改正

■観察対象への接近のしすぎ、
利用頻度の増加・混雑

→動物（サンゴ・海鳥・鯨類など）への
悪影響

→漁業と同じ海域を利用するため、
あつれきの発生・事故の危険

■オニヒトデによるサンゴの食害
■ゴミによるウミガメの産卵地の破壊

→生物多様性の減少
→美しいサンゴなどの利用資源の破壊

事業内容

１．海域公園地区の指定促進

２．海域公園地区の管理強化

■海域を有する30地域を対象に、年５地域
調査→指定

（改正法付帯決議：生物多様性保全上重要な海域を指定する）

■「愛知目標11」：海域の10％を保護地域とし、
それらが効果的に管理されていること。

■オニヒトデの駆除によるサンゴ礁の保全

■ゴミの清掃によるウミガメや海鳥の繁殖地の保全

■保全対象生物（サンゴ・ウミガメなど）の調査

■利用ルール策定による利用のあつれき解消

■協議会の設置 →  関係者の連携の強化による、
効率的・効果的な事業の実施

オニヒトデ

海鳥繁殖地に接近し、
悪影響を与える観光船

オニヒトデの駆除 海岸のゴミの清掃



保護すべき海域の抽出及び海洋保護区設定等の検討調査事業
サンゴ礁生態系保全行動計画の実施事業

サンゴ礁生態系保全行動計画
（平成２２年４月策定）

多様な主体の参加による策定後５年
を目処とした行動計画

事業内容

重要海域の抽出と海洋保護区設定の
検討

海洋生物多様性保全戦略（平成２３年３月策定）

• 海洋保護区の考え方の整理
• 情報基盤の整備
• 影響要因の解明と軽減政策 等

総合海洋政策本部了承
「我が国の海洋保護区の設定のあり方について」
に基づく海洋保護区の設定の適切な推進

生物多様性条約COP10「愛知目標」（平成２２年）
• 目標10 2015年までにサンゴ礁等への人為的圧力を最小化
• 目標11 2020年までに海域・沿岸域の10％を保護区化

サンゴ礁生態系保全行動計画の
推進及び点検

サンゴ礁生態系保全行動計画
フォローアップ会議



遺産地域等貴重な自然環境保全推進費 

７９百万円（ ９２百万円） 

自然環境局自然環境計画課 

１．事業概要 

屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島世界自然遺産地域においては、世界遺産委員

会の勧告等に基づき、順応的な保全管理や産業と遺産地域保護管理の摩擦への対応等

が求められている。また、世界遺産地域の保護管理技術の向上のため、保全管理手法

を各国と共有することが推奨されている。 

また、平成 15 年の「世界自然遺産候補地に関する検討会」における候補地の選定

から約 10 年が経過し、その他地域における新たな科学的知見の集積が進んでいるこ

とから、改めて候補地の検討を行う必要がある。 

以上のことから、次の事業を実施する。 

①世界自然遺産地域の順応的保全管理 

 学識者等により構成される科学委員会等を運営するとともに、長期的なモニタリ

ング調査を実施し、最新の科学的知見に基づく順応的保全管理を行う。 

 また、勧告へ適切に対応するための各種戦略の策定や取組等を検討する。 

②新たな世界自然遺産候補地の検討等 

 有識者による検討会を設置し、最新の科学的知見に基づき、候補地の検討を行う。 

③世界遺産委員会等における情報収集・発信業務 

 世界遺産委員会等の国際会議において、保全管理等に関する情報を収集するとと

もに、日本の保全管理状況を発信する。 

④世界自然遺産地域の魅力発信等 

 国内の世界自然遺産４地域の保全管理手法や魅力を国内外へ発信する。 

 

２．事業計画                              (年度) 
 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

①順応的保全管理 

 

 

 

 

 

 

    

②候補地検討      

③情報収集・発信      

④遺産地域の魅力発信等      

 

３．施策の効果 

 各遺産地域における保全管理体制の強化、勧告対応等により、遺産地域の保全管理

の質の向上を図るとともに、国内外への情報発信により、国内のみならず世界の遺産

地域の保全管理の質の向上に貢献。 

また、新たな世界自然遺産候補地を検討し、貴重な自然を将来世代へ引き継ぐ。 

長期モニタリング・順応的保全管理 

気候変動戦略等策定（知床） 

管理計画見直し（白神山地・屋久島） 順応的管理の試行（白神山地・屋久島） 

勧告対応（小笠原諸島） 遺産登録（小笠原諸島） 



遺産地域等貴重な自然環境保全推進費

○ 最新の科学的知見の情報収集・分析 ○ 専門家検討会等における検討
○ 国際的動向に関する情報収集・分析 ○ 生物圏保存地域との整理及び連携

背 景 平成２５年度 実 施 内 容

世界自然遺産地域における順応的管理体制の充実

◎知床、屋久島、白神山地

・平成23年の世界遺産委員会において、
保全状況を報告
・これを受け、モニタリングの結果を対策
に反映させる順応的な保全管理を一層
充実させることが必要

○ 科学委員会、ＷＧの運営 ○ 地域連絡会議の運営 ○長期モニタリングを実施
（気候変動による影響を含む）

【知床】 【屋久島・白神山地】

○ 改定された管理計画
に基づく順応的管理

○ 気候変動適応戦略の検討
○ 日露隣接地域生態系保全協
力実施

新たな世界自然遺産候補地等の検討

○遺産地域別の課題対応

◎ 新たな遺産候補地の検討

・平成15年に専門家検討会で遺産候補
地を選定してから10年が経過し、新たな
知見をもとにした検討を進める必要

◎ 小笠原諸島登録

・平成23年度に世界遺産登録
・世界遺産委員会の勧告等に適切に対
応することが必要

世界遺産委員会における
情報収集・発信

○アジア地域行動計画報告
○国際的動向
○国内新規推薦候補物件等に係る
情報収集・分析

◯日本の保全管理
の状況発信

新たな世界自然遺産候補地としての価値を有する可能性のある地域を検討

【小笠原諸島】
○ 科学委員会等を通じた
管理体制の強化

○ 遺産委員会の勧告事項対応

◎ 世界遺産条約への貢献

・平成24年にアジア地域行動計画が策定
・遺産の保全管理に関するキャパシティ
ビルディング等への要請の高まり
・国際的な情報の収集、国内遺産地域
に関する情報の国内外への発信が必要

遺産地域の魅力発信

◯既存遺産地域に係るホームページ拡充
◯遺産登録20周年（屋久島・白神山地）記念
事業の実施

世界遺産の魅力、適切な利用や保全管理
の取組に関する情報発信を行う



奄美地域国立公園指定推進調査費

５４百万円（１１百万円）

自然環境局国立公園課・自然環境計画課

１．事業の概要

奄美地域は、我が国最大規模の亜熱帯照葉樹林や多くの固有動植物がみ

られ、生物多様性の保全上、日本のみならず世界的にも重要な地域である。

そのため、平成24年９月に閣議決定された生物多様性国家戦略2012-2020に

おいても、国立公園の指定を視野に入れた取組を進めることとされている。

また、平成15年に環境省及び林野庁が設置した「世界自然遺産候補地に

関する検討会」において、奄美・琉球諸島は世界遺産としての価値を有す

る可能性が高い重要な地域として選定され、生物多様性国家戦略2012-202

0においてはその世界自然遺産としての価値の分析評価等を進めることとし

ている。

このため、奄美地域を国立公園に指定するとともに、世界自然遺産に登

録するため、次の事業を実施する。

①奄美地域国立公園指定推進調査

奄美地域を「生物多様性の豊かさを実感できる」新たなタイプの国立公

園として保全と利用のあり方を検討し、科学的知見に基づく順応的保全管

理体制を構築するため、モニタリング等の管理手法や利用プログラムの実

施・検証を行う。

②奄美・琉球諸島の世界自然遺産推薦準備に係る事業

学識者により構成される科学委員会と自治体や地域団体を含む関係機関で

構成される地域連絡会議を設置・運営し、推薦書及び推薦区域の案を作成し、

適切に管理するための遺産地域の管理計画の策定を行う。

また、固有種や希少種等の貴重な自然環境情報データベースを構築すると

ともに、自然環境状況の評価指標等を検討する。

２．事業計画

①奄美地域国立公園指定推進調査（モニタリング等管理手法及び利用プロ

グラムの実施・検証）：平成25年度～

②奄美・琉球諸島の世界自然遺産推薦準備に係る事業：平成25～26年度

３．施策の効果

新たな国立公園の指定により、優れた景観を有し、生物多様性保全上重

要な奄美地域の保全と適切な利用を図る。また、奄美地域を含む奄美・琉

球諸島を世界遺産条約に基づく世界遺産として登録し、当該地域の貴重な

自然を将来世代に引き継ぐ。



奄美地域国立公園指定推進調査費

奄美大島

徳之島

沖縄島

沖永良部島

与論島

宮古島

石垣島

西表島

与那国島

久米島

多良間島

喜界島

沖縄

九州

奄美群島

奄美・琉球諸島

〈日本最大の亜熱帯照葉樹林〉

〈北限のサンゴ礁、美しい海岸〉

〈自然と関わりの深い文化〉

生物多様性の豊かさと地域文化を実感できる国立公園の指定

奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録

●奄美地域における生物多様性の保全と利用のあり方の調査・検討
●奄美・琉球諸島の世界自然遺産推薦準備
・科学委員会、地域連絡会議の設置・運営
・世界自然遺産としての価値の整理
・推薦書（案）、推薦区域（案）の作成
・遺産地域の管理計画（案）の策定
・自然環境情報データベースの構築

〈地史を反映した多くの固有動植物〉

アマミノクロウサギ

オットンガエル

オオトラツグミ

アマミセイシカ

イリオモテヤマネコ セマルハコガメ ヤンバルクイナ

ケナガネズミ

奄美群島の自然と文化

生物多様性国家戦略2012-2020に基づき
国立公園指定に向けた取組が必要

沖縄県の自然
＜希少種・固有種＞

平成15年に奄美・琉球諸島を世界自然遺産候補地として選定
登録に向けた取組が必要



愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検討調査費
７２百万円（ ９０百万円）

自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室・生物多様性地球戦略企画室

１．事業の概要
平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約（CBD）第10回

締約国会議（COP10）において、2010年以降の新たな条約の世界目標として
「愛知目標」が採択され、また、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から
生ずる利益の公正かつ衡平な配分（ABS）に関する名古屋議定書」が採択され
た。同年5月に公表された「地球規模生物多様性概況第3版（GBO3)」では、生
物多様性の損失速度を顕著に減少させるとの2010年までの目標は達成されな
かったと結論づけており、愛知目標の実現には、これまで以上の努力が必要
な状況である。さらに、名古屋議定書については、我が国は平成23年５月に
署名をしており、関係省庁が連携して国内措置の検討を進め、可能な限り早
期に名古屋議定書を締結し、国内措置を実施する必要がある。
我が国は生物多様性条約COP10議長国として、条約事務局や主要関係国・地

域との協議・連携のもと、COP10での決定事項の実現に向けて世界的にリーダ
ーシップを発揮する必要がある。このため、COP10決定事項の実現に向けた具
体的な方策の検討を行い、国内での取組を積極的に推進するとともに、他の
締約国への提案を行うべく、主要課題に関する調査・検討及び国際会議の開
催等を実施するものである。

２．事業計画
(1) 愛知目標の実現のための主要課題に関する調査（H24～27年度）
① 資金動員方策に関する調査・分析
② 名古屋議定書の国内措置の検討及び実施
③ 経済社会における生物多様性の主流化に向けた国内施策の調査・検討
④ 生物多様性・生態系サービスの経済価値評価
⑤ 条約関連会合への専門家派遣

(2) 愛知目標の実現に向けた国際会議の開催（H25～27年度）
① 愛知目標達成評価に関する国際ワークショップ
② ABSに関する国際ワークショップ

３．施策の効果
上記の施策を実施することで、愛知目標の世界的な実現、ひいては生物多

様性条約の目標達成に貢献する。



愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検討調査費

生物多様性の損失速度を顕著に減少させるとの2010年までの目標は未達成。

→愛知目標の達成にはこれまで以上の努力が必要

生物多様性の損失速度を顕著に減少させるとの2010年までの目標は未達成。

→愛知目標の達成にはこれまで以上の努力が必要

生物多様性条約COP10議長国として、愛知目標の実現に向けた世界的な
議論の進展に積極的に貢献

資源動員戦略

遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる
利益の公正かつ衡平な配分（ABS）

経済社会における生物多様性の主流化、
生物多様性の価値の可視化

その他 （保護地域、海洋、外来種等）

資源動員方策に関する調査・分析

国内制度の検討・実施
国際ワークショップの開催

民間参画、
生物多様性の経済価値評価

条約関連会合への専門家派遣

愛知目標の実現のための主要課題への対応

愛知目標達成評価 評価方策に関する国際ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ



 

（新）生物多様性及び生態系サービスに関する科学政策プラットフォーム 
   推進費            ３６百万円（  ０百万円） 

 

自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 
生物多様性センター 

１．事業の概要 
 

生物多様性の損失は我が国のすべての生態系に及んでいると考えられて
いる今、生物多様性と生態系サービスの変化が人間の福利に与える影響を評
価し予測することが重要な課題となっている。そして、評価・予測をふまえ
た科学的な根拠を持つ対策を国民の理解を得て政策立案していくことが必要
である。 

IPBES(Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity  
and Ecosystem Services)は、生物多様性と生態系サービスに関する動向を
科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間のプラットフォー
ムとして 2012 年４月に設立された。今後 IPBES の下で展開される各種活動
について積極的に参加し、有効な枠組みに仕立てていくことが重要である。 

このため、生物多様性保全取組及び科学技術の先進国として、我が国に
おいて IPBES で想定される科学パネルに準じた形で、多領域の専門家からな
る検討会を設け、政策立案の科学的根拠とすべく生物多様性と生態系サービ
スの評価・予測を行う。そしてその経験と成果をふまえ、IPBES へインプッ
トを行いその効果的な発展に寄与することにより世界に貢献するとともに、
IPBES を通じて我が国における生物多様性・生態系サービスの保全取組を充
実していくことを目的とするものである。 

 
２．事業計画 
 
① 多領域の専門家パネル及び作業部会を設置し、以下②の情報基盤、社会

・経済的変動予測、温暖化の評価・予測等を活用し、生態系等の評価
及び予測を実施。（H25～H27 年度）。  

② 社会・経済的状況の動向を踏まえつつ生物多様性・生態系サービスの変
化に関する評価、将来予測を行うため、既存の観測データ、調査結果
の収集・統合及び補完調査により情報基盤を整備する（H25～H27 年
度） 

③ 専門家を IPBES、地球規模生物多様性情報機構（GBIF)の会議へ派遣し、
上記評価・予測の進捗や成果を公表しインプットを提供する（H25～H2
7 年度）。   

 
３．施策の効果 
 

 多領域の専門家パネルによる生態系サービス等の変化が暮らしにどのよう
に影響するかを含む将来予測を行うことにより、生物多様性・生態系サービ
スの重要性が認識され、保全や持続可能な利用に向けた取組の一層の推進が
図られることが期待される。また、温暖化の評価・予測と協調して実施する
ことにより、生物多様性、生態系サービス及び適応関連の施策について、相
互に補完的な立案が可能となることが期待される。 



生物多様性及び生態系サービスに関する 
科学政策プラットフォーム推進費 

生物多様性の損失 

能力開発 

知見生成 

政策立案支援 

アセスメント 

複合的要因 

様々な要因 

地域固有性 対策の難しさ 

予測の難しさ 

情報不足 

能力不足 

生態系サービス 
の劣化・減少 

対策不足 状況把握困難 

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES） 

生物多様性に関する科学と政策のつながりを 
強化し、科学を政策に反映させる必要性 

生物 
多様性版 

IPCC 

IPBESの 
機能 

GBIF 

ESABII 

GEO-BON、AP-BON 

既存データの 
集約・統合、 
補足調査 

評価・予測の実施 

 生物多様性・生態系サービスと暮らし
のつながりについて理解の深化 

政策への反映 

IPBESへのインプット 



                                  

 

農薬による生物多様性への影響評価事業    ２６百万円（１０百万円） 

 

水・大気環境局農薬環境管理室 

 

１．事業の必要性・概要 

生物多様性の重要性が国際的に認識される中で、化学物質等による生態系の

かく乱は、我が国の生物多様性の 3 つの危機の１つに位置付けられている。 

生物多様性の保全のためには、個別の生物だけでなく、生物群集への影響を

低減させることが不可欠であり、我が国の多様な地形、気候の下、生態系や種

の多様性に及ぼす農薬のリスクを低減するには、生物群集を対象として、その

地域の固有の生態系に対する農薬の影響を的確に把握した上で、生物多様性リ

スクの最も効果的な低減に適した農薬や、その使用方法を選択することが求め

られる。 

  このため、本事業では、農薬による生物多様性への影響を地域レベルで評価

するための試験法を開発するとともに、地域の生物多様性に配慮した農薬やそ

の使用方法の選択を支援するためのツールとして、その試験法を活用するため

の方策を具体的に示すことで、各地域の生物多様性リスクの適切な管理を推進

する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 (１) 生物多様性影響試験 

   農薬の生物多様性への影響に関する文献調査及び実験室レベルでの毒性試

験を行う。 

(２) 生態系影響評価手法の開発 

 生物群集構造への影響及び生物の回復性を考慮し、地域固有の生物群集

を活用した簡易メソコスム試験法を開発する。 

また、その成果を活用して、都道府県レベルで活用可能な農薬の生物多

様性へのリスク管理手法を開発する。 

 

３．施策の効果 

 本事業で開発する、農薬の生物多様性への影響評価手法を都道府県試験場

が活用することで、地域レベルで生物多様性保全のための効果的な取組方法

が明らかにされ、地域における生物多様性の維持・保全活動が推進される。 

 



【拡充】農薬による生物多様性への影響評価事業 

農薬による生物多様性への影響を低減
するためには…… 

【考慮すべき事項】 

•   生態系全体を見る 

•   生物種ではなく生物群集で見る 
      （食物連鎖や競争関係などの影響） 

•   生態系は地域ごとに異なる 

 →   地域に応じた対応手法の開発 

本事業では…… 

• 農薬による生物多様性への影響実態
を広汎かつ的確に把握 

• 地域固有の生物群集を活用した試験
法（メソコズム試験）の開発、検証
【H25拡充要求部分】 

 
 

実際の営農場面において、各地域の農
薬による生物多様性リスクを具体的に
低減させるツールを確立 

現在の農薬生態影響の評価は…… 

•   ごく一部の生物種を使用 

•   個体レベルでの評価 
 

地域のため池で
とれた底泥 

農薬の種類・使用方法ごとに 

生物群集への影響の大きさと 

時間的推移を把握 

生物群集への影響が 

最も少ない農薬の種類や 

使用方法を明らかにする 
地域の生物群集が発生 

メソコズム試験 



 自然環境局野生生物課外来生物対策室 

１．事業の概要・必要性 

 平成 22 年 10 月の生物多様性条約第 10 回締約国会議では、2020 年までに侵

略的外来種とその定着経路を特定すること等を掲げた愛知目標が採択された。

さらに平成 24 年 9 月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、

愛知目標を達成するための主要行動目標として対策の強化による侵略的外来種

の根絶等が掲げられた。 

これらの動向を踏まえて、中央環境審議会において取りまとめられた「外来

生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」（平成 24

年 12 月、意見具申）に基づき、優先度の高い侵略的外来種の防除を効果的・

効率的に推進する。 

 

２．事業計画 

（１）特定外来生物防除直轄事業              

  生物多様性の保全上重点な地域において防除事業を実施する。 

① 世界自然遺産の候補地である奄美大島及び沖縄島やんばる地域において、

希少野生動物等を捕食するマングースの完全排除を目指し、集中的なワナ

の配置、低生息密度下でのより効率的な防除手法の導入等を行い、効果的

な防除を実施する。 

② ラムサール条約湿地など環境省が管理する重要湿地において、オオクチバ

ス等の防除を実施する。 

（２）侵入初期外来生物緊急防除事業            

  我が国で新たに定着が確認された侵略性の高い外来種について、分布を拡大

する前に緊急的に防除を行い、根絶や封じ込めを行う。 

（３）広域分布外来生物対策強化促進事業            

  広域に定着し分布を急速に拡大しているアライグマ、ヌートリア等について、

各地方公共団体における侵入初期での迅速かつ効果的、効率的な防除を促進す

る。 

 

３．施策の効果 

 外来生物による日本の生態系等に係る被害を防止・低減し、我が国の生物多様

性の保全を図る。特にマングースの防除を重点的に実施しているやんばる地域・

奄美大島では世界自然遺産の候補地となっており、防除を強力に進める必要があ

る。 

対策が遅れると外来生物の増加により被害が拡大し、対策に係る経費が増大す

るため、早期に防除を行う必要がある。 

 

特定外来生物防除等推進事業         ４１９百万円（３２５百万円） 

 



特定外来生物防除等推進事業

世界自然遺産候補地等、わが国の生物多様性保全上
重要な地域における防除
・マングース防除（奄美大島・沖縄本島やんばる地域）
・オオクチバス防除（ラムサール条約湿地）

オオクチバスマングース

最も費用対効果の高い侵入初期における緊急防除
・スパルティナ・アルテルニフロラ緊急防除（伊勢湾、有明海の干潟）
・タイワンスジオ緊急防除（沖縄本島中南部）

全国的に問題となっている外来生物の対策についての
地方公共団体支援
・アライグマ、ヌートリア防除

スパルティナ・アルテルニフロラ

アライグマ ヌートリア

タイワンスジオ

１．特定外来生物防除直轄事業

２．侵入初期外来生物緊急防除事業

３．広域分布外生物対策強化促進事業

わが国の生物多様性に重大な影響を及ぼす
外来生物の防除を効果的に推進



                                  

 

特定野生生物保護対策費         ２８２百万円(２４９百万円) 

 

自然環境局野生生物課 

 

１．事業の概要 

我が国では、現在 3,574 種（汽水・淡水魚類は第３次リスト種数）の野生

生物が絶滅の危機に瀕している。 

 こうした状況の中、現在絶滅の危機にある種の絶滅を防ぐため、環境省で

は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）

に基づく捕獲・採取・譲渡等の規制を行うとともに、特に保全のための事業

が必要な種については、保護増殖事業計画を作成し、この計画に沿って保護

増殖事業を実施している。 

今回、環境省が平成 24 年８月末に公表した最新レッドリストにおいて、ラ

イチョウのランクが絶滅危惧Ⅱ類から絶滅危惧 IB 類に上がったことを受け、

平成 24 年 10 月に保護増殖事業計画を作成し、25 年度から保護増殖事業を実

施することとしている。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 平成 24 年 10 月に新たにライチョウを加え、49 種について保護増殖事業計

画を作成し、それに基づき保護増殖事業を実施する。 

 

３．施策の効果 

絶滅の危機にある生物種の増殖、生息環境保全事業等により、種の絶滅を

回避する。なお、これまでの事業状況は、例えば以下のとおりである。 

○トキ 

  飼育繁殖技術が確立し、定期的な順化訓練・野生復帰を行い、平成 24 年

春には放鳥個体で初めての野外繁殖に成功。 

○アホウドリ 

  一時は絶滅したと考えられたが、植栽による生息環境の改善や音声装置

（鳴き声）・デコイ（鳥の模型）の設置による個体の誘引、また小笠原諸

島への新しい繁殖地の形成事業等に取組み、3,000 羽を超えるまでに回復。 

○シマフクロウ 

  北海道に生息する大型のフクロウ。巣箱の設置と給餌、傷病個体の治療

・放鳥等により、1970 年頃には 70 羽であったが、現在は 140 羽まで回復。 



特定野生生物保護対策費
「種の保存法」に基づく保護増殖事業を実施し、絶滅を回避

■シマフクロウ（北海道）

巣箱の設置、給餌、傷病救護
放鳥によるつがい形成 等

■イタセンパラ（中部、北陸、近畿）

外来種対策、飼育繁殖、密漁対策等

■ヤンバルクイナ（沖縄）

飼育繁殖、交通事故対策、
遺伝的多様性の調査 等

■レブンアツモリソウ（北海道）

盗掘対策、ササ地刈払い効
果の検証 等

■ツシマヤマネコ（対馬）

再導入手法の検討、飼育繁殖、
傷病救護、イエネコ適正飼養、
地域社会との共生推進 等

■トキ（佐渡） 飼育繁殖、野生復帰 等

■ライチョウ（H25新規） （中部山岳、南アルプス等）

生息状況調査、減少要因の把握調査 等



 

鳥獣保護管理強化事業費 

    ２８５百万円（２８５百万円） 

 

自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室 

 

１． 事業の概要 

近年、シカ、イノシシ等の鳥獣が急激に生息数を増やし、生息地を拡大してい

る。その食害による希少植物の減少や森林の劣化などの生態系被害の拡大や農林

水産業の被害額の増加に加え、最近では住宅地や観光地への出没による人身被害

や電車や車との衝突など生活環境の被害も増加しており、各地で深刻な問題とな

っている。 

しかしながら、現在の鳥獣保護管理の取組は、狩猟者の減少による担い手不足

や高度な捕獲技術の不足、地域での連携の不足などから十分な効果が得られてお

らず、新たな担い手の確保、地域ぐるみでの捕獲の取組、新たな捕獲手法や体制

の整備・再構築などについて抜本的に取組を強化する必要がある。 

このような状況を踏まえ、平成２３年に鳥獣保護法に基づく基本指針を改正し、

各種規制の合理化や取組の強化を制度的に整備したほか、平成２４年には鳥獣被

害防止特措法の一部を改正する法律が施行された。これらの新たな制度に基づき、

平成２４年度から全国での取組が開始されたところであり、今後は、これら新た

な取組の実効性を着実に確保するため、以下の事業を強力かつ総合的に実施する。 

 

２． 事業計画 

（１）鳥獣保護管理に係る人材育成 

  狩猟免許取得に向けたセミナーを全国で開催し、新たな担い手の確保を

強力に推進するとともに、地域ぐるみでの捕獲数を増やすノウハウの講習

会や狩猟者の捕獲技術を向上させる研修会等を全国で開催。また、捕獲の

専門家や動物の生態の有識者によるサポート体制の整備を図る。 

（２）地域ぐるみでの捕獲推進モデル地域づくり 

  全国１２地域のモデル地域において、地域ぐるみでの捕獲を推進する先

進地づくりを行う。また、地域ぐるみの捕獲推進に伴って発生する錯誤捕

獲への対策として、クマの安全な放獣技術の開発やマニュアルの作成を行

う。さらに、シカ等を大量に捕獲できる高度な射撃技術等の開発・実証を

モデル的に行う。 

（３）鳥獣保護管理実態調査 

  シカ、イノシシ等の過剰な捕獲による絶滅回避や適正な個体数推定のた

めの実態調査を行う。また、海外の先進的捕獲技術や鳥獣の保護管理制度

の調査・検討を推進する。 

 

 



３． 施策の効果 

 シカやイノシシ等の保護管理に係る担い手の確保や先進地づくり等の総合

的実施を通じて、生態系被害や農業被害を抑える。 



増えすぎたシカ等による生態系や
農林水産業の被害の増加

模範となる事例や技術の不足

狩猟者の減少や担い手の不足

クマの市街地への出没やイノシシと
車の衝突など生活環境被害の増加

鳥獣保護管理強化事業

・狩猟免許の取得に向けたセミナーを全国で開催し、新たな担い手の確保を強力に推進
・地域ぐるみでの捕獲数を増やすノウハウの講習会を全国で開催し、集落単位の自衛力を強化
・捕獲の専門家や動物の生態の有識者等によるサポート体制の整備 等

人材育成

・シカ、イノシシ等の過剰な捕獲による絶滅回避や適正な個体数推定のための実態調査
・海外の先進的捕獲技術や鳥獣の保護管理制度の調査・検討
・広域に活動する鳥獣への対策を講じるための体制づくり 等

実態調査・検討

・地域ぐるみでの捕獲を推進するため、全国１２地域に設定したモデル地域において、先進地
づくりを強力に推進
・地域ぐるみでの捕獲推進に伴って発生する錯誤捕獲への対策として、クマの安全な放獣技術の
開発やマニュアルの作成
・シカ等を大量に捕獲できる高度な射撃技術の開発・実証

モデル事業

鳥獣保護管理強化事業費

地域個体群の絶滅の危機や
過剰な駆除の懸念

人の生活圏や農地等における
取組との連携不足

深刻な鳥獣被害に適切に対応する
には、総合的な鳥獣保護管理を
抜本的に強化することが必要

【
背

景

】



                                  

 

外来生物対策管理事業費           ３１百万円（２７百万円） 

 

自然環境局野生生物課外来生物対策室 

１．事業の概要 

外来生物法（平成１７年６月施行）の適正な執行はもとより、生物多様性条約

第１０回締約国会議で決議された愛知目標（※）の達成に向け、以下の事業を実

施する。 

（※）愛知目標 個別目標９：2020 年までに侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順

位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される。また、侵略的外来種の導入又は定

着を防止するために定着経路を管理するための対策が講じられる。 

（１）特定外来生物等の選定及び調査 

①特定外来生物の追加指定の検討に向け、情報を収集し、専門家会合等を開催。 

②特に警戒すべき特定外来生物の分布状況についてモニタリング調査を実施。 

（２）愛知目標達成のための外来種対策強化に係る調査・検討 

①2020 年までの中期的な総合戦略である「外来種被害防止行動計画（仮称）」

を策定し、防除における優先度の考え方や国・地方公共団体等の役割分担な

どについて整理する。 

②生態系等に被害を及ぼす外来種ではあるものの、外来生物法の規制になじま

ないものをリストアップし、対策の方向性等を示す「侵略的外来種リスト

（仮称）」を作成。 

③輸入品等に付着して非意図的に導入される外来種について、非意図的導入の

おそれが高い貨物の品目・地域・経路等の現状を把握する。また、貨物に付

着した外来種を取り除くための消毒基準やガイドライン等を策定するととも

に、制度・体制面の整備を進める。 

 

２．事業計画 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

 
特定外来生物等の 
選定及び調査 
 

        

 
 
 
 
 
愛知目
標達成
のため
の調査
検討 
 
 

侵略的外
来種リス
ト及び行
動計画に
係る検討 

        

 
 
非意図的
導入対策
に係る調
査・検討 

  
 
経路等現
状把握 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

  

体制の検討、 
消毒基準等整備 
 

運用開始・適宜見直し 

策定・公表 
 

適宜見直し 
 



                                  

３．施策の効果     

  外来種被害防止行動計画（仮称）の策定により、優先度を踏まえた効果的

・効率的な防除や各主体の広域的な連携による防除の推進に資する。 

侵略的外来種リスト（仮称）の作成は、各主体に注意を喚起し、外来種全

般の適切な取扱いの推進に資する。 

  非意図的な導入への対策については、侵入経路に係る監視体制等を強化す

るとともに、消毒基準等を整備することで、国内への特定外来生物等の導入

の効果的・効率的な防止に資する。 

  これらにより、愛知目標が掲げる「優先度の高い種の制御、根絶」「侵略

的外来種の特定」、「防除の優先順位付け」、「定着経路の管理」について

の取組が強化される。 



外来生物法

特定外来生物被害防止基本方針

①
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係

る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
基
本
構
想

②
特
定
外
来
生
物
の
選
定
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項

③
特
定
外
来
生
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項

④
国
等
に
よ
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑤
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
外

来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の

防
止
に
関
す
る
重
要
事
項

外来生物被害防止行動計画

外来種に関する
中期の総合戦略

愛知目標（個別目標９）の達成

侵略的外来種ﾘｽﾄ（仮称）
の策定

国
で
優
先
的
に
実
施
す
べ
き
防
除

地
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
で
実
施
す
べ
き
防
除

国
内
由
来
の
外
来
種
対
策

そ
の
他
の
戦
略

非
意
図
的
導
入
対
策

選定基準
の整理

最新の
科学的
知見

継続的な
更新

分布状況・
対策の

方向性等
情報付加

都道府県版リストの
作成・対策促進

特定外来生物の
追加指定

外来生物対策管理事業費

特定外来生物の対策
経路（品目・地域）等現状把握

消毒基準、ｶﾞｲﾄ゙ﾗｲﾝ等作成

体制・制度の整備

遺
伝
的
多
様
性
の
保
全
対
策

普及啓発の推進



国立公園等シカ管理対策事業費 

１７１百万円（ ４１百万円） 

自然環境局国立公園課 

 

１．事業概要 

【背景】 

生物多様性保全上重要な地域である国立公園等では、近年、シカの増加による自然

植生の食害が著しく、高山植物群落の消失や亜高山帯の針葉樹林の立枯れなど深刻な

影響がみられ、国立公園等の自然風景地の価値や生物多様性の劣化に加え、食害によ

る表土流出・土砂崩壊の発生など、国土保全上も看過できない状況になりつつある。 

このことから国立・国定公園内の生態系を順応的かつ総合的に管理する制度として、

平成 21 年度の自然公園法改正により「生態系維持回復事業」を創設した。これに基

づき、生態系被害が著しく、優先的に対策を講ずべき国立公園等において、生態系維

持回復事業計画等シカ管理計画に基づく効率的なシカ対策を実施することとしてい

る。 

【実施内容】 

(1)シカ管理計画策定事業 

シカの本格的な駆除に向けた調査、体制構築、生態系維持回復事業計画等のシカ

管理計画の策定、試験的なシカの駆除などを行うことで効率的なシカ対策を講じる

ための基盤構築を図る。 

(2)先進的なシカ管理対策モデル事業（平成 24年度～） 

(1)により基盤構築がなされた国立公園等において、大型仕切り柵を併用した囲

いワナやシャープシューティングの導入など先進的な捕獲手法を駆使した本格的

なシカの駆除を行い、生態系被害の軽減を図る。 

 

２．施策の効果 

 植生の現況把握、シカの行動圏把握などにより科学的かつ効率的なシカ管理が、関

係機関・団体と役割分担した協働体制のもとで講じられ、シカによる国立公園等への

生態系被害の軽減及び健全な生態系の回復が図られる。 



国立公園等シカ管理対策事業費

（１）シカ管理計画策定事業においてシカの個体数管理

に係る知見・技術・体制が十分に整った地域は、（２）先

進的なシカ管理対策モデル事業で本格的な個体数調

整を実施し、国立公園等の自然環境を保全する。

モニタリング・効果測定

シカ個体数調整の実施

・生態系維持回復事業計画等に基づき
シカの個体数調整の効果的な実施

（２）先進的なシカ管理対策モデル事業
（本格実施と効果測定）

・シカの生息状況と試験的対策実施に
よる植生の状況、分布等の変化

（１）シカ管理計画策定事業
（本格実施に向けた調査・調整等）

シカの生息状況調査

・生息数の推定、行動圏の把握
・季節移動経路・越冬箇所の特定

生態系維持回復事業計画の策定

モニタリング・効果測定

自然環境現況・シカ影響調査

・シカの影響調査（動植物）
・守るべき植生の状況、分布等の把握

・地域協議会の設置による合意形成の推進
・関係者間の方針、役割分担等の共有

試験的な対策実施と手法開発

・植生防護柵の試験的な設置
・試験捕獲の実施
・効果的な捕獲手法の検討

・シカの生息状況と試験的対策実施に
よる植生の状況、分布等の変化



動物愛護管理推進費

１７８百万円（９４百万円）

自然環境局総務課動物愛護管理室

１．事業の概要

動物愛護管理法及びペットフード安全法に基づき、動物の愛護と適正な飼

養に関する総合的な普及啓発及び動物愛護行政の各種課題や飼養動物及び動

物取扱業の実態等を把握するための調査・検討等をおこなうものである。

特に、平成２４年度に改正された動物愛護管理法について、改正法の普及

啓発を図るとともに、自治体の取組支援や必要な調査、検討を行う。

また、改正法の趣旨に沿った動物愛護管理行政を推進し、広く国民への理

解、普及に取り組んでいく。

２．事業計画

（１）改正された動物愛護管理法を踏まえ、自治体職員を対象とした研修会

やワークショップの開催、ポスターやパンフレットの作成等による普及

啓発を実施（H25年度～）

（２）改正法を踏まえ、マイクロチップの普及調査等必要な調査、検討の実

施（H25年度～）

（３）基本指針の推進及びフォローアップ等調査（H20年度～）

（４）動物の収容・譲渡のための施設整備に対する支援（H21年度～）

（５）ペットフード安全法の普及啓発等（H20年度～）

３．施策の効果

（１）改正法の普及啓発等により、終生飼養や適正管理等のより一層の推進

に寄与する。

（２）「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的

な指針」に、次の目標と、取り組むべき具体的施策が定められており、

その達成に寄与する。

・都道府県、指定都市及び中核市における犬及び猫の引取り数の半減

・犬又は猫に関する所有明示の実施率の倍増



動物愛護管理推進費

動物愛護管理法に基づく施策の推進

○ 調査連絡事務費
（関係省庁、関係自治体等の担当者会議、犬猫等の譲渡支援
広域データベース運用等）

○ 動物適正飼養推進・基盤強化事業
（ポスター・パンフレット等作成やシンポジウム開催等の総合的
な普及啓発、動物愛護センサス及び基本指針フォローアップの
実施、改正動物愛護管理法に基づく各種調査等の実施）

○ 動物収容・譲渡対策施設整備費補助
（収容した犬猫の譲渡を進めるため、都道府県等の動物収容
施設の新築・改築・改修等の支援）

○ 飼養動物の安全・健康保持推進
（安全性の課題等の情報収集・調査、中央連絡会議の開催、
立入検査の実施）

ペットフード安全法の円滑な施行

事 業 計 画

目的：飼養動物の愛護・管理

•飼い主の責務の遵守
•周辺生活環境の保全
•犬及び猫の引取り
•危険な動物の飼養規制
•動物取扱業者の規制、指導
•動物愛護管理基本指針に
基づく施策の推進等

※都道府県等の自治事務
※環境省は基準等の策定、普
及啓発、都道府県等の支援

•犬及び猫の健康の保護
•ペットフードの製造、輸入、販売
の規制
•基準・規格の設定
•立入検査等によるモニタリング
※農林水産省との共管
※国の事務

背 景

◆動物愛護管理法

◆ペットフード安全法

動愛法改正!
～政省令等改正
基本指針見直し



                                  

 

野生生物保護施設緊急整備・老朽化等対策事業  

２，０００百万円【平成２４年度補正】 

 

自然環境局野生生物課 

自然環境局自然環境計画課 

１．事業の概要 

野生生物の保護・増殖、自然とのふれあいの場の整備、自然環境教育の促

進等を図るため、野生生物保護の拠点施設、国指定鳥獣保護区における観察

施設等における利用者の安全確保・利便性向上及び施設の機能強化を行う。 

また、絶滅のおそれのある希少動植物の保護・管理、生息・生育環境の改

善や繁殖等の促進を図るため、希少動物であるツシマヤマネコの野生復帰を

促進する野生順化訓練施設等の設置を行う。 

さらに、外来生物による生態系への被害の防止を図るため、マングースの

侵入が新たに認められた地域、地域根絶が確認された地域等において、侵入

を防止する柵、捕獲ワナ等の緊急設置を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①野生生物保護センター等整備事業 

野生生物保護センターの増改築・修繕、水鳥・湿地センターの修繕、鳥獣保

護区管理棟の改築・修繕、世界遺産センターの修繕 等。 

②絶滅のおそれのある種（ツシマヤマネコ）の野生順化関連施設整備 

野生順化６ケージ：1 ケージ当たり面積平均 0.44ha）の整備。 

③奄美・やんばる地域の外来生物（マングース）緊急防除等施設設置事業 

奄美・やんばる地域におけるマングースの緊急的な防除を実施するため、

侵入防止柵及びワナ設置。 

 

３．施策の効果 

①施設利用者の安全確保・利便性向上及び施設の機能強化等。 

②野生復帰予定地の対馬の下島の個体群が回復し、ツシマヤマネコの絶滅回

避に繋がる。また、当該種をシンボルとした環境保全による地域振興、自

然に配慮した農林業の振興等に寄与。 

③沖縄やんばる地域及び奄美大島において、マングースによって深刻な影響

を受けているヤンバルクイナ、アマミノクロウサギ等の絶滅危惧種の保全

を推進。長期的な防除コストの縮減及び根絶までの期間の短縮に寄与。 



野生生物保護施設緊急整備・老朽化等対策事業 

野生生物保護センター等整備事業 絶滅のおそれのある種（ツシマヤマ
ネコ）の野生順化関連施設整備事業 

野生順化ケージのイメージ 

施
設
の
修
繕
、
機
能
強
化 

安全性の確保・ 
利便性の向上 

地域の観光振興・ 
経済活性化 

※屋根崩落の危険 
 （梁の損傷６箇所） 

雪害による屋根・天井の破損 
（宮島沼水鳥・湿地センター） 

コンクリート梁の損傷 
（屋久島世界遺産センター） 

侵入防止柵の例 
（沖縄県が設置した北上防止柵） 

奄美・やんばる地域の外来生物（マングース）緊急防除等施設設置事業 

新たな侵入地域等で
侵入防止・緊急防除 

捕獲されたマングース 



                                  

 

（新）水環境の危機管理・リスク管理推進事業 ９３百万円（ ０百万円） 

 

水大気環境局水環境課 

１．事業の必要性・概要 

  今般、利根川水系の浄水場において広範囲に利水障害が発生したことにより、物

質そのものの有害性の高低に関係なく、大きな環境リスクを与えうることがわかっ

た。 

  水環境の安全・安心を確保するためには、従来の有害物質だけでなく、こうした物

質についても、平常時には水質事故を未然に防止するための適切なリスク管理がなさ

れ、水質事故時には迅速な原因究明により被害拡大防止を図ることできるようにして

おくことが必要である。 

  このため、①大きな環境リスクを与えうる物質についてのリスク評価、②環境中の

存在状況調査、及び③水質事故時の迅速な原因究明に係る対応方策の検討等を行い、

自治体等における水質事故に備えた危機管理、リスク管理を推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 

３．施策の効果 

自治体において、水質事故の再発防止及び原因究明の迅速化等今後の水質事故に備

えた危機管理・リスク管理が推進されることで、事故時のみならず災害時における有

害物質の流出の際も、水環境の安全・安心が確保され、国民の健康の保護に資する。 

 

調 査 項 目 H25 H26 H27 

①リスク評価 

②存在状況調査 

③対応方策の検討 

   



水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質（有害物質）を含む廃液等を排出す
る施設を設置している事業者からの排出水を規制。

・化学物質の環境影響について、有害性だけでなく利水における間接的影響など潜在的な環境リスクも考慮する必要。
→物質の洗い出し、工場・事業所からの排出実態、環境中における存在状況を調査し、リスク評価を実施。

・上記物質について、自治体、工場・事業所における危機管理・リスク管理を推進することが必要。
→工場・事業所における取扱状況の把握方法や緊急時の簡易測定法の整理・確立など、リスク管理、危機管理の
ための方策を検討

水環境の安全確保による国民の健康の保護

水環境の危機管理・リスク管理推進事業

現状の水質規制

課題と対応方向

規制対象となる汚水・廃液
有害物質として、現在28項目が指定（人の健康の保護に関する環境基準が定められている物質）されてお
り、生活環境項目として、BODやCODなど水質の汚濁状況を示す項目などが設定。

一方で、物質自体が、人の健康に影響を及ぼすおそれが低いものについては、有害物質として指定されておらず、
規制がない。
例：ヘキサメチレンテトラミン（浄水場の消毒工程で加水分解され、有害なホルムアルデヒドを生成。）

原因はヘキサメチレンテトラミンの排出と推定

水道の断水等により３６万戸８７万人に影響
利根川水系における水質事故発生

水道の断水等により３６万戸８７万人に影響



                                  

 

水質環境基準検討費（新規項目基準化検討業務） 

（国民の実感にあった環境基準への見直し）   ７０百万円(７８百万円) 

水・大気環境局水環境課 

 

１．事業の必要性・概要 

 生活環境の保全に関する環境基準については、設定から 40 年が経過し、水環境の状

況が変化する中、現在の環境基準項目の達成状況だけでは水環境の現状が国民に分か

りにくく、水環境保全施策の推進等につながらないとの指摘がある。水生生物及び水

生植物の保全の観点から閉鎖性水域等においては下層の溶存酸素（DO）の低下による

水生生物の斃死や透明度の低下による沈水植物の減少が見られ、また、親水利用の観

点から、透明度は「水の美しさ・清らかさ」を表し、国民にとってわかりやすい指標

であることから、下層 DO、透明度を新たな環境基準項目として設定する必要性がある

との指摘を受けている。平成 27 年度を開始年度とする第 8 次水質総量規制において環

境基準として下層 DO 等を指標として用いるべく、平成 25 年度までに環境基準項目と

して設定する必要がある。このため、水生生物等の保全を目標とした、下層ＤＯ、透

明度の環境基準化の検討に向け、魚介類のＤＯ耐性試験や現地調査等を行い、データ

の収集・整理を行う。 

 

２．事業計画（業務内容）平成 25 年度 

 水生生物等に与える影響に関する知見について、文献調査、DO 耐性試験や現地調査

を行い、情報を収集し、下層 DO 等の目標値の導出を行う。 

また、環境基準に設定した場合の測定値の評価手法及び測定手法の確立、水質保全

対策等の検討に資するための水質予測手法を確立する。 

 

３．施策の効果 

 水生生物の保全等の観点から下層ＤＯ等の国民の実感にあった、分かりやすい新たな

環境基準項目を設定することにより、これを目標とした施策展開を行うことが可能とな

り、水生生物の生息環境の改善やさらなる環境保全活動につなげることが可能となる。 



水域（下層DO）の現状 

下層ＤＯ 及び透明度の 
新規環境基準項目への追加 

水質環境基準検討費（新規項目基準化検討業務） 

・測定手法の確立 ・水質保全手法等の検討 

・原因となる物質の把握 

流域の原因物質の把握 

凡例
：a類型（5mg/L以上）
：b類型（4mg/L以上）
：c類型（3mg/L以上）

環境基準項目追加に向けた検討 

・魚介類・沈水植物に係る利用水域等の把握 

＜現状の課題＞【国民の実感にあった環境基準への見直し】 
・下層ＤＯの低下による魚介類への影響 
・透明度の低下による沈水植物への影響 

・評価手法の確立 

・魚介類に係るDO耐性情報の収集 

・沈水植物に係る透明度情報の収集 

類型指定 
（基準値のあてはめ） 

基準化に向けた検討 

水域類型区分及び目標値の決定 

下層ＤＯ、透明度の 
水質予測手法確立 

・水域水質情報の把握 
・補足測定項目の活用 
（全有機炭素(TOC)など） 



                                  

生物応答を利用した水環境管理手法の推進   ２４百万円（２９百万円） 

（「WET手法を活用した排水規制手法検討調査」を名称変更） 

水・大気環境局水環境課 

 

１．事業の必要性・概要 

  水環境中に排出された化学物質による環境リスクについては、低濃度で

存在し毒性自体が未知の多様な化学物質の人の健康や水生生物への影響が

懸念されている。これらの物質対策には、現状の単一物質毎に対する監視

及び一律排水規制のみでは新たな水質問題に対して迅速に対応することが

難しい。このため、安全・安心な水環境を確保し、排水に起因する水質汚

濁による人や水生生物への悪影響を未然かつ効率的に防止するためには、

平成 23 年３月に取りまとめられた「今後の水環境保全の在り方について」

に指摘されているように、既に米国やカナダ等で取り入れられているよう

な、生物応答を利用した排水中の多様な化学物質の影響を総体的に管理す

る手法（例えば米国におけるＷＥＴ手法）が必要である。 

  このため、工場等からの排水中の化学物質による影響を総体的に把握し、

排水による環境影響の低減を図る新たな規制手法について調査・検討を行

う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 H23 H24 H25 H26 H27 

生物応答試験手法を用いた排水規制の在り方の

検討 

     

生物応答試験制度運用に必要な情報の収集      

生物応答試験手法による水環境管理手法の普及

啓発 

     

制度化を見据えた生物応答試験手法の試行運用      

 

３．施策の効果 

  工場等からの排水中の化学物質による影響を総体的に評価することによ

り、これまで個別の物質について人への健康影響等を評価した上で排水基

準を設定し管理していくという手法だけでは難しかった、新たな水質問題

への迅速かつ効率的な対応が可能になる。 



生物応答を利用した水環境管理手法の推進 

【背景】 ○水濁法では、①特定施設、②規制項目の設定による排水規制を主とした水処理の管理を実施。 

○世の中で使用されている化学物質等の種類の増加や、新たに特定施設となりうる製造工程等について、適
宜特定施設や規制項目の追加を行うことにより対処。 

【問題意識】 ○毒性情報について未知の化学物質が多く、環境基準となっていない物質についても、生態系への影響
など水環境中での支障を生じているおそれ。 

海外事例調査（先行的事例として米国におけるＷＥＴ手法等について情報収集） 

現行の一律排水基準を補完 

カドミウム 
0.1mg/L 

鉛 
0.1mg/L 

［生物応答を用いた排水管理］ 
多様な化学物質を総体的に評価 

 
 
 
 

遊泳率・生存率高 

遊泳率・生存率低 

毒性 高→毒性の削減 

毒性 低→監視の継続 

魚類等を対象水中に曝露 

生物試験を用いた毒性評価 
（バイオアッセイ）の例 

制度の位置付けの例 

技術検討 制度検討 

［従来の一律排水規制］ 
化学物質の複合影響・未規制物
質への迅速な対応が難しい 

毒性の有無を総体的に評価
することで、排水中の化学物
質の生物影響を確認すること
が可能 

◆平成24年度までの検討 

◆平成25年度事業の内容 

・生物応答手法を活用した制度・運用の検討。 
・試験方法を整理し、マニュアル策定。 
・生物応答試験を実施することのできる試験分析機関の育成。 

・事業者の協力のもと、事業場排水に対して生物応答試験を
行い、データを収集する。 
・データ収集等により試験方法・運用上の課題について検討。 

■本格実施に向けた課題等を把握し、制度導入を検討 

生物応答を利用した排水管理の検討 

試行運用 



                                  

 

（新）有明海・八代海等再生評価支援事業  １２４百万円（ ０百万円） 

 

水・大気環境水環境課閉鎖性海域対策室 

１．事業の必要性・概要 

 昨年、有明海・八代海の再生のための特別措置に関する法律が一部改正され、

有明海・八代海等総合調査評価委員会（以下「委員会」）が、有明海・八代海等

の再生の評価にかかる審議を約４年ぶりに再開した。 

委員会が開催されなかった間も、有明海・八代海等においては、シャットネラ

赤潮の大発生による歴史的な漁業被害や、復活の兆しがみられた高級二枚貝のタ

イラギが貧酸素水塊により大量死するなど、環境異変の影響が大規模化する傾向

にある。 

地元では、有明海等の環境が以前に増して悪化が進行したと捉えられており、

委員会が今後の審議において、関係各省及び関係県が収集した調査結果を踏まえ

た環境異変の早期の原因究明や海域再生への道筋を提示することへの強い期待が

寄せられている。 

 このため、地元の期待に応え、委員会が着実に再生の評価を進めていくために

必要な調査データを早急かつ確実に得るための調査実施体制を確立する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）環境変化の端緒となるデータの収集、整理 

委員会の再生の評価に必要な有明海・八代海等の環境変化の端緒を的確に

把握するための底質、貧酸素水塊発生等の環境データを収集、整理する。 

（２）環境異変の原因要因・機構究明のためのデータの収集、整理 

   有明海・八代海等の環境悪化の主要な原因要因として推定されている事項

のうち、最近の測定技術等の進歩により調査の実施が可能となった 

① 有明海の懸濁物の化学的性状等の特性把握 

② 八代海の魚類を中心とした生態系解明及び生態系保全上重要な生息場の
特定等 

にかかるデータを収集、整理する。 

 

３．施策の効果 

 委員会に有明海及び八代海の再生等の評価に必要な情報を早急かつ確実に提供

することで、有明海及び八代海等の環境異変の原因要因究明及び再生への道筋に

かかる審議が促進され、ひいては有明海及び八代海等の再生を効率的かつ早期に

実現することが可能となる。 



有明海・八代海等再生評価支援事業 
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H21．7 有明海・八代海・橘湾で

同時に大規模シャットネラ赤潮が
発生 
 
これまでにみられなかった現象 
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例；有明海の漁獲量 

長期の漁獲低迷から抜け出せない。 

地元の
声・期待 

有明海・八代海等総合 
調査評価委員会 
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へ
の
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示
を 

環境省 

有明海八代海等再生評価支援
事業（新規） 
 

(1)環境異変を捉える情報 

・海域全域的な水温、水質、底
質、潮流情報など 

・局所的に発生する貧酸素水塊
や赤潮の消長など 
 
(2)環境異変の原因要因・メカニ

ズムに関する情報（解明が進ん
でいない部分） 

・有明海の特徴である濁り（懸濁
物）についての情報（化学性状、
発生起源、生物生息にもたらす
影響） 

・八代海の生物生態系について
の情報（生態系の構造、キーとな
る生物、重要生息場） 
 

再
生
の
評
価
（
原
因
の
究
明
・道
筋 

の
提
示
）
の
科
学
的
根
拠
を
提
供 

 
[評価委員会の目標] 
 
早期に 
・有明海・八代海等の海域環境 
 の変化傾向とその変化が生息生 
 物に及ぼす影響の度合いを把 
 握した上で、 

・再生に必要となる対策（再生対策） 
が何なのか、また、その行程を明ら
かにする。 
 
 

八代海 

橘
湾 

有
明
海 

現状 

提示 

再生対策の実施 

貴重な 
自然環境 

 
 
 
 

水産資源の回復 
 
 
 
 

再生の実現 



                                  

（新）今後の総量削減制度の在り方の検討に向けた総合調査    

２９百万円（  ０百万円） 

水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 

 

１．事業の必要性・概要 

 水質総量削減制度は、水質汚濁防止法に基づき、昭和 54年から実施されており、平成

26年度を目標年度とする第７次においては、東京湾、伊勢湾及び大阪湾については引き

続き水質改善の必要性がある一方で、大阪湾を除く瀬戸内海については一定の改善が認

められ、現在の水質を悪化させない観点からの取組が行われている。 

 しかしながら、瀬戸内海においても、依然として赤潮や貧酸素水塊が課題となってい

る水域が存在するとともに、栄養塩濃度の低下に伴う植物プランクトン量の減少によっ

て生態系構造の変異が危惧される水域も存在するなど課題が多様化している。また、一

部水域ではノリ養殖等に深刻な被害が発生していることから、漁業関係者、関係自治体

等からは早急な対策を求める声が寄せられている。 

 これらの課題に対処するためには、次期水質総量削減制度において、現行の法制度の

運用のみならず、生物生息環境等の生活環境の保全のための施策の方向性を示す必要が

あることから、各指定水域の現状と課題を踏まえた厳密な水環境状況の評価及び将来水質

の予測を通じ、東京湾等において施策の効果把握と課題の整理を行うとともに、瀬戸内海

においては地域性や季節性を考慮したきめ細やかな水質管理方策の検討を行う。 

２．事業計画（業務内容） 

（１）指定水域における汚濁負荷削減状況及び水環境状況の評価等 

  指定水域における汚濁負荷量データ等各種関連データをもとに水環境状況等の評価

を行う。瀬戸内海においては、湾・灘ごとの地域環境特性等の解明に向けた調査を実

施する。 

（２）きめ細やかな水質管理に向けた手法の開発 

  栄養塩等の供給源や管理方策を整理し、窒素・りんの規制対象事業場等における季節

毎の管理運転の可能性など、きめ細やかな水質管理手法の開発に向けた検討を行う。 

（３）指定水域における将来水質予測 

  従来のシミュレーションモデル及び前提条件設定の妥当性について検証を行い、き

め細やかな水質管理手法に係る検討結果を踏まえた将来水質予測を行う。 

（４）閉鎖性海域の水質汚濁メカニズムを踏まえた課題の整理 

  閉鎖性海域の水質汚濁メカニズムに関する知見を収集・整理し、将来水質予測結果

等も踏まえた総合的な解析を行う。 

３．施策の効果 

 次期水質総量削減制度に、各指定水域の現状と課題を十分に踏まえた厳密な評価及び将来

水質予測結果、瀬戸内海においては湾・灘ごとのきめ細やかな水質管理方策の検討結果等を

盛り込むことにより、多様化する水環境の課題に効果的に対応することが可能となる。 
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今後の総量削減制度の在り方の検討に向けた総合調査 

・水濁法に基づき、水質環境基準を確保するために 
 海域へ排出される汚濁物質の総量を削減 
 

・これまで６次にわたり実施し、現在第７次実施中 
 

・東京湾、伊勢湾、瀬戸内海で実施 
 

・化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素、りんが対象 
 

・発生源別負荷量（生活系、産業系等）の目標量設定 

◆汚濁負荷削減及び水環境の 
  状況評価 
 ・発生源別（生活系､産業系等）の削減状況 
 ・水質環境基準の達成状況 
 ・赤潮や貧酸素水塊等の発生状況 

◆湾・灘ごとの地域環境特性 
  の把握 （瀬戸内海） 
 ・地理特性や利用形態等の状況 

◆将来水質の予測 
 ・中長期ビジョンでの水質予測結果と 
  実際の水質を踏まえたモデルの検証 
 ・瀬戸内海の地理特定を踏まえたシナリオ  
  の設定 
◆水質汚濁メカニズムの検討 
 ・貧酸素水塊の発生機構 
 ・赤潮の発生機構 

今後の総量削減
制度の在り方の
検討に向けた 
総合調査 
（平成25～26年度） 

 

次期水質総量削減 
の在り方（諮問・答申） 

中央環境審議会 

H24 H25 H26 H27～ 

第７次水質総量削減 （目標年度：平成26年度) 次期水質 
総量削減 

環境大臣 

◆きめ細やかな水質管理手法 
  の開発 
 ・季節別管理運転の技術的・制度的 
  課題の検討 
 ・国内外の栄養塩の管理方策調査 

これまでの水質総量削減制度 

 生態系構造の変異・ 
  生物生産力低下への危惧  
  →河口域型漁業（養殖カキ、 
    海苔、アサリ等）への影響 
  →水産資源の減少     

貧栄養化海域の出現 
（新たな課題） 

 赤潮の発生 
 →H24.7宇和海で10億円被害 
 

 貧酸素水塊の発生 

 →底生魚介類の斃死 
 →無生物域の形成  

富栄養化による課題 
（従来からの課題） 

水域等によって課題が多様化 

次期水質総量削減
基本方針の策定 
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水域ごとの特性や課
題に対応したきめ細
やかな水質管理など

きれいで豊かな海
の実現へ 
 

＋ ＋ 
夏 冬 

瀬戸内海では湾・灘
ごとに異なる課題 

 赤潮等発生海域 

 →大阪湾、豊後水道 他 
 貧栄養化海域 

 →播磨灘、周防灘 他  

◆良好な水質 
◆豊かな生態系 
◆安定した 
  海からの恵み 

水質の改善 「きれいな海」へ 生物の生息環境の確保 ＋ きめ細やかな対応 「豊かな海」へ に加え 



地盤沈下等水管理推進費
（適正な地下水の保全と利用のための管理方策の検討）

２０百万円（１８百万円）

水・大気環境局 地下水・地盤環境室

１．事業の必要性・概要
地下水を巡っては、健全な水循環の確保に配慮した流域単位での総合的か

つ一体的で持続性のある管理が必要とされており、また、現在議論が進めら
れている水循環基本法の中でも指摘されているように、水が国民共有の貴重
な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、地下水の公水化の必要
性についての議論も考慮した適正管理の方策について検討する必要がある。

、 、さらに 都市部でのヒートアイランド対策や今後のエネルギー利用において
未利用・再生可能エネルギーとしての地下水利用の普及が重要な課題となっ
ており、一方で、揚水規制地域における地下水位が高すぎると、地震時の液
状化にはマイナスに作用するとの意見もあること等を踏まえた地下水の有効
利用を図る方策が求められている情勢となっている。
このような情勢に適切に対応し、今後の地下水・地盤環境の保全行政を円

滑に推進していくため、地盤沈下を防止しつつ地下水の保全と有効利用を図
る方策を確立する必要がある。

２．事業計画（業務内容）
①地下水の有効利用を図るための技術的検討
②地域特性を踏まえた地下水のモニタリング方法の検討
③適正な地下水の保全と利用を図るための管理方策の検討
④被災地の地盤沈下地域における地下水利用のあり方の検討

等を実施し、その成果として地方自治体向けの「地下水の保全と利用のガイ
ドライン（仮称 」を策定するとともに、現行の揚水規制制度の見直しの可）
能性について検討する。

H24 H25 H26 H27
適正な地下水の保全と利用のための管理方策の検討

３．施策の効果
地盤沈下を防止しつつ、適正な地下水の保全と有効利用を図るための管理

方策が確立でき、円滑な地下水・地盤環境の保全行政が推進される。



地盤沈下等水管理推進費
〔適正な地下水の保全と利用のための管理方策の検討〕

今後の地下水・地盤環境の保全行政を円滑に推進していく

・地下水の有効利用を図るための技術的検討
・地域特性を踏まえたモニタリング方法の検討
・地下水の保全と利用のための管理方策の検討 等

地下水の保全と利用のガイドライン（仮称）策定
現行の揚水規制制度の見直し可能性の検討

・地下水を巡っては、健全な水循環の確保に配慮した流域単位での総合的かつ一体的で持続性のある管理が必要

・地下水の公水化についての議論を踏まえた適正管理方策の検討が必要（議員立法として「水循環基本法」提出予定）

・都市部でのヒートアイランド対策や今後のエネルギー利用において、再生可能エネルギーとしての地下水利用の普及が課題

・揚水規制地域における地下水位の上昇が地震時の液状化に与える影響等を踏まえ、地下水の有効利用が課題

背景・課題

概 要

地盤沈下を防止しつつ、地下水の保全と有効利用を図る方策を確立することが重要



                                  

 

農薬水域生態リスクの新たな評価手法確立事業 ２７百万円（３２百万円） 

 

水・大気環境局農薬環境管理室 

 

１．事業の必要性・概要 

現在、農薬登録制度では、水域生態系への影響について、指標生物種に対す

る毒性値に基づき評価しているが、従来の農薬があらゆる生物に毒性を示した

一方、近年、より安全性の高い、特定の生物種のみに効果のある農薬が出回る

ようになってきた。この場合、従来の試験では、生態系の中で影響を受けやす

い生物種を把握できないことが懸念される。また、農薬の環境中濃度は、地域

により農薬の使用状況や農地の利用形態が大きく異なる等の地域差を十分考慮

していない。 

このため、統計学的な手法を活用して、全ての種に対する毒性値と、地域差

を考慮して推計した環境中濃度を比較することで、定量的かつ信頼性の高い新

たな水系生態系への影響評価法を確立することにより、より的確な農薬のリス

ク管理を推進する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 (１) 諸外国における統計学的手法を用いた環境影響評価制度の調査 

 (２) 毒性評価に統計学的手法を導入するための生物試験の実施 

   全ての生物種についての毒性評価を統計学的に算定するために必要な、①

試験対象生物種の探索、②当該生物種に対する毒性試験、を実施。 

 (３) 環境中濃度の算定に統計学的手法を導入するためのモデル開発 

   環境中濃度の算定式の各パラメータについて地域差を考慮するためのモデ

ルを開発。 

 (４) 統計学的手法を用いた水域生態系へのリスク評価手法の検討 

   （１）～（３）の成果を踏まえ、我が国にとって最も適切な新たなリスク

評価手法を検討。 

 

３．施策の効果 

  本事業により、農薬の毒性評価や環境中濃度を定量的に算定できれば、 

 ①現行の登録保留基準の設定方法とは全く異なる、信頼性の高いリスク評価に

基づく登録保留基準制度の導入が可能となるばかりではなく、 

 ②水生生物に対する農薬の安全性の定量的・段階的評価が可能となり、農業者

がより安全な農薬を選択する上で有用な情報となるほか、農薬開発企業がよ

り安全な農薬を開発するインセンティブにつながる。 



農薬水域生態リスクの新たな評価手法確立事業  

(水域生態系において農薬影響の生物種による違いを把握する手法の確立 ) 

 

 

現行：代表的な試験種のみ毒性を評価  

（魚類：コイ、甲殻類：ミジンコ、植物：緑藻）  

問題：毒性影響は種によって異なるため、影響を受けやすい種を見逃してしまうおそれ  

（コイとニジマス、ミジンコとエビ、藻類と高等植物など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農薬の濃度から何％の種に影響が出るかを推定  

 

 

農薬ごとに水生生物への影響の程度を定量的に比較  

 農薬の登録検査におけるリスク評価手法の見直し（農薬環境行政の新たな展開）  

 環境負荷の小さい農薬の差別化（影響の程度をランク分けして農薬に表示）  

【農薬メーカー】新規農薬の開発の促進  

【農薬使用者】生態系への負荷のより小さい農薬の選択の促進  
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･ 
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海岸漂着物地域対策推進事業   ９，９９９百万円【平成24年度補正】 

 

水・大気環境局水環境課海洋環境室 

 

１．事業の必要性・概要 

地方自治体における海岸漂着物対策については、都道府県ごとに策定された

地域計画等に基づき、取組が進められているところであるが、引き続き国外や

他の自治体由来の海岸漂着物対策が必要な自治体も多いことから、平成２３年

度で期限の切れた（一部地域においては平成２４年度まで期限延長した）地域

グリーンニューディール基金に代わる財政支援が求められている。 

右記の状況に鑑み、自治体の実施する海岸漂着物の回収・処理や発生抑制対

策等の取組に対する支援を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

【補助の対象となる事業】 

（１）地域計画策定に係る事業 

（２）協議会等の運営の事業 

（３）海岸漂着物等の回収・処理に係る事業 

（４）発生抑制策に係る事業 

【補助率】 

（１）地域計画策定に係る事業は補助率 1/2 

（２）協議会等の運営の事業は補助率 10/10 

（３）海岸漂着物等の回収・処理に係る事業は補助率 10/10 

（４）発生抑制策に係る事業は補助率 10/10 

 

３．施策の効果 

  地域の実情に応じた海岸漂着物対策を推進し、海岸における良好な景観

及び環境の保全に資する。 



 
 
 
 
 
 

 海岸漂着物処理推進法の施行を受けて、国及び地方公共団体は、海岸漂着物対策に関し、施策を策定し実
施する責務を有する（平成21年度補正予算において補助率10/10で実施）。 

 海岸漂着物処理推進法に基づき作成された地域計画に基づき実施する海岸漂着物の回収・処理や発生抑制
策等の取組に対する支援（補助率10/10及び1/2）を行う。 

 
 

国 

都道府県  

事業 
計画 

事業実績 
報告 

補助率 

1/2 
補助率 

10/10 

 ＜対象となる経費＞ 
 旅費、謝金、消耗品費、印刷製本費、通
信運搬費、借料・損料、会議費、賃金、雑
役務費及び委託料（施設整備、船舶や重
機等の購入費は不可） 

＜事業の対象となる地域＞ 
 海岸漂着物の集積が著しく、海岸におけ
る良好な景観及び環境の保全に深刻な影
響を及ぼしている地域等、海岸漂着物対
策を重点的に推進する区域 

補助金 
約100億円 

（３）海岸漂着物等の回収・処理 

 海岸管理者等として実施す
る海岸漂着物等の回収・処
理（注） 

 海岸漂着物等の回収・処理
に係る調査研究 

 

 等、海岸漂着物の回収･処理
に関する事業 

（４）発生抑制対策 

 海岸漂着物等の発生の抑制に
係る普及・啓発 

 海岸漂着物等の発生原因・抑
制等に係る調査 

 発生抑制のための関係者間の
連携・交流 

 

 等、海岸漂着物等の発生抑制
対策に関する事業 

海岸漂着物地域対策推進事業 

（２）協議会等の運営 

 都道府県、市町村、
地域の関係者等に
より構成される協議
会等の運営 
 

（１）地域計画策定等 
 地域計画の策定・改
定 

 地域計画の策定・改
定に必要な調査 

 

 等、海岸漂着物等の対
策の推進を図るための
事業 
 
 

（注）民間団体等と協力・連携して実施する事業を含む 

 海岸環境の悪化を防ぐための緊急的な措置として、補助率10/10（一部事業については補助率1/2）、15か月の事業と
して要求する。 

 当該事業終了後は、国による発生源等の調査事業や当該補助金による事業の成果を勘案し、自治体に応分の負担
を求めるべく、対象事業毎の補助率の見直しも検討していく考え。 



                                  

 

微小粒子状物質（PM2.5）等総合対策費   １８５百万円（２１６百万円） 

 

水・大気環境局大気環境課 

 

１．事業の必要性・概要 

近年、我が国の大気の状況は改善の傾向にあるが、微小粒子状物質（PM2.5）

については、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として人々

の健康に一定の影響を与えているとされ、平成 21 年９月に新たに環境基準が設

定された。平成 22 年度結果で環境基準達成率は約 26%と、多くの地点で環境基

準が未達成であることが分かった。 

対策の検討に際して、最も重要なことは、PM2.5 の発生源の寄与を解明するこ

とであるが、そのためには、PM2.5 の成分分析を含めたモニタリングの充実、発

生源毎の排出インベントリの整備、発生源プロファイルの作成が必要となる。ま

た、これまでの研究等により、PM2.5 は発生源から直接排出されるだけでなく大

気中での生成の寄与も大きいことが分かっており、PM2.5 二次生成過程の解明を

急ぐ事も必要である。 

これら知見の集積を図った上で、発生源寄与割合を把握し、具体的な PM2.5 削

減に向けた検討を行っていく。 

 

２．事業計画（業務内容） 

      調 査 項 目 H25 H26 H27 H28 H29 

モニタリングの充実 

排出インベントリ、発生源プロファイル作成 

二次生成機構の解明 

発生源寄与割合の把握 

シミュレーションモデルの精緻化 

効果的な対策の検討・実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．施策の効果 

PM2.5 の環境基準達成率を向上させるため、我が国の PM2.5 対策の検討に関し

て一定の結論を平成 29 年度末までに得る。 



光化学オキシダント及び微小粒子状物質対策推進事業
（微小粒子状物質（PM2.5）総合対策費）

○ 平成21年に新たに環境基準が設定された微小粒子状物質については、H22
年度の環境基準達成率は、一般局32%、自排局8.3%と低い結果であった。

○ 光化学オキシダントに係る環境基準達成率が極めて低い結果であった。
（平成22年度結果･･･一般局：0.0%、自排局:0%）

微小粒子状物質や光化学オキシダントは、
揮発性有機化合物や窒素酸化物等が原因
で大気中で生成される。

微小粒子状物質、光化学オキシダントに対する対策が、喫緊の課題！

微小粒子状物質、光化学オキシダント及びその原因物質（揮発性有機
化合物や窒素酸化物等）に係る総合的大気汚染対策が必要

これまでの知見を基に、微小粒子状物質に関して
① モニタリングの充実 （大気中の濃度の把握、挙動の解明）

② モニタリングの多角的解析（発生源推定に不可欠な情報）
③ 発生源・発生機構の把握 （対策を講ずべき排出源の特定、前駆物質の挙動解明）

④ 効果的な対策の検討・実施 （PM2.5の環境基準達成に向けた対策検討・実施）



発生源の寄与割合を推計する

組成把握には、

成分分析が必要

組成把握には、

発生源調査が必要。

大気中のPM２．５の質量
大気中のPM２．５の成分組成
発生源の排出量
発生源の成分組成

レセプターモデルで解析する際に必要とするデータ

PM２．５発生源を把握するには・・・・・レセプターモデル（CMB法）を使用する。

排出インベントリー調査で把握

濃度把握には
質量濃度測定が必要



二次生成粒子の挙動解明

• 二次生成粒子とは大気中に排出された窒素
酸化物，硫黄酸化物，塩化水素などのガス状
汚染物質の一部が光化学反応や中和反応に
より微小な粒子に変化したもの。

• PM2.5は二次生成粒子の割合が多いが、そ
の反応機構は、未だ詳しく解明されていない
ところ。

• 平成24年度中に現在ある知見をまとめ、平成
25年度からは、解明に向けた具体的な検討
を開始する。



                                  

 

光化学オキシダント総合対策推進費      ５５百万円（６４百万円） 

 

水・大気環境局大気環境課 

 

１．事業の必要性・概要 

光化学オキシダントは、日常生活に身近な環境問題である。最近では、国外からの

越境大気汚染の影響も指摘されており、国民の関心も非常に高いテーマである。 

このような中、我が国の光化学オキシダントの濃度レベルは上昇傾向にあり、平成

22 年度の環境基準達成率は一般局及び自排局ともに０％であった。光化学オキシダン

ト注意報の発令地域も広域化している。 

このようなことから、今後必要とされる対策を見据えた調査研究のあり方について

検討を行い、平成 24 年 3 月に「光化学オキシダント調査検討会」報告書としてとりま

とめており、今後は「①モニタリングの充実、データの多角的解析」、「②排出イン

ベントリの精緻化」、「③シミュレーションの高度化」を行うことが必要であると指

摘されている。さらに、平成 24 年 4 月に閣議決定された環境基本計画では、上記に加

えて、測定精度の向上や環境改善効果を適切に示す指標の検討が盛り込まれている。 

以上を踏まえて、総合的な光化学オキシダント対策を推進していくものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 ※排出インベントリの精緻化については「微小粒子状物質総合対策費」において取り組む 

 

３．施策の効果 

 光化学オキシダントの濃度上昇、注意報の広域化等の原因究明を図るとともに、

より効果的・効率的な光化学オキシダント対策を検討、実施することにより、環

境中の光化学オキシダント濃度を低減させ、光化学オキシダント注意報の発令日

数が減少し、国民の健康の保護と生活環境の保全に資する。 

 
調 査 項 目 

 
Ｈ24 

 
Ｈ25 

 
Ｈ26 

 
Ｈ27 

 
Ｈ28 

 
(１)モニタリングの充実 

  ①光化学オキシダント精度管理体制の運用管理 

  ②大気中のＶＯＣ濃度に係るモニタリング調査 

(２)対策の検討・実施 

  ①データの多角的解析 

  ②環境改善指標の検討 

③対策検討に必要な環境調査 

④シミュレーションモデルの高度化 

⑤対策検討・評価 

 

 

 

 

    



光化学オキシダント及び微小粒子状物質（PM2.5）の総合的な対策の推進

○モニタリングの充実
・PM2.5測定網／オキシダント前駆物質測定充実
・国際的な議論に耐えうる測定精度の管理・保証
・常時監視データの多角的解析 等

○発生源インベントリ等の整備
・発生源プロファイルの作成
・公式な排出インベントリの整備 等

○シミュレーションモデルの高度化
・大気中濃度の空間・時間分布の再現性向上を通
じた発生源寄与の把握、有効な対策の検討 等

○オキシダント環境改善指標の検討

必要な事業

・環境中の濃度低減に有効な発生源対策の実施

・日中韓共同研究（オキシダント、黄砂）
・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク

国
内

海
外
（
越
境
）

発生源

人為起源
・工場事業場
・自動車
・船舶
・航空機
・家庭用設備
・野焼き など

自然起源
・土壌
・黄砂
・火山
・森林火災
・植物 など

前駆物質

ＶＯＣ
ＮＯｘ
ＳＯｘ

等

オキシダント

ＰＭ２．５

・発生機構や発生源寄与の解明が不十分
・対策検討に必要な発生源データが不足
・シミュレーションモデルの高度化が不可欠
・オキシダントに関する環境改善効果を
適切に示す指標がない

問題点

国内発生源対策の推進

国際協力の展開

酸性雨
黄砂

◆環境基準
達成率０％

◆年平均値は
漸増傾向

◆注意報発令
地域広域化
（特に春季
の九州や
日本海側で）

◆まだ測定数が
不十分

◆環境基準達
成率が非常
に低い（一般
局３２％、自
排局８％）

◆西日本地域
の状況が特
に悪い

（光化学オキシダント総合対策推進費・微小粒子状物質等総合対策費）

対策が喫緊
の課題

前駆物質が共通するなど関連多い



光化学オキシダント総合対策推進費の経緯

効果的・効率的な光化学オキシダント対策の実施

光化学オキシダント
・濃度レベルの上昇
・注意報発令地域の広域化
・極めて低い環境基準達成率
（唯一の悪化指標）

光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会
中間報告（平成19年12月）
＜今後の課題＞
調査研究・モニタリングの推進
・地域毎の詳細な要因分析
・適正な大気常時監視システムの維持
削減対策等の更なる推進
・VOC削減対策
（排出インベントリ整備、モデル解析等）

光化学オキシダント検討会（H23～）
対策を見据えた調査研究の在り方をとりまとめた。対策検討のために必要な事項は以下のとおり。
①モニタリングの充実、データの多角的解析 ②排出インベントリの精緻化など ③シミュレーションの高度化

【光化学オキシダント】
短期予測モデルの確立（H20～H22）
オゾンの精度管理体制の整備（H21）
オゾンの精度管理体制の運用・維持管理（H22～）

【VOC】
モニタリング（H18～）
排出量把握（H18～H23）← PM2.5等総合対策費へ
VOC削減対策推進のための支援及び普及啓発（H18～H24）
次期VOC対策ありかた検討会（H22）

大気汚染防止法改正
（VOC対策）（H18.4）
・ベストミックス
・３割削減
（中環審意見具申）

H19まで

H20～H22

国内固定発生源のVOC対策だけでは十分に改善せず

H23

○対策の検討
データの多角的解析（H24～H26） 対策検討に必要な環境調査の実施（H24～H27）
対策検討のためのモデル高度化（H26～H28） 対策の検討・評価（H28～H29）

○環境改善効果を適切に示す指標の検討（H25～H26）
○非メタン炭化水素に代わるVOC監視方法の検討（H27～H28）

H24以降

第四次環境基本計画(H24.4閣議決定）に、対策の検討とと
もに、「環境改善効果を適切に示す指標の検討」が位置づ
けられた。



                                  

 

 

自動車排出ガス・騒音規制強化等推進費     ７９百万円（６７百万円） 

 

水・大気環境局総務課環境管理技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

我が国の大気汚染の状況については、自動車排出ガス規制の強化等、種々の

大気汚染防止対策が講じられ、改善傾向にあるものの、大都市市域の一部等に

おいては、環境基準が達成されていない測定局がある。一方、公定サイクルを

外れた走行条件や実使用条件において排出ガスが増大する事例も報告されてお

り、今後も引き続き排出ガス規制の強化を検討する必要がある。また、微小

粒子状物質（PM2.5）や未規制物質についても、排出実態を把握し、必要に応

じ対策を検討する必要がある。 

自動車交通騒音についても、環境基準の達成状況は概ね横ばいの傾向であり、

苦情も後を絶たない状況であるため、自動車単体への騒音規制の強化を検討す

る必要がある。 

本事業では、以下のとおり自動車排出ガス低減対策及び騒音対策に係る実態

調査を実施し、今後の規制の強化等について、その効果の評価等を踏まえ、検

討を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①自動車次期排出ガス規制策定費 

・ 最新規制適合車の排出ガス量原単位及び実使用環境下での排出ガス量

について調査するとともに、各車種の寄与度、対策を実施した場合の効

果を算定し、各車種の排出ガス規制強化について検討を行う。 

・ また、エンジンの電子制御化により、実走行を含む公定試験モード外

の走行において燃費を改善し排出ガスを増大させる車両が出現する可能

性もあるため、実使用環境下での排出ガス量の実態調査を強化する。 

 

②交換用マフラーに係る騒音対策強化等調査費 

・ 平成 22 年より開始されたマフラー性能等確認制度について、使用実態

により近い試験条件で評価することを目的とした新車の騒音試験法見直

しに併せ、マフラー性能等確認試験として行う加速走行騒音試験法の見

直しや、更なる騒音対策強化のために、交換用マフラーの実態把握及び

交換前車両の騒音値との相対値による規制を含む規制値の検討を行う。 

 

③自動車からの微小粒子状物質・未規制物質等実態分析及び対策策定 

・ 自動車排出ガスのうち、PRTR 法（特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律）に基づき、自動車からの未規



                                  

 

制化学物質排出量の実態調査を行う。 

・ また、環境基準が策定された PM2.5 の低減対策を検討するにあたって、

重量ベースによる規制は技術的課題があるため、今後欧州においても導

入予定である粒子数に着目した規制手法を検討する。 

・ さらに、高度な排出ガス低減技術が導入された最新規制適合のディー

ゼル車にバイオ燃料を使用すると、排出ガス低減性能に影響を及ぼす可

能性があり、その影響を把握し、バイオディーゼルに係る排出ガス許容

限度及び燃料性状許容限度を検討する。 

 

④NOx 後処理装置の使用過程での性能確保対策策定 

・  使用過程の尿素 SCR システム搭載新長期規制適合車において、システ

ムの性能劣化により、排出ガス量が大幅に増加することが確認されたた

め、使用過程における尿素 SCR システムの劣化メカニズムを解明する調

査を実施し、その結果を踏まえて使用過程での耐久性・信頼性確保のた

めの措置を検討する。 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 

自動車次期排出ガス規制策定費 

・原単位調査 

・実使用環境下における排出ガス実態調査  

   

交換用マフラーに係る騒音対策強化等調査費 

 ・交換用マフラー騒音性能等調査（二輪） 

 ・交換用マフラー騒音性能等調査（四輪） 

   

自動車からの微小粒子状物質・未規制物質等実

態分析及び対策策定 

 ・自動車からの未規制物質対策関係 

 ・自動車からの微小粒子状物質対策関係 

 ・バイオ燃料使用時未規制物質対策関係 

   

NOx 後処理装置の使用過程での性能確保対策策定 

 ・後処理装置の性能確保対策の検討 

   

 

３．施策の効果 

・ 実使用環境を考慮した自動車排出ガス・騒音対策等、現行自動車排出ガス

・騒音規制強化 

・ 尿素 SCR 搭載新長期規制適合車への対策や交換用マフラー対策等、使用

過程における自動車排出ガス・騒音の低減 

・ 大気環境等への影響を考慮した未規制の排出ガス・燃料等に対する新たな

規制の検討 



自動車排出ガス・騒音規制強化等推進費

・自動車排出ガス・騒音規制の導入及びその強化により
環境は改善傾向にあるものの、大気汚染や騒音に係る
環境基準が依然として達成されていない状況

NOx（自排局）：95％、騒音（幹線道路）：84.4％（Ｈ22年度）
・排出ガス後処理装置等、高度な排出ガス低減技術の導入
により排出ガスの性状が変化し、未規制物質が増加する懸念

①自動車次期排出ガス
規制策定
・実使用環境下における排出
ガス原単位、 大気汚染寄
与度・規制による低減効果
の調査、次期排出ガス規
制の検討

②交換用マフラーに係
る騒音対策強化等調査
・新たな加速走行騒音試験
法による交換用マフラーの
実態調査及び試験法の見直
しの検討

・交換前車両の騒音値との
相対値による規制を含む規
制値の検討

③自動車からの微小粒子状物
質・未規制物質等実態分析
・PRTR法に基づく排出量算定のた
めの未規制物質調査、排出ガス
後処理装置導入に伴うN2O等調査
・PM個数･成分等調査、タイヤ粉じ
ん調査
・バイオディーゼル使用時排出ガス
調査

更なる排出ガス・騒音の低減・環境基準の達成

図：ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ重量車規制の推移 図：乗用車の加速騒音規制の推移

実使用環境を考慮した自動車排出ガス・騒音対策等、現行自動車排出ガス・ 騒音規制強化
尿素SCR搭載新長期規制適合車への対策や交換用マフラー対策等、使用過程における自動車排
出ガス・騒音の低減
大気環境等への影響を考慮した未規制の排出ガス・燃料等に対する新たな規制の検討

現状・課題

事業の概要

効 果

④NOx後処理装置の使
用過程での性能確保
対策策定
・尿素SCR搭載新長期適合
車の後処理装置の検証、
劣化原因の究明
・耐久性試験の見直し検討



                                  

自動車等大気環境総合対策費      ２１２百万円（２２１百万円） 

水・大気環境局自動車環境対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

 自動車等の移動発生源について、現行制度の下での排出ガス対策を着実に

推進するとともに、大気環境基準の達成状況を評価しつつ、自動車 NOx・PM

法やオフロード法等の制度の点検・見直しを適切に行うことにより、大気環

境基準の達成に向けた総合的な対策を推進し、併せて温室効果ガスの効率的

な削減を図る。 

 自動車については、平成 23 年 3 月に自動車 NOx・PM 法の基本方針の変更に

伴い設定された新たな目標「平成 32 年度までに対策地域における環境基準の

確保」の達成に向けて、自動車大気環境汚染対策を引き続き推進していく。 

 オフロード車については、オフロード法施行後 5 年時点での規制効果の検

証のフォローアップや、地域主権大綱に基づく立入検査体制の見直しを踏ま

えた検討を実施する。また、平成 23 年の PM 規制強化に続く同 26 年の NOx 規

制強化に適正に対応するため、技術課題の検討や、情報管理システムの保守

を行い、より効果的、効率的な規制実施を目指す。 

 船舶・航空機については、我が国における船舶・航空機からの NOx、SOx 等

排出ガスの影響を実測データから推計し、現在及び将来の規制による効果の

検証及び環境影響の調査・検討を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

項 目 H24 H25 H26 

① 自動車大気汚染対策等推進事業    

 ア 自動車大気汚染対策等推進費    

 イ 局地汚染対策推進費    

② オフロード特殊自動車排出ガス対策推進事業    

 ア 効果検証/法令改正フォローアップ    

 イ 規制強化に係る技術課題等対応検討（含広報）    

 ウ 立入検査等権限付与準備    

 エ 情報管理システム及びサーバの保守    

③ 船舶・航空機排出ガス対策検討調査    

 ア 排出量推計（実測・シミュレーション）    

 イ 環境影響の評価    

 ウ 諸外国における動向調査    

 



                                  

３．施策の効果 

 二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）に係る大気環境基準の達成、

併せて関連する対策の推進に伴う移動発生源からの温室効果ガス削減を図る。 



平成32年度 対策地域における環境基準の達成

自動車大気環境汚染対策の次期枠組みについて検討（法・基本方針の見直し）

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 （平成１３年制定 平成１９年改正）
・国が総量削減基本方針を策定（目標：「平成２２年度までに環境基準のおおむね達成」）
・都府県が総量削減計画を策定
・平成１９年改正法附則第２条 「目標の達成状況に応じ、法の規定に検討を加え、必要な措置を講ずる」

H22
年度

H23～H24
年度

H25
年度

基本方針・計画の目標年次であり見直しが必要。
平成２２年７月

中央環境審議会に諮問
自動車排出ガス総合対策

小委員会の設置

平成２３年３月 総量削減基本方針の変更
・基本方針の変更（新目標：「平成３２年度までに対策地域における環境基準の確保」）

自動車NOx・PM法にかかる大気汚染対策
自動車等大気環境総合対策費

H26
年度
～

中央環境審議会答申

必要に応じた
法令の見直し

総合対策の推進
・総量削減計画に基づく進行
管理（地方委託）
・NOx・PM法適合車及び環境
対応車の普及促進

平成27年度 測定局における環境基準の達成

局地対策の推進
・それぞれの地域に即した
原因の解明及び効果的な
対策の検討

ア．自動車大気
汚染対策等推進

環境基準未達成局において、
平成27年度までに環境基準

を達成する必要

イ．局地汚染
対策推進



自動車等大気環境総合対策費

オフロード特殊自動車排出ガス対策推進事業

・基準適合車型式届出
・少数生産車承認

・基準適合表示車の使用
・個別使用確認

・排出ガス抑制指針の公表
・報告徴収、立入検査
・基準適合命令等

（エンジンメー
カー申請）

（車両メーカー
届出・申請）

エンジン型式指定

（使用者）

【規制の枠組み】

（国による
規制担保）

効果検証・規制強化方針

排出ガス技術基準決定

（国）

【課題】法施行5年時検証
→規制効果把握、課題改善

【課題】（中環審9次答申）対応
→排出ガス規制2段階強化
・ＰＭ約9割削減（H23～）
・ＮＯｘ約9割削減（H26～）

○規制強化に係る業務効率化対応

【課題】
・基準適合車の普及進捗
と中古車化

→整備不良車両抑止の重
要性が増大

【課題】
・規制強化に伴う申請増
・審査内容の複雑化
→事務処理効率化が必要

【対応】『情報管理システム改修』
（H25～H27）新システム＋新サーバー

保守

【対応】『監視体制強化に必要な事項整備』
（H25）地方公共団体への権限付与に係る

諸検討、検査技術維持

【対応】『規制強化に係る技術課題検討』
（H25） PM規制適応状況把握調査
（H25） NOx規制技術課題対応検討
（H25）オパシメータ導入等対応検討

【課題】(地域主権大綱
アクション・プラン)対応
→地方公共団体への立入
検査権等付与

（オフロード車の例）

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」
（オフロード法）H18.4～

○規制強化や法令改正等への対応

普通型コンバイン

油圧ショベル

フォークリフト



                                  

 

交通騒音振動対策調査検討費 

４７百万円（３９百万円） 

水・大気環境局自動車環境対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

交通騒音に係る環境基準の達成に向け、騒音の測定・評価及び対策を講じて

いるが、未だ環境基準の達成には至っておらず、測定・評価における方法及び

体制の確立を図るとともに、更なる低減対策の推進に向けた検討が必要である。 

 

(１) 新幹線鉄道騒音・振動、航空機騒音対策の推進 

新幹線鉄道騒音については、平成 23 年度までに実施した測定調査の結果等

を踏まえ、平成 24 年度より騒音の評価方法や対策効果の検証を行っているが、

評価の際に支障をきたしているなどの理由から環境基準の評価指標の見直し

について検討を行う。 

航空機騒音については、平成 25 年 4 月より改正施行される航空機騒音に係

る環境基準での測定調査等を実施するとともに、新たな評価指標の採用によ

る全国での環境基準の達成状況を検証すること等を通して、評価方法の改善

を図る。 

 

(２) 自動車騒音・道路交通振動対策の推進 

自動車騒音については、騒音規制法に基づき地方公共団体が第一号法定受託

事務として自動車騒音の常時監視を行っているが、平成 24 年 4 月より、すべ

ての都道府県・市へ権限委譲となったため、地方公共団体への支援を強化する

とともに、監視結果のとりまとめ作業に必要となる体制の構築を図る。 

道路交通振動については、評価が現状に即していない可能性が指摘されてお

り、適切な観測・予測等を通じ、現況に即した評価や対策の検討を行う。 

 

(３) 沿道・沿線対策の推進 

道路沿道・新幹線鉄道沿線では新たな宅地開発により、後住者が増加し続け、

発生源対策の区間が拡大している状況にある。平成 22 年度より、沿線の実態

把握や自治体における土地利用対策に関する事例収集を行ってきたところであ

り、今後は具体策や指針策定について検討を行う。 

 

 

 

 

 



                                  

 

２．事業計画（業務内容） 

 H24 H25 H26 H27 

(１)新幹線鉄道騒音・振動,航空機騒音対策の推進 

〇新幹線鉄道騒音・振動 

新幹線鉄道騒音・振動実態調査 

評価方法等の検討、対策効果の検証 

 〇航空機騒音 

航空機騒音実態調査 

新基準に係る測定・評価方法等の検討 

    

(２)自動車騒音・道路交通振動対策の推進 

 〇自動車騒音 

自動車騒音常時監視報告の結果解析及び地理情報

の蓄積・情報提供 

面的評価支援システムの運用・改良 

 〇道路交通振動 

振動発生源特性の整理 

振動評価方法の検討 

振動予測手法の検討 

振動規制のあり方の検討 

    

(３)沿道・沿線対策の推進 

沿道・沿線対策の具体策の検討 

普及・推進策の検討及び指針策定 

対策の実施及び効果の検証 

    

 

３．施策の効果 

現在の騒音・振動に係る評価や運用方法等について、見直しを行うこと

で、問題点を解消するだけでなく、今後の対策の推進を図ることができ、生

活環境を保全し、国民の健康の保護に資する。 



S50

新幹線鉄道騒音・振動対策、航空機騒音対策の推進
S60・62

75デシベル対策の推進

51

騒
音
環
境
基
準
告
示

振
動
対
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に
係
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告
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騒
音

S48

騒
音
環
境
基
準
告
示

交通騒音振動対策調査検討費

騒音対策の推進

低騒音型機材導入、
障害防止対策等

（
環
境
基
準
達
成
率

路
線
毎
平
均
約

～

％
）

10

16

第5次対策第4次対策

新基準への移行措置

防音壁の嵩上げ、
障害防止対策等

新基準に係る測定・評価方法等の検討

H23 H26H25H24H18 H22

H19 H21

騒音の次期対策（評価方法等）の検討

測
定
・評
価

マ
ニ
ュ
ア
ル
発
行

騒音・振動実態調査

第4次75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ対策
区間・新規開業区間
騒音測定

東北新幹線における
騒音・振動測定

東北新幹線（新型車両の投入、高速化の実施）

H23 H26H25H24

騒音実態調査 マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
・発
行

環境基準改正
（新基準）告示

新基準施行

測
定
・評
価

マ
ニ
ュ
ア
ル
発
行

地上騒音及び
小規模飛行場等
に係る課題

特殊事例及び
自衛隊等の飛行
場に係る課題



                                  

風力発電施設からの騒音･低周波音など新たな騒音･振動問題等に対する対応 

１７百万円（１４百万円） 

水・大気環境局 大気生活環境室 

 

１．事業の必要性・概要 

近年、風力発電施設の導入拡大など、騒音・低周波音を発生する施設、形

態が多様化し、従来の環境基準や騒音規制法等による規制を必ずしも適用で

きない新しい問題が発生している。そこで、様々な社会的状況の変化や新た

な科学的知見も踏まえ、次の(１)～(３)について検討し必要な施策を講ずる。 

(１) 風力発電施設からの騒音・低周波音に係る検討 

これまで、施設を新設する場合の調査、予測、評価の手法について検討

してきたが、加えて、既設の施設に対する規制を含めた対策の有効性・可

能性や基準値等について検討する。 

(２) 騒音規制法及び振動規制法の見直しに向けた検討 

両法とも、規制対象、測定方法等が現在の技術や社会情勢に合わなくな

ってきており、その見直しに向けて課題ごとに検討する。 

(３) 鉄道騒音対策についての検討 

環境基準が未設定で、新幹線に比べ対策が遅れている在来線鉄道につい

て、基準等の策定を目指し、実行可能かつ有効な対策を検討する。また、

新幹線については、環境基準の評価指標の見直しについて検討する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 H24 H25 H26 H27 

(１)風力発電施設からの騒音・低周波音に係る検討 

①施設を新設する場合のガイドラインの作成 

②既設の施設も含めた法制度等の検討 

    

(２)騒音規制法及び振動規制法の見直しに向けた検討 

①３軸方向での振動評価量の検討 

②法体系全般に係る新たな枠組みと制度設計の検討 

    

(３)鉄道騒音対策についての検討 

①在来鉄道の測定データ等収集と基準値等の検討 

②新幹線鉄道の測定データ等収集と基準値等の検討 

    

 

３．施策の効果 

現在の騒音・振動対策の体系を、法律の改正も含めて、時代に合ったも

のに見直しを行い、新たな騒音・振動問題に的確に対処できるものとする

ことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する。 



1

風力発電施設からの騒音・低周波音など新たな騒音・振動問題等に対する対応

H24 H25 H26 H27

特にアセス時の評価値につ
いて検討

・新設する場合のガイドライン
・既設も含めた法制度等の検討
（法規制の必要性、規制方法等）

中環審騒音振動部会に
諮問・審議・答申
第1段階：評価等の手法について

風力発電
施設

第2段階：
法規制について

具体的な制度設計と
関係省庁等との調整

中環審
騒音振動部会
に諮問・審議・
答申

告示の
発出・
法令改正
準備

工場･
建設作業

調査データの整理･
規制のあり方の課題抽出

整備作業

新幹線

鉄道事業者の取組等に
関する情報把握

生活室・自動車課内検討

実測データ等収集、

生活室・自動車課内検討

調査データ収集、

請負先検討会

調査データ収集、

請負先検討会

在来鉄道

同時並行で検討を進め業務効率アップを図る



                                  

 

適応策を中心としたヒートアイランド対策の強化 ６８百万円（３０百万円） 

 

水・大気環境局大気生活環境室 

 

１．事業の必要性・概要 

 ヒートアイランド対策は人工排熱の抑制等の「緩和策」を広く展開しつつも、

近年、都市の急速な暑熱環境悪化に伴い、人の熱ストレスの低減に寄与する「適

応策」の導入が求められている。このため、適応策を導入すべき場所、効果測定

の手法等の調査・検討を行い、広く普及を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

①適応策普及に必要な調査・評価手法等の開発 

  これまで検討を行った街路空間における適応策について、地方公共団体や事

業者への普及を図るために、導入すべき地点や導入後の効果の測定・評価手法

の検討・開発等を行う。また、これまで検討が行われなかった「街路空間以外

の適応策」についても検討に着手する。 

②街路空間における適応策のモデル導入・検証 

 街区レベル（数戸～十数戸）における複数の適合策導入の効果を検証するた

め、モデル街区（数箇所）において、地公体・住民（町内会・商店街・NPO 等）

や暑熱環境の専門家等が協働し、ソフト・ハード両面の適応策の取組計画を策

定した上で、その効果を検証する。 

③劣悪な暑熱環境での暑さ指数（WBGT）の検討 

  暑さ指数（WBGT）の情報提供は、情報を活用した「適応策」として位置づけ

 られており、これまでの様々な生活の場での暑さ指数の検討結果を踏まえ、熱

 中症が発生しやすい具体の場所（グランド・体育館・ビニールハウス等）での

 暑さ指数の検討を行う。 

④熱中症予防情報の継続的提供 

  これまで全国約 150 地点について暑さ指数の情報提供を行ってきたが、これ

を６倍の約 900 地点に拡大し、個人向けのメール等による情報提供サービス等

の機能拡張を検討・実施する。 

 

３．施策の効果 

 「ヒートアイランド対策大綱」に基づき、都市における適応策の効果的な手法

等を明確にし、地公体や事業者への適応策の実施を促す。また、都市部の街区レ

ベル（数戸～十数戸）での暑熱環境を緩和し、熱中症等の人への健康影響の低減

が期待できる。 



・

適応策を中心としたヒートアイランド対策の強化

背景
・人工排熱の排出抑制等の「緩和策」には長期的な取組が必要
・ヒートアイランド対策大綱の改定の中で新たな取組に「適応策」が追加
・「クールサマー2012」にみられるように、節電等に伴う人への熱ストレスの増大

適応策（街路空間・それ以外）を中心に調査・検討を実施

①街路空間の適応策の普及に必要な「導入すべき場所」「導入後の定量的な効果評
価手法」等について検討・開発し、「街路空間以外」の適応策についても体系化を図り、
検討に着手する。

②複数の適合策導入の効果を検証するため、数カ所モデル街区において、地公体・住
民（町内会等）と協働し、ソフト・ハード両面の適応策を実施し、その効果を検証する。
③暑さ指数（WBGT）の情報提供では、特に熱中症が発生しやすい具体の場所
（例：体育館やグランド等）について、実測を行い、予測値の算出手法を開発する。

④また、暑さ指数の情報提供地点を１５０地点から９００地点に増やすとともに、個人
向けのメール提供等を開始する。

人への熱ストレスを低減させる「適応策」の普及を推進
（適応策：街路樹やミスト、打ち水、高反射塗装等による暑熱環境の回避等）

適応策の例
（左：緑陰、右：ミスト）

水・大気環境局大気生活環境室



 

熱中症対策緊急推進事業           ３５百万円（３５百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の概要 

  熱中症については、猛暑の影響で平成 22 年度に救急搬送者数や死亡者数

が急激に増加し、平成 23 年度からは夏季の電力不足による節電対策下での

対応も求められる中で、関係省庁が連携して対策に取り組んできた。平成 2

4 年度は例年以上に積極的に注意喚起情報の発信や予防対策に関する普及啓

発等の取組を進めたが、依然として高齢者を中心に被害が多発し、平成 24

年 7 月の救急搬送者数は、調査開始以来 7 月として最多である 2 万 1082 人

となった。 

今後も夏季の電力不足が生じ、節電対策が求められる懸念が続く中で、

熱中症による死亡者の約８割を占める高齢者など、熱中症の影響を受けや

すい方に対する対策を中心に、より一層の対策の充実が求められているこ

とから、個々の熱中症対策についての意識啓発を引き続き進めることによ

り、地域の特性や個人の条件等に応じた対策を推進するため、下記の取組

を行う。 

 

２．事業計画 

  地域における啓発活動の主体であり、保健活動に日頃から携わる自治体の担

当職員、イベント主催者、民生委員等を対象に、熱中症に関する基礎知識や対

策等についての講習会等を、別途作成しているマニュアルやリーフレット等も

配布しつつ、平成 24 年度に未実施の地方都市を中心に実施し、各地域におい

て熱中症対策を進めるに当たり、指導者として中心的な役割を担うことができ

る者を養成する。 

 

 

３．施策の効果 

  個人の熱中症対策についての意識がより一層高まるとともに、地域の特性や

個人の条件等に応じた熱中症対策が効率的に進められることにより、日本全体

として、熱中症による被害を減少させることができる。 



熱中症対策緊急推進事業 

個々の熱中症対策についての意識啓発を進めるとともに、地域の特性に応じた対策を推進 

・ 

・熱中症については、猛暑の影響により、平成22年に 
救急搬送者数や死亡者数が急激に増加。 
・平成24年には、夏季の節電対策下での対応も求められる中、 
関係省庁が連携し、例年以上に取組が進められたが、依然として 
高齢者を中心に被害が多発し、平成24年7月の救急搬送者数は、 
調査開始以来 最多である2万1082人となった。 

  
→ 今後も夏季の電力不足が生じ、節電対策が求められる懸念が 
   続く中で、熱中症による死亡者の約８割を占める高齢者など、 
   いわゆる熱中症弱者に対する対策を中心に、より一層の対策の 
   充実が求められている。 

背景 

熱中症に係る指導者養成事業 

→各自治体が熱中症対策を進める際、 
  指導者として中心的に対応できる者 
  を養成 

■基礎的知識や対策等についての講
習会を、別途作成しているマニュアル
やリーフレット等も配布しつつ、実施 

自治体職員、民生委員等を対象とした講習会の開催 



                                  

 

コベネフィット・アプローチ推進事業費  １０５百万円（１２８百万円） 

 

水・大気環境局 水・大気環境国際協力推進室 

 

１． 事業の必要性・概要 

アジアを主とする途上国においては、著しい経済成長に伴い環境汚染

（大気汚染、水質汚濁等）への対策が課題となっている。また、気候変動

枠組条約に係る国際交渉においては、途上国による温室効果ガス削減行動

の重要性が再認識されている。 

環境汚染対策と温室効果ガスの排出削減を同時に達成するコベネフィッ

ト（共通便益）・アプローチは、途上国が温暖化対策へ参画するために有

効であり、我が国がその実施を促進することは、我が国が温室効果ガスの

排出削減に対して国際的な責任を果たす上でも重要である。また、最近で

は、短期的なコベネフィット効果が期待できる短期寿命気候汚染物質（SL

CPs）対策についても国際協力の枠組みが立ち上がるなど関心が高まって

いる。 

本事業は、アジアの途上国の環境所管官庁、国際機関等の関係者と連携

し、コベネフィット・アプローチを推進するための情報共有、共同研究、

研修等を通じた国際協力を行うとともに、科学的知見を有する国際的な研

究機関への支援を通じて、コベネフィット・アプローチの環境施策への主

流化を目指した取組を展開する。 

 

２． 事業計画（業務内容） 

調 査 項 目 H22 H23 H24 H25 

（１）コベネフィット・アプローチの普及     

（２）コベネフィット型対策に向けた協力推進     

（３）国際応用分析システム研究所（IIASA）の研

究活動支援 

    

 

（１）コベネフィット・アプローチの普及 

多国間の枠組であるアジア・コベネフィット・パートナーシップの活動を

支援し、優良事例の共有やコベネフィット・アプローチの推進方策の立案支

援等を行う。 

（２）コベネフィット型対策に向けた協力推進 

二国間の覚書に基づき実施しているアジア諸国との協力において、コベネ



                                  

フィット効果の定量評価に関する共同研究や政府関係者の研修を行う。 

（３）国際応用分析システム研究所（IIASA）の研究活動支援 

越境大気汚染、SLCPs 排出量の将来予測、大気汚染物質と温室効果ガスを同

時に削減することを目的とした解析モデル等の研究蓄積を有する国際的な研

究機関の活動を支援する。 

 

３． 施策の効果 

○ 地球規模での温室効果ガス削減及び途上国の環境改善並びに越境汚染の低

減により我が国の環境改善への貢献 

○ 応用分析の国際的専門機関を支援することによる、気候変動及び環境保全

に関する科学的知見の蓄積への寄与 



コベネフィット・アプローチ推進事業費

● 地球温暖化に代表されるグローバルな環境問題の拡大と多様化

● 急速な成長を続けるアジアにおける環境問題（大気汚染、水質汚濁等）の顕在化

● 短期寿命気候汚染物質削減対策への国際的な取組への関心

背景

● 普及・啓発活動

アジアの環境所管官庁・国際機
関関係者から構成されるアジア・
コベネフィット・パートナーシップの
活動支援。 環境施策におけるコ
ベネフィット・アプローチの主流化
を目指す。

● 対策実現に向けた協力

コベネフィット効果の定量評価手
法の検討（共同研究）、キャパシ
ティ・ビルディング（研修）の実施。

● 研究活動支援

解析モデルの開発支援等を通じ
た、気候変動・環境保全に関する
科学的知見の蓄積及び日本の環
境行政への貢献を実現。

事業概要（一般会計）

● 調査・事業支援

環境汚染対策と温室効果ガス排出削
減を同時に実現するコベネフィット型事
業を新メカニズムを利用し、我が国の
環境技術を導入して実施。

事業概要（特別会計）

温室効果ガス削減対策

環境汚染対策

環境汚染対策と温
室効果ガス排出削
減対策とを当時に
実現する対策

コベネフィット・アプローチとは

途上国の環境
汚染の改善

我が国の中長期目標への貢献

我が国の環境技
術の海外移転

効果

低炭素社会形成

途上国の温暖化対策への
積極的な参加の促進



                                  

 

 

日本モデル環境対策技術等の国際展開         ８１百万円(８８百万円) 

 

水･大気環境局総務課環境管理技術室 

 

１．事業の必要性・概要 

 アジア諸国では経済成長に伴い、都市部を中心に大気汚染、水質汚濁等の環

境問題が顕在化しており、その対策が喫緊の課題となっている。 

 こうしたアジア諸国における環境問題の解決を図るため、アジア諸国におい

て、我が国の優れた環境対策技術が適正に評価され、積極的な導入につながる

制度など枠組の構築や、環境対策技術が適切に運用されるための人材の育成等

が急務となっている。 

 このため、本事業において、中国、ベトナム及びインドネシアを対象として、

我が国の公害克服経験に基づく｢環境対策・測定技術｣、｢環境保全の規制体系｣、

「人材」などをパッケージにして普及・展開することにより、当該国における

政策への反映を図るとともに、アジア諸国における環境対策技術等の実証・認

証制度などの技術情報を展開する制度の構築等を推進することにより、我が国

環境産業のアジア諸国への海外展開の促進を図っていく必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

(1)アジア各国の環境法体系・技術ニーズ、日本の技術情報等の提供   

(2)パッケージ施策推進のための二国間協力事業の推進    

(3)アジアにおける環境対策技術等の実証・認証制度等構築の促進 

 

調査項目 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

(1)アジア各国の環境法体系・技術ニー

ズ、日本の技術情報等の提供 

      

(2)パッケージ施策実現のための二国間

協力事業の推進 

      

(3)アジアにおける環境対策技術等の実

証・認証制度等構築の促進 

      

 

３．施策の効果 

 本事業によって得られた成果は、我が国の公害克服経験に基づき、規制

体系の整備や人材育成とも併せて我が国の環境対策技術等をアジア諸国に

広め、将来的にはアジア各国が互いに連携した環境対策技術等の実証･認証

制度等の構築を通じた環境上適正な技術の普及を推進することに活用する。 

 もって、アジア諸国における環境立国・日本としてのリーダーシップの

発揮、プレゼンスの向上及び我が国の環境産業の活性化及び国際競争力の

強化を図る。 



技術導入、制度整備、
人材育成等の 支援

日本の技術の優位性がアジアで評価
アジアでの環境対策技術等の市場
における日本の優位性確保

現地事情に応じた
技術カスタマイズが不十分

装置の売り切り型のビジネスモデル
→高い技術力を持つも、アジア諸国

への市場開拓が不十分

規制・制度の執行体制、
人材能力が不十分

技術の客観的な評価システムが未確立
→適正な環境対策技術の

導入が進んでいない

日本企業等への
現地の技術ニーズ情報等の提供

施策の効果

規制・制度の実施体制強化、環境
管理能力の向上、環境上適正な
対策技術の導入・普及

＜日本＞ ＜アジア諸国＞

① 日本国内及びアジア各国への情報発信
② 対象国（中・越・尼）に適したパッケージ施策の実現と成果の発信
③ アジア各国の国情に応じた環境対策技術等の実証・認証制度等
の構築のための制度整備、人材育成のあり方の検討

日本モデル環境対策技術等の国際展開
25年度予算：8１百万円（88百万円）

＜日本の現状＞ ＜アジア諸国の現状＞

～官民一体で日本の「環境対策・モニタリン
グ技術」の普及・展開を「制度」の整備・「人
材」の育成とのパッケージで推進～



 

水環境保全におけるフットプリント導入推進費       １３百万円（７百万円） 

水・大気環境局水環境課 

１．事業の概要 

ウォーターフットプリント（ＷＦ）は、バーチャルウォーター（仮想水）等の概念を

ベースとした水への負荷の「見える化」指標であり、現在国際標準化機構（ＩＳＯ）2011

年までに国際規格化される方向で議論が進められていたが、環境への影響評価手法や地

域偏在性の問題、水質劣化の取扱等について活発な議論が交わされており、2013 年度末

のＷＦのＩＳＯ発効に間に合うようにガイドラインを作成し、普及させることにより、

我が国の優れた水処理や水の有効利用に関する技術が相対的に高く評価され、我が国企

業の海外展開にとって有利に働くことが期待される。 

 

 

２．事業計画 

 ①ＷＦの基本的考え方・算定方法等の検討（Ｈ２５年度） 

Ｈ２５年度は事業者や消費者等から構成される検討会の継続に加え、ＷＦの具体的算

定方法に関する専門家からなる検討会も開催し、実際の事業者によるＷＦの算定事例等

の検証を踏まえ、WFの基本的考え方・算定方法等を検討する。 
 

②ガイドラインの策定（Ｈ２５年度） 

①に基づき、ＷＦの基本的考え方、算定方法等のガイドラインを策定。 

 

 

３．施策の効果 

  我が国企業の水ビジネス海外展開促進 

  水環境保全について、国民意識の向上 



日本に有益な規格化を推進することが不可欠 

水環境保全におけるフットプリント導入推進費 

・国際関係を含む水環境保全について、国民意識の向上、国際協力の必要性の明確化 
・水環境への負荷の少ない生産活動・消費活動誘導 
・我が国の優れた水処理技術の国際競争力の向上 
 

 
 
食品などがライフサイクル全般で水環境（水質と水量）に与える影響を可視化 
・食品等の生産過程における水の使用量や汚染度など必要な水環境情報の収集  
・水環境情報からウォーターフットプリント（WF）を算定する手法及び表示手法の検討 

課題３ 
世界的な視点から国民の水環境 
保全に関する意識が低い。 

課題１ 
世界では、水質汚濁や水不足など 
水環境問題がますます深刻化。 

課題２ 
日本は、輸入食料を通して、海外の水を 
多く使用しており、水質汚濁や水不足に大きな影響。 

目に見える水環境情報（ウォーターフットプリント：WF）の導入 

             WFの指標簡素化に向けた検討 
 WFを水への環境負荷を正確かつ公平に反映し、 
かつ簡素な指標とするための検討を実施し、標準化作業へ反映 

ウォーターフットプリントの事例 
（日経エコロジーWebサイトより抜粋） 

•H21.6 
WFのISO化作業が決定し、
WGにて議論開始 
（対応国内委員会 
 委員長：沖 東大教授） 
 

•H21.11 
第１回国際会合 
（ストックホルム） 
 

•H22.7 
第２回国際会合開催 
（メキシコ） 
•H23.1 
第３回国際会合 
（ローザンヌ） 
 

•H23.6 
第４回国際会合（オスロ） 
※PWI（予備業務項目）→AWI（承
認済新業務項目）へ移行予定 

•第５回国際会合 

 （ブラジル） 
 

•第６回国際会合（タイ） 
 

•第７回国際会合（ローマ） 
 

 

•ISO14046発行（予定） 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

国際規格化（ＩＳＯ化）に
向けた動向 

H22 

             WFの試行的算出及び課題抽出 
 WF算定手法に関するＩＳＯ化WGでの議論を踏まえて、 
いくつかの生産品を対象にWFを試行的に算出し、課題を整理 

H23 

     WFを活用したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関する検討 
事業者や消費者等で構成する検討会の議論を経てニーズを整理 

H24 

地域偏在性 
時間変動制 

水源の種類（化石水と表流水） 
排水量と取水量の環境負荷の評価  等 

検討の 
視点 

     WFの基本的考え方・算定方法等のガイドライン策定  
今後の水環境保全型社会に向けたWFを使った施策展開へ！ 

H25 



 

水俣病総合対策関係経費等  １４，２３２百万円（１１，４１２百万円） 

 

環境保健部企画課特殊疾病対策室 

                              水俣病発生地域環境福祉推進室 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 21 年７月に成立し、公布・施行された「水俣病被害者の救済及び水俣

病問題の解決に関する特別措置法」に基づく救済措置等の円滑な実施に向け必

要な措置を講ずる。 

また、すべての水俣病被害者が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう

にするため、医療と地域福祉を連携させた取組を進めるほか、環境保全と地域

のもやい直しの観点からの施策を推進する。 

さらに、水俣病の経験と教訓を引き続き国内外に発信する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）水俣病被害者の救済のための措置 

「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に基づ

く救済措置の方針に従い、円滑に救済策を実施するために必要な措置及び医

療費・療養手当の支給、健康不安者への検診等の事業を行う。 

① 水俣病被害者等医療費等支給事業 

② 水俣病被害者等手当支給等事業 

   ③ 健康管理事業 

 

（２）医療・福祉及び地域振興に関する施策 

水俣病発生地域における医療・福祉対策及び「もやい直し」・地域の振興

を目指す多彩な活動を推進する。 

① 胎児性水俣病患者や高齢化した水俣病被害者等の地域生活を支援する

事業 

② 離島等における医療・福祉レベルの向上のための事業 

③ 慰霊行事や地域のもやい直しを推進する事業 

④ 水俣病問題の環境学習を推進する事業 

⑤ 環境と経済が一体となった新しい地域づくりを推進する事業 等 

   

（３）その他 

以下の事業を引き続き実施する。 

・公害医療研究事業 



    ・水俣病検診機器整備事業 

    ・水俣病国際貢献推進事業 

・チッソ(株)に対する支援措置 

 

（※）平成２４年度予算においては、この他に救済措置の方針に基づく一時金

の支給に関する事業の予算（3,150 百万円）を計上。 

 

３．施策の効果 

すべての水俣病被害者が安心して暮らしていける環境づくり、もやい直しの

推進、水俣病のような問題を二度と起こさないための教訓の伝達・継承に資す

る。 



特別措置法の概要 

 

 ○政府は、救済措置の方針を策定・公表〔一時金（原因企業負担）、療養費・療養
手当（国・県負担）〕 

 ○政府は、水俣病被害者手帳に関する事項を定める〔療養費（国・県負担）〕 

 

 
●地域振興  ●地域住民の健康増進・健康不安解消・地域社会の絆の修復 
●メチル水銀による環境汚染の監視等  ●調査研究 
 

３．解決に向けた取組 

４．将来にわたり補償を確保するための関係事業者の経営形態の見直し 

①救済措置の実施、②認定等の申請処分の促進、
③紛争の解決、④新規認定等の終了 

救済を受けるべき方々を
あたう限りすべて救済 

２．救済措置の方針 

 

①認定患者に対する確実な補償 
②救済を受けるべき人々のあたう限りの救済 
③関係事業者の費用負担についての責任及び地域経済への貢献の確保 

１．救済及び解決の原則 

５．その他の取組 

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する 
特別措置法に基づく取り組みについて 

取り組みの概要 

 

①医療事業対象者に対して医療費等を支給 
②救済措置対象者に対して療養手当等を支給 
③メチル水銀の曝露を受けた可能性にある者を対象に健康診査を実施  など 

 

①胎児性水俣病患者や高齢化した水俣病被害者等の地域生活を支援 
②水俣病被害者等と地域住民の交流を推進 
③水俣病問題の環境学習を推進するとともに水俣病の経験と教訓を継承  など 

 

①メチル水銀による健康影響及び健康障害の治療に関する研究等を実施 
②チッソ（株）に対する支援  など 

１．水俣病被害者の救済のための措置 

２．医療・福祉及び地域振興・絆の修復に関する施策 

３．その他 

水俣病問題の最終解決及び水俣病被害者をはじめ地域住民の方々が安心し
て暮らせる社会を実現する。 



「環境首都水俣」創造事業（ ）水俣病総合対策関係経費等の一部

２６８百万円（２００百万円）

環境保健部企画課

１．事業の概要

水俣・芦北地域では、水俣病が発生し、半世紀以上にわたり地域社会

に深刻な影響を及ぼしたこと等を教訓に、ごみの高度分別やリサイクル

の取組など「環境モデル都市」としての取組を進め、環境保全を積極的

に進めることによって市民の生活を豊かにしていこうと実践してきた。

しかし、人口減少、近年の景気の低迷等と相まって、地域社会の疲弊は

著しく、水俣病問題の解決のためには、地域社会の絆の修復、地域の再

生・融和、地域の振興・雇用の確保に関する取組の加速化が不可欠であ

る。

そのため、当該地域について、水俣病関連施設、環境に対する高い市

民意識や蓄積された環境産業技術、美しい自然など地域の有形無形の環

境資源を発展的に活用した「環境負荷を少なくしつつ、経済発展する新

しい形の地域づくり」（「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に

関する特別措置法の救済措置の方針」平成22年4月閣議決定）を目指し、

関係地方公共団体が実施する以下の事業について支援する。

２．事業内容

（１）ゼロカーボン産業団地創出等事業

水俣病被害者も働いている水俣産業団地のゼロカーボン化を目指し環境

ブランドを向上させること、環境産業を中心として地域企業の連携を進め

地域企業の競争力の強化に結びつけること（経済界のもやい直し）など、

水俣病発生地域において、地域の有形無形の環境資源を活用し、環境価値

の向上等による地域経済・産業基盤の強化に資する事業について補助を行

う。

（２）地域の有形無形の環境資源を活用したエコツーリズムの振興

地域環境資源を活用した観光商品開発、地域の公共交通機関の利用者

（水俣病被害者を含む。）の利便の向上（良好な利用環境の創出を含

む。）その他の地域環境資源を活用した又は温室効果ガスの排出抑制等環



境負荷の低減を講じつつ水俣病発生地域の観光の推進を図る事業に対して

補助を行う。

（３）地域社会の絆の修復に資する「心豊かな公共空間」の実現

温室効果ガスの排出抑制等に資する集約型の都市構造の実現（それに伴

う中心市街地活性化を含む。）を図るため、中心市街地等における水俣病

被害者を含む地域住民の交流を推進する拠点（一定の範囲の空間を含

む。）を環境負荷の低減を講じつつ整備する事業に対して補助を行う。

３．施策の効果

水俣・芦北地域は、地域に生じた軋轢等により、加速する人口減少・高

齢化、県下最低レベルの雇用情勢・投資水準となっている。詳細な分析

（例：環境省が支援して作成した「水俣市平成23年度環境まちづくり推進

事業概要報告書」）に基づいた本事業の実施を通じ、地域社会の絆の修復、

地域の振興・雇用の確保等に一定の貢献ができると考えられる。

また、水俣市（人口2万7千人）と同規模の都市が多い東日本大震災の被

災地に対し、復興のモデルを提示することにもつながることも期待される。



「環境首都水俣」創造事業「環境首都水俣」創造事業

1956年の水俣病公式発見以来、水俣病問題による地域の軋轢等の影響等で、経済情勢も悪化。水
俣病問題の解決のため、地域社会の絆の修復、地域の再生・融和、地域の振興・雇用確保に関する

取組の加速化が不可欠。

ごみの高度分別など長年の環境への取組の蓄積を生かし、「環境負荷を少なくしつつ、経済発展する
新しい形の地域づくり」（水俣病特措法救済措置の方針：平成22年4月閣議決定）を目指す。

水俣病被害者も働く産業団地のゼロ
カーボン化を目指すなど、環境価値向上
による経済・産業基盤の強化を図る。

中心市街地等における水俣病被害者
を含む地域住民の交流を推進する拠
点（一定の範囲の空間を含む。）を環
境負荷の低減を講じつつ整備する事

業に対して補助を行う。

地域の公共交通機関の利用者の利便
の向上など地域環境資源を活用した水
俣病発生地域の観光の推進を図る事業
に対して補助を行う。

詳細な分析に基づき水俣病発生地域の振興を図り、国内外に「水俣の再生」を発信。
また、中小都市が多い被災地の「復興モデル」に。

ゼロカーボン産業団地等 心豊かな公共空間低炭素型観光

産業の競争力の強化 中心市街地活性化観光活性化

268百万円（200百万円）



 

（新）石綿繊維計測体制整備事業       １３８百万円（０百万円） 

 

環境保健部企画課石綿健康被害対策室 

 

１．事業の必要性・概要 

 石綿救済制度における肺がんの医学的判定においては、肺内の石綿繊維の本

数が判定基準の一つとなっているが、計測可能な施設・専門家が少ないことや、

検体の計測に手間がかかることから計測待ちの件数が増加しており、計測に要

する期間が１～２年と長期化している。石綿救済制度の理念である被害者の

「迅速な救済」のため、透過型電子顕微鏡等の必要な機材の確保や精度管理の

実施等により、石綿繊維を迅速かつ正確に計測するための体制整備を図る。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 透過型電子顕微鏡、試料作成に必要な機器等、肺内の石綿繊維を計測するた

めに必要な機材を確保する。 

 また、複数の機関において繊維計測を実施する体制を整備していくに当たり、

計測機関や計測者による計測結果のばらつきが一定範囲におさまるよう、精度

評価試験の定期的な実施等、精度管理に取り組む。 

 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

必要な機材の確保 

精度管理 

     

 

３．施策の効果 

 石綿による肺がんの医学的判定に必要な石綿繊維計測の体制が整備されるこ

とにより、石綿健康被害者の迅速な救済が図られる。 



石綿繊維計測体制整備事業 

肺
が
ん
の
認
定
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請

 

・
石
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・
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計
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認
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不
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環境大臣の医学的判定 

現状：約２年 

繊
維
計
測
結
果

 

認
定
／
不
認
定

 

繊維計測実施体制の整備等 

短
縮

 

事業の目的 
 

 透過型電子顕微鏡等の機材の確保や精度管理の実施等により、石綿繊維を迅速
かつ正確に計測するための体制を整備し、石綿健康被害者の迅速な救済を図る。 

【イメージ】 



 

中皮腫登録データベース構築事業       １６百万円（１２百万円） 

 

環境保健部企画課石綿健康被害対策室 

 

１．事業の必要性・概要 

 中皮腫については、平成２３年６月に取りまとめられた中央環境審議会「石綿

健康被害救済の在り方（二次答申）」において、「診断や治療が容易でない中皮

腫については、情報を集約し、治療法などに応じた予後の分析を行うことは治療

法の向上を図るため重要である。中皮腫についてもがん登録制度を参考にしつつ、

救済制度の中で機構に集まる治療方法や生存期間の情報を活用しながら調査研究

を行い、その結果を広く認定患者や医療機関に対し、情報提供することについて

検討すべきである。」とされたところ。これをふまえて、診断や治療が容易でな

い中皮腫について、全国的に中皮腫患者の情報を整理、蓄積、解析することで、

中皮腫の①治療法の向上、②診断精度の向上、③中皮腫の発症動向の把握及び推

計への活用に資する。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 石綿健康被害救済法における医学的判定の個々の審議結果は、今後の石綿健康

被害に適切に対応していく上で、重要な基礎データとなり得る。 

 また、国際的に見ても、多くの中皮腫登録データが集約された貴重な医学的資

料と言える。本施策では、これら審議結果を管理するシステムを構築し、審議結

果データの有効活用及び医学的判定業務の効率的な運営を図るものである。 

 平成２５年度の予定では、中皮腫罹患者の年齢、職業、石綿ばく露歴、診断、

治療等に係るデータベースの構築を行い、運用を開始する。 

 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

中皮腫登録データベ

ース構築事業 

     

 

３．施策の効果 

 データベースに登録された中皮腫罹患者の治療・診断方法等の情報を解析する

ことにより、中皮腫の迅速な判定に資する知見が集積される。 

 また、その結果を広く医療機関に情報提供することにより、治療・診断方法の

向上が期待される。 



・年齢 

 

・職業 

 

・石綿暴露歴 

 

・診断情報 

  病理所見 

  画像所見 

 

・治療方法 

 

・その他情報 

 

中皮腫登録データベース構築事業 

診断や治療が容易でない中皮腫について、診断・治療内容、生存期間等の情報を整理、蓄積、解析
することにより、中皮腫の診断精度の向上、治療法の向上を図ることが必要。 
※中央環境審議会 ２次答申 「石綿健康被害救済制度の在り方について」（平成23年６月） 

中
皮
腫
か
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う
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医
学
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申請書 

申請書 

申請書 

救済の認定数は、年間

約６００例 

①中皮腫症例一覧（Excel） 

②放射線/病理画像 

番号 年齢 性別 ・ 部位 

1 75歳 女 ・ ・ 

2 66歳 男 ・ ・ 

3 84歳 男 ・ ・ 

・ ・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ ・ 

・ ・ ・ ・ ・ 

ホームページ 

 HP上の公表 

 
 
 

 
 

結果の周知 
（パンフレット等を医療
機関等へ提供） 

データ解析 

 ・治療法の向上 

 ・診断精度の向上 

 ・発症動向の予測 

データベース 
構築 

 環境省（救済制度） 

中
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に
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   独立行政法人 

環境再生保全機構 

デジタイザー 

ヴァーチャルスライド 

情報の登録 

医療従事者・ 
一般への公開 



 

茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊

急措置事業費              １０２百万円（１０４百万円） 

 

環境保健部環境安全課環境リスク評価室 

 

１．事業の概要 

 茨城県神栖市においては、通常自然界には存在しない有機ヒ素化合物であるジ

フェニルアルシン酸による環境汚染に起因すると考えられる健康被害が生じてい

るが、ジフェニルアルシン酸による環境汚染を通じた人への影響等については、

十分な科学的知見に乏しく、かつ、早急な対策が求められている状況にある。こ

のような状況を踏まえ、ジフェニルアルシン酸による汚染が確認された井戸の水

を飲用に供していた住宅に居住し、又は居住していた者であって、ジフェニルア

ルシン酸のばく露が確認された者（対象者）に対して、引き続き医療費等の給付

や健康管理調査、小児期にばく露された者に対する精神発達への影響に係る経過

の把握のための精神発達調査等を実施するとともに、臨床医学等の専門家からな

る検討会を運営する。 

 

２．事業計画 

事 業 内 容 １５～２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度～ 

医療費等の給付     

健康管理調査     

精神発達調査     

小児支援体制整備事業     

検討会の運営              

                                              

３．施策の効果 

 対象者に対して、健康診査を行うとともに、医療費等を支給することによ

り治療を促し、著しいばく露を受けたと認められる者等に対して、病歴、治

療歴等に関する調査等を行うことにより、発症のメカニズム、治療法等を含

めた症候及び病態の解明を図り、もって、その健康不安の解消等に資する。

 なお、本事業については、平成２６年６月を目途として見直しを行うこと

とされ、環境省が、事業の目的を達成したと認めたときに終了するとされて

いるが、ジフェニルアルシン酸の健康影響や治療法が解明されない間は、閣

議了解に基づき、緊急措置事業を継続することが必要となる。 

 



茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業 

＜趣旨＞ 

 神栖市における有機ヒ素化合物(ジフェニルアルシン酸)のばく露が確認できる者に対し、健康診査を行うとともに、医療費等を給付
することにより、治療を促すことを通じて、当該者に係る症候及び病態の解明を図り、もってその健康不安の解消等に資する。 

＜対象者＞ 

①有機ヒ素化合物汚染井戸飲用住宅への居住要件を満たし、 

②毛髪・爪検査等によりばく露が確認された者 

専門家による検討会 

(環境省)の審査を経て 

確認 

医療手帳の交付 

特に汚染の著しい井戸
水の飲用者 

→健康管理調査の実施 (健康

状態等に係る報告票の提出
による調査を実施、病歴、治
療歴等の調査を初年度に実
施)  

入
院
歴 

な
し 

入
院
歴 

あ
り 

•医療費(自己負担分を公費負担) 

•療養手当(通院：月15,000円、 

                  入院：月25,000円)(併給なし) 

•健康診査(年1回)(公費負担) 

•健康管理調査費用(月20,000円) 

•健康管理調査協力金(300,000円) 【初年度当初】 

•健康管理調査費用(月20,000円) 

•健康管理調査協力金(700,000円) 【初年度当初】 

＜給付内容＞ 

＜実施状況＞ 
 
◇申請受付開始日 
平成15年6月30日 
 
◇対象者数等 
 (平成25年1月1日現在) 

 
医療手帳対象者    150名                       
                 (累計     157名) 

うち健康管理調査対象者    29名 
 
 
 
 
 
◇事業見直し等 

・平成18年6月7日 
 平成18年度第1回臨床検討会で
の意見を踏まえ、当初3年間実施
とされていた健康管理調査の継続
を決定 
 
・平成20年5月22日 
 平成20年度第1回臨床検討会で
の意見を踏まえ、平成20年7月以
降も事業を継続することを決定 
 
・平成23年6月 
 平成23年度第2回臨床検討会で
の意見を踏まえ、平成23年7月以
降も事業を継続するとともに、 小
児期にばく露され、相当程度の精
神発達への影響がみられた者に
対し、精神発達調査を実施するこ
とを決定 

申請者数      565名 
申請棄却者         408名 
分析調査中等    0名 

小児支援体制整備事業の実施 
※平成20年度～                     
（医療手帳の交付を受けた15歳以下の者のうち、親
権者等からの申請があった者を対象） 

＜その他＞ 

一人一人の成長過程に応じた支援体制を整備するため、
医療・発達・教育・福祉等の多角的な観点から、支援の
実施について調整を行う 

  

 ・精神発達調査費用(月50,000円) 

 

小児期にばく露され、相当程度の精
神発達への影響がみられた者 
※平成23年度～ 

→精神発達調査の実施（精神発達等に係る
報告票の提出等による調査を実施） 



 
（新）水銀条約外交会議開催経費      ３９９百万円（ ０百万円） 

水銀対策に関する戦略策定事業     ７５百万円（６４百万円） 
 

環境保健部環境安全課 
 

１．事業の概要 

国連環境計画（ＵＮＥＰ）を事務局に、水銀に関する条約の制定に向けた国

際交渉が進められ、本年１月に開催された政府間交渉委員会第 5回会合におい

て、条文案が合意され、条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定される

とともに、本年１０月に条約の採択・署名のための外交会議を熊本市及び水俣

市で開催することが決定された。水俣病経験国である我が国としては、水俣病

と同様の健康被害や環境破壊が世界のいずれの国でも繰り返されることのない

よう、外交会議を成功させることにより「水俣条約」を実現するとともに、国

際的な水銀対策の推進への貢献及び早期批准に向けた国内対策の検討を進める

こととしている。 

具体的には、以下の取組を実施する。 
 

○水銀対策に関する戦略の策定 

外交会議における条約の署名・採択及び早期の批准に向けて、必要な

国内対応策等について検討を進める。また、条約が採択された後も具体

的な運用のためのルール作り等についての議論が継続することが見込ま

れるため、この国際交渉に際しての我が国の対処方針の検討及び交渉に

おける検討材料として我が国の考え方を提案するための調査・検討を行

う。さらに、これら調査・検討に活用するため、我が国における水銀等

の環境監視等を行う。 
 

○外交会議の開催 

平成２５年１０月に熊本市及び水俣市で開催される外交会議における

「水俣条約」の制定に向けて、外交会議を円滑に開催・運営する。 
 

 

２．事業計画 

 

３．施策の効果 

本事業により、①平成２５年度１０月の「水俣条約」の制定及び国際的な水

銀対策の推進に貢献するとともに、②「水俣条約」の発効に向けた国内対応の

準備を着実に進める。 

区分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

（１）水銀対策に関する戦略策定推進事業    

（２）外交会議開催経費    



   

水銀規制に関する条約制定推進事業 

重要性 

 

  

条約条文案の主な内容 

背景 

              

             

平成25年度の事業概要 

   
   

・ 我が国の対処方針、国内担保措置の検討に活用 
・アジア太平洋地域の水銀対策の検討に活用 
・条約の運用ルール、ガイドラインの検討材料として提案 

（１） 水銀対策に関する戦略の策定 → 

（２） 外交会議開催 
・ 平成25年10月の開催が決定した「水俣条約」制定のための外交   

 会議の円滑な開催・運営 
→ 

○ 水銀の供給・国際貿易の制限 
・水銀鉱山からの産出を段階的に廃止、水銀の輸出入を制限 

○ 水銀含有製品、水銀使用製造プロセスの削減 
・水銀含有製品（電池、一部の蛍光ランプ、体温計、血圧計等） 
 の製造・輸出入、 
 水銀を使用する工業プロセスの段階的禁止 

○ 大気・水・土壌への排出の削減 
・最適技術や排出基準値の適用等により排出削減対策を実施 

○ 水銀含有廃棄物対策 
・ガイドライン等に基づいて環境上適正な処分を推進 

○ 平成21年  2月 UNEP第25回管理理事会において、水銀によるリスク削減のための法的拘束力のある文書 
   （条約）を制定すること、及びそのための政府間交渉委員会（INC）を設置して平成22年に交渉を開始し、平成   
   25 年までの取りまとめを目指すことに合意 
○ 本年1月に開催された政府間交渉委員会第5回会合（INC5）において条約案文が合意されるとともに、条約の 
   名称が「水銀に関する水俣条約」に決定され、併せて、本年10月に条約の採択・署名のための外交会議を熊 
      本市及び水俣市で開催することが決定 

○ 世界のいかなる国においても水俣病のような
悲惨な公害を繰り返してはならないことを各国と
共有することが重要。 

○ 地球規模の水銀汚染の防止を進めることで、
我が国の水銀対策の経験、技術のみならず、水
俣の地域再生の姿を世界に発信することが重要。 

○ 前文 
  ・水俣病の教訓に関する記述を記載 



 
（新）水銀条約外交会議開催経費      ３９９百万円（ ０百万円） 

水銀対策に関する戦略策定事業     ７５百万円（６４百万円） 
 

環境保健部環境安全課 
 

１．事業の概要 

国連環境計画（ＵＮＥＰ）を事務局に、水銀に関する条約の制定に向けた国

際交渉が進められ、本年１月に開催された政府間交渉委員会第 5回会合におい

て、条文案が合意され、条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定される

とともに、本年１０月に条約の採択・署名のための外交会議を熊本市及び水俣

市で開催することが決定された。水俣病経験国である我が国としては、水俣病

と同様の健康被害や環境破壊が世界のいずれの国でも繰り返されることのない

よう、外交会議を成功させることにより「水俣条約」を実現するとともに、国

際的な水銀対策の推進への貢献及び早期批准に向けた国内対策の検討を進める

こととしている。 

具体的には、以下の取組を実施する。 
 

○水銀対策に関する戦略の策定 

外交会議における条約の署名・採択及び早期の批准に向けて、必要な

国内対応策等について検討を進める。また、条約が採択された後も具体

的な運用のためのルール作り等についての議論が継続することが見込ま

れるため、この国際交渉に際しての我が国の対処方針の検討及び交渉に

おける検討材料として我が国の考え方を提案するための調査・検討を行

う。さらに、これら調査・検討に活用するため、我が国における水銀等

の環境監視等を行う。 
 

○外交会議の開催 

平成２５年１０月に熊本市及び水俣市で開催される外交会議における

「水俣条約」の制定に向けて、外交会議を円滑に開催・運営する。 
 

 

２．事業計画 

 

３．施策の効果 

本事業により、①平成２５年度１０月の「水俣条約」の制定及び国際的な水

銀対策の推進に貢献するとともに、②「水俣条約」の発効に向けた国内対応の

準備を着実に進める。 

区分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

（１）水銀対策に関する戦略策定推進事業    

（２）外交会議開催経費    



   

水銀規制に関する条約制定推進事業 

重要性 

 

  

条約条文案の主な内容 

背景 

              

             

平成25年度の事業概要 

   
   

・ 我が国の対処方針、国内担保措置の検討に活用 
・アジア太平洋地域の水銀対策の検討に活用 
・条約の運用ルール、ガイドラインの検討材料として提案 

（１） 水銀対策に関する戦略の策定 → 

（２） 外交会議開催 
・ 平成25年10月の開催が決定した「水俣条約」制定のための外交   

 会議の円滑な開催・運営 
→ 

○ 水銀の供給・国際貿易の制限 
・水銀鉱山からの産出を段階的に廃止、水銀の輸出入を制限 

○ 水銀含有製品、水銀使用製造プロセスの削減 
・水銀含有製品（電池、一部の蛍光ランプ、体温計、血圧計等） 
 の製造・輸出入、 
 水銀を使用する工業プロセスの段階的禁止 

○ 大気・水・土壌への排出の削減 
・最適技術や排出基準値の適用等により排出削減対策を実施 

○ 水銀含有廃棄物対策 
・ガイドライン等に基づいて環境上適正な処分を推進 

○ 平成21年  2月 UNEP第25回管理理事会において、水銀によるリスク削減のための法的拘束力のある文書 
   （条約）を制定すること、及びそのための政府間交渉委員会（INC）を設置して平成22年に交渉を開始し、平成   
   25 年までの取りまとめを目指すことに合意 
○ 本年1月に開催された政府間交渉委員会第5回会合（INC5）において条約案文が合意されるとともに、条約の 
   名称が「水銀に関する水俣条約」に決定され、併せて、本年10月に条約の採択・署名のための外交会議を熊 
      本市及び水俣市で開催することが決定 

○ 世界のいかなる国においても水俣病のような
悲惨な公害を繰り返してはならないことを各国と
共有することが重要。 

○ 地球規模の水銀汚染の防止を進めることで、
我が国の水銀対策の経験、技術のみならず、水
俣の地域再生の姿を世界に発信することが重要。 

○ 前文 
  ・水俣病の教訓に関する記述を記載 



（新）化学物質緊急安全点検調査費     １００百万円（ ０百万円） 

総合環境政策局環境保健部 企画課化学物質審査室・環境安全課 

 

１． 事業の必要性・概要 

2002 年に開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議において合意

された「2020 年までに化学物質の製造・使用に伴う人及び環境への著しい

悪影響を最小化する」との目標（WSSD2020 年目標）の達成に向けて、化学

物質の安全を緊急的に点検し、国民の暮らしの安心の基盤となる化学物質対

策を実施する。 

 

２． 事業計画（業務内容） 

（１） 化学物質リスク評価等加速化事業 

有害性試験の実施が困難な物質についての試験法の検討、予備試験の実施、

事業者等への説明会の実施等を行う。また、最新の PRTR データを用いて、

化学物質の地域別データの整備等を行う。 

（２）化学物質審査規制の強化に向けた戦略検討事業 

平成 21 年 5 月に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

が改正され、平成 23 年 4 月より改正化審法が完全施行されたが、副生する

有害化学物質への対応、消費者への有害性等の情報の伝播等の課題が明らか

になっている。このため、これらの課題を解決するための検討調査等を行い、

戦略的に化学物質審査規制の強化を図る。 

（３）アジア諸国の化学物質対策能力向上促進事業 

アジア諸国の化学物質対策の政策立案及び実施能力を向上するため、化学

物質の出口、入口規制を含めた環境政策パッケージについて、詳細な情報や

手法を伝達するため、我が国の実務者を派遣して、アジア諸国の化学物質管

理政策担当者を対象とした講習を行う。また、アジア諸国の化学物質対策の

実務者を招へいし、我が国の取組や関連施設に関する講習を実施する。 

 

３． 施策の効果 

アジア各国でも化学物質管理制度の構築が進展しており、日本型の管理制

度の展開及びこれらとの調和が喫緊の課題であり、アジア各国との制度調和

を図ることは、国内化学メーカーのアジア諸国への展開の側面支援となる。

 また、化審法については、平成 21 年 5 月の法改正の際に、附則で施行後

5 年を経過した場合に見直す旨の規定があり、平成 25 年度から検討を開始

することが必要。 



化学物質緊急安全点検調査費 

○改正化学物質審査規制法（平成23年4月より全面施行）に基づき、すべての化学物質から優先評価化学物質を絞

り込み、リスク評価を進めるため、有害性試験の実施が困難な物質や環境モニタリング情報が不足している物質等

のリスク評価の加速化が必要 
○改正化審法の運用の中で、副生する有害化学物質等への対応が必要 

○アジア諸国における化学物質対策能力向上は、アジアにおける環境保全及び我が国の企業等の海外展開を支援

する観点から重要     

助言、事後評価 

◆有害性試験が困難な物質の試験法の検討、予備試験の実施、事業者等への説明会の開催等 
◆最新のPRTRデータを用いて物質の地域別データを整備し、リスク評価等に活用  

◆副生する有害化学物質への対応等の課題解決のための検討調査等を行い、戦略的に化学
物質審査規制の強化を図る 

事業計画 

◆アジア諸国を対象に、環境政策に関する情報や手法を伝達 
◆アジア諸国の化学物質対策実務者を招聘し、我が国の取組や関連施設に関する講習を実施 

 ライフサイクル全体を通じた化学物質の安全性を緊急的に点検し、 
国民の暮らしの安心の基盤となる化学物質対策を実施する。 

課 題 

各課題に対応するため、①化学物質のリスク評価等の加速化、②化学物質審査規制の強化に向けた戦略の検討、
③アジア諸国における化学物質対策能力向上の促進を実施 
 
 化学物質の製造・使用に伴う人及び環境への著しい悪影響の最小化へ 

化学物質リスク評価等 
加速化事業 

化学物質審査規制の
強化に向けた戦略    

検討事業 

アジア諸国の化学物
質対策能力向上促進

事業 



                                 

 

化学物質審査規制法の優先評価化学物質に係る環境調査事業 

５４百万円（４５百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の必要性・概要 

 化学物質審査規制法（化審法）に基づき、第二種特定化学物質への指定等

を迅速かつ円滑に行うためには、ばく露実態の把握が必要な優先評価化学

物質を高感度に分析するための分析法の開発、環境調査の実施及び調査結

果を取りまとめデータ提供することが必要である。 

 

２．事業計画（業務内容） 

① 優先評価化学物質に係る環境調査総合検討業務  ４百万円（４百万円） 

ばく露実態の把握が必要な優先評価化学物質について、物質情報や既

存の分析法等の情報を整理し、リスク評価に資するデータをより効率的

に収集・提供するために、調査地点の選定など具体的な調査実施計画の

策定等を行う。 

② 優先評価化学物質に係る環境調査      ３７百万円（４１百万円） 

ばく露実態の把握が必要な優先評価化学物質について、高感度の分析

法を用いて、環境媒体ごとの調査を行い、リスク評価に資する情報を速

やかに提供する。 

③（新）優先評価化学物質に係る分析法開発調査  １２１３百万円（０百

万円） 

ばく露実態の把握が必要な優先評価化学物質のうち、リスク評価で求

められる精度を満たす既存の分析法がないものについて、分析法の開発

を行う。 

 

３．施策の効果 

必要とされる優先評価化学物質のばく露情報を収集・提供することで、化学

物質審査規制法に基づく化学物質の迅速かつ円滑なリスク評価と適切なリスク

管理の実施に寄与するとともに、国民の健康と環境を守る視点に立った化学物

質対策に係る施策の実施に資する。 



化学物質環境実態調査（化学物質エコ調査） 費     

化学物質環境実態調査の体系 

○ 化学物質審査規制法（化審法）における規制対象物質の選定、化学物質排出把握管 

 理促進法（化管法）における届出対象物質の選定、環境リスク初期評価のために必要な 

 ばく露実態の把握などの、化学物質対策を迅速かつ円滑に実施するための前提となる 

 データ整備の根幹を担う、一般環境中の化学物質の残留状況を把握するための調査 

    

○ 水質、底質、水生生物、大気等を対象に一般環境中での残留実態を把握 
 

概 要 

化学物質環境実態調査 

初期環境
調査 

詳細環境
調査 

モニタリング
調査 

環境リス
ク初期評
価 

化審法 
※改正に伴い、 

優先評価化学物質について
は、対応を強化する必要 

化管法 ＥｘＴＥＮ
Ｄ2010 

その他化
学物質対
策 

技術評
価事業 

環境試
料保存
事業 

妥当な分析法の開発 

調査対象物質の選定 

調査結果データの精査・解析 

地方公共団体と連携 

「３．化学物質審査規制法の優先評価化学物質に係る環境事業調査」

として、新たな枠組のもとで重点的に調査を実施し、施策の要望に速

やかに対応していく。 



 

化学物質審査規制強化検討調査 

                 ３５百万円（３５百万円） 

 

総合環境政策局環境保健部 企画課化学物質審査室 

 

１．事業の必要性・概要 

平成 21 年５月に化審法の一部を改正する法律が公布され、平成 22 年４

月に改正化審法の一部が施行、平成 23 年４月に完全施行されたが、化審

法の担う範囲が制定当初よりも広がった現在、改正化審法を運用するにあ

たり、技術的な課題が明らかになっている。 

現時点で考えられる課題としては、化学物質の人の体内や環境中の挙動

の解析手法に関する世界的な流れとの整合性の確保、市中在庫のある第一

種特定化学物質含有製品の代替促進等がある。これらの課題について解決

し、化学物質審査規制を強化するための技術課題の検討調査を行う。 

 

２．事業計画（業務内容Ｈ２５～２７） 

（１）化学物質の人の体内や環境中の挙動の解析手法等の高度化事業 

 化学物質の人の体内や環境中の挙動について国際条約と整合性の取れた高

度な解析手法を検討する。 

 

（２）有害化学物質含有製品の代替等の加速化検討事業 

 有害化学物質含有製品について適正な代替方法や処理方法について検討・

周知する。 

 

３．施策の効果 

化学物質のばく露を受ける側に立ったリスク評価を行い、有害化学物質

含有製品の代替を推進することで化学物質の製造・使用に伴う人及び環境

への悪影響の削減に資する。 



化学物質審査規制強化検討調査 

                     ３５ 百万円 (３５百万円)  

化審法の担う範囲が制定当初よりも広がった現在、改正化審法を運用するにあ
たり、技術的な課題が明らかになっている。 

①化学物質の人の体内や環境中の挙動の解析手法に関する世界的な流れと
の整合性の確保に係る課題 
②市中在庫のある第一種特定化学物質含有製品の代替促進に係る課題 

化学物質のばく露を受ける側に立ったリスク評価を行い、 

有害化学物質含有製品の代替を推進することでリスクを削減。 

①化学物質の人の体内や環境中の挙動の解析手法等の高度化 
②有害化学物質含有製品の代替等の加速化検討 

課題 

事業 



 
 

SAICM国内実施計画実施推進事業               
１４百万円（１３百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の概要 

「2020 年までに化学物質の製造と使用による人の健康や環境への著しい悪

影響の最小化を目指す」という WSSD2020 年目標※の達成に向けて、平成 24 年

9 月に取りまとめた SAICM 国内実施計画に基づき、我が国の取組を強化すると

ともに、アジア太平洋地域における SAICM の実施を促進する。 

（※持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグサミット）２０２０年目標） 

 

具体的には、以下について取り組む。 

（１）国内外における SAICM 実施の推進・対応の検討 

関係省庁との連携を強化しつつ SAICM 国内実施計画に基づく施策・対

策の確実な実施を推進するため、計画の実施状況に係るフォローアップ

調査を実施するとともに、我が国の取組の参考とするため、第３回国際

化学物質管理会議（平成 24 年 9 月開催）後の国際動向等の調査を行い、

我が国において必要な対応策を検討する。また、アジア太平洋地域にお

ける SAICM 実施を推進するため、途上国等を招聘した国際ワークショッ

プを開催し､我が国の SAICM 実施に係る取組を共有・周知し、情報・意

見交換を進める。 

 

 （２）国民参加型の政策形成の推進 

SAICM では、化学物質の環境安全に係る政策決定プロセスへの多様な

主体の参加を通じた政策の透明性・説明責任の確保が求められている。

このため、市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の化学物質に関

係する多様な主体が参加する「化学物質と環境に関する政策対話」（以

下、「政策対話」という。）を設置し、SAICM 国内実施計画を実施してい

く上で、化学物質対策全体を見渡したときに対応が必要な課題について

意見交換を行い、合意形成を図ることで、化学物質と環境に係る国民の

安全・安心の確保に向けた政策提言の取りまとめを目指す。また、政策

対話において今後取り組むべきと提言のあった課題の解決に向けて、国

内外における取組状況を調査するとともに、今後の取組の強化策を検討

する。 

 



 

 （３）OECD 環境保健安全プログラムへの対応 

OECD の枠組みの下、評価手法の開発・国際調和、データの共有等を

進めることは、SAICM の国際的な実施のみならず SAICM 国内実施計画の

実施に貢献することから、OECD において定期的に開催される「化学品委

員会及び化学品・農薬・バイオテクノロジー作業部会の合同会合」、そ

の下の個別のプログラム等に引き続き積極的に参画し、我が国の取組や

意向を OECD の活動内容に反映させる。 

 

２．事業計画 

 

３．施策の効果 

 「2020 年までに化学物質の製造と使用による人の健康や環境への著しい

悪影響の最小化を目指す」という WSSD2020 年目標の達成を図る。 

区分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(１)SAICM 対応検討(H16～H32)    

(２)国民参加型の政策形成推進事業(H23～)    

(３)OECD への対応(H3～)    



 
 
 
 

国際的な化学物質管理 SAICM国内実施計画の策定・実施 諸外国の動向  

○2002年9 月、ヨハネスブルグサミット(WSSD)で定められた実施計画において、2020 年までに化学物質の製造と使用による人の健康と
環境への著しい悪影響を最小化することを目指すとの目標（WSSD 2020 年目標）を設定。 

○2006年2 月、第１回国際化学物質管理会議(ICCM)がドバイで開催され、WSSD 2020 年目標達成のための方途としてSAICMを採択。 

背景 

・様々な主体による合意形成を目指す「化学物質と
環境に関する政策対話」  
・対話における課題の解決に向けた取組に係る調
査・検討 

   国民の安全・安心の確保に向けた政策提言の
取りまとめを目指す 

ＳＡＩＣＭ国内実施計画実施推進事業 

・（新）計画の実施状況に係るフォローアップ調査 
・（新）国内外における取組状況の調査 
・我が国の対応策の検討 等 
  SAICM国内実施計画の確実な実施を促進 

アメリカ 
北米環境協力委員会（CEC）※でSAICM実施のための
化学物質管理戦略を策定※カナダ、メキシコを含む。 

カナダ 
CEC での戦略に加え、平成18年にカナダとして「化学
物質管理計画」を策定。 

イギリス 
2004年に国内計画を策定。（2006年に修正） 

オーストラリア 
2007年に「化学物質環境管理のための国家的枠組
み」を策定。 

韓国 
2011年1月に「化学物質管理基本計画」を策定。これ
をもとに2011年11月にSAICM国内実施計画を策定。 

2006年2 月  

 第1回国際化学物質管理会議 
     SAICMの採択 

・国際的な化学物質管理に関するドバイ宣言 

・包括的方針戦略 

・世界行動計画 

2009年5月  

 第2回国際化学物質管理会議 
     SAICMの実施状況の点検 
 
2012年9月 

 第3回国際化学物質管理会議
（ICCM3） 

  

包 括 的 な 化 学 物 質 対 策 の 確 立 と 推 進 

第四次環境基本計画 

SAICM に沿って国際的な観点に
立った化学物質管理を位置づけ 

化学物質と環境に関する政策対話 

 市民、労働者、事業者、行政、 
  学識経験者等の様々な主体が参加 

平成24年9月 
SAICM国内実施計画策定 

   WSSD2020年目標の達成に向けた 

我が国の今後の戦略を提示 

  

SAICM（国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ※）について 
※Strategic Approach to International Chemicals Management（サイカム） 



ＰＯＰｓ（残留性有機汚染物質）条約総合推進費 

１３９百万円（１５６百万円） 

環境保健部環境安全課 

１．事業の必要性・概要 

PCB、DDT、ダイオキシンなど、難分解で生体内に蓄積しやすい化学物質

（残留性有機汚染物質：POPs）については、国際的な協調のもと、その製造

・使用の廃絶・削減等を行うため、2001 年（平成 13 年）5 月に「残留性有

機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下、「POPs 条約」という。）

が採択され、2004 年（平成 16 年）5 月に発効した。また、近年の締約国会

議において 10 物質群の POPs 条約対象物質追加が決定されている。 

新規対象物質も含め国内措置を強化するとともに、POPs 条約検討委員会

や締約国会議での交渉参加を通じて適切な主張をしていくこととしている。

 国内においても、新規対象物質も含めた環境及びヒト生体中の POPs 残留

状況の経年変化等を把握し、条約の有効性評価に調査結果を活用していく。 

さらに、POPs 条約に基づき、東アジアにおける地域的な取組の一環とし

て、東アジア地域周辺諸国への技術支援を行いつつ、同地域の POPs の存在

状況の推移を把握し、同地域から我が国に流入する POPs の実態把握を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 

３．施策の効果 

POPs の環境中の存在状況を監視及び条約の有効性評価に資する基礎データ

を取得・発信し、率先して取り組むことにより、POPs 条約の国際的な履行の

一層の推進を図りつつ、POPs による環境リスクの効果的な削減に資する。 

また、我が国主体での東アジア地域への技術協力の実施は、POPs 条約の履

行及び POPs 対策の実施を一層促しつつ、環境リスクの効果的な削減に資する。 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

１．POPs 条約対応総合対策検討調査     

（１）新たな条約対象物質の検討に係る 

調査等 

    

（２）POPs 条約候補物質の汚染実態調査     

２．全国 POPs 残留状況の監視事業     

３．東アジア地域の POPs 残留状況の監

視事業及び多国間協力 

    

（１）東アジア地域の POPs モニタリン 

グの実施及びワークショップの開催 

    

（２）世界モニタリング計画への対応     



            第11条：国内及び国際的な環境モニタリングを実施すること     

        第16条：モニタリングデータを活用した条約の有効性の評価を行うこと 
 

 
平成13年5月 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）」採択     

平成14年8月  日本がPOPs条約を締結→「POPsモニタリング調査」の開始（１０物質群） 

平成16年5月  POPs条約発効 

平成17年6月   国内実施計画の策定 

 

        

POPs条約 

 

平成21年5月 、平成23年4月 

    第４，５回POPs条約締約国会議（COP４、５） 

→新規POPs対象物質（計10物質群）の追加決定 

POPs条約総合推進費 

平成24年8月 改定国内実施計画策定 
■改定した国内実施計画に基づき、POPs条約対象物質22物質群のモニタリング調査の計画的な  

 実施及び経年変化の把握が必要不可欠 

重点調査地点

（日本： 辺戸岬） 

重点調査地点  （韓国：済州島） 

※東アジアPOPs 

  モニタリング参加国 

     カンボジア 

     インドネシア 

     韓国 

     ラオス 

     マレーシア 

     モンゴル 

     フィリピン 

     シンガポール 

     タイ 

     ベトナム 

締約国会議 
 

専門家で構成される検討委員会によ

り、新規条約対象物質の検討を行う 

POPs検討委員会 

東アジアの第３の重点調査地点とし

て、継続的な調査可能な地点を選

定する。 

東アジアPOPsモニタリングプロジェクト（平成２５年度） 

       ■ 第２回有効性評価への提出データを参加国で承認 

       ■ 第３回有効性評価に向けた計画の策定 

                 ■ 東アジアの第３の重点調査地点の選定 



子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）             

３，９８４百万円（４，５２６百万円） 

環境保健部環境安全課環境リスク評価室 

１．事業の概要 

近年、環境中の化学物質が子どもの心身の健康に与える影響への懸念が広がってい

る。このため、大規模かつ長期のコホート調査「子どもの健康と環境に関する全国調

査」（エコチル調査）を実施し、子どもの健康に影響を与える環境要因を明らかにす

ることにより、適切なリスク管理体制を構築し、安全・安心な子育て環境の実現と少

子化対策への貢献に繋げる。 

 

２．事業計画 

平成 23 年 1 月から 3 年間で 10 万人の妊婦の参加登録を行い、母体血や臍帯血、母

乳などの生体試料を採取・保存・分析するとともに、子どもが 13 歳に達するまで質

問票や健康診査等による追跡調査を行う。 

環境省の企画立案の下に、国立環境研究所がコアセンターとして実施機関となり、

国立成育医療研究センターがメディカルサポートセンターとしての医学的支援を行い

つつ、全国 15 地域のユニットセンター（大学医学部等）と協力して実施する。 

平成 25 年度は、10 万人の参加者の登録達成に向けて、募集・登録の仕上げを行う

とともに、参加者に対する質問票調査、医師による健康調査、生体試料採取などの追

跡調査を行う。なお、募集・登録経費の一部については、その加速化を行うべく、平

成 24 年度予備費において先行的に計上されている。 

また、福島県内においては、平成 24 年 10 月、調査対象地域を福島市等 14 市町村

から全県下 59 市町村に拡大し、県民健康管理調査における被ばく線量推計データと

エコチル調査データとの統合的解析を行うことにより、放射線の健康リスクの評価を

行い、リスク低減対策の確立及び健康管理に貢献することとしたところである。 

調査の実施にあたっては、諸外国の先行調査や WHO・UNEP 等の国際機関とも連携・

協力する。 

（スケジュール） 

平成 22 年度 研究計画書の策定、地域での体制づくり、調査実施者の研修

等（平成 23 年 1 月から参加者募集開始） 

平成 23 年 1 月～

平成 25 年度 

参加者の募集・登録、追跡調査。 

・福島県において調査地域を全県に拡大(平成 24 年 10 月) 

・平成 24 年 12 月末時点で、参加登録数は約 5.5 万人 

平成 26～39 年度 参加者の追跡調査、データ・試料の分析、詳細調査（面談調

査や環境測定等）。 

平成 40～44 年度 データ解析・とりまとめ 

 

３．施策の効果 

本調査の実施により、化学物質等の環境要因が子どもの健康に与える影響を解明す

ることができ、子どもの健康を守るためのリスク管理体制構築を通じて、次世代育成

に係る健やかな環境の実現を図ることができる。また、本調査は環境要因に限らず幅

広い視点からの子どもの健康研究の共通基盤を提供するものである。 



子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）について 

エコチル調査とは・・・胎児期から小児期にかけての化学物質曝露が子 

 どもの健康に与える影響を解明するための、長期・大規模な追跡調査 

 

【１．背景】 
     子どもの健康に環境化学物質が与える影響が解明されておらず、 

     子育てへの不安が広がっている 

 

        その解明のため、大規模な疫学調査の実施が必要 

 

【２．調査内容】 
   平成22年度 全国・地域における体制整備、研究計画書の策定等 

   平成23年1月より調査対象者（10万組の親子）の登録 

           質問票調査 

           母親の血液・尿・毛髪、父親の血液採取 

           出生児の健康状態の確認 

           臍帯血の採取 

           健診、質問票調査 

           母乳、子どもの毛髪採取 

           健診、質問票調査 

           子どもの尿の採取 

化学物質等の測定 

試料の長期保存等 

 

遺伝要因、生活習慣要因、 

社会要因等と併せて 

統計分析 

 

子どもの健康に与える 

環境要因の影響を解明 

13歳の 
誕生日まで 

妊娠中 

出産時 

1ヶ月後 

13
年
間
追
跡 

平成39年 追跡終了／平成44年 調査終了 

3
年
間 

募
集 

【４．予算】 
平成22年度 31億円 ⇒ 調査の立ち上げ 

平成23年度 46億円 ⇒ 参加者募集本格化 

平成23年度4次補正 16億円 ⇒ 参加者募集の加速化、放射線に関するシステム開発 

平成24年度 45億円 ⇒ 福島県内の調査地域を全県に拡大 

平成24年度予備費 21億円 ⇒ 参加者募集の更なる加速化 

平成25年度 40億円 ⇒ 参加者募集の仕上げ、追跡調査の本格化への対応 

【５．期待される成果】 
・子どもの脆弱性に配慮した化学物質のリスク評価・管理に活用 

・安全・安心な子育て環境の実現 

 

 

H22年4月、環境大臣より認定書授与 

①北海道 ②宮城 ③福島 ④千葉 ⑤神奈川 

⑥甲信  ⑦富山  ⑧愛知  ⑨京都  ⑩大阪 

⑪兵庫 ⑫鳥取 ⑬高知 ⑭福岡 ⑮南九州・沖縄 

環境省 

コアセンター（国立環境研究所） 

企画立案、各省との連携、国際連携 

メディカルサポートセンター 
（国立成育医療研究センター） 

ユニットセンター 
（全国15地域の大学等） 

調査の実施機関 

 データ管理、試料の保存分析等 
参加者募集と追跡調査 

（地域の医療機関の協力） 

【３．実施体制】 



化学物質の内分泌かく乱作用に関する評価等推進事業 

１９９百万円（２３４百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の必要性・概要 

化学物質の内分泌かく乱作用に関する問題については、社会的関心が高

いにも関わらず、科学的には未解明な点が多く、これまでに「SPEED'98」

及び「ExTEND2005」といった取組方針を策定し、研究や試験法開発、一般

への情報提供等の取組を進めてきた。一方、米国や EU においては、社会的

関心も非常に高く、近年、化学物質の内分泌かく乱作用の評価を順次進め

る計画が進行中である。 

   こうした状況を踏まえ、環境省では、平成 22 年に今後の対応方針として

「EXTEND2010」をとりまとめ、内分泌かく乱作用の評価手法の確立と評価

に係る取組を推進しているところである。本事業は、これに基づき、各化

学物質の評価を進めるとともに、必要な調査研究や一般への情報提供を実

施するものである。 

 

２．事業計画（業務内容） 

  (1) 化学物質の内分泌かく乱作用に関する基盤的研究事業 

       化学物質の内分泌かく乱作用について、未解明の課題が多く残ってい

る生物個体内での化学物質の作用メカニズムや、種々の試験評価手法等

に係る事項について基盤的研究を進める。 

 (2) 野生生物の生物学的知見研究事業   

野生生物に認められる異変の中で化学物質による影響が懸念されるも

のについて、異変の原因解明、化学物質の影響機構の解明、内分泌かく

乱作用の解明等を進める。 

(3) 化学物質の内分泌かく乱作用に関するリスク評価等検討推進事業     

   EXTEND2010 に基づき、内分泌かく乱作用等が疑われる化学物質を選定

し、既に合意されている試験方法を用いて試験を行い、環境中の生物に

対する作用影響の評価及びリスク評価を進めるほか、得られた知見につ

いて、ホームページ等を活用し、一般国民に広く情報提供を行う。 

   平成 25 年度は魚類を用いた試験実施事業を加速化させる。 

 (4)試験法検証推進事業                             

      現時点で開発が不十分となっている多世代への影響を評価する試験法に

ついて、更に試験法の開発を進める。 

また、魚類、両生類、無脊椎動物を用いた試験法のうち、OECD で合意



に至っていないものについて、OECD での採択を目指して再現性等の評価

を実施する。 

(5)国際協力推進事業                

化学物質の内分泌かく乱作用への対応を効果的に進めるため、我が国

とともに本問題に対する先進的な取り組みを行っている英国をはじめと

する二国間で共同研究、合同ワークショップなどを実施する。 

 

３．施策の効果 

化学物質の内分泌かく乱作用について、リスク評価手法を確立し、評価

を進めることで、環境行政によるリスク管理の必要性を判断することが可

能となり、環境リスクを効果的に低減することができる。 

 

 

区     分 

２４ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

 

１．化学物質の内分泌かく乱作用に関する評価等推進事業 

 

（1）基盤的研究 

 

（2）野生生物の生物学的知見研究 

 

（3）リスク評価等検討推進 

 ①化学物質の内分泌かく乱の作用影響評価 

 ②両生類を用いた試験実施 

 ③魚類を用いた試験実施 

 ④リスク評価 

 

（4）試験法検証推進 

 ①魚類を用いた試験法開発・検証 

 ②両生類を用いた試験法開発・検証 

 ③無脊椎動物を用いた試験法の開発・検証   

 

（5）国際協力推進 

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



有害性評価 

ばく露評価 

野生生物の生物学的知見研究 

及び基盤的研究の推進 

環境中濃度の実態把握 
・化学物質環境実態調査等の活用 

リスク評価 × 

加速化 

情報提供等の推進 
・ホームページ 

・研究発表会等 

国際協力の推進 
 

 

 試験法の開発及び 

評価の枠組みの確立 

リスク管理 

作用・影響評価の実施 

 
 

・検討対象物質の選定 

・信頼性評価 

・試験の実施 

・OECD 

・日英共同研究 

・日米二国間協力 

・アジア地域等 

加速化 

化学物質の内分泌かく乱作用に関する評価等推進事業 



化学物質の人へのばく露総合調査事業費 

１０７百万円（１０２百万円） 

 

環境保健部環境安全課環境リスク評価室 

 

１．事業の概要 

環境から人体に取り込まれて健康に影響を及ぼす可能性がある化学物質につい

ては、人へのばく露量及び有害性を把握し、リスク評価を行う必要がある。しか

しながら、環境中の化学物質の存在状況については昭和 49 年(1974 年)より化学

物質環境実態調査が行われているが、人体中の化学物質の存在状況については、

限られた物質を除き、継続的なモニタリングが行われていなかった。このため、

平成 24 年(2012 年)度より、人体試料(血液および尿)及び食事におけるダイオキ

シン類を含む化学物質のモニタリングを開始したところであり、引き続き、これ

らのモニタリングを実施する。 

さらに、放射線被ばくへの国民の不安が高まる中、我が国における食事などを

通じた被ばく(内部被ばく)の状況についてデータが十分でない状況にあるため、

国民の平均的なばく露状況を把握する観点から、人体試料及び食事中の放射性物

質についてもモニタリングを開始する。 

 

２．事業計画 

全国 3 地域程度で協力者（成人約 90 名）を募集し、専門家による説明を行って

同意を取得する。協力者から血液、尿、食事を採取・収集する。採取した試料中

のダイオキシン類、フッ素化合物、難燃剤、重金属等の化学物質及び放射性セシ

ウム等の放射性物質を分析し、統計解析を行うとともに、協力者本人への分析結

果説明を行う。将来の分析のため、試料の一部を長期保存する。 

調査地域については、地域バランス及び特性（都市、農村、漁村）を考慮して

選定し、数年周期で同じ地域に戻ることにより、経年的な動向も把握する。 

 

３．施策の効果 

本調査の実施により、我が国における化学物質の人へのばく露状況が把握され、

懸念される物質の選定、リスク評価及びリスク管理対策の立案、健康被害の未然

防止、対策効果の把握を行うことができる。 



化学物質管理のための基礎データ 
・リスク評価・管理を行うべき物質の特定 
・リスク評価のためのばく露量の算出 
・対策効果の把握 
・放射性物質に関する不安の解消 

化学物質の人へのばく露量モニタリング調査(H24～) 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質環境実態調査 
（化学物質エコ調査） 

(S49～) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気、水質、底質（水底の泥）、
生物（鳥・魚など）中の化学物質
を分析 

海外の調査事例 
全米健康栄養調査
（NHANES）  

1971年から実施。 
毎年5000名程度 

ドイツ環境試料バンク 
毎年約400名の生体試料
を収集 

化学物質の人へのばく露総合調査事業費 
 
＜背景＞ ・モニタリング（環境、生体中の化学物質存在状況の把握）は、リスク評価・管理の基本。 
       ・環境モニタリング（化学物質環境実態調査）は、1974年(S49年)から継続的に実施。 
       ・人体中の化学物質モニタリングをH24より開始。 

人体・食事中の化学物質・放射性
物質の存在状況を継続的に把握 

子どもの健康と環境に関する全国
調査（エコチル調査） 
・10万組の親子の生体試料を収集し、化  
学分析。子どもの健康との関係を解明。 

・化学物質の蓄積の少ない若い世代が
対象。H26年度以降の生体試料（成人）
データは得られない。 

 

協力者 
90人募集(H25予定) 血液・尿・食事の採取 

化学物質・放射性物
質の分析 

※これらの調査では放射性物質
は測定していない。 



 

ナノ材料の環境影響未然防止方策検討事業 

１６百万円（１６百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の必要性・概要 

ナノ材料については、近年技術開発が急速に進んでおり、今後大規模に商品化

される一方で、それに伴って環境中への排出量が増大することが見込まれており、

これらのナノ材料が環境中に放出されることにより、人の健康や環境に対して悪影

響を与えることが懸念されている。このため、平成 20 年度に作成した「工業用ナ

ノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」では、「今後の課題」として、国と事

業者が連携し、ナノ材料の環境中挙動の確認に必要な測定方法の検討や管理技術の

有効性の確認、生態毒性試験法の開発等を行うことが必要とされている。 

本事業では、①ナノ材料の環境中への放出を防止するための管理技術の有効性

評価を行うため、廃棄物の破砕処理施設におけるナノ材料含有製品の破砕時のナノ

材料の飛散状況、湿潤化等による破砕時の飛散防止効果等に関する検討を行う。ま

た、②ナノ材料の生態毒性に関する既存知見を広く収集し、対象物質、実験条件、

水中の存在状況等に基づき知見を体系的に分類・整理した上で、重点的に検討すべ

き課題を抽出する。さらに、③ナノ材料の環境中挙動の把握に向け、環境中の粒子

状物質を対象とする既存の測定技術について広く知見を収集し、環境ナノ材料への

適用可能性が高いと考えられる手法を洗い出す。 

 

２．事業計画（業務内容） 

 

３．施策の効果 

ナノ材料に関する環境管理技術の整備に向けた実証実験や、環境中挙動の把握手

法等の開発のための検討を行うことにより、ナノ材料の環境リスクの適切な評価を

実現する。 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

(１)管理技術の有効性評価     

(２)生態毒性試験法検討等     

(３)環境中挙動の把握手法の検討     



 ナノ材料の環境影響未然防止方策検討事業 

近年の技術開発の進歩により、ナノ材料（例：カーボンナノ
チューブ）について大規模な商品化が見込まれることより、
環境中への排出量の増大も見込まれる 
 → 健康被害を引き起こすことが懸念 
 
課題 ： ナノ材料の人の健康や環境への毒性評価に関する

試験手法の確立、環境・生体中の動態等に関する
知見の集積、ナノサイズの粒子の特性を踏まえた
環境リスクの評価方法の確立等 

・ 平成21年3月に「工業用ナノ材料に関する 
環境影響防止ガイドライン」を取りまとめ公表 
・ ナノ材料の人及び動植物へのばく露を未然に
防止するための管理方策を事業者へ提示 
・ 平成21年度から、同ガイドラインで指摘され

た「今後の課題」を基に、ナノ材料の管理手法
についての検討計画をとりまとめ、順次検討
を実施 

①環境中への放出防止のための管理技術の有効性評価を目的とした検討 
  ・廃棄物の破砕処理施設におけるナノ材料含有製品の破砕時のナノ材料の飛散状況 
  ・湿潤化等による破砕時の飛散防止効果 

②生態毒性に係る試験法の検討等 
  ・生態毒性に関する既存知見を分類・整理 
  ・生態毒性に関する情報を把握し、重点的に検討すべき課題を抽出 

③（新）環境中の挙動を把握するための手法の検討 
  ・既存の測定技術の知見を収集・ナノ材料への適用可能性が高い手法を洗い出し 

ナノ材料の環境リスクの適切な評価の実現を目指す 

背景 これまでの取組 

事
業
内
容 



 

化学物質複合影響評価等調査費             ４１百万円（２９百万円） 

 

環境保健部環境安全課 

 

１．事業の必要性・概要 

○ 化学物質のリスク評価は、基本的にこれまで個々の物質で評価が行われてきたが、構

造が類似で、同様の作用メカニズムが考えられる複数の物質の同時ばく露に伴う複合影

響の評価については、近年、国際的に関心が高まり、各国で取組の進展が見られている。 

中でも、欧米の一部では、化学物質の審査・規制及び評価の場面で複合影響に係る検

討が始められているほか、WHO では化学物質の複合影響評価を考える上でのフレームワ

ークが提案され、OECD 等でも技術的な検討等が進められていることから、わが国でも

複合影響評価に関する知見を早急に集積し、適切に対応していく必要がある。 

 ○ 環境中の微量な化学物質による多様な症状の誘発や増悪の可能性が専門家から指摘さ

れており、いわゆる化学物質過敏症については国民の関心も高い。一方で、微量な化学

物質による健康影響の病態や発症メカニズムについては不明な点が多く、これらの解明

のための研究を推進する必要がある。 

 

２．事業計画（業務内容） 

○ 化学物質の複合影響評価について、これまでの国内外の知見や取組状況の情報収集・

整理に加え、平成25年度より新たに以下の取組を開始する。 

① 国内外のリスク評価書等において複合影響評価の検討が行われたことのある物質群、

OECD 等で「カテゴリー評価」が行われた物質群等の中から、複合影響評価を検討

すべき候補物質群の母集団を抽出する。 

② 抽出した候補物質群について、必要な知見を収集・整理し、WHO のフレームワーク

に沿った評価を試行する。 

③ より詳細な評価を行うべき物質群を同定し、WHO のフレームワークに沿った詳細な

評価の実施に向けた優先順位を設定する。 

 ○ 環境中の微量な化学物質による健康影響について、国内外の知見の整理・分析を実施

するとともに、これまでの知見を踏まえ、具体的な病態と発生メカニズムの解明を目指

し、環境中の微量な化学物質のばく露量の評価、ばく露量に応じた影響の度合い（感受

性）の分析、いわゆる化学物質過敏症等が疑われる者の診療情報の分析などを行う。 

 

３．施策の効果 

○ 複数の化学物質の同時ばく露に伴う複合影響について、より詳細な評価を行うべ

き物質群を同定するための手法を確立することで、環境行政として複合影響評価を

検討すべき物質群の絞り込みを効率的に進めることができる。 

○ 環境中の微量な化学物質による健康影響について、病態や発症メカニズムを明ら

かにすることで、環境行政としての対応の必要性や方向性を明らかにすることがで

きる。 



化学物質複合影響評価等調査費 

環境中微量化学物質による健康影響評価事業 

 微量な化学物質による健康影響の病態・メカニズムの解明 

 化学物質過敏症等の健康影響等については国民の関心が高く、微量な化学物質による健康影響を訴える患
者は一定程度いるものの、その病態や発症メカニズムについては不明な点も多い。 

化学物質の複合影響に関する調査事業 

 

①国内外のリスク評価書等におい
て複合影響評価の検討が行われた
ことのある物質群、OECD等で「カテ

ゴリー評価」が行われた物質群等の
中から、複合影響評価を検討すべき
候補物質群の母集団を抽出 

複合影響評価に関する知見を集積し、行政対応の必要性の有無等を検討 

複数の化学物質が同時に作用した場合の影響については、メカニズムや具体的な影響について不明な点が多い。 
 → 一般環境中では、複数の化学物質が同時にばく露するものであり、国民の関心も高い状況 

 

②抽出した候補物質群について、
必要な諸知見を収集・整理し、
WHOの複合影響評価の枠組みに
おけるスクリーニング評価を試行 

 

③より詳細な評価を行うべき物質
群を同定し、WHOの枠組みにお

ける詳細な評価の実施に向けた
優先順位を設定 

情報収集・ 
スクリーニング評価試行 

母集団抽出 優先順位設定 

 調査研究の 
 実施・拡充 

国内外における知見
の整理・分析 

・ばく露評価 
・ばく露量に応じた影響の度合い（感 
 受性）の分析 
・診療情報の分析 等 
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